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大深度地下開発における技術と空間活用に関する研究
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第1章　序論

　大深度地下利用に関する法制度の整備は、1988年に、「大深度地下の公的利用に関する制度を創設

するため、所要の法律案を次期通常国会に提出すべく準備を進める」と閣議決定されて以来の課題で

あったといえる。当時、法律の所管をめぐる各省庁の綱引きに決着がっかず、また、法制的にも、技

術的にも検討が不十分であったことから、法制度化は事実上とん挫した。その後、経済状況が悪化し

たことから、大深度地下利用も脚光を浴びることもなくなったが、1995年の臨時大深度地下利用調

査会設置法の成立により、再び表舞台に登場することとなった。1995年11月に臨時大深度地下利用

調査会が審議を開始し、法制化に向けた再スタートが切られ、5年の月日を経て2000年5月に「大

深度地下の使用に関する特別措置法」（以下大深度地下法）が成立した。

　5年間は大きく前半の臨時大深度地下利用調査会による検討の時期と、後半の国土庁による法制化

の検討の時期に分かれる。

　臨時大深度地下利用調査会は1990年頃の議論から見れば格段の成果を上げたといえるが、制度化

に当たっては、技術面、法制面とも少なからず課題は残っており、また、1990年頃は、法律の権限

を各事業所管大臣に与える案と土地収用法と同様に土地収用大臣（建設大臣）に与える案の所管をめ

ぐる調整がネックとなっていたが、答申ではこれについて触れておらず、これらの課題をクリアーす

るために、臨時大深度地下利用調査会の答申以降さらに2年の月日を要したといえる。

　この論文では、臨時大深度地下利用調査会答申から、大深度地下法の成立、法の施行までの大深度

地下に関する制度（以下大深度地下使用制度）の一連の間の検討内容について、どのような検討を経

て制度の構築が可能になったのか、主に技術面から論じるとともに、制度で新たに用意された様々な

仕組みについて、それが導入された理由、目的、活用方策を論じた。

　都市における広大な未利用空間である大深度地下を活用し、空間の高度利用を図ることが、21世

紀の都市の再構築する上では必要である一方、大深度地下空間は都市において残された貴重な空間で

あり、これを適正かつ合理的に利用することが重要である。大深度地下使用制度にはこれを行うため

の様々な仕組みを用意しているものの、制度自体がこの実現を担保しているわけではなく、今後の制

度の運用がこれを実現するものであり、このような観点から、本論文では、今後の展開方策について

も論じた。

1．1　大深度地下利用の必要性

　なぜ、今になって、大深度地下利用が検討され、制度の構築が行われたのかについては、都市の整

備に対する一種の閉塞感みたいなものに原因があるといえる。

　大都市圏において、新たに大規模な公共施設を整備するためには、事実上地下を利用するしか方策

はなくなりっつあるといえ、さらに、過去の地下利用がもたらす様々な問題から、大量の不特定多数

が利用する地下鉄といえども、図1．1に示すように地下40mを超える深い地下で事業を実施せざるを

えなくなってきている。しかも、道路地下を利用しているため、理想の線形、勾配がとれるとは限ら

ず、かなり無理を強いられながら事業を進めているのが現実である。また、民有地地下の利用につい

ても、現状では、どんなに深い地下であっても利用するためには、多大な労力と時間を費やす必要が

あり、理想的な公共事業を実施するためには、現実的に制約が大きすぎるといえ、都市の再構築を行

うにしても、その余地が少なくなりつつあるといえる。

　例えば、東京都の直轄国道については、表1．1に示すように、既に道路lkmあたり33kmを超える

管路が埋設されており、これらの管路を避けるため、地下鉄のような安全性や利便性の面から浅い地

下を利用すべきと思われる事業でさえも、地下50m近くまで潜らざるを得なくなっている。

　このように、公共事業が深い地下を利用せざるを得ない一方で、民有地の地下利用についてはある

1一



一定の深度に止まっている。この利用されていない民有地の地下を自由に利用できれば、利用可能な

空間が一挙に増え、事業の可能性が大きく開けることから、大深度地下利用が考えられたといえる。

　地価が高騰したバブル当時は、地上に変わる空間として地下利用が考えられたが、バブル崩壊にも

かかわらず、このような制度の構築が促されたのは、都市の再構築の必要性に対して、現実を踏まえ

ての要請があったからといえる。

　このような状況を背景に、1995年に大深度地下の利用を可能とする制度の構築のための再スター

トがきられた。
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図1．1東京圏の地下鉄の最大深度の推移1）

表1．1東京都区部の直轄国道（161．2㎞）の地下埋設物延長2｝

総延長（km） 道路1kmあたり
埋設キロ数（km）

：1電信電話
2，758．4 17」

内：電　　気　1

1，632．9 10．1

　：ガ　　ス　1

�P上水道

326．0

R67．3

2．0

Q．3

‘：下水道 307．0 1．9

一一，：一一一一一一．一一一一一
一一≡≡≡一一一一一一一 一一一一←’一一一一一一≡一一一

合　　計 5，391．6 33．4

一一一一一一一∋■一一一一一一一一
一　　≡　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　’　　一　　⇔　　一
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共同溝 105．4 0．7

地下鉄 66．5 0．4

注1：平成10年度末現在。

注2：総延長は、道路ドに収容されている管路の総延長を指す。

注3：各戸引き込み管路を含まない。

1．2　本研究の構成

　大深度地下使用制度は、民有地下であっても、特別な制度を構築することにより事業を円滑に実施

できるようにするという面と、「早い者勝ち」、「虫食い的な利用」といったスプロール的な利用を防

ぎ、適正かつ合理的な大深度地下の利用を図るという面の2っの側面を持ち合わせた制度である。本

論文では、事業を円滑に実施するための制度の仕組みとこれを行うための技術体系について論じた「第
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1編　技術編」と、スプロール的利用を防止する観点からの地下利用に関する計画論とこれを実現す

るための情報基盤のあり方、地下を活用した都市の再構築方法を論じた「第皿編　空間活用編」に分

けて構成した。

　第1編においては、まず、第2章として、現状における民有地地下の利用の問題点を述べ、大深度

地下空間を法制的にどのような空間として捉え、制度を構築したのかを論じた。大深度地下空間を法

制的にどのような空間として定義するのかということは、技術的にどのような空間として大深度地下

空間を定義するのかということと連動している。

　第3章においては、大深度地下空間を、技術的にどのような空間として定義を行ったのか、また、

大深度地下空間の特定方法、さらに、大深度地下の施設はどのような建築物の荷重に対し、安全とな

るよう設計すべきか、制度の最も根幹をなす部分について、どのような検討を行い決定したのかにつ

いて論じた。

　大深度地下使用制度は、地権者の権利と、地下利用から要請される制限とを調整する制度であり、

運用において、双方に疑義が生じることがあれば、制度として成り立ち得ず、地権者、事業者両者に

対し、客観性をもちっつ、一義的に制限の内容が確定される必要がある。このような要請のもとに、

技術体系を明らかにしてはじめて制度の構築が可能であったといえ、この意味において、この技術体

系が、制度の心臓部分であるといえる。

　第ll編においては、まず、第4章として、「早い者勝ち」、「虫食い的」な利用を防ぎ、大深度地下

を適正かっ合理的に利用するために大深度地下使用制度に設けた仕組みと、これを運用する上での考

え方について論じた。

　地下利用について、「早い者勝ち」、「虫食い的」利用といったスプロールの概念を導入し、これを

防止する観点から、利用に当たっての調整の仕組みを導入した制度としては、大深度地下使用制度が

初めてではないかと思われる。

　さらに、利用調整を行う上での考え方、事業を共同して実施する場合の考え方、都市計画制度との

連携方策を検討し、導入した仕組みをどのように運用していくべきかを論じたが、このような事項に

ついて研究されたのも初めてのことではないかと思われる。

　第5章では、第4章で論じた適正かっ合理的な利用を行うための情報基盤、地下利用を効率的に行

うための情報基盤のあり方にっいて、近年のIT技術の進展も踏まえ論じた。

　現在でも、地下の情報に関しては、様々な情報の整備が相当行われているといえるが、一方では、

これらの情報は整備を行ったものが独自に利用するにとどまっており、十分な活用が図られていない。

一方、これらの情報をうまく組み合わせることにより、新たに情報の整備を行わなくとも、十分に利

用価値のある地下利用に係る情報基盤の構築が可能であり、地下利用を進める上で大きなツールにな

ると思われる。

　第6章では、地下利用を行う上での最大の問題となっている建設コストについて、大深度化による

影響等について論じるとともに、建設コストの縮減のための課題について論じた。

　また、大深度地下を活用した都市の再構築方法について、民間企業に調査した結果などをもとに超

長期的な観点から検討を行うとともに、東京駅付近を対象に、どのようなことが可能であるかケース

スタディを行った。超長期的な観点からの検討であるが、現在の技術から見れば、実現が全く不可能

というわけではなく、21世紀の都市のあり方の1つの提示となるのではないかと思われる。

　第7章では、以上の内容を総括して、各事項毎に、今後の展開方策にっいて論じ、結論とした。

参考文献

1）1998営団地下鉄ハンドブック：帝都高速度交通営団

2）道路行政平成ll年度版：建設省道路局：2000．1
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第2章　大深度地下使用制度の基本的構成

2．　1概説

　山岳部では民有地の地下も比較的簡単に利用できるのに対して、都市部では、どんなに深くても地

下の利用にあたって多くの困難が伴い、特に、多くの事業が地下の使用の権原の取得までに多くの時

間を費やしている。

　これは、地下の使用に当たっての考え方が異なるからであるが、山岳部も都市部も場所は違っても、

法制論としての財産権、土地所有権は同じはずであり、同様に事業が円滑に実施が出来ないかという

ことが、大深度地下使用制度が考えられた出発点でもある。

　しかしながら、山岳部の使用の方法は、明治時代以来の慣習的なものといえ、法制的、技術的によ

く吟味されたものではなく、したがって、大深度地下使用制度を構築するにあたっては、地下利用と

財産権、土地所有権との関係を技術的、法制的に新たに整理する必要があり、これが制度化に当たっ

ての最大の課題であったといえる。

　技術的には、どのような条件を満足する空間を大深度地下と考え、これを客観的かっ一義的に特定

するのか、法制的には、これを、どのような性格の空間として位置付けることが出来るのか、相互に

密接に関連する問題であった。

　この章では、民有地地下の利用において交渉が長期化した事例から、地下利用の問題点を整理し、

大深度地下をどのような性質の空間として整理し、制度の構築を行ったのかを述べる。なお、第3章

の大深度地下利用にかかる技術体系で、この大深度地下の性質を技術的にどのように具現化したのか

を述べる。

2．2　地下利用における権原の取得の現状

　大深度地下使用制度ができるまでは、地下の利用に当たってのルールは明確でなく、山岳部では、

山岳トンネル方式と呼ばれる方法により、都市部では、有償の利用について合意が成立した場合は民

法第269条ノ2の区分地上権契約により、無償の利用について合意が成立した場合は民法第593条の

使用借権設定契約により、合意が成立できないときは土地収用法の使用裁決により、それぞれ地下の

使用の権原を取得している。

2．2．1　山岳トンネルにおける権原の取得方法

　現在、山岳部でトンネルを掘る場合には、ある一定の土被りから、掘削の承諾を得るだけでトンネ

ル掘削を行う方法が一般的に採用されている。このような方法の由来として、野沢’）は（社）日本鉄

道技術協会のセミナーで、「明治の初めの頃、農林省と鉄道省の間で交わした覚書がその元になって

いるようでございます。当初は山の上でも買収することがあったようですが、お互いにそれでは不自

由である、地主さんとしても、自分の土地の中に細長い他人の用地が出てきたのでは扱いが困るし、

買う方も、とてもそれは無駄なことではないかということから、省庁間で協議し、いわゆる起工承諾

だけで仕事ができることとしたのがそもそもの発端になり、もう百年以上もよき慣行としてこれが定

着してきたわけです。」と述べており、長年の慣習が定着して、一般的な制度として現在に至ってい

ることを述べている。

　現在では、事業者によって運用の実態に差異はあるものの、図2．1に示すように、概ね5m以下の

浅い部分については地表部も含め用地買収を行い、5mから20～30mについては、区分地上権を設

定し、概ね30m以深になれば使用貸借権、起工承諾など無補償で権原の取得を行うことを原則とし
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ている。

　これと類似する制度として鉱業権にもとつく鉱物の採掘があるが、鉱物については、民有地地下で

あっても、その採掘権は国が有し、国から採掘権を得た者が採掘できる仕組みとなっている。この場

合においては、地下50m以深で、地表に影響を与えなければ、無補償で採掘できることとして、法

律に定められている。

〈鉄道〉 〈道路〉

　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

一所有権＊区分地上権一＊使用貸借等一
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

ト　ン　ネ　ル

　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

ー所有権一一i　　　　　　i
　　－，　　　　一区分地上権一つ
　　，　　　　　　　　　　　　　　　ヲ

　　k－一一一＋一一一一一一使用貸借等一
　　‘　　　　　　　　　　　　　　　‘

ト　ン　ネ　ル

鉄道

　（1）坑口、土被り5m未満：所有権を取得

　（2）土被り5m～20、30m：区分地上権を設定

　（3）土被り20、30m～　　：使用貸借等

（注）m数は、概ねの数値である。

　資料：建設省、運輸省へのヒヤリングによる

　　　　　　　　　　図2．1

道路

（D入口、土被り20m以下に多い　　・所有権を取得

（2）土被り5m超～50m以下に多い：区分地上権を設定

（3）土被り5m超に実績がある　　　’使用貸借等

山岳トンネルにおける権原の取得方法の考え方

2．2．2　現在の地下利用における権原の取得方法

　一般的には図2．1のような考え方が採用されているが、上部の土地の利用状況によっては、原則か

ら乖離しており、地下利用における権原の取得が、実際、どのように行われているのかについて、建

設省が全国の各事業者に対して調査した結果2）をもとに検討する。

　調査は、1989年以降に着工した最大土被り30m以上のトンネルを対象に、権原の取得について、

それぞれの深度別に用地買収、区分地上権買収、使用貸借権のいずれにより使用の権原を取得したか

をアンケート調査している。

　調査結果は、全国と三大都市圏及び政令市の大都市地域に区分して整理されている。図2．2に全国

の事業者を対象として深度別に権原の取得方法を整理した結果を示す。
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注：有効回答866

　　区分地上権は区分地上権と貸借権を指し、使用貸借権とは使用貸借権、起工承諾、説明会等によ

　　る了承を指す。

資料：建設省資料

　　　　　　　　　　　　図2．2　深度別の権原設定状況（全国）

　全国的に見れば、土被り15m以浅では土地所有権を取得する例が多く、15mを超えると区分地上

権による有償による使用、もしくは使用貸借権、起工承諾等の無償による使用を行う事例が多くなる。

特に、15m以深では8割超は無償使用となっており、15mを超えれば大部分は無償で使用していると

いえる。また、有償で使用を行うのは、50mまでである。

　次いで大都市部地域を対象に整理した結果を図2．3に示す。大都市地域は、東京圏（東京都、千葉

県、埼玉県及び神奈川県）、大阪圏（大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県）、名古屋圏（愛知県、岐

阜県及び三重県）及び政令指定都市である。

件数

　N所有権
一■区分地上権

い9鯉難麟
L．．一　一

25／

゜よ～～？M。。？写800

8

10／

＿＿」

注：有効回答数28

図2．3　深度別の権原設定状況（大都市）
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　大都市地域については、全国よりも区分地上権を設定する割合が高く、概ね50mより浅い場合は

有償で、これより深い場合は無償で行われる傾向があり、都市部では有償で使用の権原を取得する傾

向があることを示している。

　このデータは大都市地域のデータではあるが、当該地域が都市的な土地利用が行われている地域か

かどうかということについては区別していない。そこで、表2．1に市街化区域内で行われた事業にお

ける、補償率、交渉に要した期間を示す。土被りが大きな場合に補償を要した事例もあるが、一方、

土被りが40mより浅くとも無補償で行った事例もある。別途調査した結果からは、市街化区域内に

おいて無補償で使用の権原を取得できたケースは霞ヶ浦導水事業水戸トンネルを含め数例しかなく、

一般的には、どのような深度であっても補償金を支払う例が多いようである。

表2．1　市街化区域における地下使用の事例

北千葉導水事業 霞ヶ浦導水事業 帷子川分水路 県道相模原愛川線

（豊四季シールド） 那珂導水路水戸ト （5320m） 愛川隊道（146m）

（1602m） ンネル（6300m）

所在地 千葉県柏市，流山市 茨城県水戸市 神奈川県横浜市 神奈川県愛川町

最大土被り 36m 52．44m 58m 45m

都市計画区域 市街化区域及び市 市街化区域 市街化区域 市街化区域

街化調整区域

権原取得状況 任意100％ 任意100％ 6名収用手続き 任意100％

所有権 0～7m 0～10m
区分地上権 12～36m 7m～58m 10～45m
使用貸借権 24．6～52．44m

補償率 27％～10％ 50％～10％ 53％～7％

土地所有者数 28名 313名 361名 3名

交渉期間

3ケ月未満 313名 248名 3名

3～6ケ刀 2名 107名

6～13ケ月 23名

1～2年 3名

2年以上 6名

注：補償率は区分地上権設定に伴う阻害率

資料：建設省

　また、交渉期間については、比較的短期間で用地交渉を終えている例もあれば、用地交渉が難航し、

収用法の適用に至る事例もある。網羅的に調査されているわけではないが、都市部においては交渉が

難航し、地方部においては交渉がスムーズに進んでいるようである。これは、土地利用の高度化・複

雑化している地域では土地に対する権利意識が高いからと推測できる。

　通常、事業に必要な土地の一部でも欠けていると事業としては、竣工しない場合が多く、特に、ト

ンネルについては、大多数の土地の交渉が完了したとしても、1カ所でも用地の手当がつかないと、

開通できず、まさに、用地交渉が事業のキャスティングボードを握っているといえる。

　図2．4に建設省の同調査結果から、交渉妥結までに要した期間別に地権者数を示す。短期間で交渉

が妥結する地権者が大多数であるが、少なからず長期化する地権者もおり、このような場合にどのよ

うな対応策をとるのかが問題となる。
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資料：建設省

　　　　　　図2．4

圏　一囲　igg
6ヶ月・v　1年　1年～2年　　2年以上

交渉妥結までに要した期間

2．2．3　営団地下鉄半蔵門線の事例

　地下利用をめぐり交渉が長期化した代表的な事例として、営団地下鉄半蔵門線の事例がある。

　半蔵門線は、渋谷から半蔵門、大手町を経て水天宮に至る路線で、現在は押上に向けた延伸工事が

行われている。現在の開通区間（渋谷～水天宮）は10．9kmである。

　事業は1973年3月に着工され、当初、渋谷から日本橋宝町（現三越前駅）の間については、1975

年9月に開通する予定であったが、最終的に1990年ll月に開通がずれ込むなど、用地取得の難航に

より事業計画が大きく狂っている。

　半蔵門線の事例も1990年頃の大深度地下利用法制定の機運を高めた一つの要因である。

　この他にも、地下鉄建設に伴い交渉が長期化した事例としては、収用委員会が不在のため、土地収

用手続きに入れず、交渉が暗礁に乗り上げたまま長期化した東葉高速鉄道の事例などがある。

（1）事業認定申請に至る経緯

　半蔵門線の建設にあたっては、千代田区九段南2丁目の民有地地下（図2．5参照）を通過すること

に対し、強い地元の反対運動が起こり、用地取得が難航した。
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図2．5　半蔵門線ルート図（九段地区）3）
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　当該地域に対しては、1972年7月に地元説明会が実施されたが、千代田区九段南2丁目民有地地

下を通過する290mの区間については、一部地元住民の強い反対運動が起こった。地下鉄総体として

は、自動車交通の代替機能を評価すれば、環境を改善するとともに、地域振興に資する事業とも言え

るが、駅が無く直接的な受益の乏しい沿線では、住民の立場からは受認しがたいという言い分が強く、

　①事業計画の不当性（路線としての合理性、公共性に問題がある）

　②地元住民の無視（路線決定が住民に相談なく行われている）

　③工事中及び開通後の振動・騒音による環境破壊

　④地下鉄建設の準拠法規の不明確性

を主な反対の理由として、反対運動が展開された。

　地元住民は、1974年5月に「地下鉄11号線九段南二丁目地区反対期成同盟」を結成し、関係機関

への請願、陳情等による反対運動を展開し、1975年11月には同期成同盟会を「営団地下鉄11号線

路線変更を求める会」（以下路変の会）に改め、この会を中心に営団との個別折衝に応じないこと等

を申し合わせて運動を展開した。

　これに対して事業者（営団）も代替ルートの検討も含め、説得に努めたが了解を得るには至らず、1976

年には、地権者の一人が土地一坪を分筆し、全国の支援者261名が共同登記を行った。これは、平河

町地区にも飛び火し、同様に109名の共有登記が行われた。一坪運動は成田空港で採られた戦術を参

考にしたもので、関係者を増やし用地交渉を困難とするとともに、事業認定後の収用手続きを複雑化

することをねらったものである。一坪の共有者は当初、北海道から奄美大島までの18都道府県に散

在していたが、最終的には288名まで増え、全国各地に居住するとともに、アメリカ合衆国、アルゼ

ンチンに居住する者まであらわれている。

　路変の会は1978年9月の千代田区道に係る鉄道工事承認に対し、千代田区に異議申し立て、東京

都に審査請求書を提出し、それらの却下に対して却下取消の訴訟を東京地方裁判所に提起し、法廷闘

争が開始した。この後、地下鉄道敷設工事差止請求訴訟、不作為違法確認請求訴訟、事業認定処分取

消請求訴訟と法廷闘争化が激しくなる。

　また、区議会への請願活動により、1975年には、千代田区議会が「地下鉄11号線番町・九段地区

の路線計画に反対する決議」を行っており、行政も巻き込んで、問題は複雑化していく。

　一方、営団は、個別交渉を進め、1979年初頭には残った地権者53名に対し一斉交渉に入ったが、

路変の会の強固な反対にあい、ほとんど門前払い状況であった。この中においても、鋭意交渉を進め、

1980年に4名、1981年に4名と契約を締結している。任意交渉によって、1986年の収用裁決申請ま

でに計38名と契約締結に至っている。

（2）事業認定申請後の経緯

　営団は、1980年5月に半蔵門～日本橋本町間の事業認定申請を行い、これと併行して、任意交渉

も進めたが、交渉には進展が見られず、1983年3月には、路変の会と話し合いを断念する旨の文書

を提出し、任意交渉による解決を断念した。

　これと前後して、1983年11月1日には事業認定の告示が行われ、強制収用へと大きく舵をきるこ

ととなる。

　土地収用法では事業認定から1年以内に収用裁決申請を行わなければ、事業認定の効果を失うこと

とされていることから、迅速に物事を進めることとし、同年11月4日付けで補償に係る周知文を配

達証明付書留郵便により送付し、さらに土地調書、物件調書作成のための土地の立ち入りに関する通

知の文書を内容証明郵便で送付、不在、受領拒否者に対しては、電報で再度通知を行い、それでも不

在のものに対しては、口頭で通知を行った。

　これを踏まえ、土地調書、物件調書のための測量に入ろうとしたが、土地の立ち入りが拒否され、

道路上からの測量、目視により調書を作成している。手続きが慎重に行われたにもかかわらず、後の

審理に際して、路変の会は、通知については全て拒否しているので通知がなかったと主張し、土地調
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書、物件調書の正当性について争っている。

　このような手続きを経て、営団は、1984年5月に収用裁決申請を行った。これに対し、16回の審

理を経て結審し、1987年3月に収用裁決が行われ、同年6月に明渡（地下であり、具体的な移転は

ない）がなされ、工事が再開された。

　審理に際しては、膨大な質問・意見が提出され、審理のたびに事業者は膨大な資料を作成するなど

作業に忙殺されたほか、申請・審理のたびに質問、意見を提出できる利害関係者を特定することから

住民票、登記などにより全権利者を確定する必要があり、計21回にわたり調査を実施するなど、膨

大な事務が発生している。

　なお、一坪共有地には、その持ち分に従い、最小182円～最大3088円が288名に支払われた。半

数は受け取りを拒否し、法務局へ供託された。

（3）用地取得難航の工事への影響

　当該工区の工事は1980年8月に発注され、1982年5月にシールドの発進準備が整ったが、用地交

渉への悪影響を考慮し、発進を見合わせる一方、地中掘進停止の技術的な問題点を検討し、対策を講

じた。この時期、環境悪化を理由に工事差止訴訟が起こされていたことから、これを否定するために

は実証するにしかずとの緊迫した空気の中で、1983年10月に掘進を開始し、同月に民地部入り口の

位置まで掘進し、停止した。この後、3年8ヶ月の間地中で待機し、1987年6月に掘進を再開、同

年11月に到達立坑に到達している。

　延長lkmのシールド工事に約7年10ヶ月を要したことになる。
　停止対策として、シールド停止位置の地盤改良を行ったほか、定期的にカッターを部分回転するな

どのメンテナンスを実施している。

　以上の経緯をまとめると表2．2の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　表2．2　半蔵門線の経緯（年表）

1968年4月　1都市交通審議会から緊急整備路線として答申
　　　　　ロ
1968年12月i都市計画計画決定

1971年12月i運輸大臣から工事施工認可

1973年3月1建設大臣から工事施工認可
　　　　　，1973年7月　1第1回地元説明会
　　　　　ttg74年5月　1通過反対期成同盟（地元反対者）

1975年7月：地下鉄ll号線番町・九段地区の路線計画に反対する決議（千代田区議会）
　　　　　，1975年11月1通過反対期成同盟→地下鉄11号線の路線変更を求める会（路変の会）
　　　　　，1976年11月1一坪運動の開始（当初261名、最終的には3．3㎡を288人が共有）
　　　　　，1979年初頭：一斉個別交渉の実施→1980年4名、1981年4名と契約締結

1980年5月　1事業認定の申請（営団→東京都知事）

1980年8月　1九段上工区工事発注
　　　　　：
1982年5月：シールド発進準備完了
　　　　　’1983年3月　1路変の会との話し合いを断念

1983年10月1シールド掘進開始、民地部入り口で停止

1983年11月1事業認定の告示

1984年5月　1収用裁決申請　この後16回の審理を開催
　　　　　｝1986年9月　：結審
　　　　　　1987年3月：裁決書の交付
　　　　　　，
1987年6月：明け渡し期限、工事再開

1987年11月1シールド到達
資料：2）」）’6｝をもとに作成
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（4）このような長期間を要した理由

　半蔵門線では、なぜ、最初の地元説明会以降、使用の権原取得まで約14年の歳月が必要だったの

か。一坪運動が展開されたことも原因であるが、それだけの理由では説明できない。経過を区切って

その理由を考えた。

①事業認定申請まで（7年10ヶ月）

　最初に工事説明会を実施してから事業認定を申請するまで、約7年10ヶ月という長期の期間を要

している。開業予定が当初1975年9月と決定していることを考えれば、鉄道事業の事前の任意交渉

の期間としては、通常考えにくい長さである。この理由としては、千代田区議会が1975年に反対決

議を行ったことが大きく影響したのではないかと考えられる。地元議会からも反対されている事業に

っいて、都知事に事業認定を申請したとしても、果たして認定が受けられるかどうか、判断がつかず、

任意協議を長期化させたが、交渉が難航し、暗礁に乗り上げたことから、この段階でようやく事業認

定申請を行ったと考えられる。

　駅がなく直接的な受益の乏しい地区では、受認しがたいという考えにより反対運動は起こるとして

も、地下鉄事業総体として、区レベルの範囲では、地域活性化に役立つものであり、地元議会も含め

地元の理解を得ることの重要性を示す事例といえる。

②事業認定申請から事業認定告示まで（3年5ヶ月）

　行政手続法により、事業認定申請から事業認定告示までの標準処理期間は3ヶ月と定められており、

告示まで3年5ヶ月の長期を要したのは、標準処理期間を大きく逸脱し、異例のことといえる。この

ように決断が遅れた理由は、行政内部の事務に関することでよくわからないが、やはり地元区議会の

反対決議等もあり、特に慎重な判断が必要になったのではないかと考えられる。これについて、元東

京都職員（収用委員会事務局）である平松q）は著書の中で「もともとこの事業には、地元の千代田区

議会が反対決議をするような何か地元に無理を強いるような具合の悪さがあったので、その具合の悪

さが訂正されるまで、都知事は事業認定しなかったということを推測させる」としており、事業認定

の可否については、個別事業の特別な事情により定型的な判断を下すことが難しいことを示している。

③事業認定告示から収用裁決まで（3年4ヶ月）

　この間については、一坪運動により長期化した期間ではないかと思われる。事業認定から収用裁決

申請までは、様々な問題が発生したものの6ヶ月間という短期間で行われているが、審理については、

16回を数えており、2年10ヶ月を要している。

（5）半蔵門線の事例から用地買収に手間取る理由

　土地収用法の適用をめぐっては、成田空港や最近の日ノ出町のゴミ処理場のように、必ずしも円滑

に適用できないという問題がある。

　日ノ出町の例でも、土地収用法では、補償金は一人一人手渡すことが定められていることから、2800

人の一坪地主の5700万円の補償金の支払いに、海外への渡航費用も含めて7億円の事務経費が必要

となったことが大きく報道され、一坪運動の是非が議論された。半蔵門線の事例においても、一坪運

動が行われ、煩雑な手続きにより多大な行政手続きが必要になったということもあり、あたかも、一

坪運動により地権者を増やし反対運動を行うことに社会的問題があるとの印象を与えたが、事業が長

期化する本質的な問題としては、これ以外の要因も大きいと思われる。

　半蔵門線の例も参考に、用地交渉が長期化する要因を再整理すると以下のように考えられる。

①任意交渉の必要性と土地収用に手続きを移行させる決断の難しさ

　まず、任意交渉を行い、これにより円満に解決することが用地交渉の前提で、任意解決が困難とな
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った場合になってはじめて、土地収用の手続きが開始されることとなる。しかしながら、任意解決が

困難であるにもかかわらず収用手続きを活用しないまま、徒に推移させてしまう例もあり、このこと

が長期化につながる問題であるといえる。

　これに対して、土地収用法を所管してる建設省は、直轄工事に対して平成元年に用地取得率が80％

又は、用地幅杭打設から3年のいずれか早い時期から収用手続きを開始するようにとの通達5｝を行っ

ているが、事業者サイドとしては、やはり円満な解決を図るべく、交渉を長期化させてしまうという

実態がある。

②事業認定行為の難しさ

　土地収用法は、失われる私益及び公益と得られる公益とを比較衡量する制度であるが、失われる私

益及び公益と得られる公益を、定量的に判断することは困難であり、この判断は、非常に高度な行政

的判断といえる。このため、特に複雑な案件については、慎重を期すことが要求され、加えて、個別

事案により状況が異なることから判断の基準を統一することが難しく、定型的に判断を行うことがで

きない。したがって、個別事案毎に、時間をかけて慎重に検討を行い、時間を費やす事例が生じてく

る。言い換えれば、定型的に判断できない仕組みが行政の裁量部分を大きくし、これが判断を難しく

しているといえる。

　事業者にとっては、基準が不明確な部分に対して、申請が認定されるかどうか確信がもてず、地権

者からみても、制度の運用に対し不審をもつこととなる。

③手続きの煩雑さ

　一坪運動の例からもわかるように、地権者が多数にのぼった場合の行政コストが非常に大きいとい

う問題がある。これは、収用法自体が、古い法律であり、現時点から見れば必ずも合理的とは思えな

い手続きを課していることにも原因がある。

　補償金の算定や権利者の確定のために、土地調書、物件調書の作成を行わなければならず、それぞ

れの権利者を確定しなければならないという面はあるものの、半蔵門線の場合でも、難航はしたが長

期間を要しているわけではない。

2．3　大深度地下使用制度における基本的な考え方

　このような過去の事例も踏まえ、大深度地下使用制度として、次のような整理を行い制度を構築し
た。

2．3．1　土地所有権との関係

　民法第207条では土地所有権について、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内二於テ其土地ノ上下二及フ」

と規定しており、文言上は法令の制限がない場合は、空中、地中に及ぶこととなる。

　民法が制定された1880年当時は、地上は天空まで、地下は地底までというように無制限的に把握

する考え方（ローマ法に由来するといわれている）が有力であったが、現在の民法の解釈では、ドイ

ツ民法やスイス民法に見られるように、土地所有権の及ぶ範囲は土地所有者にとって利益の存する範

囲内に限ると限定的に解する制限説が通説となっている。

　では、大深度地下に所有権は及ぶのか、利益の存する限度はどこまでかが問題となるが、現在掘削

されている地下数百メートルに及ぶ井戸や温泉井は、現行の法制度では、土地所有権やそれを前提と

した地上権、貸借権などを法律上の根拠としていると考えるのが普通であり、このような見地から見

れば、大深度地下に土地所有権が及んでいないとはいえないといえ、大深度地下にも土地所有権は及
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んでいるとして制度の構築を図った。

2．3．2　大深度地下空間の性格

　一定の公益性を有する事業については、現在、土地収用法により、民有地を強制的に事業のために

利用することができるようになっているが、この場合は、私有財産権（土地所有権）に制約を加える

ことになるので、慎重かつ厳格な手続きが定められているとともに、その判断が定型化できないこと

から、半蔵門線の例のように、長期を要する場合もある。

　このため、大深度地下を通常利用されない空間と定義すれば、公益性を有する事業による利用を優

先させても、土地所有者には実質的な損害は発生しないと考えられることから、その土地に土地所有

権が及んでいるとしても、特別な制度が構築可能である。

　っまり、土地収用法は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図る一般法であり、すべての土地

や物件を対象に、収用・使用の是非（事業認定）とこれに係る補償（収用裁決）に関する一般的な手

続きを規定するのに対し、大深度地下使用制度は、大深度地下を使用することの是非（使用権の認可

に関する手続き）を定める一方、使用によっても実質的に損失はないと考えられるので、補償に関す

る手続きを財産権を侵害する程度に応じて定める特別の制度とすることができるとした。これより、

法制的な面からの要請としては、大深度地下を通常利用されない空間、すなわち使用によっても実質

的に損失が発生しない空間として技術的に定義する必要性が生じた。

2．3．3　大深度地下における補償の要否

　通常利用されない空間である大深度地下について、財産権の侵害の程度からみて、補償が必要かど

うかを決める必要がある。

　憲法においては、私有財産権は、絶対不可侵のものではなく、財産権の内容、行使に関して公共の

福祉を理由とする制約を課すことができる旨を定めており、その場合に正当な補償が必要としてる。

憲法第29条（財産権）

　1　財産権は、これを侵してはならない。

　2　財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

　3　私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用ひることができる。

　補償の要否については、学説上様々な説があり、補償を行う場合、行わない場合とも様々な解釈が

可能であるが、大まかな考え方としては、危険・災害防止、都市計画の用途規制などの一般的な規制

に関しては補償不要とする傾向にあり、土地の収用などの財産権の剥奪については補償が必要とする

傾向にある。しかしながら、どの場合に補償が必要で、どの場合に補償が不要か、一律に結論が導き

出せるものではなく、制度の構築に当たっては、大深度地下が使用された場合において、補償すべき

損失が発生するかどうかを具体的に検討した。

　大深度地下の使用に関する補償については、①空間が使用できなくなることに関する補償（大深度

地下空間の利用制限に関する補償）と、②利用に制限が課せられることの補償（荷重制限に関する補

償）と、③既存物件の等に関する補償の3つに分けて考えた。

　③の既存物件としては、井戸などが考えられるが、これは、既に利用されている価値に対する補償

であり、当然、補償が必要になることとしたが、第3章で示すとおり、①及び②については、現行最

大規模の建築物も建築可能なように技術的に空間を定義したことから、実質的に損失はなく、原則、

補償が不要とした。
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2．3．4　公物管理権との関係

　一方、現在、道路、河川等の用地の下を利用する際には、その管理者から占用許可を取得し、占用

料を支払うことにより、埋設物を設置しているが、現在の運用においては、深さ方向について何ら規

定はなく、深さにかかわらず一律に扱っており、大深度地下利用という概念が存在していない。この

点について何ら対応をとらなければ、民有地においては原則として無償で使用を行うのに対して、道

路等の地下では有償であるという矛盾が生じることとなる。

　道路等の占用許可等を総称して、公物管理権というが、これに関しては、公物と適切な調整を行っ

た上で、使用権を設定すれば、重ねて、占用許可を受ける必要はないと整理し、大深度地下の使用権

を得た事業については、占用の許可及び占用料の払いの必要がないことを法律の中に明記した。

2．3．5　失われる私益と得られる公益との比較衡量

　土地収用法では、「当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益（＝

得られる公益）」と「当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益（＝失われる私

益＋失われる公益）」とを比較衡量した結果、前者が後者に優越することが求められるが、この判断

を定型的に行うことは難しく、個別の事案毎に慎重に判断する必要がある。

　しかしながら、大深度地下は、通常利用されない空間であり、原則として補償を要しない空間であ

ることから、私益が極端に小さい空間と判断でき、事業が大深度地下で行われることを確認すれば、

「失われる公益」と「得られる私益」との比較衡量では、定型的に「得られる公益」の方が上回って

いると判断できる。

　したがって、使用の認可を判断する際には、公益と私益との比較衡量が不要であるとして、制度を

構築している。

（1）任意交渉との関係

　大深度地下使用制度では、任意交渉による解決を前提とせず、逆に任意交渉を行わないことを前提

に、使用の認可申請を行うものとして制度を構築している。これは、事業に公益性があり、かっ大深

度地下で行われることを確認すれば、定型的に公益が私益を上回っていると判断できるため、これを

もとに、使用の判断については定型的に行えることとし、さらに、そもそも失われる利益が原則とし

て存在しないことから、補償を行うことを前提とした任意交渉は不要としている。

　任意交渉を必ずしも行う必要がないことは、半蔵門線の例から見ても、円滑な事業実施の上で、大

きな効果をもたらすと考えられる。

（2）土地調書、物件調書の作成との関係

　土地の面積等を確定した土地調書、物件調書は、補償金額の算定を行うために作成を行うが、大深

度地下空間を補償を要しない空間として定義したことから、権利者、土地の区画の特定などを行う必

要はない。したがって、大深度地下使用制度では、補償が必要となる井戸、温泉井等についてのみ、

物件調書を作成することとし、土地調書については作成が不要であるとした。

（3）認可要件の明確化

　土地収用法では、失われる私益と得られる公益との比較衡量が難しく、個別案件毎に慎重に審査す

る必要があったが、大深度地下では、公益と私益の比較衡量にっいて、公益が上回ることを定型的に

判断することとしたことから、認可にあたって判断すべき事項は、施設が大深度地下に存在すること、

十分な耐力を有すること等の技術的な事項が中心となり、この他の事項も含め認可の可否の判断の定

型化が比較的容易になったといえる。これにより、速やかな処理が期待できる。
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2．4　結論

　大深度地下空間をどのような空間として位置付け、制度を構築するかが、制度化を図る上で最も根

幹的な事項といえる。これについては、通常利用されない空間を大深度地下空間として定め、この特

性から特別の手続きを行う制度を構築した。

　これにより、現在、土地の使用権を取得するまで、通常数年はかかっているものが、数ヶ月（大深

度地下使用制度の標準処理期間を6ヶ月として定めることで検討している）で済むことになり、円滑

な事業を実施する上では、大きく効果を発揮するはずである。

　図2．6に土地収用法による場合の手続きと大深度地下使用制度による手続きとを比較するが、土地

収用法では、任意交渉に少なくとも数年が必要であるが、大深度地下使用制度ではこれが不要である

という大きな違いがある。また、土地収用法が「事業認定」と「収用裁決」という2段階の行政手続

きを要しているのに対し、大深度地下使用制度では、使用認可という1段階の行政手続きにより事業
を行えるようにしている。

　このような面から見ても、大深度地下使用制度によって地下を利用する事業の進め方は大きく変わ

ってくるのではないかと考えられる。

土地収用法

任意交渉

地盤状況、既存物件等
ﾉついて調査
i権利関係は調査不要）

擬｜し聯i呈醜 （辮轄漣件

事業認定の申請　　　　　　　　　使用権認可の申請

磨@　業　　認　　定　　　　　　　　　　認　　　　可

⊂事前の事業間づ

i既存物件等の補償）
権利取得裁決の申請　　　　　明渡裁決の申立て　　　使　用　権　取　得

裁　　　　決　　　　　　裁　　　　決　　　事　業　実　施　　　　明　渡　請　求

請求を　　待って

補償　（土地） 補償（土地以外） 魏償に関する協 魏償に関する協

使　用　権　取　得 嘉鞠暢’岸㌔ 義鞠暢’島き｝青

裁　　　　決　　　　　　　裁　　　　決

竢栫@（土地）　　　　　補償（既存物件等）

明　　渡　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明　　渡　　し

磨@業　実　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　実　施

図2．6　土地収用法による手続きと大深度地下使用制度との比較
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第3章　大深度地下利用に関する技術体系

3．1概説

　大深度地下使用制度は、大深度地下空間を客観的、一義的に定めることができ、かっ、地上建築物

と地下構造物との関係を技術的に明確にできて初めて構築が可能であった制度である。

　この意味において、大深度地下使用制度における技術面でのキーワードは「客観性」と「一義性」

といえ、この点について不十分で、制度の技術的事項の解釈について疑義が生じるならば、制度の円

滑な運用は不可能であり、「客観性」と「一義性」が技術面では制度の最も骨幹をなす部分である。

　大深度地下使用制度は、地上の地権者の自由度を最大限確保しつつ、大深度地下に設置される施設

から地上建築物へ要請される制限との調整を行う制度といえ、利害が相反する両立場について、技術

的に見てどこで折り合いをつけるのか、憲法の財産権、民法の土地所有権とも連動する大きな課題に

っいて一つの解を出したものである。

　具体的には、大深度地下空間の特定方法、大深度地下施設と建築物との間での影響の評価、大深度

地下施設の設計手法などについて、透明性、公平性を確保した上で、客観的かつ一義的に特定が可能

なように技術的に解決する必要があった。

　しかしながら、「3．2大深度地下の定義の変遷と技術指針の検討に至る経緯」に述べるように大深度

地下利用の検討の初期から、この点について十分に認識されていたとはいえず、大深度地下利用にお

ける技術的項目の「客観性」と「一義性」の重要性について認識し、本格的に検討し始めたのは、私

の着任後の1998年以降のことである。

　この検討に当たり、まず、第一に高層建築物の地下利用の実態を明らかにするため、建設省住宅局

及び（財）日本建築センターに協力を求め、過去の高層建築物にかかる評定資料の開示を得つっ、「建

築物の実態に関する調査検討委員会」を設置し、様々な助言を得て、建築物の地下利用の実態の解明

に努めた。また、「大深度地下利用技術検討委員会」を設置し、客観的かつ一一義的に技術的な事項が

特定されるための検討を本格的に始めた。

　これらの検討に当たって特に配慮した点は、1点目として、現存する高層建築物を全て網羅するデ

ータベースを構築し、様々な角度からの分析により建築物の自由度の確保に十分に努めたこと、2点

目として、実施者が誰であれ、大深度地下が等しく特定できるよう、主観的な要素を排除し、客観的

な要素により一義的に判断できるようにしたこと、3点目として、その際、できるだけ、わかりやす

く、誤解を生じない単純なモデルになるようしたこと、4点目として、大深度地下施設に必要な強度

等についても、同様に客観的かつ一義的に算定できるようにしたこと、5点目として、最後にこれら

の事項について、将来的な技術の進展、情報の蓄積を取り入れる余地をおいたことである。

　検討に当たっての大きな課題としては、1つ目は、大深度地下の定義の根幹である支持層の要件を

客観的かつ一義的にどのように特定するのかということがあった。これについては、建築物の実態を

詳細に調査することにより、支持層の特定方法を定めた。

　また、2つ目としては、建築物の荷重が地下施設にどのように影響するのかということがあった。

これについては、高層建築物のような大規模な建築物下のトンネルの事例がほとんどないため、既存

の理論をもとに安全側の考え方に立ち検討を行い、荷重の算定方法を定めた。

　3つ目としては、大深度地下施設にかかる土圧等の荷重をどのように考えるのかということがあっ

た。これについては、大深度地下相当深度を掘削したシールドトンネルにおいて水圧が支配的な荷重

であることが報告されているが、これを理論化した実用レベルのものがないため、既存の理論をもと

に安全側の考え方に立ち検討を行い、土圧の算定方法を定めた。

　このような検討を踏まえ、大深度地下使用技術指針（案）として、表3．1に示す事項をとりまとめ
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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表3．1大深度地下使用技術指針（案）の構成

第1章
第2章

第3章
第4章
第5章

総則

大深度地下の特定方法

大深度地下の規模に応じた離隔距離

大深度地下施設の耐力

大深度地下施設の設置に際し考慮すべき事項

　なお、（案）としているのは、法律を公布したものの、施行までの間に定める政令、省令、告示等

今後の法制度の検討において表現等が変わる可能性があるからである。

　本章においては、これら技術指針（案）に定められている事項について、どのような技術的な検討

を行い定めたのかを述べる。

　大深度地下使用技術指針（案）は解説を添付するスタイルを採用したが、解説は検討過程を追って

いるものではなく、指針に関係する部分を解説するにとどめており、本章が、どのような思考の過程、

検討の過程を経て、技術指針をとりまとめるに至ったのかを明らかにする唯一のものであるといえ、

将来の技術的な進歩、知見の蓄積により、大深度地下使用制度について見直しをする際の基礎的な資

料となるものと考える。

　本章では、「3．2　大深度地下の定義の変遷と技術指針の検討に至る経緯」において大深度地下の定

義がどのように変遷してきたのか、また、それぞれどのような問題があったのかについて述べ、「3．3

大深度地下使用制度における大深度地下の定義」で大深度地下使用制度において大深度地下をどのよ

うな根拠により定義したのかにっいて、「3．4　大深度地下使用制度で前提とする建築物規模」で大深

度地下使用制度で前提とする建築物規模をどのように定義したのかについて、これらの検討過程を述

べる。

　これを踏まえ「35　大深度地下空間の特定方法」で建築物としての地下利用から見た大深度地下

の特定方法にっいて、「3．6　大深度地下の施設と建築物の離隔距離」で大深度地下施設の方から要請

される建築物との離隔距離について、「3．7　大深度地下施設と地上建築物の相互影響」で地盤の変形

によるリバウンドや沈下による影響について、「3．8　大深度地下施設における耐力」において設計荷

重の算定方法について、どのような検討を行い、技術基準としてとりまとめるに至ったのかを述べる。

　なお、これら検討においては、現行最大規模のトンネル径15m以下の単円形シールドトンネルを

前提に考えている。NATMの都市部における導入などが考えられるが、大都市における地下水問題

を考えると、水密構造でないでないこれらの構造は、環境対策を十分行うための技術水準にはまだ達

していないと考えられ、また、大都市部では地下水は下水に放流する必要があることから、コスト的

にも不利であり、検討対象としなかった。

3．2　大深度地下の定義の変遷と技術指針の検討に至る経緯

3．2．1　1990年頃における大深度地下の定義と問題点

　「大深度地下利用」という言葉が登場したのは、1983年に鉄建建設（株）が「深層都市21構想」1｝

を発表した際に定義されたのが最初とされている。この後、「地下深部空間」（1987年経団連報告書2））、

「深層地下空間」（1988年四全総3））と様々な用語が用いられたが、1988年に運輸省が発表した「大

深度地下鉄道構想4）］により、「大深度地下」という用語が定着した。

　そして、1988年6月の「総合土地対策要綱5）」において「都心部への鉄道の乗り入れや大都市の道

路、水路等社会資本整備の円滑化に資するよう、大深度地下の公的利用に関する制度を創設するため、

所要の法律案を次期通常国会に提出すべく準備を進める」ことが閣議決定され、各事業所管省庁（建
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設省、運輸省、通産省、厚生省、郵政省、農水省）が、一斉に法案の検討を開始した。

　当時、事業所管省庁それぞれが、法案を提出すべく、大深度地下空間をどのように定義するのか検

討を行ったが、最終的には運輸省を中心とする5省庁（厚生省、農水省、通産省、運輸省、郵政省）

の案と建設省の案の2案に絞られた。

　いずれも案も、大深度地下の定義は、①地下室の存する深さより下、かつ、②支持層より下、とし

ており、地下室の存する深さとしては30m、支持層としてはN値50の地盤としている。なお、大深

度地下の定義は同じであるが、大深度地下空間の特性の捉え方として、原則補償を要しない空間であ

るとする5省庁案と個別に判断する必要があるとする建設省案の違いがあった。

　この定義では　地下室の建設過程における山留め壁の施工及び支持層への基礎杭の根入れについて

考慮されておらず、建築物の地下利用の実態に対する配慮と理解が欠けているといえる。

　地下30mは、国会図書館新館の地下8階30mを参考に定めたようであり、建築物規模にっいては、

代表的なものを数例文献調査した程度で、時間不足もあり、技術的に専門的な検討が十分行われたと

は考えにくい。

　また、前提とする建築物の荷重については、地表面で30tf／㎡としているが、地表面30tf1㎡では、

鉄骨構造でも20階（80m）程度の建築物の建築が限度であり、超高層建築物の建設の可能性につい

て配慮されたものとなっていない。

　これは、法令上の最大の容積率1000％にたいして、商業地等の建ぺい率が80％あれば、10数階の

建築物で容積を使い切ることができるという机上の計算をもとに定めたもので、総合設計制度、特定

街区制度等の推進策による建築物の高層化の現状及び実態について十分に理解をしたものとなってい

ない。表3．2に示す大深度地下の定義の変遷からもこの点は明らかに見てとれる。

　1990年頃の制度の検討においては、建築物サイドからの参画はなく、事業を推進する立場からの

検討が中心で、地権者の権利保護について十分な配慮がされたかどうか疑わしい。また、法制化の検

討を性急に行ったため、建築物の実態を十分に調査できておらず、技術的にも不十分になったものと

考えられる。

　このような法制度の検討に対して、1991年より建設省住宅局の依頼を受けた（財）日本建築セン

ターが高層建築物の実態調査6｝を実施したが、法制化が事実上とん挫した後の調査であり、また、事

業を推進する立場との連携の不足から、建築分野のみの観点から検討されており、大深度地下利用に

関する理解が十分されていたとは言い難く、調査結果を大深度地下の定義に反映するに至らなかった。

表3．2　大深度地下の定義の変遷

事業省庁案 建設省案 調査会中間報告 調査会答申

検討時期 1990年頃 1990年頃 1997年 1998年

大深度地下の ①or②の深い方か ①or②の深い方か ①or②の深い方か ①or②の深い方か
定義 ら下の空間 ら下の空間 ら下の空間 ら下の空間

一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　≡　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ’　　≡　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　’　　一　　一　　≡　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　⇔　　一　　一　　一　　一　　＿　　＿　　＿　　一　　＿　　＿

①地下室とし 地下室のみ（30m） 地下室のみ（30m） 地下室（25m） 地下室（25m）

ての利用 ＋離隔距離（15m） ＋離隔距離（15m）

＝40m ＝40m
’　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　＿　　一　　＿　　＿ 一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　＿ 一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　≡　　一　　≡　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　”　　一

②基礎ぐいと 支持層（N値50） 支持層（N値50） 支持層（要件未定） 支持層（要件未定）

しての利用 十10m ＋10m

建築物荷重の 地表面30tf1㎡ 地表面30tf／㎡ 地表面30tf1㎡ 増加荷重30tf／㎡

考え方

補償の考え方 原則無補償 個別事例即して判 原則無補償 原則無補償

断（無補償以外有）

超高層ビルの × × × ○

可能性
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3．2．2　臨時大深度地下利用調査会中間とりまとめにおける大深度地下の定義と問題点

　臨時大深度地下利用調査会中間とりまとめ’）においては、1990年の定義と比べ、地下室としての利

用についてはその建設過程も考慮したこと、基礎杭については支持層への根入れ等に伴う離隔距離を

設定したことの変更が見られる。

　地下室としての利用については、東京都消防局がまとめた資料（表3．4）により地下25mとし、そ

の離隔距離については、ボイリング、パイピング、盤膨れの掘削底面の破壊現象に対して安全な距離

15mを計算により求め、25m＋15m＝40mとしている。
　基礎杭については、支持層が存在することを前提に、杭の根入れ距離等を勘案して支持層上面から

10mとることとしているが、支持層の具体的な要件や客観的な特定の方法について検証はしていない。

　建築物の規模については高層建築物を前提にすべきと明言している一方、荷重については、1990

年頃と同様に、地表面30tf／㎡で規定しており、超高層ビルの建設の可能性について配慮されたもの

となっておらず、この点にっいては、矛盾を抱えたままであり、答申までの課題としている。

3．2．3　臨時大深度地下利用調査会答申e）における大深度地下の定義と問題点

　筆者が国土庁大深度地下利用企画室に着任したのは、1998年1月1日であり、臨時大深度地下利

用調査会が答申のとりまとめを行っている最終の段階であった。

　当時、大深度地下の定義については、臨時大深度地下利用調査会中間とりまとめ7）をそのまま引用

していたが、着任してすぐに、以下の点について重大な問題があると考えた。

　全般的には、

　①建築物について数例の文献調査したに過ぎず、実際の建築物の実例からのアプローチが不足して

　　いること

地下室の利用については、

　②25mを超える建築物の地下室があるにもかかわらず、その建設の可能性について検討されてお

　　らず、説明ができないこと

　③深い地下室としての利用目的、利用形態にっいて検討がなされていないこと

　④計算値より離隔距離を定めているが、実際の建築物の山留め壁の根入れ距離との整合性について

　　検証がなされていないこと

基礎杭としての利用については

　⑤支持層への根入れにっいても数例程度の事例で検証しており、建築物の実態との整合性について

　　検証がなされていないこと

建築物規模については、

　⑥接地圧は、そもそも平均接地圧で考えるのか、最大接地圧で考えるのかが不明なこと

　⑦高層建築物の建築を前提とすべきとしっつ、荷重にっいては、10数階程度の建築物を前提とし

　　ており、矛盾点を解決できていないこと

　⑧大規模な建築物は、高さの5～8％程度の地下階を設置するのが一般的でかつ望ましいとされて

　　いるのに対し、荷重分散を考える基面を地表面としていること、

等の問題があると考えた。

　とりまとめの最終段階であり、十分な時間がなかったため、急遽、代表的な高層建築物について、

様々なデータを収集することとし、施工者、施主等からのヒヤリングにより数十棟程度について、地

下掘削規模、山留め壁長、建築物荷重等にっいてデータの集積を図った。

　その結果、①から④の問題については、中間とりまとめにおける定義は、実際の建築物から見ても

安全側であることから、大深度地下の定義は中間とりまとめのものを答申にも採用することとした。

　しかしながら、建築物荷重の考え方については、超高層建築物が既に多数建設されいる現状を鑑み
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ると、超高層建築物の建設の可能性を十分説明できなければ、世に受け入れられることは難しいと考

え、答申においては、中間とりまとめを見直すこととした。

　超高層ビルは、少数の例外を除いて地下階を設置するのが一般的であり、また、適度のアスペクト

比（基礎底深さ／軒高）をとることが望ましいとされていることから、地下階が存在することを積極

的に評価することとした。

　地下施設から見れば、建築物の建設の過程においては、最初は地下掘削により荷重が除荷され、そ

の後、建築物の荷重が載荷されることとなり、最終的には、建築物荷重から排土荷重を除いた荷重が

地下施設に作用することとなる。この荷重を増加荷重として新たに定義し、これにより建築物規模を

考えることとした。

　既存の建築物の調査からは、横浜ランドマークタワーを除く全ての建築物が増加荷重30tf／㎡以内

に収まることから、建築物荷重規模を増加荷重30tf／㎡とした。

　当時、建築物荷重の定義の方法としては、増加荷重を概念を導入する方法と地下のある地点で荷重

を定める方法とを考えたが、建築分野においても、排土荷重と建築物荷重のバランスをとり、実質的

に地盤にかかる荷重を考慮することが一般的であることから、増加荷重の概念を採用した。また、後

者の方法では、超高層建築物の建設を考えると60～70tf／㎡程度の数値とせざるを得ず、既に中間と

りまとめにより30tf／㎡という数値が公表されている段階で、それを大きく超える数値を採用するこ

と対しては、反発が予想された。

　増加荷重の概念自体は、高層建築物として地上部の高さの5～10％程度の地下への根入れ（アス

ペクト比）が求められていることや、遠藤は「排土荷重≧建築重量を成立させ、平面的にもバランス

のとれた荷重分布とすること」9）としており、地盤沈下の問題から建築物の建築に当たって、極端な

荷重のアンバランスを避けることに留意することを踏まえれば、大きな建築物ほど地下を大きく掘削

することが通常であり、建築物の規模を特定する方法として増加荷重の概念を採用することは適切で

あったといえる。

　しかしながら、増加荷重を導入し、建築物の建設を、tt地下室建設のための除荷→建築物建設の載

荷“のプロセスとして、最終的に建築物荷重から排土荷重を除いた荷重が地下施設に作用することと

なると考えるのは、土圧について全土被りを考えた場合のものであり、大深度地下地盤のアーチング

効果を見込み緩み土圧を採用する場合には、掘削による除荷の影響によらず土圧を一定と考えること

ができることから、実際の設計では解釈に問題を生じる可能性がある。

　答申では、全土被りを採用するのか、緩み土圧を採用するのかは明らかではないが、大深度地下地

盤の特性を考えれば、緩み土圧の採用を考えるのが妥当といえ、現実の設計論を展開する際に、増加

荷重の概念をそのまま大深度地下施設の設計に持ち込むことはできず、この点をどのように解決する

のか、答申後の制度化の検討において大きな課題であった。

　これにより、臨時大深度地下利用調査会答申における大深度地下の定義を定めることができたが、

今後の課題として残された部分もあり、また、答申では具体の設計手法等まで言及されておらず、客

観的かっ一義的に大深度地下空間を定めるにはさらに検討が必要であった。

3．2．4　臨時大深度地下利用調査会答申から技術指針に至る経緯

　臨時大深度地下利用調査会答申を踏まえ、国土庁を中心として法制度の構築を進めることとなり、

答申で未解決な技術的事項について明らかにする作業に着手した。

　まず、第一に必要な作業と考えたのは、建築物の地下利用の実態を明らかにすることである。建築

物の実態を十分踏まえることが、説得力のある制度となるためには不可欠と考えたが、答申のとりま

とめ段階での高層建築物の施主、設計者、施工者のヒヤリングを実施した印象では、過去の資料が十

分に管理されておらず、建築物の諸元にっいてはわからない物件が多く、どのように網羅的な調査を

実施するのかが問題であった。
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　軒高60mを超える建築物は、その設計について建設大臣の承認を得る必要があり、この事務を（財）

日本建築センターが高層評定として実施していることから、所管する建設省住宅局と（財）日本建築

センターに依頼し、個別案件のデータについては公開しないことを条件に、非公開のデータも含めて

蓄積されている全資料について開示を受けることができた。これにより、全高層建築物の構造にっい

て、詳細なデータを入手することができた。

　次に必要な作業としては、未解決な技術的事項を技術指針としてとりまとめることであり、このた

めの専門の機関として「大深度地下利用技術検討委員会」を設置した。大深度地下使用制度は技術と

法制とが密接に関係する法制度でもあることから、原案については筆者が作成し、これを委員会に提

示し意見を頂くというかたちで検討を行い大深度地下利用技術指針（案）をとりまとめた。

　特に、先述の増加荷重の扱いについては、増加荷重30tfl㎡の数値を採用しつつ、建築物荷重を増

加荷重と排土荷重により再定義し、実際の設計に用いることとして解決した。

　また、これと平行して内閣法制局と法案の内容にっいて、法制面、技術面から協議を行い、大深度

地下の公共的使用に関する特別措置法案の条文を作成した。

　この検討が終了した段階で初めて、十分、運用に耐えうる技術的なレベルまで検討が進んだといえ
た。

3．3　大深度地下使用制度における大深度地下の定義

　臨時大深度地下利用調査会答申において、大深度地下は「土地所有者による通常の利用が行われな

い地下」と定義されており、通常の利用としては、①建築物の地下室、基礎としての利用、②井戸、

温泉井としての利用、③公共公益施設による利用を取り上げている。

　①の井戸、温泉井による利用について、制度の対象となる三大都市圏では、地盤沈下防止の観点か

ら井戸の掘削に対して厳しい規制がかけられており、ピーク時には年間数百本掘られた深井戸も、近

年では、防災用井戸を除けば数本程度掘削されているに過ぎず、土地の利用形態として一般化すると

は考えられないことから、大深度地下の定義を考える上では考慮していない。

　井戸の掘削数については、近代的な井戸掘削が本格的に行われるようになった昭和初期以降の30m

を超える井戸の掘削が、深井戸台帳として整理されていることから、これをデータベース化し、検討
した。

　図3．1に深井戸台帳に整理されている東京都内における30m以深の深井戸の掘削本数の推移を示

す。最盛期には年間200本以上の深井戸が掘削されていたが、1971年から1972年にかけて、段階的

に井戸のストレーナ深度を400mから650m以深とする規制が行われ、実質的に井戸の掘削が禁止さ

れてからは、年に数本程度が掘削される状況となっている。

　また、深井戸台帳は10年おきに作成されており、近年の掘削数の推移がわからないため、自治体

にヒヤリングを行い、動向を把握した。

　図3．2に東京都内における近年の井戸の掘削数の推移を示す。阪神淡路大震災以降、井戸の掘削は

急増しているが、このほとんどは、行政による防災用井戸であり、このような井戸については、後述

の通り③の公共公益施設として別途調整の規定を設けることとしており、これを除けば現在の井戸の

掘削本数は年間数本程度であることから、井戸については、大深度地下の定義を考える上では考慮し

ていない。ただし、既存の井戸に対しては、事業に当たって、補償を支払い権利を取得することとし

ている。

　なお、大阪市域では、室戸台風の翌年の1962年より、名古屋市域では1974年より、ストレーナ深

度を規制するなど、実質的に新規の井戸の掘削が禁止されており、東京都と同様、年に数本の井戸が

掘削される程度となっている。
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　注：掘削年不明の井戸を除いてグラフ化した。

　　井戸本数は当該年に掘削された井戸の本数である。

資料　「全国地1ド水（深井戸）資料台帳　各年版」国土庁土地局国土調査課より作成。

　　　同台帳は、国上調査法に基づき実施されている調査であり、深さ30m以上の深井戸を対象に、新規井

　　戸の掘削を台帳化している。昭和20年代の第1次調査よりほぼ10年周期で実施されている。

　　　　　　　　　　　図3．1深井戸の掘削数の推移（東京）
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　　　1本数401

　30　・

　20　・

　10
　　0　　■■t

ロ新規井戸掘削数
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　　資料：東京都への聞き取りにより作成。

　　　　東京都内における新規の井戸掘削数。

図3．2　近年の井戸の掘削数の推移（東京）

　温泉井についても、大都市圏においては、1000mほど掘削すれば湧出するものの、新たに掘削され

る温泉井は図3．3に示すように年に数本程度である。また、温泉井の掘削には、多額の費用（約1億

円1本）がかかること、都道府県知事の許可が必要なこと、東京都では条例などで新規の温泉井の掘

削に新たに規制が設けられていることから、土地の利用形態として一般化するとは考えられず、大深

度地下の定義を考える上では考慮していない。ただし、既存の温泉井に対しては、事業に当たって、

補償を支払い権利を取得することとしている。
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資料：各自治体への聞き取り調査により作成。

図3．3　大都市圏における温泉掘削数の推移

　③の公共施設については、事業種、規模によって、その構造、設置深度、もたらす荷重、考慮すべ

き事項が様々であり、どの深度であれば利用されないか等について一般化できないことから、大深度

地下使用制度においては、定義の問題としてよりも、むしろ、事前に他の公共施設との調整の規定を

おくことにより対処することとし、大深度地下の定義を考える上で考慮していない。

　逆に、①の建築物の地下室、基礎としての利用は、その構造、規模等について、建築構造の技術的

特性、建築物の経済性から一般化が可能であり、この点をとらえて大深度地下の定義を行っている。

　建築物の地下利用の形態は、①地下室としての地下利用と②基礎の設置のための地下利用が考えら

れ、大深度地下法では、それぞれの建設過程も考慮し、法律において、

（定義）

第2条　この法律において「大深度地下」とは、次の各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深

　さの地下をいう。

　一　建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ

　二　当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地

　　盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ

　と大深度地下を定義している。

　この政令で定める事項については、第一項の「政令で定める深さ」として地下40mを、第二項の

「基礎ぐいを支持することができる地盤」として杭の許容支持力度2500kN／㎡を有する地盤及び「政

令で定める距離」として10mが定められている。

　この大深度地下の定義をもとに、技術的な検討を行うには、建築物の基礎構造などについて詳細に

調査する必要があった。

　軒高60m以上の建築物や特殊な構造の建築物は、建築基準法の定めにより建設大臣の認可を受け

る必要があるが、この技術的審査を（財）日本建築センターが建築評定として行っており、この審査に

おける高層建築物の構造などに関する資料が保存されていることから、これを過去にさかのぼって1

件1件データベース化し、建築物の地下利用の実態を明らかにした。

　作成したデータベースの一覧を表3．3に示す。なお、このような高層建築物全てを網羅するデータ

ベースが構築され、詳細に検討されたのは、今回が初めてである。
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表3．3　建築物のデータベースー覧

データベース名 対象 収録データ 収録件数

①高層評定全体テ㌧タへ㌧ス 全国 1965から1999．7に高層評定を受けた軒高60m以

繧ﾌ全建築物（除く煙突，展望塔，発電所）

1349件

②超高層テ㌧タへ㌧ス 三大都市圏 ①のうち軒高150m以上の建築物 46件
③地下5層以上テ㌧タへ㌧ス 三大都市圏 ①のうち軒高150m未満、地下5階以上の建築物 27件
④地下階なしテ㌧タへ㌧ス 三大都市圏 ①のうち軒高100m～150m、地下階がない建築物 5件

⑤地盤アンカーテ㌧タへ㌧ス 全国 基礎評定による地盤アンカーを設置した建築物 53件

3．3．1　地下室の建設のための利用が通常行われない深さの定義

　建築物の地下室の地下利用としてはその建設過程も考慮し、地下室としての利用の深さに、山留め

壁等の仮設構造物の建設に支障が生じないようその根入れを加えた深さにより定義することとした。

　このため、現行最大規模の地下階の規模を特定し、その建設に必要な山留め壁の根入れを計算し、

両者を足し合わせることにより、地下室の建設のための利用が通常行われない深さを求めた。

　地下階の階数について調べると、表3．4に示す通り、土地利用が最も稠密な東京においても、既存

建築物の99．9％までが地下4階の規模に収まっている。一般的に地下階の階高は3～4mであるが、

余裕を見て5mと仮定し、地下階としての利用を5m×4階＝20mと定め、これに実例における基礎

スラブの厚さ5mを加えて地下室としての利用の深さを25mと考えた。

表3．4　東京都における地下室の階層分布

東　京 都 東　京　都 区 部

建築物数 各階割合 累鰍｛C〕 累積割合 建築物数 各階割合 累積数 累積割合
（％） （％） （％） （％）

地下1階 52，399 88．77（40．21） 52，399 88．77［94．91］ 45，001 88．02（34．54） 45，001 88．02［95．30］

〃2階 5，397 9．14（4．14） 57，796 97．91［99．06］ 4，938 9．66（3．79） 49，939 97．68［99．09］

〃3階 869 L47（0．67） 58，665 99．39［99．72］ 834 L63（0．64） 50，773 99．31［99．73］

〃4階 261 0．44（0．20） 58，926 磐、旦［匁別 254 0．50（0．19） 51，027 沙、旦1．［22221

〃5階 78 0」3（0．06） 59，004 99．96［99．98］ 76 0．15（0．06） 51，103 99．96［99．98］

〃6階 18 0．03（0．02） 59，022 99．99【99．99】 18 0．04（0．01） 51，121 99．99［99．99］

〃7階 4 0．01（0．00） 59，026 9999［99．99］ 4 0．01（0．00） 51，125 99．99［99．99］

〃8階 1 0．00（0．00） 59，027 100［100］ 1 0．00（0．00） 51，126 100［100］

計
59，027（B）

100（45．30）
一 一 51，126 100（39．03） ■

参考：地上

4階以上の 130，302 （A） 111，625
建築物数

注1：東京都は、東久留米市と稲城市及び島部を除く。

　2：建築物は、建築基準法における建築物である。したがって、地下鉄駅（コンコースを除く）
　　等も含まれる。また、一般住宅は除く。

　3：表中の各階割合の（）の値は、地上4階以上の建築物数で割った値である。
　4：累積割合の［］の値は、地上4階以上の建築物数から各地下階を有する建築物数を引いた値を、

　　　地下階を持たない建築物数として仮定し、これを含めた累積数を地上4階以上の建築物で割った値である。

　　資料：「東京消防庁統計書（東京消防庁）」（平成9年12月末現在）をもとに作成。
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　これより、既存建築物の基礎底深さは地表から25mの規模にほぼ収まると考えることができる。

　高層建築物に限っても、図3．4に示す通り、96％が基礎底深さ25m未満であり、図3．5に示す通り

土地利用が稠密な首都圏においても93％が25m未満で、大部分が25mの規模に収まっていることが
わかる。

　なお、基礎底深さが25mを超えるものは、ほとんどが直接基礎形式であり、直接基礎の場合は支

持層まで掘り下げる必要があるため、深くせざるを得ないケースがあるが、掘り下げる必要がない杭

基礎では、地下室の深さはある程度の深さにとどまることがわかる。

　450

c

ぷ
数1：：i

il：

　。口
　　　5未満　　5～IO

o杭基礎

■直接基礎

　　　　　　1

　　　　　　　．．■一一■　　＿皐

10～15　15～20　20～25　25～30　30～35　35以深

基礎底深さ（GL－m）〈m以深～m未満〉

　　資料：高層評定全体データベースより作成。

図3．4　基礎底深さと基礎形式（全国1349件）

250

200「

ロ杭基礎

．■1接基礎．

　1501
件
数　　1
　100｝

　50　i－

　。1口
　　　5未満

Zil－ii．“一．

5～IO　10～1515～2020～2525～3030～3535以深
　基礎底深さ（GL－m）〈m以深～m未満〉

注：首都圏は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県。

　　　　資料：高層評定全体データベースより作成。

　図3．5　基礎底深さと基礎形式（首都圏　770件）

　超高層データベース及び地下5層以上データベースから基礎底深さが25mを超えるものについて、

その地下階の用途を詳細に検討すると、図3．6に示す通り、深くなればなるほど地域冷暖房等の公共

的な施設を併設していることがわかる。このような公共的な施設は、単独で設置できる敷地の確保が

難しいことから建築物の建設に併せて、地下に設置されており、床面積が容積率に含まれないこと、

税制、融資、補助の面で優遇措置があることから、今後とも増加する傾向にあるといえる。しかしな

がら、前述の通り公共公益施設については、別途調整の規定を設け、大深度地下の定義の対象外とし
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ていることから、25mの規模を超える地下室は現存するものの、現行最大規模の建築物の基礎底深さ

を25mと定めたとしても特段問題がない。

30

25

20

件
　15数

10・

5

．…囓ﾙ霊蹴｝l
　　　　　　　　　E
　－　’一一一一　　　　　1

　－一一一　　一一1

0　・　　　　一一・一　　　　　　　　　　　一・

　20m未満　20～25m　25～30m

日一＿

30～35m　35m以深
基礎底深さ（GL・－m）〈m以深～m未満〉

資料：超高層データベース及び地下5層以上データベースをもとに作成。

　　　　　　　図3．6　基礎底深さと建築物数

　建築物の基礎底深さを25mとした場合、地下掘削に伴う山留め壁の根入れがどの程度必要かとい

うことにっいては、表3．5に示す通り、地下水位をGL－10m、γ＝18kN／M3と仮定し、掘削底面のボイ

リング、パイピング、盤膨れのそれぞれの破壊現象を防止するために必要な根入れ長及び地盤改良深

さを検討した結果から、15mが必要とした。

【前提条件】

土質は砂礫とした（湿潤単位体積重量γt＝18kN／M3、水中単位体積重量γ　’t＝8kN／m3）。

地下水位は地表面下10m（GL－10m）とした。

ボイリングの安全率は15、パイピングのクリープ比は2．0、盤膨れの安全率は1．1とした。

表3．5　基礎底深さ25mの建築物建設に必要な山留め壁の根入れ長の検討結果

地盤改良を行わない場合 地盤改良を行う場合

ボイリング

iTerzaghi）

パイピング 　盤膨れ

?C抵抗考慮

パイピング

根入れ長（m） 14．1 75 3 7．5

掘削深さ（m） 25 25 25 25

地盤改良厚（m） 0 0 11 0

地盤改良を含む最

ｺ端の深さ（GL－m）

39．1 32．5 36 325

　検討はトンネル標準示方書［開削工法編］1°｝に基づいた。同示方書では、掘削底面の破壊現象とし

ては、ボイリング、盤膨れ、パイピングの3つを挙げており、支持層は砂礫層であることが多いこと

から、砂礫地盤を想定し、

①根入れ先端部掘削面側の地盤改良をしない場合→ボイリング、パイピング

②根入れ先端部掘削面側の地盤改良をする場合→盤膨れ、パイピング

が発生する可能性について検討した。
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　これ以外の各種指針においても、山留め壁等の根入れ長の算出方法は同様であり、根入れ長の決定

要因は、主に砂質土ではTerzaghiの方法によるボイリング、粘性土では荷重バランス法になっている。

　砂質土の場合のTerzaghiの方法によるボイリングの安全率の取り方は、表3．6に示す通り、　1．2～

L5までと幅があり、建築物を建設する際に一般的に参考とする山留め設計施工指針1t）においては、

安全率の考え方は明確にされていないが、参考資料の計算例では1．2が採用されている。

　しかしながら、本検討においては、安全側に考え、安全率はL5を採用した。

表3．6　各基準・指針等のボイリングの安全率

安全率 各基準・指針等

L2
・掘削土留工設計指針（鉄道総合技術研究所平成2年）

E深い掘削土留工設計法（日本鉄道技術協会平成5年）

E山留め設計施工指針（日本建築学会昭和63年）（計算例にて1．2を例示）

1．5 ・共同溝設計指針（日本道路協会昭和61年）

E首都高速道路仮設構造物設計基準（首都高速道路厚生会平成2年）

1．2～1．5 ・トンネル標準示方書（開削編）（土木学会平成8年）

特に明記せず ・大深度上留め設計・施工指針（案）（先端建設技術センター平成6年）

土留め形状に関する

竦ｳ係数を考慮して

ﾀ全率を算出する

・道路土工仮設構造物工指針（日本道路協会、平成11年）

　実際、基礎底深さが20mを超える既存の建築物について、施主や施工者に対する聞き取り調査に

より、その根入れ長を調べると、図3．7のように、根入れ長は5m程度のものが多く、地表面より40m

の距離があれば事実上30m程度の大規模掘削も可能となっており、30m規模の地下室の建設も支障
がないことがわかる。

　グラフ中、根入れ長が長いものも数例あるが、これは、近接して著名な緑地がある場合など地下水

を保全することが特に要請され止水壁を深く根入れしたものである。

1：二

ε1：

1・

≦6
　：

　020

＿一一LL　．♂一＿＿

’i…

　　　　　　◇地域冷暖房を・‘
　　一一一　　含む建築物　「

　　　　一→■その他の建築巴
　　一一＿＿r　物　　　　　1－」

　　一◎一一一
　　　　　　　　◇　　　　一一◇

　百◇◇

も

　■■

・ぜ

■．

　■

25 　　30
掘削深度（GL－m）

■

35 40

資料：施主、施工者へのヒヤリングによる。

　　図3．7　掘削深度と建築物の根入れ

　したがって、建築物の基礎底深さ25mに、山留め壁の根入れを考慮した深さ15mを加え、建築物

の地下室の利用から求められる大深度地下の深さを40m以深と定義を行ったが、現実的には前提と

した地下25mを超える30m規模の地下室の建設も十分可能となっている。
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3．3．2　建築物の基礎ぐいの設置のための利用が通常行われない深さの定義

　既存の超高層ビルも含めて、建築物を支持する地盤（支持層）より下では基礎の設置が行われない。

　基礎の形式には、直接基礎形式、杭基礎形式があるが、直接基礎形式の場合は、3．3．1の定義によ

り地下40mの規模に収まることから、40mより深い地下利用として、「建築物の基礎ぐいの設置のた

めの利用が通常行われない深さ」を特定すればよい。

　このためには杭基礎の支持層を特定し、支持層までの深さに、杭の根入れ量と杭と大深度地下施設

との物理的な干渉を避けるために必要な距離（離隔距離）を加えた深さを特定する必要があり、これ

を「建築物の基礎ぐいの設置のための利用が通常行われない深さ」と定義した。

　ここで、どのように客観的、一義的に離隔距離を定義するのかが問題となる。杭の先端から必要な

離隔距離を定めるのが、理解しやすく、一般的と考えることもできるが、杭径やその他の要因により

杭先端位置は建築物によって様々であり、客観的、一義的に定めることができないことから、大深度

地下使用制度においては、地盤条件から客観的かっ一義的に定めることができる支持層上面を基準と

し、これに離隔距離を加えることとした。

　高層建築物の場合、図3．8に示す通り、杭種としては、現場造成杭（場所打ち杭）を採用している

ものがほとんどであり、また、場所打ち杭においては、支持層への杭先端の接地面積を確保するため

や杭の引き抜き防止のため、杭基礎の下部を軸部より拡幅する形式の拡底杭が採用される場合が多い。

　支持層への杭の根入れについては、場所打ち杭の場合、「支持地盤中に1．Omかつ杭径の1／2以上貫

入した場合にその先端N値を採用できる」（建築構造設計指針（東京都建築構造行政連絡会）12｝、基

礎設計に関する指導基準（大阪府特定行政庁連絡会議）n3’）となっており、多くの高層建築物の設計

がこれによっている。

　表3．7に示す通り、実績では、最大規模の杭の径は拡底部で4m、軸径で3mであり、この場合、杭

径の112である2m程度の根入れがあれば先端N値を採用できることから、支持層への根入れとして

2mを考えた。

　この他、図3．9に示す通り、ハンマーの打撃エネルギーにより根入れ量を算定する打ち込み杭、杭

径相当の根入れを必要とする埋め込み杭等が採用されている場合もあるが、これらの杭の径の大きさ

は最大でも1m程度であり、場所打ち杭の根入れ量を大きく超えるものではない。また、建築物にこ

れらの杭種の杭が用いられることは現在ではまれである。

26件 ロ現場造成杭

目地中連続壁
皿コンクリート既製杭

■鋼管杭

■深礎

ロRCピヤー

資料：高層評定全体データベースのうち杭基礎形式の建築物について作成。

　　　　　　　　　図3．8　杭種の割合
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場所打ち杭

支持層層

1m以上

かつ

d／2以上

埋め込み杭

認定工法

認定条件

による

d

以上

打ち込み杭

1m

以上

認定工法

認定条件

による

d

以上

注：dは杭径

図3．9　杭種と支持層への根入れ深さの考え方

　表3．7に示す実例からは、地震時などの荷重に対して、杭の引き抜き防止のため、深く杭を根入れ

しているものも見受けられるが、ほとんどのものが最大5m程度の範囲に収まっており、5m程度の

根入れを想定しておけば十分といえる。

表3．7　高層建築物の杭種、杭径、杭の根入れ量
，

下 入れ
建設地

一

杭種別 最大杭径
一

1 大阪府 泉佐野市 56 2 254 12．7 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．5m，拡底径4．1m 62～65 1～4

2 大阪府 泉佐野市 56 2 254 12．5 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．5m，拡底径4．lm 67～69 0．5～3．5

3 大阪市 住之江区 52 3 250 16．3 場所打ち鋼管コンクリート杭 軸部径1．8m，拡底径3．Om 64．5 1．5

4 名古屋市 中村区 51 4 233 23．8 場所打ちコンクリート杭，連続地中壁杭
口　　　　mγ　　　　　　　m，
ﾉ

43．8 1．3

5 東京都 中央区 47 4 199 23．4 場所打ちコンクリート杭 軸部径1．9m，拡底径3．Om 29 1．5

6 大阪市 港区 50 3 188 17．5 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．2m，拡底径3．3m 54 3．4

7 埼玉県 川口市 55 1 186 8．3 場所打ちコンクリート杭，連続地中壁杭 径3．Om，連続地中壁厚さL5m 47．4 4．25

8 大阪市 北区 43 3 176 15．7 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．2m，拡底径3．5m 1．5

9 大阪市 北区 40 5 175 2L3 場所打ちコンクリート杭，連続地中壁杭 口　土・，m，　　　　　　ml　　　　　．一 27．0，47．0 L9

10 千葉市 美浜区 49 2 ▲75 lL7 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．6m，拡底径3．4m 3m以上

ll 東京都 中央区 54 3 170 19．0 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．4m，拡底径3．8m 46 9

12 大阪市 北区 39 3 170 16．5 場所打ちコンクリート杭，壁杭 軸部径2．4m，拡底径4．lm，壁杭2．Om×4．Om 37 1

13 大阪市 北区 40 2 166 ll．1 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．6m，拡底径4．Om 28 0

14 東京都 江東区 37 2 161 15．4 場所打ちコンクリート杭，連続地中壁杭
ロ　　　　m．　　　　土　．m‘ 49 8

15 名古屋市 北区 45 一
160 4．8 場所打ちコンクリート杭，連続地中壁杭

ロ　　・．mレ　　　　　　　m， 25．8 9．7

16 東京都 中央区 50 2 159 15．1 場所打ちコンクリート杭，連続地中壁杭
ロ　　㊧，m，　　　　　　　m， 34．0 0．7

17 大阪市 港区 50 2 157 lL4 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．6m，拡底径3．8m 54 4．2

18 大阪市 中央区 38 1 150 10．7 場所打ちコンクリート杭 軸部径3．Om，拡底径3．5m 27．0，29．0 1～3

L9 大阪市 中央区 37 2 150 lL2 場所打ちコンクリート杭，鋼管コンクリート杭 軸部径2．6m，拡底径4．lm ～ 1

20 大阪市 平野区 40 一
141 9．0 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．8m，拡底径3．7m 46．5 1．3

21 大阪市 都島区 36 一
103 6．5 ベノト杭 径L4m 4

22 大阪市 都島区 36 一
103 6．5 ベノト杭 径L4m 4

23 埼玉県 与野市 35 一
103 9．0 場所打ちコンクリート杭 軸部径L9m，拡底径3．4m 46．5 2

24 埼玉県 富士見市 31
一 ［Ol 4．2 場所打ちコンクリート杭 軸部径2．Om，拡底径3．5m 33 2．3

注：一は地下 なし。

　　空欄は上記資料において記載のないもの。

資料：超高層データベース及び地下5層以上データベースのうち杭基礎形式の建築物

　また、杭の施工においては、支持層を損傷しないこと、大都市では周辺の振動、騒音等の被害を生

じないようすることから、柱状に掘削した部分をコンクリートで置き換える静的な杭の打設工法（場

所打ち杭）が一般的に採用されている。

　このような工法においても、杭の着底面から下方の地盤を乱さないことが前提となっていることを
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考えれば、既存の大深度地下施設と物理的な干渉を避けるためには数m程度の離隔をとる必要があ

るといえる。よって、支持層の上面から10mの離隔距離を見ておけば十分安全側であるといえるこ

とから、大深度地下施設の支持層上面からの離隔距離を10mとした。

　なお、離隔距離については、杭の支持力機構を維持するための観点から定まるのではないかと考え

ることもできるが、大深度地下施設は、地上の建築物に対しても十分な耐力を有する構造とするため、

支持力機構には影響を与えないと考えた。

3．3．3　大深度地下の定義のまとめ

　3．3．1において地下室としての利用から定義した地下40m以深、3．3．2において基礎としての利用か

ら定義した支持層上面から10m以深のいずれか深い方から下が大深度地下となる。これを図に示す

と図3．10の通りである。

　支持層位置で判断すると、支持層が浅い場合（支持層上面が地下30mより浅い場合）は3．3．1によ

り地下40m以深が、支持層が深い場合（支持層上面が地下30m以深の場合）は3．3．2により支持層上

面から10m以深が大深度地下となる。

大深度地下の概念図

支持層が浅い桧合
　（直接基礎）

支持層が深い場合
　（杭基礎）

地表

支持層
地下室

建築物の地下室

yびその建設の

pに通常供され
驍ｱとがない地下

ﾌ深さとして政令

ﾅ定める深さ

@　（40m）

大部分の地て室
ｪおさまる深さ

@　（25m）
地下室

　　　　　　　　　　侮

槙Y地下の使用をしよ

､とする地卓において通

墲ﾌ建築物の基礎ぐい

�x持することができる

n磐として政令で定める

烽ﾌのうち最も漁・部分

@　　　の深さ

．会一．－一，
難隔距“

i15m）

3Cm

@　　　－一一

P0rn

←基礎杭支梼層

大深度地下
麓隔距“

@（10m）

／大樗

図3．10　大深度地下の定義図

3．4　大深度地下使用制度で前提とする建築物規模

　大深度地下法第2条及び第16条では、建築物規模を示す用語として「通常の建築物」が用いられ

ている。技術的な検討を行うためには、この「通常の建築物」を具体の数値でもって定義する必要が

ある。技術指針の検討の上で必要な数値は、①建築物の基礎底深さ、②建築物の載荷面規模（載荷面

面積と形状）、③建築物の荷重の3つである。

　①の建築物の基礎底深さにっいては、3．3．1において検討した結果から建築物の基礎底深さを25m

とした。
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　②の建築物の載荷面規模については、横浜みなとみらい地区に建設されている横浜クィーンズスク

ェアのように40000㎡の同一の基礎スラブに複数の建築物を載せる例や、新宿に建設されているオペ

ラシティビルのように高層棟部分と低層棟部分とで基礎底深さが異なる例があるが、載荷面規模は大

深度地下施設の耐力などを算定する際に必要となるものであることから、大きな荷重を発生させる高

層棟のみについて考えることとした。

　データベースからは、表3．8に示す通り、既存の超高層建築物の高層棟の載荷面面積は最大でも

5000㎡程度である。形状については、長辺と短辺の比は様々であるが、大きな荷重を発生させてい

る高層建築物については、長辺と短辺の長さを大きく変えずに、正方形に近い形状を採用しているも

のが多い。したがって、最大の高層建築物である横浜ランドマークタワーを参考に、建築物の載荷面

規模は70m×70mとした。
　　　　　　　　　　　　　　　表3．8　超高層ビルの高層棟の平面規模

形 形
番

建設地 地上地下 軒高 底深
I　　　　m

i注1）
　　　m
i注2）

建設地 地上地下
軒高 底深

l　　　　m

i注1）
　　　m
i注2）

1 浜 西区 70 3 282 24．0 75　×75 63　x63 大阪府 佐野 56 2 254 12．7 145　×74 34　x　60
2 東京都 新宿区 48 3 242 20．0 134　x70 108　x　44 大阪府 佐野 56 2 254 12．5 34　×　60
3 東京都 渋谷区 27 3 240 20．5 104　x57 38　x　38 大阪市 之江 52 3 250 16．3 54　×　35
4 東京都 新宿区 52 5 227 28．0 190　x64～90 122　x　45 ）古屋 中村区 51 4 233 23．8 63　x67 54　×　48
5 東京都 豊島区 60 3 226 23．0 71　×“ 72　×　44 東京都 中央区 47 4 199 23．4 67　x6？ 48　×　48
6 東京都 渋谷区 54 4 222 28．4 80　x57 57　×　58 大阪市 港区 50 3 188 17．5 50　x31 50　×　15
7 東京都 新宿区 55 5 216 27．5 141　x109 63　×42 埼玉県 川口市 55 1 186 8．3 43　x　43
8 東京都 新宿区 55 3 211 20．0 121　x90 46　x　60 大阪市 北区 43 3 176 15．7 31～57　×　37
9 東京都 新宿区 53 5 203 28．0 96　x70 52　x　34 大阪市 北区 40 5 】75 21．3 64　×　32
10 算〔京都 新宿区 52 4 200 20．5 101　x90 対角59m（三　形） 千葉市 美浜区 49 2 175 lL7 45　×　32
ll 大阪市 中央区 43 3 196 22．6 160　x122 64　x　58 東京都 中央区 54 3 170 19．0 56　×4！頃■ 56　×　40
12 東京都 中央区 44 4 195 30．5 192　x69～12 52　x　53 大阪市 北区 39 3 170 16．5 62　×　58
13 東京都 新宿区 43 6 193 26．7 98　x58 66　x30（22 大阪市 北区 40 2 166 ll．1 54　×　27
14 東京都 千代田 44 4 184 28．3 170　x75 102　×　51 東京都 江東区 37 2 161 15．4 156　x65（4’体 47　x　47
15 東京都 港区 39 3 180 24」 67　x65 47　x　64 古屋一 北区 45 160 4．8 50　×31 50　×　31

16 東京都 新宿区 44 4 179 26．9 ｝～150Xl29 94　×41 東京都 中央区 50 2 159 15」 107　x65（令体 42　×　42
17 東京都 新宿区 47 3 170 19．8 80　×84 26　×　80 大阪市 港区 50 2 157 lL4 69　×69 21×　31
18 東京都 渋谷区 41 6 169 34．3 】24　x74 43　x　43 大阪市 中央区 38 1 150 10．7 55　x47 38　x　38
19 東京都 新宿区 34 3 162 23．0 115　×58 96　×45 大阪市 中央区 37 2 150 lL2 124　Xll1 28　×　67
20 東京都 目黒区 40 5 162 27．0 83　x61 76　x　54 大阪市 平野区 40 　

141 9．0 50　x50 50　x　50
21 東京都 港区 35 3 158 222 50　×52 37　x　37 大阪市 都島区 36 一 103 6．5

22 横浜市 西区 36 5 157 32．5 313　x132（令体 52　x42｛A棟 大阪市 都島区 36 一 103 6．5

23 東京都 港区 40 3 152 18．6 88　x83 51　x　48 埼玉県 与野市 35 一 103 9．0 61x59 42　×　42
24 東京都 港区 34 2 152 19．4 52　x58 36　x47 埼玉県 士見 31 ’

101 4．2 41×41 39　×　39
25 東京都 新宿区 32 3 151 23．8 96　×79 54　×　54

26 大阪市 中央区 38 3 150 15．1 149　x61 56　x37
　　注1通り軸の芯心間距障により記載。
　　注2高層部における一般階の面祇階数の記載があるものは、基準となった階。
　　注3一は地下階なし。
　　注4空欄は下記資料において記載のないもの。
資料：超高層データベース及び地下5層以上データベースの建築物

　③の建築物の荷重については、答申では「十分な大きさの高層建築物の代表的なものとして、東京

都新宿区の高層建築物群（高いもので50～55階程度）が挙げられる。このような高層建築物は一般

的には地下室を設置しており、建築物の建設により増加する荷重（以下「増加荷重」という。）は、

建築物の荷重から地下室設置により排出される土砂荷重を差し引いて考えることとなる。新宿の高層

建築物群においても、この増加荷重は全て30トン／㎡（＝30tf／㎡＝294kPa）以内に収まっている。」として

いる。

　この考え方を踏まえ、増加荷重300kN1㎡となる建築物荷重を考えることとした。なお、答申では

重力加速度を9．8として換算しているが大深度地下使用制度では、重力加速度を10kN＝hfとして、

300kN1㎡としている。

　地下掘削深さについてはGL－25mとしたことから、排土荷重としては、25m分の土の荷重を考える。

建築物荷重から、排土荷重を引いたものが増加荷重であることから、逆に増加荷重300kN／㎡となる

建築物荷重は、その排土荷重に300kN／㎡に加えた建築物ということができる。
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増加荷重＝建築物荷重一排土荷重 （1）

すなわち

建築物荷重＝増加荷重＋排土荷重 （2）

したがって、建築物荷重は下の式により定義することとした。

q＝300kN／㎡＋γekN／㎡×25m

q：建築物の単位面積当たりの荷重（kN／㎡）

γ・：土の単位体積重量

（3）

土の単位体積重量は、場所により異なるため、即地的に把握する必要がある。

例えば、γe　＝16kN／㎡と仮定すれば

　　　　　q＝300（kN／㎡）十16（kN／㎡）×25（m）＝700kN／㎡ （4）

となり、GL－25mに700kN1㎡の建築物が建っことが前提となる。

　なお、建築物荷重は接地面で均一に作用するのではなく、柱や梁の下面で大きく、その他の部分は

小さいと考えられるが、大深度地下施設と建築物基礎底面は十分な離隔距離を持っことから、荷重は

平均化されると考え、ここにおける建築物荷重は、直接基礎形式の場合にあっては長期平均接地圧、

杭基礎形式の場合にあっては、建築物荷重を基礎スラブ底面積で除した値とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3．9　超高層ビルの発生する荷重

直接基礎形式 杭基礎形式

番号

建般地
地上

K数
地下

K数
軒高
im｝

基礎

齔[
i－m）

期許容応

@力度

建築物の最

蜥ｷ期接地
ｳ（kN／㎡）

長期接地圧
ikN／㎡）（注

違般地 地上

K数

地下

K数
高P

軒高
im）

基礎

齔[
i－m）

許容支持
ﾍ度（kN／

杭頭荷重

@度
長期接地圧
ikN／㎡｝（注

1 横浜市 西区 70 3 282 姑“ 1000 893 831 大阪府 佐野 56 2 254 8縛8嵩 2500 2490 462　　注4
2 東京都 新宿区 48 3 242 88尊9 1000 570 293 大阪府 佐野 56 2 254 “期 2500 2490 498　　注6
3 東京都 渋谷区 27 3 240 期餌 500 446 大阪市 之江 52 3 250 ぽ口＃＃ 2500 1950 260　　注6

4 東京都 新宿区 52 5 227 ㈱嵩8 1000 720 280 名古屋市 中村区 51 4 233 ＃＃貰口 2500 2480 650　　注6
5 東京都 豊島区 60 3 226 期熊 1000 600 500 東京都 中央区 47 4 199 尊尊8＃ 2450 1650 410　　注6
6 東京都 憤●阻，■●垣 54 4 222 ＃潔口葛 1000 805 469 大阪市 港区 50 3 188 8898 2500 2470 512　　注6
7 東京都 新宿区 55 5 216 期鮪 1000 680 600 埼玉県 川口市 55 1 186 8．3 2500 2440

8 東京都 新宿区 55 3 211 ＃鉾9＃ 1000 1000 453 大阪市 北区 43 3 176 ＃ぽ8爵 2500 2490

9 東京都 新宿区 53 5 203 勾縛＃8 800 470 320 大阪市 北区 40 5 175 “抑 2500 2490

10 東京都 新宿区 52 4 200 8カ9カ 1000 千葉市 美浜区 49 2 175 勾8カ8 2000 1960

11 大阪市 中央区 43 3 196 898健 1500 835 東京都 中央区 54 3 170 8888 2500 1680

12 東京都 中央区 44 4 195 靱8カ 800 610 大阪市 北区 39 3 170 888縛 2500 2403

13 東京都 新宿区 43 6 193 期8口 1000 900 245 大阪市 北区 40 2 166 口窃8鐸 2500 2340 350　　注6

14 東京都 千代田 44 4 184 期露8 1000 550 360 東京都 江東区 37 2 161 8鍵88 2500 2380

15 東京都 港区 39 3 180 988縛 1000 510 名古屋市 北区 45 一 160 4．8 2500 2490 444　　注6

16 東京都 新宿区 44 4 179 a購尊8 1000 538 東京都 中央区 50 2 159 葛嵩口8 2500 2440

17 東京都 新宿区 47 3 170 鍵口党 1000 1000 460 大阪市 港区 50 2 157 ぽ鶴9暫 2500 2310

18 東京都 渋谷区 41 6 169 奴9カ 700 590 大阪市 中央区 38 1 150 8舞“ 2000 1870

19 東京都 新宿区 34 3 162 期“ 1000 420 254 大阪市 中央区 37 2 150 9＃9口 2500 1970

20 東京都 凹●巳臼書口 40 5 162 尊8期 1000 736 388 大阪市 平野区 40 T 141 9．0 2500 2430 227　　注5
21 東京都 港区 35 3 158 鐸ロカ爵 1000 575 300 大阪市 都島区 36 ’ 103 6．5 2500 2330 338　　注5

22 横浜市 西区 36 5 157 88口8 1000 521 大阪市 都島区 36 一 103 6．5 2500 2330 338　　注5
23 東京都 港区 40 3 152 尊口9カ 1000 322 305 埼玉県 与野市 35 一 103 9．0 2500 2470 221　　注5
24 東京都 港区 34 2 152 期期 1000 770 344 埼玉県 士見 31

一 101 4．2 2210 1890 433　　注5

25 東京都 新宿区 32 3 151 露姻8 890 513

26 大阪市 中央区 38 3 150 靱㈱ 550 550

注1一は地下階なし。

注2空欄は上記資料において記載のないもの。
注3建築物の総1量を基礎底面積で除したもの。平均長期接地圧は国土庁の各施主、股計者などへのヒアリングによる。本欄における空欄は不明なもの。

注4評定概要書保存版に記載された平均長期接地圧による。
注5評定概要書保存版による1階床上までの地震用建物総荷重を基礎底面積で除したものに、1階床から基礎までの1量として50kN／㎡を仮定し加えたもの。
注6国土庁の各施主、設計者等へのヒアリングによる。

資料超高層データベース及び地下5層以上データベースの建築物
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　表3．9に示す通り、既存の超高層建築物の発生させている荷重は、ランドマークタワーを除き、

700kN／㎡以下であり、ほとんどの既存建築物の増加荷重が300kN1㎡以下であるといえる。なお、ラ

ンドマークタワーは、外壁に自然石を採用したため比較的重い構造になっている。

　また、事例からは、建築構造別の各階の平均的な荷重は表3．10の通りであり、700kN／㎡は、現行

最大の70階程度を超える建築物の建設も十分可能な値といえる。

表3．10　建築構造別の各階あたりの荷重

構造 1フロア当たりの荷重

鉄骨構造（S造） 6～8kN1㎡
鉄骨鉄筋コンクリート構造（SRC造） 12～14kN1㎡

鉄筋コンクリート構造（RC造） 12～14kN1㎡
’一’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一’一一’’’’’’”一一’一’一●一工一一一一

地下階部分 20kNノ㎡

基礎スラブ 30～40kN1㎡

資料：大手建設会社を対象としたヒヤリングから作成

　どの基礎形式を前提とするかについては、基礎底深さを25mとしていることから、図3．11に示す

通り、支持層位置が25m以浅の場合は直接基礎形式を、25m以深の場合は杭基礎形式を前提とする

こととした。なお、杭基礎形式の場合は、基礎スラブ底面については直接基礎の場合と同様に、地下25m

にあるものとした。

直接基礎（支持層位置25m以浅） 杭基礎（支持層位置25m以深）

建隻物の載荷面規槙　70mX70m

@　　　建築物荷重＝
R00kN／m2＋γ．（kN／m3）x25m

‘　　∨

縁ﾝヨ

建隻物の竜荷面規模　70mX70m

@　　　建築物荷重＝　　　　　　　　　　」　∨

R00kN／m2＋γ一¢dN／m3）×25m @　　　　　　　　　i§l

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・一黶Q．　一一一　一壺≡　一一　　一■　一≡一　一’一　←一一　・，・　’”　　　　　．一一

↓　支持層

？
拡底杭

1

②

図3．11　前提とする建築物規模

　　L　　支持層

　　8

②

　大深度地下使用制度は三大都市圏を対象としたものであるが、このような建築物が建つのはその中

でも一部の地域であり、過大な建築物を考えているのではないかと考えることもできる。しかしなが

ら、表3．11に示す通り、容積率200％程度の用途地域においても、55階の建築物の実績（エルザタワ

ー：川口市）があり、また、近年、都心居住を推進するための高層住居誘導地区制度や容積率を移転

して高層建築物の建設を可能とする連担建築物設計制度等の都心部の土地の高度利用を進める諸制度

が創出されていることから、都市圏においては、高層建築物の建築可能性はいたる箇所にあるといえ
る。
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表3．ll超高層建築物（H≧150m）の容積率

番 件名 地 用’地域 制度 ぺい 地上 地下
、

市区
1 浜ラントマーククワー 浜市 西区 ’業地 特定街区 800 1030 876 100 32 61 70 3 282

3 んゲゲートタワービル・北 大阪κ 佐　rl】
、．n 600 567 100 84 56 2 254

4 大阪ワールドトレトセンタービルデンゲ 大阪市 差之』τ区 準τ　地 再開　地区 300 600 599 70 70 54 52 3 250
5 、　一本庁 東京 新宿区 ，　地 特定街区 1000 1300 1236 80 48 77 48 3 242
7 占屋ビル 名　屋． 寸区 地 902 589 100 71 51 4 233
8 新　パークタワー 東、 宿区 地 800 993 80 50 52 5 227
9 サンシ　イン60 東、 豊　区 ，　地 特定街区 600 800 799 80 52 60 3 226
10 オベラシテ　タワー 東、 区 地 特定”区 443 605 80 46 54 4 222
11 センタービル 京 区 地 定街区 1000 lloo llOO 80 59 25 54 4 216

東9名古屋ビルホテル棟 名古屋 中村区 地 902 589 100 71 52 4 2M
ゴ　ビル 東、 新　区 地 特定”区 1000 1090 1085 80 41 37 55 3 211

寸ピル 区 地 特定’区 1000 1090 1088 80 65 50 5 203
15 ビル 東 区 地 特定一区 1000 1090 1083 80 39 24 52 4 200
16 加ガーデンオフス　　　加タワー 、 一　　　地 特　㌘区 400 1170 1170 60 56 68 51 4 199

17 大阪・ 大阪 区 地 800 674 461 100 64 43 3 196

’一囑ﾚ地区　一　　街地再開 東京 中　区 1　居地 再開　地区 400 770 762 60 80 79 44 4 195

田火6‘　上本土ビル 東京 区 地 特　ノー区 1000 1090 1089 80 62 47 43 6 193

20 弁天町　　〔開　・土地言託A－2プロ・ 大阪 港区 地 総ロ設計 800 800 671 100 85 75 50 3 188

21 エルザタワー 埼玉県 川口 準工　地 総ロ設計 200 350 350 70 50 33 55 1 186

22 王共同ビル 東京 千代田 地 再開発地区 519 1300 80 44 4 184

23 日本電気本　ビル 東京 港区 地 特　街区 513 600 600 80 65 41 39 3 180

24 アイランドタワー 東京 新宿区 業地 800 953 80 51 44 4 179

25 ビル 大阪市 北区 地 総口設計 589 756 753 100 80 38 43 3 176

26 西　田C街区ビル 大阪市 北区 地 再開発地区 605 800 799 80 70 67 40 5 175

27 プリンスホテル 千　県 千 地 400 M7 100 19 49 2 175

28 大川端リバーシテ21開発北ブロックM 東京都 中央区 地 総ロ　計 600 701 80 47 54 3 170

29 OAP計画（オフス 大阪1 北区 地 再開発地区 225 600 599 80 60 51 39 3 170

30 京王ブラザホテル 東京都 新宿区 地 特　街区 1000 1060 706 80 37 59 47 3 170

32 田シテ開発計画（　　 大阪市 北区 準工　地 総ロ設計 300 436 434 70 50 35 40 2 166

33 東　ビル 東京都 港区 準工業地 特　街区 400 480 60 54 40 3 165

34 東京　　二本庁 東京 百区 地 1000 1000 871 80 48 70 34 3 162

35 ．比寿ガーデンプしイスタワー 東京 渋谷区 地 総口設計 400 478 80 39 40 5 162

36 洲センタービル 東京 江東区 準工　地 300 317 60 22 37 2 161

37 ザ・シーン　北 名古屋市 北区 準工　地 総口設計 200 313 313 70 50 16 45 0 160

一丁目i街地再開発B・G棟 東京 中央区 1種　居地域 再開発地区 400 580 577 60 80 78 50 2 15938

S0 弁天町　前開発・土地信託（Bプロ・ク 大阪1 港区 地 総口設計 800 800 671 100 85 75 50 2 157

41 ，ノレ．　い21中　地区24”区（A 浜市 西区 地 特定街区 800 900 898 100 35 78 36 5 157

42 ワールドビジ　スガーデン 千　県 千　市 近　　　地 400 398 100 36 37 1 153

43 ，　　センタービル本 東、 港区 地 特定ふ区 600 750 750 80 49 40 3 152

45 KDDビル 東、 区 地 特定〃’区 1000 1090 1093 80 33 3 151

46 生命OBP計画 大阪市 中　区 地 総合1計 400 456 456 100 80 59 38 3 150

47 ナショナル　ワー（タワー1・ワーn 大阪市 中　区 地 総合誤計 400 487 485 100 80 45 38 1 150

48 OBP－Tl計 大阪市 中央区 地域 総合言計 400 598 598 100 80 24 37 2 150

資料：各自治体からの聞き取り調査による

　大深度地下使用制度において前提する建築物規模は、既存の高層ビルのデータをもとに定めている

が、将来、技術の進歩により、これが大きく変わる可能性があるかないか、表3．12に示すデベロッ

パー、建設会社、設計事務所等11社に対してヒヤリング調査を実施した。ヒヤリング内容と主な回

答を表3．13に示す。

表3．12　ヒヤリング調査先

ヒヤリング先

　　　　都市基盤整備公団

　　　　　　　三菱地所㈱

　　　　　　　森ビル㈱

　　　㈱安井建築設計事務所

　　　　　　　清水建設㈱

　　　　　　　大成建設㈱

　　　　　　　鹿島建設㈱

　　　　　　　㈱大林組

　　　　　　　鋼管杭協会

コンクリートパイル建設技術協会

調査方法

　　面接調査

　　面接調査

　　面接調査

アンケート調査

　　面接調査

　　面接調査

アンケート調査

アンケート調査

アンケート調査

アンケート調査
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　ヒヤリングからは、建築物の地下利用については、地下水処理、排土の処理、コストの問題点から

現在より深くなることは考えられないとの見解を得た。

　また、建築物の高層化については、規制の緩和により高層化が進むとする見解と、規制の緩和があ

っても高層化しないとの見解が伯仲した。しかしながら、いずれにせよ最大規模としては、住居系で

は60階、事務所系では80階～100階が限度であるとの見解であった。

　このようなことも考えれば、制度において前提としている建築物規模は、将来的にも妥当なもので

あるといえる。

表3．13　将来の超高層建築物の規模に対する主な回答
建物用途 予想される最大規模 理由

住居系 地上60階程度 決定要因 住環　　特に風により窓が開けられない・風揺れなど
ｽ面規模が限定されるので、アスペクト比を考えるとこの程度が限界コスト面からRC造とした場合の構造的限界

高層化の　’要因

層化に対する阻　要因
地下2～3階程 要因 地下工　のコスト

@械室・水槽・駐輪場・駐車場として利用する深度としてこの程度に収める
大深　化の　’要因 駐車場付置義

大深　化に対する阻害要 地下工　のコスト
事　所系 地上80～100階程 決　要囚 許容地耐力・杭の許容　持力　の制限（直　基　で接地圧100tf／　）

高層化の推進要因 制震（制振）技術の進展

Vャトルエレペータの実現（例：山王パークピル）
_ブルデッキエレベータ

層化に対する阻害要因 航空法

ｻ在の日本の経済情勢
地下5～10　程 決　要因 テナントとして地下’電所・地　　暖房　設が入った場口の1用深

n上100階とした場合の根入れ
大深　化の　　要因 地下　電　設・発電　設

Gネルギー・通信のパックアップ機能の強化に対するニーズ
大深度化に対する阻　要 地下工　のコスト

3．5　大深度地下空間の特定方法

　大深度地下は地盤条件から客観的かつ一義的に定まるものとして定義されており、これを担保する

特定方法が必要である。

　大深度地下の深さは、高層建築物の支持層位置によって決まることから、客観的な基準により支持

層を特定する方法を決めれば、大深度地下空間を特定することができる。

3．5．1支持層の考え方

　高層建築物の基礎としては、直接基礎、杭基礎の2種類がある。

　建築基準法施行令第38条第3項では「高さ13メートル又は延べ面積3千平方メートルを超える建

築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1平方メートルにつき10トンを超えるものの

基礎の底部（基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端）は良好な地盤に達していな

ければならない。ただし、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮した構造計算又は実験によって

構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。」とされており、こ

の良好な地盤を通常、支持層と呼んでいる。

　しかしながら、表3．　14の通り、建築系の指針・基準では、堅い層に支持させることのみ記述してお

り、具体的にどの程度の堅さであるか等の支持層の要件にっいては明示されていない。

　土木系の各指針・基準においても、粘性土でN値≧20、砂質土でN値≧30の地盤を目安として記述

しているものが多いが、同様に具体的な要件について定めていない。
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表3．14　各種基準、指針における支持層の表記

称 帝定・　　　関 発行年 持　の定
道路橋 道路橋示方書・同解説

v下部構造編
日本道路協 1996．

@12
・粘性土：N値≧20、ないしqu≧40N／c㎡

E砂　土：N　≧30
道路橋 設計要領第二集 日本道路公

c
1998．
@ll

・粘性土：N値≧20、砂質土：N値≧30．
E杭の場合，支持層層厚は杭先端より杭基礎を仮想ケーソンと
lえた最小幅の1．5倍以上必要．また，最小幅の3倍以内
ﾉ軟弱層が存在する場合は，薄層支持の杭としての検討
ｪ必要．

E先端地盤強化型場所打杭工法では，厚さ5m以．ヒのN値≧
R0の　が必　．

道路橋 土質地質調査要領 日本道路公
c

1992．4 ［（設計要領第二集1990．7（旧版）より、抜粋］
E良質な層は，砂質土30≦N値く50，粘性土20≦N値く30．
E堅　な　は　　　土50≦N　　性士30≦N　．

道路橋 下部構造物設計基準 首都高速道
H公団

1992．4 ・30≦N値の洪積砂層，洪積砂磯層，洪積礫層．

Q0≦N値の硬質粘土層．
E　基　の支持　　　　は　径の3　程　必　．

道路橋 設計基準第2部
¥造物設計基準　（橋梁
ﾒ）

阪神高速道
H公団

1990．6 ・砂層と砂礫層：30≦N値，粘性土層：20≦N値．
E支持層の厚さが杭基礎を仮想ケーソンと考えた時の最小幅

ﾌL5倍以下であれば，下層地盤の支持力及び沈下にっ
｢ての検討が必要．また，1．5倍ある場合でも3倍以内に
諶縺@又は圧密層がある場合は沈下の　討が必要．

道路・

ﾍ川
¥造物

土質調査要領 東京都建設
ﾇ

1990．4 ・砂層と砂礫層：30≦N値
S土層：20≦N値（qu≦50～100N／c㎡）

E　さは5m程　以上．

河川構
｢物

建設省河川砂防技術基
?i案）同解説・調査編
yび’計　　　1

建設省河川
ﾇ

1997．1 ・堰及び樋門の設計において，

@砂層と砂礫層：30≦N値
@粘性土層：20≦N

鉄道構
｢物

鉄道構造物等設計標準・同

�煌
礎構造物・抗土圧構造物
�

道総合技術
､究所�

997．4� 直接基礎では30≦N値の砂質土，20≦N値の粘性土，岩盤．・
Pーソン基礎では砂質土地盤で30≦N値，粘性土地盤で20≦N値
Cかつ基礎の支持力及び変位に関して下層の影響を受け
ﾈい十∠な　さのある地　．

築物� 基礎の設計等に関する
結椏s取扱要領（案）②

qw建築物の構造設計
ﾉ関する東京都取扱要
ﾌ（案）�

東京都②

結椏s�
1991．4②

P991．4�

②基礎は東京礫層等の洪積世以前の堅固な地層に支持　
ｳせることを原則とする．［解説］昭和56年建設省告示第
P793号第2に基づく第一種地盤（岩盤・硬質砂礫その他
蛯ﾆして第三紀以前の地層）又は第二種地盤（主と　

ｵて洪積層又は厚さ5m以上の良好な砂・礫及び砂礫等の
f　w）に支持させることを　則とする．

たがって、データベースを活用し、既存の高層建築物の選択している支持層について検討した。

1）基礎の選択しているN値について

高層評定全体データベースの解析から、図3．12、図3．13に示すように直接基礎、杭基礎とも支持

で確認されるN値は50以上となっているものがほとんどであることがわかる。

00

50

00・

250・
・…

150・

100・

0トー一一一．一・一一一一一一…一一…－

l＿．＿．．＿＿・．一宜且＿」■L＿

　0～9

1一一

0～1920～2930～3940～4950以上　不明
　支持層で確認されたN値（回）

資料　高層評定全体データベースより作成

3．12　支持層で確認されたN値（直接基礎）
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700・
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撒4・・

300・

200

　100

　0　　　　　・　　　　　　i　＿　　　　繧：■■

0～9　10～1920～2930～3940～4950以上
　　　支持層で確認されたN値（回）

■’

不明

　資料　高層評定全体データベースより作成

図3．13　支持層で確認されたN値（杭基礎）

　超高層データベースに収録されてる超高層ビルに限れば、図3．14の通り、支持層のN値は全て50

以上であり、建築物の基礎が設置される支持層として、原則N値50以上の地盤を選択していること

がわかる。

20

15

件
　10数

5

0

50未満 50　　　　　60　　　　　70
支持層で確認されたN値（回）

資料：超高層データベースより作成

図3．14　超高層建築物の支持層のN値

100

（2）直接基礎の選択している支持層の地耐力

　次に、高層評定全体データベースから、直接基礎形式の建築物の地耐力にっいて調べると、直接基

礎の選択している支持層の長期許容応力度は、図3．15にまとめているように、1000kN1㎡以下のもの

がほとんどであることがわかる。

　1000kNノ㎡を超えるものについては、1980年代前半の物件が多く、評定制度が立ち上がった直後で

あり、算定方法に混乱が見られる。

　実際に地盤にかかっている最大長期接地圧は、図3．16にまとめているように、300～600kNノ㎡程

度のものが多く、地盤の長期許容応力度が1000kN／㎡以上あれば、直接基礎の支持層として特定でき
る。
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図3．15　地盤の長期許容応力度（直接基礎）
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資料：高層評定全体データベースより作成

　図3．16　直接基礎の最大長期接地圧

　超高層データベースに収録されている直接基礎形式の超高層ビルに限れば、図3．17に示す通り、

地盤の長期許容応力度が1000kN／㎡の地盤を選択しているものがほとんどであり、1000kN1㎡あれば、

直接基礎形式の高層建築物の支持層となりうるといえる。なお、1500kN1㎡の建築物が1棟あるが、

実際かかる最大接地圧は1000kN！㎡以下であることが確認でき、1000kN／㎡の許容応力度があれば、

支持層として事実上問題ない。

　なお、横浜ランドマークタワーの構造計算においては、計算上は地盤の長期許容応力度は3000～

5500kN／㎡と算定されているが、設計に際しては、1000XU／㎡を採用しており、一般的に、計算上の地

盤の許容応力度にかなりの余裕があっても設計値としては1000kN／㎡を採用するようである。
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図3．17　超高層建築物の許容応力度と接地圧（直接基礎）
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（3）杭基礎の選択している支持層の地耐力

　杭基礎の選択している支持層については、図3．18にとりまとめているように、杭の単位面積当た

りの荷重度を示す杭の長期許容支持力度が2500kN／㎡のものがほとんどである。これは、東京、大阪

の大都市においては、行政指導により、場所打ち杭の長期許容支持力度に対し250tfl㎡（2500kN1㎡）

の制限を設けているためであり、この指導の上限までいっぱいに杭の性能を設定する建築物がほとん

どである。

　また、図3．19に示す通り、実際に地盤に作用している杭頭荷重度も2500kNノ㎡以下であり、したが

って、杭の長期許容支持力度が2500kN／㎡以上あれば、杭基礎の支持層として特定できる。

　なお、図は杭種の区別なく件数を記載しており、2500kN／㎡を超える数値を示す杭のほとんどが、

埋め込み杭、打ち込み杭である。
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資料：高層評定全体データベースより作成

図3．18　杭の長期許容支持力度（杭基礎）
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資料：高層評定全体データベースより作成

図3．19　杭基礎の最大長期杭頭荷重度

　超高層データベースに収録されている杭基礎形式の超高層ビルに限っても、図3．20に示す通り、

全て杭の長期許容支持力度2500kN／㎡以下の地盤を選択しており、実際の杭の杭頭荷重度も2500kN／㎡

以下となっている。したがって、2500kNノ㎡の許容支持力度があれば、杭基礎形式の高層建築物の支

持層となりえるといえる。
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　　資料：超高層データベースより作成

図3．20　超高層建築物の応力度（杭基礎）
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（4）支持層の要件のまとめ

　大深度地下使用制度においては、原則としてN値50以上の地盤で、かつ、直接基礎の場合は地盤

の長期許容応力度1000kN／㎡、杭基礎の場合は杭の長期許容支持力度2500kN1㎡を有する地盤を支持

層とした。

3．5．2　直接基礎における地盤の長期許容応力度、杭基礎における杭の長期許容支持力度の算定方法

　支持力を算定する式は基本的に同じであるが、各地域における行政指導において補正の方法に差異

があり、地域ごとに異なる結果が得られるようになっている。
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　しかしながら、60mを超える高層建築物の高層評定物件については、建設大臣が認定を行うことか

ら、各地域の行政指導によるのではなく、通常、建設省告示111号14，の第2及び第3による支持力公

式が用いられており、大深度地下使用制度において支持層を特定するための算定方法は、これによる

こととした。ただし、建設省告示は重力単位系であるため、結果を1tf＝10kNとしてSI単位系に換算

することとした。建設省告示において支持力はそれぞれ、表3．15のように計算することとしている。

　なお、場所打ち杭は載荷試験を行う場合はこれによることとしているが、載荷試験を行わない場合

（大口径拡底杭は載荷試験が難しくほぼこの条件に該当する。）、表3．15の算定式を用いて長期許容

支持力度を求めている。さらに支持力の上限値及び低減、杭の許容耐力、許容沈下量を考慮し、長期

許容支持力度が決められている。

　　　　　　　　　　表3．15　建設省告示ll1号による支持力の算定方法

【直接基礎の長期許容応力度】

算定式 qaニ1／3　（α・c・Nc＋β・γ1・B・Nγ十γ2・Df・Nq）

係数

q・　　地盤の長期許容応力度（tf／㎡）

ｿ　　基礎荷重面の形状に応じて別表1掲げる係数

ﾀ　　基礎荷重面の形状に応じて別表1に掲げる係数

メ@　基礎荷重面下にある地盤の粘着力（tf／㎡）

ﾁ、：基礎荷重面下にある地盤の単位体積重量（tf／m　3）

@　　地下水位下にある場合は水中単位体積重量をとる。

ﾁ，　基礎荷重面より上方にある地盤の平均単位体積重量（tf／m　3）

@　　地下水位下にある部分については水中単位体積重量をとる。

a　’基礎荷重面の短辺又は短径（m）

cf　　基礎に近接した最低地盤面から基礎荷重面までの深さ（m）

m。　・地盤の内部摩擦角に応じて別表2に掲げる支持力係数

mγ　地盤の内部摩擦角に応じて別表2に掲げる支持力係数

mq　地盤の内部摩擦角に応じて別表2に掲げる支持力係数

基礎底面形状 円形 円形以外の形状別表1

`状係数

α 1．3 1．0＋0．3・B／L

β 0．5 0．5－0．1・B／L

（注）B、Lは、それぞれ基礎荷重面の短辺又は短径及び長辺又は長径の長さを表す

φ（度） Nc Nγ Nq
0 5．3 0 3

別表2

x持力

W数

5 5．3 0 3．4

10 5．3 0 3．9

15 6．5 1．2 4．7

20 7．9 2 5．9

25 9．9 3．3 7．6

28 ll．4 4．4 9．1

32 20．9 10．6 16．1

36 42．2 305 33．6

40 95．7 114 83．2

注）表に掲げる内部摩擦角以外の内部摩擦角に応じたNc、　Nγ、及びNqは、表に掲げる数

lをそれぞれ直線的に補完した数値とする。
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【杭の長期許容支持力】

算定式 　　　　一一qaニ1／3｛ユ当～＋　（Ns・Ls／5＋　u・Lc／2）　　｝－W

①　　　　　②
①：杭の先端支持力に関する項

②：杭の周面摩擦力に関する項。

Ra　　地盤の長期許容支持力（tf）

係数 貢　　：杭先端付近のN値（上限60）の平均値（回）

Ap　　杭先端面積（㎡）

Ns　：杭周地盤中の砂質土部分の実測N値（上限25）の平均値

Ls　杭周地盤中の砂質土部分にある杭の長さ（m）
一qu　：杭周地盤中の粘性土部分の一軸圧縮強度（上限10tf／㎡）の平均値（tf／㎡）

Lc　：杭周地盤中の粘性土部分にある杭の長さ（m）

ψ　：杭周長（m）

W　　杭の自重（tf）。ただし、杭の排土重量を除いてよい

　3．5」において、支持力度の条件に加え、原則としてN値50以上の地層を支持層としているが、こ

のN値50と支持力度の関係を検討する。

　直接基礎の場合と杭基礎の場合とは算定式が異なることから、それぞれ別に検討する。

　直接基礎の場合、支持力算定公式より許容応力度は内部摩擦力φの関数である支持力係数をパラメ

ーターとして求めることから、N値50が内部摩擦角φでどの程度かを求めれば、　N値によってどの

程度の地盤の許容応力度が確保できるかがわかる

　建築基礎構造設計指針15）ではN値とφの関係について、大崎の式

φ＝疏＋15 （5）

　が記述されており、また、その誤差の範囲として±8°としていることから、これをもとに、3．4で

前提とした規模の建築物に対して、N値と許容応力度の関係を計算した。

　計算は、大崎の式、大崎の式±8°について、φが25°～40°とよるようにN値を算定し、N値と

許容応力度qaとの関係を換算した。

　なお、Df項については、安全側に見てゼロとしている。

　試算結果を、表3．16に、図3．21にグラフ化したものを示す。

表3．16　計算結果

N直 qa　φ

i度） 大崎の式　φ＋8°　φ一8°
Nc Nγ Nq

（tf／㎡）　（kN／㎡）

25 5．0 0．2 16．2 9．9 3．3 7．6 30．8 308

28 8．5 1．3 22．1 11．4 4．4 9．1 41．1 411

32 14．5 4．1 31．3 20．9 10．6 16．1 98．9 989

36 22．1 8．5 42．1 42．2 30．5 336 2847 2847
40 31．3 14．5 54．5 95．7 114．0 83．2 1064．0 10640

注：支持力公式への各値の入力は重力単位系で行い、計算結果のみSI単位系に変換した。
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基礎形状が70m×70mの場合
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図3．21　試算結果（グラフ）

　これより、大崎の式で誤差とされている範囲を見込んでも、N値が35以上あれば、一般的に、地盤

の許容応力度として1000kN／㎡以上あることが確認できる。よって、　N値50以上の地層では、許容応

力度として1000kN／㎡以上見込めるといえ、運用においては確認的に許容応力度を判定すればよいこ

とがわかる。

　しかしながら、支持層が中間支持層である場合には、支持層下の地盤沈下等も考えられることから、

沈下量の計算を行い、その層が直接基礎の支持層として採用できるか、また、直接基礎としては利用

不可能であり、それより深い層を杭基礎の支持層として利用する可能性がないか、必要に応じて検討

を行うこととした。

　杭基礎の場合、許容支持力度は、表3．15に示す通り、杭の先端支持力と杭の周面摩擦力の合計か

ら杭の自重を差し引くことにより求めるが、杭先端の支持層の平均N値として50が確保されていれ
ば、

杭の先端支持力＝113×15N＝1／3×15×50＝250tf1㎡＝2500kNノ㎡

となり、杭の先端支持力の項だけで、許容支持力度2500kN／㎡が算定される。しかし、許容支持力度

の算定に当たっては、表3．15に示す通り、杭の自重分支持力を減じることから、杭の先端支持力の

みでは2500kN1㎡を確保できないこととなる。

　したがって、杭の周面摩擦力も算定し、支持力公式を厳密に計算した上で判定する必要があるが、

杭基礎の条件から大深度地下の深さが定まる場合は、支持層は地下30mより深く、十分な杭長がと

れることから、通常は周面摩擦力も十分確保できていると考えることができる。

　表3．17に東京臨海部の高層建築物を想定して、場所打ち杭の試算結果を示すが、これからも、

2500kN／㎡は概ね確保されている。

　これより、杭長が十分にあると考えられる場合には杭の許容支持力度として2500kN／㎡があると考

えられるが、地盤の想定などによって結果が異なることから、運用においては、厳密に計算する必要

がある。

　なお、支持層が中間支持層である場合には、中間支持層が十分な層厚を有していないため杭先端の

パンチング破壊が生じることが想定される場合や、支持層下の地盤の沈下が想定される場合等、中間

支持層よりさらに深い支持層を利用する可能性もあることから、必要に応じ検討を行うこととした。
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表3．17　場所打ち杭の支持力の算定例

　右図のような地盤及び杭基礎（基礎底GL－25m、

杭長20m、根入れ2．Om）を仮定し、告示式に基

づき、杭径を変化させて、杭の長期許容支持力度

を試算すると、

　Ra＝113｛1鎚p＋」一｝－W
　　　　　　①　　　　　②

　Ra：地盤の長期許容支持力（tf）

　貢：杭先端付近（上下ldとする）のN値の平均値

　　（dは杭径）（回）

　Ap：杭先端面積（㎡）

　Ns：杭周地盤中の砂質土部分の実測N値（上限

　　　25）の平均値　25（回）

　Ls：杭周地盤中の砂質土部分にある杭の長さ

　　　8（m）（洪積砂層）

　q・：杭周地盤中の粘性土部分の一軸圧縮強度（上

　　　限10tf1㎡）の平均値8（tf／㎡）

　Lc：杭周地盤中の粘性土部分にある杭の長さ

　　　7（m）

　ψ：杭周長（m）

　Wp：杭の自重（tf）。ただし、杭の排土重量を除く。

Gし一m 土口 実■N値 N5 　qu
itf／㎡｝

埋土・皇土

ｫ積粘土層 省略 省略 省略

25 33 25畑筏
26 沖積砂層 35 25缶槙
27 28 25畑複
28 5 62
29 9 10

30 洪積粘土層 5 62
31 8 10

32 7 10

33 45 25

34 洪積砂層 30 25

35 28 25

36 洪積粘土層 6 75
37 5 62
38 35 25

39 46 25

40 洪積砂層 50 25

41 48 25

42 50 25

43 50 25

44 50 25

45 50

46 洪積砂醸層 50

47 50

48 50

49 50

50 50

平均25 8

洪積ma　L！maal

計算モデル

　ここでは単位体積当たりの重量をLOtflm3とし、拡底部分を無視して略算する。

①：杭の先端支持力に関する項、打ち込み杭においては30NApとなっており杭の面積当たりの

　　許容支持力は場所打ち杭のものより大きくなる。

②：杭の周面摩擦力に関する項。

①と②を足したものが杭の支持力に対応する。

Ra／Ap軸部径

im）

拡底径

im）

N（回） Ap

i㎡）

Ns

i回）

Ls

im）

可（tf／㎡） Lc

im）

ψ（m） Wp
itf）

Ra

itf） （tf／㎡） （kN／㎡）

2 3 50 7．06 25 8 8 7 6．28 63 1844 261 2612

2．5 4 50 12．56 25 8 8 7 7．85 98 3220 256 2564

3 4 50 12．56 25 8 8 7 9．42 141 3213 256 2558

注：支持力公式への各値の入力は重力単位系で行い、計算結果のみSI単位系に変換した。

3．5．3　大深度地下空間を特定するための地盤調査

　大深度地下使用制度においては、使用権が設定される全域について、連続的に地盤の状況を明らか

にする必要があるが、ボーリングは点として実施するものであり、得られたデータからボーリング地

点間の地盤状況を推定する必要がある。

　建築基礎構造設計指針1　4）においては、調査の精度については、「要は、この調査によって1mくら

いの精度で地層の深さを特定することができるようになれば十分であろう」としており、調査の頻度

・間隔については、「標準貫入試験及びサウンディングの密度あるいは位置は、以上のことを考慮し、

場合に応じて判断すべきものであるが、通常の建築物では建築物のだいだい四隅をこの調査地点に選

べばよい。しかし、建物の長さが30mを超えるような場合にはこれだけでは不十分であり、逆に幅
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の狭い建築物では長さ方向に、一列に20～50m間隔に配置すれば、一般的にほぼ満足されよう。」

としている。

　大深度地下の特定のためには、同様の精度で地盤調査を実施することが望ましいが、土地利用が複

雑化、高度化している大都市では、どこでもボーリングが実施できるものではなく、また、コストの

ことを考えれば、ある程度の間隔でボーリングを実施せざるを得ない。

　既存のシールドトンネルにおいては、表3．18に示す通り100m～200m程度の間隔でボーリング調

査を実施している例が多く、また、各種基準・指針等においては、100m～200m程度の間隔のボー
リング調査を推奨している。

表3．18　トンネル工事におけるボーリング調査の間隔の例

用途 形式 事業延長 平均調査間隔

河川 シールド 約6km 約240m

河川 シールド 約2km 約170m

鉄道 シールド 約5km 約360m

鉄道 シールド 約6km 約220m

鉄道 シールド、NATM 約6㎞ 約240m
道路 NATM 一 約100m

道路 NATM 約1km 約45m

河川 NATM 約2km 約100m

　ボーリング間隔を狭めて密に実施すれば、精度が上がり、より精緻に大深度地下空間の特定が可能

となるが、大深度地下の特定のためには、ボーリングした箇所の支持層の上面が、どのように連続し

て存在するかを特定できれば足り、その意味では、ボーリング間の支持層の連続性を確認することが

重要である。

　支持層とそれ以外の地層とは、地盤の堅さ等の性状が大きく違い、例えば、弾性波（S波）速度は、

数倍の違いがあり、この性質を利用した弾性波探査法を含む表3．19にまとめた物理探査により支持

層の連続性を調べることができる。

表3．19　都市における大深度地下地盤調査に適用が可能な物理探査手法

探 査手　法 特　　　　徴 適用上の留意点

S波の利用によって硬軟互層の 地上に構造物がある場合は、測線設

弾性波（S波）探査 地層区分、地盤強度に関する 定が不可能であり、また、地下街地

地表部か 浅層反射法 物性値の評価が可能。 域では測定困難。

らの探査 比抵抗を利用することにより、 地上に構造物がある場合、又は舗装

比抵抗二次元探査 地層区分、地盤の水理的性状 のある場合は、電極設定が不可能で

を評価することが可能。 測定不能。地下街地域では測定困難。

S波の利用によって硬軟互層の ボーリング間隔が広すぎると、中間

弾性波トモグラフィ 地層区分、地盤強度に関する の探査精度が低下する。

物性値の評価が可能。

ボーリン 比抵抗を利用することにより、 埋設鋼管、送電線、地下鉄等の伝導

グ孔を利 比抵抗トモグラフィ 地層区分、地盤の水理的性状 体又は迷走電流があると、精度が低

用する探 を評価することが可能。 下する。

査 S波の利用によって硬軟互層の 浅層反射法と併用し、深度解析の精

VSP探査法 地層区分、地盤強度に関する 度を高める。

物性値の評価が可能。
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　このように、必ずしもボーリングでなくとも、物理探査により支持層の上面を把握することは可能

であり、ボーリング調査と物理探査を併用することによって精緻な大深度地下の範囲の特定が可能で

あると考えられる。

3．5．4　大深度地下空間の特定方法のまとめ

　建築物の支持層については、原則としてN値50以上の地盤で、かつ、支持層が浅く直接基礎形式

を想定する場合は、地盤の長期許容応力度1000kNノ㎡以上、支持層が深く杭基礎形式を想定する場合

は杭の長期許容支持力度2500kNノ㎡以上を有する地盤を特定し、これを支持層と判断する。

　この支持層が浅い場合（支持層上面が30mより浅い場合）は地下40mを大深度地下の上面とし、

支持層が深い場合（支持層上面が地下30m以深の場合）は支持層上面から10m深を大深度地下の上
面とする。

　なお、現在は、各種行政指導により、基礎の許容支持力度はある一定範囲に収まっているが、建築

構造物の性能規定化により、今後、これを超える建築物が建築されることも想定される。しかしなが

ら、大深度地下使用制度ではこれらの数値をあくまでも支持層を特定するための条件として挙げてい

るのであり、建築物においてこれ以上の荷重の載荷を禁止しているものでなく、また、建築物の実態

から見てもこれらの数値はかなり余裕がある数値といえる。

3．6　大深度地下施設と建築物との離隔距離

　3．5節は土地所有者により通常の利用が行われない地下空間の上面の特定方法を示したものである。

しかしながら、通常、地下構造物間では、それぞれ有意な影響を回避するため、必要な距離（離隔距

離）を隔てることとしており、大深度地下施設においても、施設の規模に応じて、既存建築物や前提

とする建築物の基礎との間に適正な離隔距離を得る必要がある。

　言い換えれば、建築物側から見て必要な離隔距離は、大深度地下の定義を定める上で考慮されてお

り、ここでは、大深度地下施設から見て、支持層が浅い場合は直接基礎の基礎底、支持層が深い場合

は基礎杭の先端との間で必要とされる離隔距離について検討する。

　なお、定義において、支持層が浅く直接基礎を想定する場合には15m、支持層が深く杭基礎を想定

する場合には8mの離隔距離が既に得られていることから、ここでは、これ以上の離隔距離の検討が

必要となる大口径のトンネルを想定するものとする。

　離隔距離を検討するに当たって、建築物と大深度地下施設の建設の順序によって

　①既存の建築物の地下に大深度地下施設を設置する場合

　②大深度地下施設設置後に建築物を建築する場合

　の2つの場合について検討する必要がある。

　①については、トンネル掘削によりグランドアーチが十分形成されるかという観点、②にっいては、

トンネル上部の大規模掘削によりグランドアーチが影響を受けず十分維持されるかという観点から、

大深度地下施設に必要な離隔距離を検討した。

　この場合において、大深度地下地盤の捉え方としては、①塑性的挙動を前提とするか、②弾性的挙

動を前提とするかの2つのアプローチが考えられる。土の塑性的挙動を反映して離隔距離を検討する

方法としては、緩み土圧理論が挙げられる。弾性的挙動を反映して離隔距離を検討する方法としては、

Boussinesqの方法が挙げられる。また、土の塑性的挙動、弾性的挙動の両方を検討する方法としてFEM

が挙げられるが、FEMで地盤の塑性的性質を検討する方法は複雑で手間がかかるという問題がある。

　大深度地下は堅くて締まった地盤であることから、弾性的な挙動を示すものと考えることもできる

ことから、従来の塑性的な取り扱いに加え、FEM等の弾性的なアプローチによる取り扱いでも比較
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的高い精度を得ることが可能であり、精緻に検討を行う際にFEM等によるアプローチが行える場合

にはこれを行った。

　しかしながら、地盤を連続体として取り扱うFEMでは、ある点に作用した荷重による変形等の影

響範囲は計算領域の境界にまでおよび、「影響のある範囲」と「影響のない範囲」の区別をっけるこ

とが困難であることから、離隔距離の検討においては、塑性理論である緩み土圧理論により検討を行
った。

3．6．1　既存建築物の地下に大深度地下施設を設置する場合の離隔距離

　既存建築物の地下に大深度地下施設を設置する場合には、トンネル掘削に伴う地盤の緩みの影響が

建築物基礎まで及ばないように必要な距離を隔てることとして検討を行った。つまり、いわゆる”緩

み領域”の中に建築物基礎が設置されないよう必要な離隔距離をとることを基本として、①既存のシ

ールド工事における事例の検討、②緩み領域から見た必要な離隔距離の検討をもとに総合的に勘案し、

離隔距離を検討した。

（1）既存シールドにおける検討

　実際の事業における事例について、財団法人鉄道技術協会16｝は、シールドトンネルと近接構造物の

離隔距離、対策工の有無、影響の有無を整理しており、これをもとに離隔距離とトンネル径の関係を

整理した。

　ほとんどが土被りが浅い箇所における事例であり、多くの場合、薬液注入等の地盤改良を行ってい

るが、大深度地下地盤は原則としてN値50以上の支持層以深の地盤であることを考えれば、薬液注

入後の地盤以上の堅さを有していると考えることができる。

　過去の実績からは、図322に示す通り、離隔距離ID以内で施工した事例も多く、このほとんどが

近接物に影響なく施工を行っている。また、対策工なしで、離隔距離1D以内で施工している事例も
ある。

　したがって、大深度地下空間においては、離隔距離ID以下で、施工することが可能といえる。
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図3．22　シールドトンネルと近接工作物との離隔距離
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（2）緩み領域との関係

　緩みは、地盤が塑性変形をすることにより生じ、この領域を通常緩み領域と呼んでいる。建築物へ

の影響が建築物基礎周辺の地盤が塑性変形を生じることにより生じるものと考えれば、緩み領域の範

囲に建築物基礎が入らないように離隔距離を定めればよいと考えることができる。

　ここでは、緩み領域がどの程度の範囲で発生するのかを既存の事例から検討するとともに、Terzaghi

の緩み土圧における換算緩み高さ（緩み土圧／トンネル径）とトンネルの径とを比較することにより

必要な離隔距離を検討した。

　トンネル掘削による緩み領域の研究について、足立らIT）はアルミ棒積層体地山を用いた室内モデル

実験などから、被りが浅い場合は地表面にまで大きな変位が生じるが、被りが深くなるにしたがって

大きな変位を示す領域は縮小すること、厳密に浅いトンネルと深いトンネルとを区別するのは容易で

ないが、H＝2D・～3D・の間に境界があると考えられることを報告している。

　大深度地下施設に設置される施設は、地下40mより深く、トンネル径の数倍以上の土被りを有す

ることから、大きな変位を示す領域は小さいものと見なす。

　緩み領域の大きさについて、桜井’e｝及び（社）日本トンネル協会tg）は、在来工法、山岳工法のトンネ

ルの緩み領域を計測した事例をまとめている。堅く締まった地盤では、緩み領域の範囲は、トンネル

幅5mの場合は在来工法で2．3m以内、　NATM工法でL2m以内、　TBM工法で0．6m以内であるとして

いる。また、トンネル幅10mの場合は在来工法で3．5m以内、NATM工法で1．8m以内、TBM工法で0．9m

以内としている。これより、緩み領域はトンネル断面の直径相当より小さいことがわかる。

　技術指針では、シールド工法を前提に施設の建設を考えているが、シールド工法はNATM工法と

同様に地山を緩めない工法であり、緩み領域の範囲が小さいと考えれば、緩み領域は直径相当より小

さいと考えることができる。また、Terzaghiの緩み土圧の式により、いくつかのトンネル径を想定し、

土の内部摩擦角、土の粘着力を変化させて、換算緩み高さh・（緩み土圧／トンネル径）とトンネル径D

との関係を検証した。結果を図3．23に示す。
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　なお、このグラフにおいて、負の値を示しているのは、内部摩擦力、粘着力が大きくTerzaghiの緩

み土圧が負として算定されるためであるが、このような領域では換算緩み高さは非常に小さいものと

見なせる。このように考えれば、この計算からは、粘着力cの値にもよるが、内部摩擦角φが40°

以上あれば、緩み高さはほぼ直径以下になることがわかる。

　支持層は原則としてN値50以上の支持層以深の地盤であり、N値とφの関係について、

大崎の式 φ＝病＋15

　から算定し、建築基礎構造設計指針15）で記述されているばらつきの範囲±8°等を考慮して

図3．24に示すグラフから判断すれば、N値が50程度あれば、内部摩擦角φは40°程度あることに

なり、大深度地下地盤の特性を考えれば、換算緩み高は、トンネル径以内に収まるといえる。
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図3．24　N値とφの関係（大崎の式）

　以上より、実例からも、換算緩み高をもとにした検証からも、既存構造物地下に大深度地下施設を

設置する場合、離隔距離はトンネル径（ID）以内に設定できることがわかる。

3．6．2　大深度地下施設設置後に大規模掘削が行われる場合の離隔距離

　逆に、先に大深度地下に施設が設置されていた場合、大規模な建築物の地下室の建設のための掘削

に対して、どの程度の離隔距離を得ておく必要があるのかについて検討する。

　この場合、地下施設への影響としては、①掘削による土のグランドアーチへの影響、②建築物の載

荷による荷重の変化、③地盤の変位が考えられるが、建築物の荷重等に対しては、「3．8大深度地下施

設における耐力」で述べる通り、あらかじめ想定して大深度地下施設の耐力を定めることとしており、

ここでは、①の土圧について、土のグランドアーチが十分維持され、当面設定した土圧以上の土圧が

かからないための離隔距離がどの程度必要なのか検討する。

　なお、③の地盤変位については、「3．7大深度地下施設と地上建築物の相互影響について」で述べる。

　桜井2°）は、図3．25のとおり、トンネル横断面の地盤状況をアルミ棒の積層体で、トンネルの支保

工をエアーバックでモデル化した2次元問題としてモデル実験を行っている。

　この実験からは①トンネル上方を一様に掘削する場合は、トンネルの土被りが0．5D、1．ODどちら

の場合も支保工による最小支保土圧（エアーバック内圧）は0．14Dであること、②トンネル上方をト

レンチ掘削（溝掘）する場合は、トンネル上方0．3Dまでトレンチ掘削が行われると最小支保土圧が
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急増すること、が報告されている。

最小支保圧

アルミ棒

トンネル

エアーバッグ）

図3．25　実験モデル図

　また、桜井ら21）は、図3．26に示す既設のトンネルについて、上部の地盤を完全に掘削する場合に、

トンネル及び周辺地盤がどのように挙動するのかを現地計測している。

　実験は、土被り21mの上半半径3mのNATMトンネルの上部を実際に掘削し、測定することによ
り行われている。トンネル位置の地盤は大阪層群である。

　掘削において、土圧は、地表面の掘削時は常に除荷の方向に作用し、土被り2mになってもその傾

向が変わらなく、土被り2mの状態から、土のグランドアーチを壊すためにトンネル上をトレンチ掘

削した場合には、一転して載荷状態となった。

　これより、少なくとも、土被り2mの地点までは土のグランドアーチが作用しており、トンネル径

相当以下の土被りでも土のグランドアーチが作用していることがわかる。

　この実験データから、桜井らは、さらにデータの蓄積が必要としているが、地表面掘削の影響は、

たとえ土被りが小さくなっても常に除荷であり、かなり一般性のある結論のように思われるとしてい
る。

　NATM工法は地山を緩めない工法であるが、密閉式シールド工法も同様に地山を緩めない工法で

あり、上部の掘削により土被りが小さくなっても土のグランドアーチが十分に維持され、当初に設定

した土圧より大きな土圧が作用しないと考えることができる。

　　　　　　　　　　　足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x，＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

（a）トンネル断面図

＼

A
　n

（b）トンネル掘削位置平面図

／
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図3．26　桜井らの実験の図

　口嵩断面図

（d）縦断図

3．6．3　離隔距離のまとめ

　大深度地下使用制度においては、直接基礎の場合は基礎スラブ底面より15m、杭基礎の場合は、支

持層上面より10mの離隔距離があらかじめ確保されていることから、トンネル径がある程度大きな

場合を想定して、離隔距離を考えればよい。

　既存建築物の下をトンネル掘削する場合、トンネル構築後に建築物建設のための大規模掘削を行う

場合の両者とも、どの程度の離隔距離があれば十分かについて、明確に結論づけることはできないが、

施工実績や実験結果からは、トンネル径相当（1D）より小さくても影響ないと考えることができる。

　トンネル標準示方書［シールド工法編］・同解説22＞においては「第37条　併設トンネルの影響」と

して「併設するトンネルの位置が水平方向、上下方向いずれの場合においてもその離隔距離が後続す

るトンネル外径（1D）以内の場合には十分な検討が必要である」としている。

　また、鉄道構造物等設計標準・同解説シールドトンネル23）においては「5．10　併設トンネルの影響」

として、「一般に1．ODo以上の純離隔があれば、その影響は小さいとしており、従来より検討が省略

されている。（略）一般に併設トンネルの純離隔が1．ODo未満の場合には、影響を無視できない可能

性があるので、その検討を行う必要がある。」としている。

　これらの示方書、指針は、大深度地下だけでなく、浅深度地下の地盤をも対象としているものであ

り、大深度地下の技術指針を定めるに当たっては、大深度地下地盤の特性、施工実績や実験結果など

から、既存の指針とは別に離隔距離をIDより小さく設定することも可能であったともいえるが、既

存の示方書などにおける記述とあえて違う結論を導き出すに十分な結論を得ることができなかったこ

とから、大深度地下使用制度においては、既存の指針と同様に離隔距離は原則として1D以上とるこ
ととした。

　この点については、大深度地下の地盤特性を十分反映できたとはいえず、安全側に設定しており、

今後、見直す必要があるといえるが、地盤の性状、想定する地下施設の規模によってどの程度の離隔

が必要となるのかなどに関し、ほとんど実績の蓄積もなく、また、これを理論化できるほど研究も進

んでいないことから、今後、大深度地下利用に当たっての知見を蓄積し、検討を行うことが必要であ
る。

　離隔距離を算定する際の建築物の基礎の位置については、前提とする建築物の規模から、直接基礎

の場合（支持層が浅い場合）は、地表面から25mの位置、杭基礎の場合（支持層が深い場合）は、現

行最大規模の杭径4mの拡底杭の必要な根入れ長2m（杭径の1／2）により、支持層上面から2mの位置と
した。

　基礎種別に基礎との離隔距離の関係を図示すると図3．27の通りである。

　直接基礎の場合、基礎底面から大深度地下の上面までの離隔距離として、既に15mが確保されてお

り、トンネル径が15m以内であれば、大深度地下施設から必要となる離隔距離は1D以上確保されてい
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ることとなる。

　したがって、大深度地下施設の位置を大深度地下の上面よりさらに深くする必要があるのは、トン

ネル径が15mを超える場合となる。

　杭基礎の場合、前提とする建築物の杭先端から大深度地下上面までの離隔距離として、既に8mが確

保されており、トンネル径が8m以内であれば、大深度地下施設から必要となる離隔距離は1D以上確保

されていることとなる。

　したがって、大深度地下施設の位置を大深度地下上面よりさらに深くする必要があるのは、トンネ

ル径が8mを超える場合となる。

直接基礎の場合

トンネル径D≦15mの場合 トンネル径D＞15mの場合

大深度地下上面

15m

杭基礎の場合

トンネル径D≦8mの場合

4Dm

支撞層．一．一一

大深度壇王上面一一

トンネル径D＞8mの場合

伽
］

図3．27　離隔距離のイメージ
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3．7　大深度地下施設と地上建築物の相互影響

　3．6節では、土のグランドアーチが保持される観点から、必要な離隔距離を算定したが、この他に

①シールド掘削による地盤の変形による建築物への影響、②地表面の地盤の大規模掘削による地盤の

変形による大深度地下施設への影響、③建築物の載荷による地盤の変形による大深度地下施設への影

響、といった大深度地下施設と地上建築物の相互影響が考えられる。

　大深度地下は、支持層以深の地盤であり、今まで利用が進められてきた浅深度地下と比べ、より堅

く変形しにくい工学特性を持つ地盤で構成されていることから、影響は小さいと考えられ、一般的に

は、相互に支障が生じることは想定しにくい。本節では、これらの影響について検討した。

3．7．1　シールド掘削による地表面沈下等の影響

　シールド掘削に伴う切り羽の土水圧の不均衡、掘削時の地山の乱れ、テールボイドの発生と裏込め

注入の不十分、一次覆工の変形及び変位、地下水位の低下等により、隆起・沈下の地盤の変状を生じ

る可能性がある。

　これらを原因とする地表面沈下等は、開放型シールド工法、密閉式シールド工法とその選択する工

法によっても大きく違う。大深度地下は、高い水圧が作用することから、一般的には泥水加圧式シー

ルド工法等の密閉式シールド工法が採用されことが想定される。よって、ここでは、泥水加圧式シー

ルド工法を前提として検討した。

　近年の都市部における泥水加圧式シールド工法による地表面沈下の実績は、表3．20の通り、2～

4mm程度となっている。

一方、影響を受ける側の建築物としては、実例からは、RC構造5階～9階建ての場合で沈下量5㎜

を許容値としている例があった。したがって、十分な施工管理を実施すれば、建築物に支障なく掘削

が可能な技術水準にあるといえる。

表3．20　最近における都市部のシールド工事による地表面沈下の実績

工事名
トンネル径

im）

土被り

im）

最大地表面
ｾ下量（mm）

施工時期 備　　考

東京都下水道

蜩c幹線
8．2 14．7 35 Hl年

`H3年
大阪市地下鉄1号線

蝌a川工区
6．9 6．1～23．6 3．0 S55年11月～

r59年4月

営団地下鉄7号線

繩y工区
10．6 30．2 3．5 H1年6月～

g6年12月

営団地下鉄7号線

�ｹ山線区
6．6 17．4 2．8 S61年2月～

g2年8月
双設シールド

資料：（社）トンネル技術協会「トンネルと地下」より作成

　また、シールド掘削に伴う解析方法として、（社）トンネル技術協会2‘）は、文献調査によりどのよ

うな解析手法が採用されているのかを調査している。表3．21に示す通り、多くは、FEM解析を採用

しており、応力解放率の与え方としては、初期土圧に解放率をかける場合は、10～20％、初期土圧

と泥水圧の差に応力解放率をかける場合は30％以上を採用している事例が多い。

　さらに、密閉式シールドの場合については、「良好な施工が行われれば、テールボイドの沈下以外

はほとんど問題ないと考えられるので、予測は簡略化や省略ができ、入力定数や解析モデルを工夫す
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ることにより、2次元解析でも実用上十分な精度で地盤変位を予測することが可能なレベルにある」

としている。

表3．21　文献調査による解析条件一覧表

解析条件 実　績　調　査　結　果

基礎方程式 応力解析　　，　35件　　　　（FEM以外；5件）

解析モデルの次元 件数解析モデル

ﾌ次元 二次元 32
準三次元 1

軸対称 2

構成式 構成式 件数

弾性・線形 29
弾性・非線形 4

弾塑性 2

境界条件の設定方法 解放率 件数境界条件

棊ﾍ解放率 応力解放率×初期土圧 一
1

10％未満 1

10～20％ 6

20～30％ 2

30～50％ 2

loo％ 1

応力解放率×（初期土圧一泥水圧） 10％未満 『

10～20％ 2

20～30％ 2

30～50％ 5

loo％ 一

応力解放率×（初期土圧一裏込注入圧） 10％ 1

初期土圧一静水圧 loo％ 1

未記入 8

10～20％ 3

35

資料：（社）トンネル技術協会「地中構造物の建設に伴う近接施工指針」2‘）

　これを参考に、応力開放に伴う地盤の変形を2次元弾性FEM解析を用い、大深度地下におけるシ

ールド掘削時の地表面への影響（沈下等）について検討を行った。

　解析条件を表3．22に、解析モデルを図3．28に、解析ステップを図3．29に示す。なお、解放率は、

初期土圧と泥水圧の差にかけることとし、営団の検討例25｝を参考に0．35とした。
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表322　計算における仮定条件

　　セグメントの条件
セグメント外径 セグメント内径 セグメント厚 変形係数 断面二次モーメント 単位体積重量

（m） （m） （m） Ec（kN／mm2） 1（m4） γ（kN／m’）

15．00 13．50 0．75 35 0．0352 26

施工の条件

設　定　泥　水　圧 水圧＋50kN／m2

応　力　解　放　率 35％

沈　　下　　量 5．5㎜

【捨●モデル1ハ 【槍■モデル2】

　　じロロロqkピR
E口〕：：1‘tS“w“1

浪績鯵●●（0‘）■

ε●5姻口由ノ嘘

▼■20偽笛ノ■■

》●o⑨

　　　4

■ぼ％性▲“の●

E．10000rnt㎡8
V・16，0嵐ノ■3．

》■06

　E・soomu“ノ亀2

　　　　コ　v■200nvab　8
　v．03

　　　　　　　　ツールド但）
　　　◎●　　　　　　　　　　　　　15■

　　　　　　　　tOM
図3．28　解析モデル図

th

STEP・－1初期応力解析

｝

STEP－2　0，35（σ0一σf）

　　　の応力を解放

σ0：地盤応力

σf：泥水圧

STEP－3セグメント構築後
　　　残りの応力を解放

図3．29　解析ステップ図
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　計算より沈下量は5．5mm程度となった。実績より大きな値となっているが、（社）トンネル技術協

会24）がまとめた図3．30によると、これまでに予測された値と実績値の関係では、予測値が実績値を

大きく上回る傾向にある。

50．O

40．0

∈3・．・

亘
嚢、。。

10．O

　　　　　　O．O　　　　　　　O．0　　　　　10．0　　　　20．0　　　　30、0　　　　40．0　　　　50．O

　　　　　　　　　　　　　　　　予測値（r而噂

資料：（社）トンネル技術協会「地中構造物の建設に伴う近接施工指針」24）

　　　　　　図3．30　地表面沈下の予測値と実測値の比較

　また、表3．23に示す通り、実績値から応力解放率を逆解析した事例からは、応力解放率は3．6～

7．3％であり、予測手法にもよるが、一般的に用いられている値をかなり下回った値となっており、

実績値は計算値よりかなり小さいといえる。

表3．23　鉄道トンネルにおける逆解析の事例

項　目 トン 土被り 土質 平均弾性係数 地表面沈下量 応力解

ネル 平均ボアソン 計算値 実測値 放率

外径 比 （A） （B） （B／A）

線　名 （Jef丘ry）

大阪市地下鉄 西行き 沖積砂質土 E＝1922（tf／㎡） 41．1mm 3mm 7．3％

7号線 5．3m 26．4m 沖積粘性土 v＝0．390

京橋シールド 東行き 洪積砂質土 E＝2183（tf1㎡）

29．Om 洪積粘性土 v＝0．385

大阪地下鉄 洪積砂質土 E＝2551（tf／㎡） 55．Omm 2mm 3．6％

1号線 6．8m 15．4m 洪積粘性土 v＝0．372

大和川シールド

大阪市地下鉄 洪積砂質土 E＝1933（tf／㎡） 68．6mm 3mm 4．4％

1号線 6．8m 9．9m 洪積粘性土 v＝0．377

大和川シールド

鉄道公団 沖積砂質土 E＝2081（tf1㎡） 97．4mm 3．5mm 3．6％

京葉都心線 8．lm 25．2m 沖積粘性土 v＝0．374

新川トンネル 洪積砂質土

洪積粘性土

鉄道公団 沖積砂質土 E＝2062（tf／㎡） 98．8mm 3．8mm 3．8％

京葉都心線 8．1m 24．6m 沖積粘性土 v＝0．368

新川トンネル 洪積砂質土

洪積粘性土

資料：JR片福線淀川渡河部検討資料
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3．7．2　大規模掘削による地盤の変形による大深度地下施設への影響

　また、逆に、先に大深度地下施設が設置されていて、建築物の建設により大規模に上部が掘削され

た場合、掘削底面のリバウンド現象により大深度地下施設に支障が生じることも想定できる。

　一般的に大深度地下は堅くて締まった地盤であること、相互離隔も十分確保されるため、問題とな

らないと考えられるが、どの程度の影響が生じるのかを検証した。

（1）既存建築物の大規模掘削によるリバウンド観測事例

　表3．24のとおり、既存の建築物の大規模な掘削によるリバウンド量の計測では、支持層まで掘削

を行う直接基礎形式の場合は約20mm程度リバウンドが観測されている。また、杭基礎形式の建築

物の掘削では、掘削底面が堅い地層ではないことから最大70mm程度のリバウンドが観測されてい

るが、この場合も、地中に設置した変位計により、掘削底面以深のリバウンド量を計測した観測事例

からは、基礎杭を設置する支持層下10m以深では20mm程度のリバウンド量が観測されており、支

持層まで掘削する直接基礎の場合と同様の値が観測されている。

　大深度地下施設は支持層以深に設置されることを考えれば、大深度地下の地盤としては最大20mm

程度のリバウンド量を検討すればよいといえる。

　また、表3．25に示す既存のトンネル等の地下施設に近接して大規模な掘削を行った事例において

は、最大20mm程度の浮き上がりが観測されている。これより、先行するトンネルの存在は、掘削

によるリバウンド量に大きな影響を与えず、むしろトンネルそのものへの影響を検討する必要がある

ことがわかる。

表3．24　建築物基礎の掘削におけるリバウンド量の計測例

施　設　名　称 掘削深さ 掘削によるリバウンド

国際通信センタービル 19．9m 掘削面で最大9mm隆起

新宿三井ビル 17m 掘削面で最大20mm（平均15㎜）隆起

大阪駅前梅田地区ターミナルエリア 20m 掘削面で10～20mm程度隆起

海老江ポンプ場 21．6m 掘削面で67mm，支持層中心では20～25mmと推定

資料：土と基礎、近接施工技術総覧

表3．25　既設トンネルの上面を掘削によるトンネルの浮き上がりの事例

施設名称 トンネル名称 トンネルとの離隔距離 掘削深度 トンネル浮き上がり量

東京ユーロホ㌧トホテル 臨海高速鉄道 8m（地盤改良有） 最大17．6m 16㎜
山陽電鉄板宿駅 神戸市営地下鉄 Om（アースアンカー有） 約14m 約llmm
横浜下水道開削 下水道 0．55m 約8m 約1．2mm

（2）大規模掘削によるシールドトンネルへの影響について（シールドトンネル横断方向）

　FEM解析により、大規模掘削によるリバウンドがシールドトンネルの断面力にどのような影響を

与えるのかを検討した。

　解析は、CASE－1として大深度地下としては一番浅い地下40mに施設を設置した場合、　CASE－2と

して地下55mと深い位置に設置した場合、　CASE－3として掘削部分の端部にトンネルが位置する場合

の3ケースについて行った。また、トンネル径については、最大規模の15mとして検討した。解析

ケースを図3．31に図示する。

一58一



∧

∀
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」＿一

　開削部70m
＜一一一一　　　　　　　　、

建物荷重70tf／㎡

○・…径15．

200m

一一一r

4

Ao層25m
I

∧

Di層50，n↓

」

CASE－2

＜
開削Pt　70m

一一r
建物荷重70tf／㎡

土被り55m

　1

@掘剤25m

x　　　　1離隔30ml

@　　v
@　　　　O・…臨

一一一一

@∧
@r　↓」

＜
200m ∋

c層25tn

dc層65m

　　　CASE－3
　開削fi　70m
〈h－　’N＾@「

建物荷t　70tf／r㎡

　　　　　　　‘掘削25m　　　　　　　　　　　　　　　　Ac層25tn
　　　　　　　N－一一一．土tt　u－40aL．一一一

　　　　　　　　　　　　　　　貝

v

Dc層5（）n

200m
」（f－一＿＿ 〉

図3．31解析ケース図

　なお、FEM解析で開削底面のリバウンド現象を取り扱う場合、一般に実例より大きな計算結果が

得られる場合が多い。これは、リバウンド現象が応力の除荷問題であることに原因があると考えられ

る。したがって、本検討では、トンネル掘削時と、開削時に用いる地盤の変形係数を変えることにし、

表3．24の過去の大規模開削の底面におけるリバウンド量の実測値20mmとほぼ等しくなるようにト

ライアル計算して求めた数値を用いた。なお、表3．26にトライアル試算により求めた数値を示すが、

ランドマークタワーの基礎設計時に地盤の沈下計算に使用された支持層の変形係数の約4倍の値とな

っている。また、試算に用いたセグメントの物性値は表3．27のとおりである。

表3．26　解析に用いた定数

地層 変形係数（kNん2） ボアソン比
シールド掘削時 開削時以降

単位体積重量
@（kN／m3）

沖積層Ac 10000 160000 0．45 16

洪積層Dc 500000 800000 0．30 20

※開削時以降の沖積層の変形係数は解析とは無関係だが洪積層と同じ比率（16倍）とした。

（参考）　横浜ランドマークタワーの検討に用いられた地盤定数

深さ（m）

変形係数（kN／㎡）

0～25
100000

25～43
170000

23～61
170000

61～97
210000

97～133
210000

133～169
280000
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表3．27　セグメントの物性値

弾性係数（kN／Mm2）

35

断面積（㎡）

075
断面二次モーメント（M4）

00352

解析STEPは、図3．32に示すように、

　STEP　O：自重解析

　STEP　1：応力解放率10％でトンネル掘削

　STEP　2：セグメントの設置後、応力の残り90％を解放

　STEP　3：開削部を掘削（変形係数を表3．26のものに変更）

　STEP　4：開削底面に建築物荷重700kN／㎡を載荷（次節引用）

として、開削した底面に建築物を載せる過程とした。

STEP－1 STEP－2

　　　　土被り
’一一一”一≡≡≡ ﾕ66i－6デ毛P5ii．≡≡一一一一一一一一’”一一一一一一≡≡一一一≡≡一≡一一一一

‘

Ac層

；Dc層

Y

　∧

工層

」

Dc層

STEP－3
　一　開削70m

f　　　　＞

　雄隔
15m　or　30rn

○

ltt削25・

＿￥一一一一．一一一一一一一

＾ー

層輪v「．

Dc層

STEP－4

　　　　　　入

　　　　　　1　be層

　　　　　．＿一一Y

※地盤の変形係数を変更（大きく）する。

図3．32　解析ステップ

B’点

A点

A’点

B点

この解析による、掘削底面のリバウンド量は20．3mm、トンネル頂

部おける浮き上がり量は15。6mmである。

　図3．33に示す解析ポイントにおけるトンネルにおける鉛直伸び

量、水平伸び量からを表3．28に示すが掘削により縦方向にトンネ

ルが伸び、載荷によりこれが横方向につぶれることがわかる。し

かしながら、どのケースにおいてもその相対的な変位量は最大で

lL5mm程度、トンネル径の0．08％程度であり、ほとんど影響がな

いといえる。

図3．33　計測点
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　　　表3．28　鉛直伸び量、垂直伸び量

STEP－2からのA－A’間鉛直伸び量（mm）

STEP－3 STEP－4
CASE－1 11．52 一8．31

CASE－2 9．85 一8．40

CASE－3 6．89 一6．64

STEP－2からのB－B’間水平伸び量（mm）

STEP－3 STEP－4
CASE－1 一9．57 6．36

CASE－2 一8．17 6．81

CASE－3 一5．39 4．92

（3）大規模掘削によるシールドトンネルへの影響について（シールドトンネル縦断方向）

　また、上部の大規模掘削によりトンネルが縦断方向にどの程度隆起するのかが問題となる。

　シールドトンネルが完成後、どの程度の変形に対処できるかを示す事例として、掘削に伴う浮き上

がりとは逆方向の変形であるが、埋め立て直後に掘進したシールドトンネルが最大70cm程度沈下し

た大阪南港かもめシールドトンネルの例26｝がある。かもめシールドトンネルは、送電と天然ガス輸送

のために建設された延長1320m、トンネル径5．4mの泥水加圧式シールド工法によるトンネルである

が、可僥性セグメントの採用や二次覆工に目地をつけるという事前の対策により、埋め立て地の沈下

による地盤の変形に追随し、供用には問題がなかった。これより、シールドトンネル自体、地盤によ

く追従して変形できることがわかる。

　図3．34のモデルを用いたFEM解析により、上部の掘削を原因としてトンネルがどの程度縦断方向に

隆起するのかを検討した。トンネルは地盤に追従して変形すると考え、トンネルはモデル化せずに地

盤のみモデル化した。

　なお、地盤の変形係数は横断方向の検討で用いた開削時の変形係数とした。

　　開削部70m

Ac層

Dc層

図3．34　解析モデル図

　図3．35に示す通り、計算より得られたトンネル中心位置での地盤の縦断方向隆起量の分布からは、

最大隆起量は9．3mmであり、最も、隆起勾配が大きな開削中心から20m～50m間の30mの間をとっ

ても隆起量の差は約5mm程度、勾配としては0．017％であった。

　これより、掘削底面よりID程度の離隔を確保した場合、上部の掘削除荷による大深度地下のトン

ネルへの影響は、実用上問題とはならない程度に小さいといえる。

．6仁



1。／－Mex：9’3

、「

6　4　2

（εε》垣翼

ol

　9

＿2　L

シールド縦断方向衰位分布

20　　　　　　40　　　　　　60

［，一’」而

8　　一●一一◆－t●0

　0

　　　　N南中心からの巨■《m）

図3．35トンネル軸縦断方向変位分布図

　さらに、FEM解析より求めた縦断方向の変位を、弾性床上の梁に作用させ、トンネル縦断方向の

断面力を計算し、応力度の照査を行った。弾性床上の梁の計算では、トンネルを縦断方向に剛性一様

な梁として仮定した。モデル化した梁は、セグメント継ぎ手を考慮し、セグメントの全断面を有効と

した場合の剛性（EI）の0．1倍に剛性を低下させたモデルとした。

　また、地盤の変形係数は、リバウンド解析で用いた値ではなく、トンネル掘削ステップで用いた値

としたが、掘削される部分は、地盤が薄くなっており、反力としては、1／2程度しか期待できないと

考え、掘削部分については、変形係数を1k／2とした。掘削部分との境界については、2k13の変形係

数を与えることとし、その範囲としてトンネル径（15m）を設定した。解析モデルを図3．36に、解析

に用いたシールドトンネルの定数を図3．37に示す。

日畏

一一一一一≡ 一 一一一一一一一一一一一≡一一一’一一一’一一

15m 70m 15m

　　　　　　　　　　バネ
pネ値＝k

＝3 　　　　　　　　パ
p　　＝12k

＝

バネ値＝k

F団によるトンネル中心位置の地貧衰位量

図3．36　縦断方向の検討モデル
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■応力度の計算

m0．7

　　　　　7．5m

2×50本　ノM

トンネル断面

ケース番号タイトル ぬ1［円　　形］

断面寸法BIH1
ﾖ　　　82H2

7，500
U．750　　　－一一一一一一

断面力　M　tf・m
@　　　N　tf
@　　　S　tf
@　　Pg　tf
@　　Mp6　tf・ロ

R駕晶9．m

46．鵠O

@O．000
@0．000一一一一●

黶@　　　　　　　　　　一

鼈鼈
鉄筋量 d1！《S1

i頂X㎝2）
0．500　　　　397．100

i　　　50．000－D32　）

合計㎝2 397，100

自■材σP●　kgfノ拍鷹立

i外）σP6㎏f！im峻
●一一一一

鼈鼈鼈鼈鼈

応力度　σcσca
汲№?IC㎡σSσsa　　　　　，　　　　σS　σsa

@　　　σ　　σa
@　　　σ・　σa・

0．2　く　170．0
Q2．7　　く　　2100．0－1．4　〈　2100．0

@　．
@　　　一一一一

中立軸　x　m 1．3367

ヤング係数比 n＝　15．00

［：］は、圧縮縁からの距麓を示す。

ンネルの定数トド応力度の計算に用いたシール3．37図
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変位図せん断力図、ト図、ン曲げモーメ3．38図

M30（10．9）し、ボルトの本数を50本と最大の発生せん断力は69．4kNであり、、

りに示す通3．38図
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を使用することとすれば、

ボルトの有効断面積　5．61cdi×50＝280．5　d

発生せん断応力　　　69．4kN／280．5　d＝247N／cnf

であり、ボルトの許容せん断応力27000N／cnfを大きく下回わり、実用上問題がないことがわかる。

3．7．3　建築物の載荷による地盤の変形による大深度地下施設への影響

　上部掘削した後の建築物の載荷により地盤はリバウンドとは逆方向に変形することとなる。大深度

地下は支持層以深の堅く締まった地盤であることから、一般的には、地盤は大きな変形をせず、問題

を生じないと考えられる。

　これについては、3．7．2の（2）の検討で、掘削後、超高層建築物を載荷した場合のシールドトンネル

の変形量としてステップ4で計算している。

　計算結果は、表3．28に示す通りであり、この結果からは、シールドトンネルに及ぼす影響につい

ては、直径方向の伸び量は最大でも9．6mm程度であり、トンネル径の0．06％と小さく、トンネルへ

の影響はほとんどないと考えられる。

3．7．4　相互影響のまとめ

　大深度地下地盤の特性からは、（1）既存建築物の地下をトンネル掘進する場合、（2）既存のシールド

トンネルの上部に現行最大規模の超高層建築物を建設する場合のいずれとも、地盤の変位等によりシ

ールドトンネルに生じる影響は問題とならない程度であると想定される。

　しかしながら、事業によって、変位に対する管理値、許容値が異なっており、それぞれの事業特性

に応じて検討する必要がある。

　以上の3．2節から3．7節の検討により、大深度地下施設の位置を決定することができる。これらの

手続をフローとして表すと図3．39の通りとなる。

　まず、地盤調査結果をもとに、地盤条件から支持層を特定し、この支持層の位置から、地下室の建

設のための利用が行われない深さ（＝40m）か、建築物の基礎ぐいの設置のための利用が行われない深

さ（支持層上面一10m）のいずれかの条件によって大深度地下空間の上面を特定し、施設がこの上面

より以深に存在することを確認する。

　次いで、大深度地下施設の規模から、前提とする建築物基礎と必要な離隔距離（ID）が得られてい

るかどうかを確認する。

　さらに、地盤の変形などから生じる大深度地下施設への影響の有無を確認することにより、大深度

地下施設の位置が決定できる。
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大深度地下の特定方法
　　（第2章）

原則としてN値≧50となる支持層を特定
不可能な場合は地域に応じて支持層を特定

　大課度地下施般の
規頓に応じた題隅距館
　　（第3章）

支持層上面一10mが
大深度地下の上面

杭先端と地下施般に
ID以上の麓隔があるか

特定した支持層が
25m以深かどうか

基礎に対して杭の許
持力度≧2500kN／r㎡か

特定した支持層が
　30m以深か

地下施般位置の
　　検討

　建築物荷重を想定した場合
下施設の変形は許容値に収まるか

地下施般位置の
　　特定

　接基礎に対し
地盤の許容応力度
≧1000kN／rr「カ、

　40m以深が
大深度地下の上面

基礎底面と地下施設に
1D以上離隔があるか

さらに深い位置
　にて検討

※フロー中の記号“D”はトンネル外径を表す。

E　N　D

図3．39　施設の位置の決定方法のフロー図
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3．8大深度地下施設における耐力

　大深度地下のどのような位置にどのような耐力を持つ施設を設置するかということは、地上を利用

する土地所有者から見れば、地上部にどのような建築物が建設可能かを規定するものであり、こられ

の点についても、各事業に横断して客観的かつ一義的に定まることが重要である。

　このため、大深度地下施設の耐力の算定方法を明らかにした。

3．8．1耐力の考え方

まず、耐力をどのような耐力として定義するのかを明確にする必要がある。

大深度地下法第16条第6項においては、

（使用の認可の要件）

第16条
　六　通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有す

　　るものであること。

　とし、大深度地下使用制度において耐力とは、上部からシールド頂面にかかる荷重に耐えることが

できる耐力として規定した。これは、土地収用法における裁決の事例27）「土地に建物その他の工作物

を設置する場合は頂面において1平方メートル当たり、○○㌧の耐力を有する○○○○に障害を及ぼ

さない方法で設置するものとする。」と同様の考え方によっている。

　したがって、どの程度の荷重に耐える構造にすべきかについては、施設頂面における設計荷重によ

り規定することとし、算定方法を検討した。

　なお、ここにおける検討は、あくまでも設計荷重をどのように算定すべきかということであり、実

際にトンネルの上部にどのような荷重が作用し、その極限荷重がいくらであるかというものを定めて

いるわけではない。

　一般に、シールドトンネルの設計に当たって考慮すべき荷重としては、表3．29に示すとおりであ

るが、技術指針においては、一般的な荷重については、従来の考え方によることとしし、大深度地下

の特性を十分踏まえる必要のある荷重について定めることとした。

表3．29荷重の分類

主荷重

1　鉛直及び水平荷重

Q　水圧

R　自重

S　上載荷重（建築物による荷重）

T　地盤反力

従荷重

6　内部荷重

V　施工時荷重

W　地震の影響

特殊荷重

9　併設トンネルの影響

P0　近接施工の影響

撃健n盤沈下の影響

P2　その他
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　大深度地下は支持層以深の堅く締まった地盤であり、浅い地下等と異なった特性を有する。大深度

地下に相当する深度のトンネルの掘進に伴い、土圧、水圧を計測した事例として、関西電力の西梅田
シールドの事例28）’　29）’　3°）があるが、土圧より水圧が支配的な荷重として、安定して作用することが報

告されており、土圧、水圧については、大深度地下地盤の特性を踏まえたものとなるよう考える必要

がある。

　また、大深度地下使用制度の特徴としては、現行最大規模の建築物の建設を考慮することであり、

よって、ここでは、大深度地下使用制度における土圧、水圧、建築物荷重について検討する。

3．8．2　土圧及び水圧

　大深度地下は、浅い地下とは異なり、堅く締まった地盤でかつ十分な土被りを有することから、原

則として土のアーチング効果を十分期待できることとし、土圧の算定に当たっては全土被りを考える

のではなく、土のアーチング効果を見込むものとした。

　一般に、土のアーチング効果を見込んで、土圧を算定する手法としては、図3．40に示すTerzaghi

の緩み土圧の式があるが、これは、地盤の塑性変形を前提としたものであり、弾性的な挙動を示すと

考えられる大深度地下地盤に適用することには、議論があるかもしれないが、一般的な算定手法とし

て定着していること、緩み土圧から算定される土圧以上の土圧の作用が考えにくいことから、緩み土

圧相当を設計荷重とした。

　また、大深度地下では、土圧に比べ水圧の影響が大きくなることが報告されていることから、砂質

土、粘性土ともに土水分離を基本とした。

　Terzaghiの式により、緩み土圧を算定する場合、大深度地下の比較的良好な地盤においては、内部

摩擦角（φ）と粘着力（c）が大きな値になると考えられることから、緩み土圧が極端に小さい値とし

て算定される可能性が高い。このような場合、通常の設計においては、設計上の不確定な要素等を勘

案して最低土圧を設定している。

　既存の各種基準・指針などでは、設計上の最低土圧については以下のように規定している。

　①比較的口径が小さく、低土被りの下水道、電気及び通信等のトンネルについては2D

　②比較的口径が大きく、深い位置に設置される鉄道トンネルについては1D

　大深度に設置される施設は、地盤が良好な大深度でかつ比較的大きな口径のものを対象としている

ことから、設計上の最低土圧としてID相当の土荷重を採用することとした。

　しかしながら、この点については、トンネル径が小さい場合には土圧が小さく、トンネル径が大き

くなると土圧も比例して大きく算定されることとなり、堅く締まった大深度地下地盤の特性を十分に

反映できているのかどうかという問題がある。最低土圧の考え方自体をどうするのかということは今

後の課題ともいえる。

　緩み土圧は荷重が作用している状況でのトンネル掘削を前提としており、上部の建築物の建設に対

する影響をどのように取り扱うかという問題があるが、大深度地下使用制度においては、「3．4節離隔

距離の検討」において、N値40程度が確保されていれば、換算緩み高さはほぼID以下であり、基

礎下面と大深度地下施設がID以上の離隔距離を確保していれば、土のアーチング効果の維持が十分

期待でき、また、掘削は、常に除荷として作用していることから、したがって、上部が掘削され、建

築物が建設されたとしても、土圧については、当初に設定した設計土圧以上の土圧は作用しないもの

と見なした。

　また、大深度地下使用制度においては、山留め壁などの仮設構造物が大深度地下施設付近まで近接

することになるが、山留め壁は大きな荷重を発生させないこと、また、大規模な山留め壁の一般的な

工法である地中連続壁工法、列柱式連続壁工法は安定液（ベントナイト泥水等）を使用しており、そ

の安定液の自重により、孔壁の安定を保つ機構となっていることから地盤内の応力の解放は少なく、

削孔による地盤の緩みや大深度地下施設に与える影響は小さいと考え、当初に設定した設計土圧以上
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の土圧は作用しないものと見なした。

Po
　B，（r－c／B，）
　　　　　　・（1－e一κ・tm”Hls・）＋Po・e－x・ta”HXB・σv＝
　　Ko　tan　¢

B，・R・・c・t（π／4＞φ／2）

σplTerzaghiの緩み土圧

占。：土の換算緩み高さ（＝σv／r）

K。：水平土圧と鉛直土圧の比（通常κ。＝1としてよい｝

φ：土の内部摩擦角

ρ。：上載荷重

r：土の単位体積重lt

c：土の粘着力

ただし，ρo／アがHに比し小さい場合は下記の式によってよい，

　’　Bl（r－c／Bl）
　　　　　　・（1－e一κ・剛’HIB1）σn＝
　　　Ko・tanφ

図3．40Terzaghiの緩み土圧式

　水圧については、土水分離を原則としていることから、よく使用される方法である設計用の地下水

位を設定の上、静水圧分布による方法により設計する方法を採用したが、大深度地下では水圧は支配

的な荷重となるものであり、その水位の設定は慎重に行う必要がある。特に、地下水の汲み上げ規制

以降、地下水位は大きく回復しており、慎重に定める必要がある。

　しかし、地下水位を高く設計すれば安全側の設計となるものとは限らず、むしろ地下水位が低下し

た場合に問題が生じることも想定されるため、地下水位の設定に当たっては、特に慎重を期す必要が
ある。

3．8．3　建築物による荷重

　大深度地下施設は、通常の地下施設で考える土圧、水圧等の他に、制度において前提としている規

模の建築物が建設されても、その構造に支障がないように、建築物による荷重を考慮する必要がある。

　逆にいえぱ、大深度地下使用制度の特徴としては、この建築物による荷重を算定して設計を行うこ

とにある。

　この点についても、その他の事項と同様に、客観的かつ一義的に荷重が算定されることが必要であ

る。特に、建築物は直接基礎形式、杭基礎形式とあり、それぞれ地盤への応力の伝達機構に違いがあ

るが、どちらの形式の基礎を選択するかは建築側の自由度であり、基礎の形式によって、建築物に対

する制限の内容が異なることがないように考える必要がある。

　トンネルの設計において上載荷重を評価する方法としては、

　①地盤を半無限弾性体と考えたBoussinesqによる方法

　②ある角度で幾何学的に一様に分布すると仮定する方法（ボストンコード等）

　③地盤の塑性的挙動を前提とした緩み土圧の上載荷重の項（第3項）による方法

　④FEMによってトンネルに作用する荷重を求める方法
等がある。

　③の緩み土圧の上載荷重の項は、建築物が先に建設され荷重が作用している状況で、トンネルを掘

削した場合の算定を行うものであり、将来、上部が掘削され建築物が建設されることに対しては、想

定してものとなっていないことから、建築物による荷重の算定方法として採用しなかった。

　また、④のFEMによる方法は、地盤の不均一やトンネルの規模・形状等を考慮でき、また、現実

に近い変形、荷重が算定可能であるが、地盤定数や計算領域の大きさ、メッシュの切り方によって計

算結果が異なり、客観的かっ一義的な荷重の算定方法とはならないことから算定方法として採用しな
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かった。

　しかしながら、精度よく事象を再現することが可能であることから、FEMの計算をべ一スに、こ

れと他の方法とを比較することで、他の方法による算定方法が安全側であるのかどうかの判断、必要

な数値の決定を行った。

　事例からは、杭先端からの荷重分散を算定する場合など局地的な荷重分散を扱う場合には①の

Boussinesqによる方法を採用する場合が多いが、直接基礎形式の場合は、　Boussinesqによる方法だと

圧力球根が大きなものとなり、現実的な算定方法といえないことから、他の方法がとらえる場合が多
い。

　また、①のBoussinesqの方法は地盤を等方均質な半無限弾性体と仮定した弾性理論により地中応力

を算定するものであり、地中応力の値は地盤の物性に関係なく算定され、地盤が軟らかくとも堅く締

まっていようとも算定される地中応力の値は同じであるため、大深度地下の堅く締まった地盤である

という特性を反映できない。したがって、算定方法として採用しなかった。

　これに対して、②の幾何学的な分布を考える方法は、従来から、一般的に用いられている方法であ

るとともに、その分散角を適切に設定することにより、地盤の硬軟を反映させ、構造物に作用する荷

重値を変えることができることから、②の幾何学的な分布を考える方法を前提に検討を行うこととし
た。

　大深度地下は、堅くよく締まった地盤であり弾性的な状態に保たれていると考えられること、トン

ネルの覆工は良好な地盤の剛性に比べてそれ程大きくなく、実際は地盤が荷重を多く分担するものと

考えられることから、検討においては、まず、「（D地盤の硬軟とシールドトンネルに作用する土圧

との関係」において、比較的精度よく再現が可能なFEMにより、地盤の剛性が高くなるにしたがっ

て、地盤が上載荷重の大部分を支持するようになることを確認し、分散角を変えることにより、地盤

の特性が表現できる②の幾何学的な分布を考える方法が適切であることを確認した。

　次いで、分散角をどのように設定するのかが問題となるが、分散角を地盤定数から一義的に算定す

る方法は確立されておらず、現実的には、経験的に設定されているため、「（2）分散角の検討」にお

いて、大深度地下地盤の特性を考慮したFEM解析と②の幾何学的な分布を考える方法を比較するこ

とにより、分散角を45°と決定した。

　この結果について、大深度地下使用制度において、基礎の種類に応じて、どのように適用するのか

を「（3）直接基礎、杭基礎における建築物による荷重の算定方法と浮力の取り扱い」で定めた。

　ただし、これらの検討は、通常時の長期荷重をべ一スとしたものであり、地震時や強風時の短期的

に発生する荷重に対しても安全であるかどうかを検証する必要がある。これに関し、「（4）建築物の

短期荷重との関係」において、短期荷重を算定するモデルを作成し、建築物の短期荷重により発生す

るトンネル軸力が、トンネルの耐震耐力を下回るかどうかの検証を行った。

　さらに、45°で幾何学的に分散する方法による結果が、①地盤を半無限弾性体と考えたBoussinesq

による方法、③地盤の塑性的挙動を前提とした緩み土圧の上載荷重の項（第3項）による方法から得

られる結果とどのように異なるのかどうかについて「（4）Boussinesqによる方法との比較」、「（5）

Terzaghiの緩み土圧式の第3項による方法との比較」において検証した。

　建築物による荷重を考える際の地盤の分散角については、地盤条件から客観的かつ一義的に定める

方法がないことから、大深度地下地盤の特性を踏まえた、このような様々な検討方法による結果と比

較を行い、45°と決定した。

（1）　地盤の硬軟とシールドトンネルに作用する土圧との関係

　地盤が堅く締まり、地盤の剛性が高くなればなるほど、地盤が荷重の多くを支える傾向にあると考

えられることから、②の幾何学的に一様に分布すると考える方法を採用することとしたが、実際にこ

のようなことがいえるのかどうか、比較的精度よく事象を再現することが可能なFEM解析により、

地盤の剛性を変化させて確認することとした。
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　ここでは、シールドトンネルの剛性を一定にし、上載荷重をかけた状況で、地盤の剛性を変化させ

ることにより、トンネルに発生する応力がどのように変化するか、また、地盤の各メッシュ要素に発

生する応力を可視化し、トンネル周辺の地盤が荷重の多くを支える傾向にあることを確認した。

　検討は、表3．30に示すように、

E＝280N（NはN値）

により、N値10程度の軟弱地盤、　N値50程度の地盤について弾性係数を算定した地盤と、3．7．2の

リバウンドの逆解析で求めた弾性係数の地盤の3ケースの地盤について、上載荷重が作用する場合の

トンネル周辺地山に発生する応力とトンネル梁要素に発生する断面力を比較した。なお、地盤の変形

係数とボアソン比は密接に関係するものと考えられるが、ここでは0．3と一定値とした。

　また、図3．41に示すとおり、計算モデルは、裏込め注入範囲について考慮するモデルとした。裏

込め注入範囲は、同程度の15mクラスのシールドマシンのテールボイドを参考に12cmとした。

　表3．31にシールドトンネルの物性値、表3．32に裏込め注入範囲の物性値を示す。

F■ゴL荷宜岬

（トンネル下方は3D

を砲保した》

中心
、頒書景

　．／へ＼
’←セグメント梁要素’

　　　　　　（赤）

裏込め注λ範囲面要素→

　　　　（黄）

図3．41計算モデルとメッシュ図

表3．30計算に使用した地盤の物性値
case1 case2 case3

弾性係数（tf7㎡） 1．0×105 1．4×104 2．8×103

解説 大規模開削時の浮

ｫ上がり解析に用
｢た弾性係数

支持層地盤（N値
T0）の弾性係数

N値10程度の地
ﾕ※

ボアソン比 0．3

※E＝280N（kN／㎡）を目安に換算

表3．31計算に使用したシールドトンネルの物性値（梁要素でモデル化）
弾性係数（kN／mm2） E＝3．5

断面積（㎡） 0．75

断面二次モーメント（m4） 0．0246 継ぎ手による剛性の低下率0．7
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表332　計算に使用した裏込めされた範囲の物性値（平面ひずみ要素でモデル化）
弾性係数（kN／㎡）

ボアソン比

E＝5．0×　103

0167
一般的な裏込材を
想定

※裏込め注入された範囲は、同径クラスのシールドでのテールボイド厚さの実績12cmとした。

※鉄道構造物等設計標準・同解説　シールドトンネル　鉄道総研編　に示された裏込め効果後

　（1日後）の値を採用

　計算の結果を図3．42に示す。縦軸にそれぞれのケースにおけるスプリングライン部の要素の発生

軸力、横軸に地盤の剛性が高い順に並べた。これより、地盤の剛性が高くなればなるほど、発生軸力

が小さくなることがわかる。

　よって、地盤の剛性が大きくなればなるほど、地盤が荷重を分担し、トンネルが分担する荷重が小

さくなると考えられる。

1000

800

600

400

200

0

case1（大）　case2（中）case3（小）

図3．42　スプリングライン部の要素の発生軸力

　さらに、地盤の各メッシュ要素に発生する応力の状態をコンター図として、図3．43に図示する。

赤い暖色系の色が高い応力の発生を示し、青い寒色系になるに従って、応力が小さくなることを示す。

　地盤の剛性が低い軟弱な地盤では、赤い暖色系を示す範囲は、トンネル付近に集中しており、上載

荷重をトンネル及びその外周部で支持していることがわかるが、地盤の剛性が高くなるに従って、赤

い暖色系を示す範囲が広がり、トンネル周辺の地盤全体で、上載荷重を支持するようになることがわ

かる。

　このように、地盤の剛性が高い大深度地下では、地盤そのものが、上載荷重を支えるようになって

おり、上載荷重の多くが地盤に支えられることから、トンネル自体に作用する応力が軽減するといえ
る。

　したがって、地盤の硬軟によりトンネルに作用する荷重が変わることから、これを分散角として表

現できる②の幾何学的な分布を考える方法により、建築物による荷重を算定することとした。
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case1（池盤の剛性　大）

↑圧縮応力　小

：o

’」

り0

case2（地盤の剛性　中）

↓圧縮応力　大

　　　case3（地盤の剛性　小）

図3．43　地盤に発生する最小主応力のコンター

（2）分散角の検討

　幾何学的に分散を考える手法は、これまでに非常に多く使用されてきた実績のある方法であるが、

その分散角について、地盤の物性値から算定する方法は確立されておらず、経験的に定めて使用して

いるのが実態である。

　一般的に用いられるボストンコードの場合は、分散角30°であり、また、建築の分野では1：2勾

配を採用する例もある。道路橋標準示方書では、30～50°を採用できることとしており、分散角の

考え方も様々であるといえる。

　大深度地下は支持層以深の堅く締まった地盤であることから、浅い地盤を対象に建築物の検討に通

常用いられる値である30°よりも大きな値が採用できると考えられる。しかしながら、30°より大

きな値で、どの程度の値が採用できるか、明確に示したものはなく、また、角度を算定する手法もな

いことから、土木、建築の分野の有識者に、支持層以深である大深度地下においては、どの程度の分

散角が見込めるかヒヤリングをし、概ね45°程度であろうという回答をそれぞれ得たので、まず、

45°を前提に検討を開始した。

　検討においては、表3。33に示すとおり、トンネル径を15mに固定し、上載荷重の作用面からの離

隔を15mとした場合（ケース1）、離隔を30mとした場合（ケース2）と離隔を15mとし、トンネ

ル径を5mに変化させた場合（ケース3）の3ケースについて、　FEM解析より、トンネルに発生す

る軸力を算定し、この値と、幾何学的に45°の分散角で分散するとした場合のトンネルに発生する
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軸力を慣用計算法により算定し、両者を比較することにより、45°分散が、FEM解析により求めら

れる値より安全側にあるのかどうかの検証を行った。

　FEM解析は、「3．7．2　大規模掘削による地盤の変形による大深度地下施設への影響」の検討で用い

たモデルを利用した。

　同モデルは、図3．44に示すように大深度地下使用制度において前提とする建築物について、図3．

32に示すように、トンネル掘削→地下室建設のための土の掘削（除荷）→建築物の建設（載荷）の

過程を次の4つのSTEPにより計算するモデルである。

　　STEP　O：自重解析

　　STEP　1：応力解放率10％でトンネル掘削

　　STEP　2：セグメントの設置後、応力の残り90％を解放

　　STEP　3：開削部を掘削

　　STEP　4：開削底面に建築物荷重700kN／㎡を載荷

　この場合の、図3．45に示すトンネルスプリングライン（A点）に発生する軸力について、トンネ

ル上部の土の掘削前から、土を掘削し掘削底面に建築物荷重を載荷した時（STEP2→STEP4）の増

分としてFEM解析により求めた。

　表3．34に解析に使用した、地盤の物性値、表3．35にセグメントの物性値を示す。

表3．33　解析ケース

トンネル径 離隔距離（土被り）

ケース1 15m 15m（40m）

ケース2 15m 30m（55m）

ケース3 5m 15m（40m）

開削部70m

建物荷重70tf／㎡

○・・ネ・径酬⌒

200m

‘

Ac層25m
t

t

A点

図3．44解析モデル 図3．45　軸力計算箇所

表3．34　地盤の物性値

変形係数
ikN／㎡）

ボアソン比 単位体積重量
@（kN／m3）

沖積層Ac 10000 0．45 16

洪積層Dc 50000 0．30 20

表3．35　セグメントの物性値（15m）

セグメント径 弾性係数（kN／m2） 断面積（㎡） 断面二次モーメント（mつ

15m 3．5×107 0．75 0．0246（低下率0．7）

5m 3．5×107 0．25 0．000911（低下率0．7）
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　トンネル上部を掘削し、建築物荷重が作用した場合のトンネルに対する影響をSTEP2からSTEP
4におけるトンネルスプリングラインの軸力の贈分として、表3．36に示す。

表3．36　FEM解析でのスプリングライン軸力変化
トンネル径 離隔距離 STEP2（kN） STEP4（kN） 増分（kN）

ケース1 15m 15m 5123 7899 2776

ケース2 15m 30m 6806 9299 2491

ケース3 5m 15m 1571 2481 910

　これに対し、幾何学的な45°分散を考え、この荷重に対して、慣用計算法によりトンネルスプリ

ングラインの軸力を算定した。

　幾何学的な分布は、図3．46に示す通り、トンネル径にかかわらず一定であり、ケース1及びケー

ス3に相当する上載荷重の作用面から15mの位置では、490kNノ㎡、ケース2に相当する30mの位置

では、377kN／㎡の値となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70m

70　tflm2

49tflm2

一100　　　37．7　tf／m2

30m

図一11　荷重分散法による荷重の算定

図3．4645°分散のモデル

　この荷重によりシールドに発生する軸力を慣用計算法により計算し、FEM解析で得られた軸力と

比較すると表3．37の通りである。

表3．37FEMによる軸力と45°分散による軸力との比較

FEMによる増分（A） 45°分散による増分（B） B／A
ケース1 2776kN 3675kN 1．32

ケース2 2491kN 2828kN 1．14

ケース3 910kN 1225kN 1．35

　表3．37で示す通り、トンネル径の大きさによらず、45°分散で算定した結果は、FBM解析の結果

よりも、上載荷重の作用面から15mの離隔の場合には約3割程度大きく、また、離隔が30mの場合

でも約1割程度大きいことがわかる。以上より、45°の分散角で幾何学的に一様に分布する方法は、

FEM解析で求める方法より安全側であるといえ、大深度地下地盤の特性を考えた場合、45°分散を
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採用して問題ないといえる。

　しかしながら、この計算は表3．33に示す3ケースについて行っており、解析を行っていないトン

ネル径、深度の場合について検証する必要がある。

　まず、トンネル径との関係においては、径が15mの場合と径が5mの場合は、図3．47に示す通り、

いずれの場合も、45°分散による値はFEMより求めた値の3割以上安全側であり、かっ、トンネル

径によって大きな数値の差異が生じていない。よって、15mから5mの間の他のトンネル径でも問題

なく、45°分散を採用しても問題ないと考えられる。

15

1．32

15

1．35

5

＿一＿＿　＿」

トンネル径（m｝

図3．47　トンネル径15mと5mの場合の軸力の比の比較

　また、大深度地下施設の深さとの関係においては、トンネル径が同じ15mの場合、上載荷重作用

面との離隔距離が15mの場合と30mの場合とで、45°分散とFEM解析の結果について3割程度あ
った差が約半分（15％程度）になっており、深くなれば、45°分散とFEM解析の差が少なくなり、

結果が近くなることがわかる。しかしながら、実質的に大深度地下利用が行われると考えられる

GL－100m程度までは、図3．48に示す通り、FEMの方が下回ると考えられ、45°分散の方が安全側で

あることから、45°分散を採用しても問題ないといえる。

Σ　250

㊦…

R，・・

一一一一一u

　　→一45°分散
　　一●一　FEM

40　　60　　80
　離隔距離（m）

図3．48　大深度地下施設の位置と45°分散とFEM解析結果との比較

一75一



　以上を踏まえ、建築物による荷重の算定方法としては、上載荷重の作用面から、幾何学的に分散す

る方法を採用することとし、この場合の分散角を45°と定めた。

（3）直接基礎、杭基礎における建築物による荷重の算定方法と浮力の取り扱い

　分散角を45°として幾何学的に分散する方法を採用したが、それぞれの基礎形式の場合に、どの

ように考えるのか定めておく必要がある。なお、どのような外力を定めるかについては、「3．4大深度

地下使用制度で前提とする建築物規模」で前提とする建築物規模を踏まえるものとする。

　直接基礎の場合は、前提とする建築物の通り、地下25mの位置から、土の単位体積重量などによ

り算定される建築物荷重が分散することとする。

　杭基礎の場合については、杭から発生する荷重は、杭の先端支持による支持力と杭周面摩擦による

支持力の合計となる。厳密には、各々を重ね合わせることにより大深度地下施設へ作用する荷重が算

定できるが、杭の先端支持力と周面摩擦力の割合については、特に、周面摩擦力が地盤の強度や施工

時の周辺地盤と杭周面との仕上がり具合等により大きく変化することから、一義的に定めるのは不可

能である。また、杭の支持機構としては、その支持力の大半を周面摩擦力によっているとの指摘もあ
る。

　建築基礎構造設計指針Is）において、摩擦群杭の場合には、杭先端より1／3L戻った面に仮想作用面

を設け、荷重が一様分布する計算方法や、中間砂層に摩擦群杭が支持される場合には、杭先端に仮想

作用面を設け、荷重が一様に分散する方法が提案されている。

　大深度地下使用制度で想定する杭基礎の場合、十分な杭長が想定でき、かつ、周面摩擦力が十分期

待できることから、仮想作用面を杭頭面ではなく、客観的かつ一義的に定めることが可能な支持層の

上面とし、支持層上面から建築物荷重が一様に分散することとした。

　図3．49に直接基礎、杭基礎の場合の考え方を図示する。

載荷面規模
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図3．49　建築物荷重の分散の考え方

　また、建築基礎構造設計指針Is）においては、地下水面から下の部分の建物容積に等しい水の重量

だけの浮力が期待でき、この浮力分を建築物の荷重から差し引いたものが基礎スラブから地盤に伝わ

る荷重とすればよいとされている。

　したがって、大深度地下使用制度においても、浮力の作用が見込める場合には、浮力分を建築物荷

重から差し引いて荷重分散を考えるものとする。

　この場合においては、近年の地下水位の変動などを慎重に判断する必要がある。

　以上を踏まえ、それぞれの基礎形式の場合の建築物による荷重を試算すると図350となる。

　浮力が全く作用しない場合は、大深度地下上面で500kN／㎡程度の値となるが、浮力を考慮すると300

～400kNノ㎡程度の値となる。
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0

30

建築物による荷重（直接基礎）

　35
　　200　　　　　　300　　　　　　400　　　　　　500　　　　　　600　　　　　　700

　　　　　　　建築物による荷重p（kN㎡）

　　　　　　　　　　　　　　図3．50

（4）建築物の短期荷重との関係

加

建築物による荷重（杭基礎）

300　　　　　　400　　　　　　500　　　　　　600

　建築物による荷重p（kN／㎡）

建築物による荷重の試算結果

700

　建築物の荷重として設計に用いられる荷重には、平常時の長期荷重と、地震時、強風時の短期荷重

の2種類がある。

　ここまでの検討は、全て長期荷重をもとに検討しているが、短期荷重についても、問題が生じない

ことを確認する必要がある。

　建築基準法施行令第93条及び建設省告示第111号14）において、短期荷重は長期荷重の2倍以内に

するとされており、具体的には、直接基礎形式の場合は長期許容応力度が1000kN／㎡以下であったこ

とから、短期荷重については2000kN／㎡以下を考えることとし、杭基礎形式の場合は、杭の長期許容

支持力度が2500kNノ㎡以下であったことから、短期許容支持力度にっいては5000kN／㎡以下を考える

こととした。

　実際の建築物においても、図3．51、図3．52に示す通り、直接基礎形式、杭基礎形式とも、長期許

容応力度と短期許容応力度の関係は、概ね1：2の範囲内に収まっている。

　なお、ここで1：2のラインを超えているものは、地盤の許容応力度に対して、長期の場合は最大接

地大圧をかなり余裕を持って設定しているが、短期については、ほぼこれを使い切るように設計を行

ってような建築物である。このような建築物は建築面積に対して軒高が高い鉛筆ビルによく見られる。

最大長期接地圧と最大短期接地圧（直接基礎）

3000
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ε

≧2000一一一一←
亘

碧1500・

i…

5・・ @捻騨鷲　　　　一十
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図3．51長期接地圧と短期接地圧との関係（直接基礎）
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最大長期杭頭荷重度と最大短期杭頭荷重度（杭基礎）
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　　最大長期杭頭荷重度（kN／㎡）
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図3．52　長期杭頭荷重度と短期杭頭荷重度との関係（杭基礎）

　土の単位体積重量を16kN／m3とした場合、建築物による短期の荷重としては、前提とする建築物に

よるの長期荷重の700kNノ㎡の2倍である1400kN／㎡を考えることなる。

　この場合、建築物が地震や強風により揺れることにより短期荷重が発生することを考えると、建築

物の基礎底面全面に最大値の1400kN1㎡がかかるのではなく、建築物基礎のある1点を支点に三角形

分布で荷重がかかり、その最大値として1400kNノ㎡を考えることが妥当であるといえる。

　一方、算定方法として定めた45°分散角による幾何学的分散は、一様な荷重の載荷を考えるもの

であり、載荷分布として三角形分布は取り扱えないため、実際の現象より過大な荷重を考えることと

なるが、計算モデルとしては、図5．53に示す通り、建築物基礎の半分に最大値である1400kN1㎡が一

様に作用するものとして、その場合の軸力がセグメントの地震軸力に収まるかどうか修正慣用法によ

り検証した。

70m

831kN／㎡

754kN／㎡

図3．53　短期荷重の計算モデル
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　セグメントについては、通常、地震時は通常の荷重の1．5倍の荷重に耐えられることとなっている。

よって、図3．53のモデルにおける建築物の短期荷重を作用させた場合に発生する応力と、セグメン

トの地震時の耐力との比較することにより、短期荷重に対する安全性を検証した。

　なお、トンネル径については、5m、10m、15mの3ケースとし、必要な離隔距離については、直

接基礎の場合の10mの離隔もしくは、杭の根入れ量2mを勘案した杭基礎からID以上の離隔の大き

な方をとることとした。したがって、トンネル径5mの場合は上載荷重の作用面の上面から10mの離

隔、トンネル径10m、15mの場合は、トンネル径に杭の根入れ距離2mを加え、支持層上面（仮想の

荷重の載荷面）から12m、17mの離隔をとることとした。

　結果は、表3．38に示す通りであり、建築物の短期荷重の影響により発生する応力は、いずれの場

合も、セグメントの地震時の強度以下となる。よって、（2）で定めた方法で建築物による荷重を算定

するしたとしても、地震時等において、シールドトンネルに問題が生じないことが検証できた。

表3．38　セグメントに発生する応力度とセグメントの耐力の比較
口径

im）
載荷面から
ﾌ離隔（m）

建物荷重
i常時）

ikN／㎡）

載荷重二

沍ｳ分散
ikN／㎡）

発生する
棊ﾍσc
ikN／㎡）

セグメントの

ﾏ力σca
ikN／㎡）

5 10 545 15，830
10 12 522 17，710

常時w震時

15－一一一一一一一●一一

T

17’　　’　　”　　≡　　一　　≡　　一　　一　　←　　一　　一　　一　　一

P0

700

|　　’　　一　　≡　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　一

P，400

490－　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

W91

17，410－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

Q5，050

19，000

|　　⇒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　⇔　　’　　一　　一

Q8，500
10 12 831 26，530
15 17 754 24，470

（5）Boussinesqによる方法との比較

　大深度地下使用制度においては、45°の分散角で幾何学的に分布するモデルを採用したが、この

モデルと通常、杭基礎の検討に用いられるBoussinesqによる方法により得られる結果とどの程度の差

異が生じるのか、検証を行った。

　Boussinesqにより試算を行う場合、建築物に用いられる杭の最大径が4mであること、各種行政指

導による杭の長期許容支持力度が2500kN／㎡以下であることから、基準などで示される杭間隔の最小

の条件により、杭の配置が細密となるよう杭を4m間隔で施工した場合について、計算を行った（図

3．54参照）。このような杭の配置により支持することができる建築物の規模はおよそ700kN1㎡である。

　なお、杭の支持層への根入れは杭径の1／2の2mとしている。

　Boussinesqの方法により算定される杭1本から分散する荷重は、図3．55で示す通り、大深度地下の

上面で300kN！㎡弱であるが、3次元的な杭の配置を考え、各々の杭の荷重を重ね合わせると、約

600kNノ㎡弱となり、「（2）分散角の検討」で検討した幾何学的な分散による荷重値377kN！㎡よりかな

り大きな値となる。

　これは、Boussinesqの方法は、地盤の硬軟にかかわらず、ある一定値となるものであり、地下地盤

の特性の反映ができないことによるものと思われる。

　また、Boussinesqの方法においては、細密に杭を設置した場合の建築物荷重は約700kN／㎡であるの

に対し、地中分散後の値は600kNノ㎡であり、ほとんど荷重が分散しないこととなる。これは、（2）で

検証した、地盤の剛性が高くなれば地盤が上載荷重を支えるようになることが全く反映できないこと

を意味する。

　したがって、Boussinesqの方法よりも、45°で幾何学的に分散する方法の方が現実的な方法といえ、

後者の方法を採用したことが適切であったことがわかる。
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ブシネスクによる地中分散
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　　図3．55　計算結果

（6）Terzaghiの緩み土圧式の第3項とによる方法との比較

　緩み土圧は、荷重が載荷された状態でのトンネル掘進の場合に適用が可能であり、トンネル掘進後

の将来の建築物の建設を想定したものではないことから、そもそも理論的には、適用できないことか

ら算定方法には採用しなかった。

　しかしながら、念のため、緩み土圧式の第3項による方法と45°分散による方法と結果に大きな

差異が生じるものなのかどうかを比較し、検証した。試算はトンネル径5m、10m、15mの3ケース
について、地盤の内部摩擦角φ30°、40°を仮定して行った。

　内部摩擦角を30°と仮定したのは、大深度地下は地盤が良好であり、30°以上を期待できること、

内部摩擦角40°を仮定したのは、大崎の式ではφ＝40°程度でN値50程度が換算できるからである。

　緩み土圧の3項の荷重の計算方法は、荷重が作用する面において、半無限に一様荷重が作用するも

のとして計算することから、ここでは、地下25mの地点において一様に700kN／㎡がかかることとし

て計算を行った。一方、大深度地下使用制度においては、前提とする建築物の載荷面規模を70m×70m

としており、計算の荷重の前提条件としては、緩み土圧の式の方が大きなものを仮定したことになる。

　図3．56に計算結果を示すが、緩み土圧の方が大きな荷重を前提条件としているにもかかわらず、

45°分散は概ね、緩み土圧の第3項による結果を上回っており、45°で幾何学的に一様に分散を考

える方法は、大深度地下地盤の特性を踏まえれば、緩み土圧から見ても安全側であり妥当であること

がわかる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－　7　　　　　　　　　　　　　　トンネル径毎の分散角とゆるみの第3項の関係（φ＝30’）　　　　　　　l

　　　　　　　　　f7°・．『．一　　一一一一　　1三鷲藻一一

　　　　　　　　　1：：：一ぶ・．，．．，，．，，‘　＝：c：；ご旧i

　　　　　　　　　§1：：　　一一・・Pt．㌔・・・・・・・…．．．　　i

　　　　　　　　　霞、。、一　　　　　　　：・・’・；・・・・…．　－　i

　　　　　　　　　：ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　茎1：一一一　．　　、　　＾　i

　　　　　　　　　　　O　5　10　15　20　25　30　35　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削底面との離隔（m）

一80一



0

「η＾劃挙勤鋤』知⊥。

トンネル径毎の分散角とゆるみの第3項の関係（φ一40°）

　　　　　　　　　　　　　．▲．．“・分亘云i「「

　　　　　　　　　　　　1＋鶴3項・重D．5，n

　　　　　　　　　　　rL二謬；：㌫ピ

5 10　　　　　15　　　　　20　　　　　25

　　掘削底面との離隔（m）

30 35

図3．56　緩み土圧の試算結果

3．8．4耐力のまとめ

　以上より、大深度地下施設の耐力の設定方法をまとめると図3．57のフロー図になる。

　結論としては、土圧についてはTerzaghiの緩み土圧により求めることとし、この場合の最低土圧は

トンネル径の土の荷重とした。

　水圧については、土水分離を前提に静水圧分布から算定することとした。

　さらに、建築物荷重については、大深度地下使用制度で前提とする建築物に対し、上載荷重の作用

面から幾何学的に45°の角度で分散させる方法により求めることとした。

　これらの方法は、実績もあり、比較的計算も簡便で、現実的に十分可能なものといえるとともに、

結果が、客観的かつ一義的に定まることから、大深度地下使用制度に対して、適切な方法を決めるこ

とができたと言える。

　しかしながら、上載荷重を幾何学的に分散させる方法においては、地盤条件から分散角を一義的に

決定する方法は確立されておらず、このため、大深度地下地盤の特性を考慮し、より精緻なFEMに

よる計算結果と比較し、安全側となるように、45°の分散角を決定した。これについては、安全側

の数値であることは十分確認できたが、45°を例えば50°とした場合はどうなのか等まで精緻に検

討を行うことができなかった。

　例えば、首都圏であれば、同じ大深度地下であっても、東京層と軟岩の江戸川層とでは地盤特性は

大きく異なり、これに対し、同じ考え方を用いるのは合理性において若干問題があるといえる。

　ここでは、むしろ、守るべき最低限のものを定めたといえ、この点に関し、今後、知見の蓄積を図

り、地盤特性をもう少し精緻に反映できる仕組みを検討し、技術指針を見直していくことが必要であ
る。
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図3．57　設計荷重のフロー図

3．9　結論

　以上をもとに、大深度地下使用技術指針（案）・同解説をとりまとめた。今後、これにより、大深

度地下使用制度を運用していくことになる。

　大深度地下空間の特定方法については、技術的な疑義が生じないものとして策定できたと考えるが、

荷重の算定方法については、知見の蓄積の不足から、かなり安全側に立っているといえ、経済的な事

業の実施の観点からは、様々な課題が今後も残されているといえる。

　まず、土圧について、Terzaghiの緩み土圧により算定することとしているが、弾性的な挙動を示す

のではないかと考えられる大深度地下の地盤に塑性理論による緩み土圧を採用することの是非等につ

いて議論の余地がある。今回、文献等の調査で、いくっか、土圧パッドによりシールドトンネルにか

かる土圧を直接計測した事例の整理も試みたが、水圧が支配的な荷重であることについての知見が得

られる一方、どの程度の土圧が実際に作用するのか検討するまでの資料とはならなかった。また、計

測方法に関しても問題を指摘している文献もあり、今後、深い地下の利用に際し、このような基礎的

なデータを蓄積し、検討を重ねていくことが重要と考える。
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　また、現在の各理論は、浅い深度から深い深度までをカバーし、統一的に説明するようになってい

るが、大深度地下の地盤特性を反映する特別な理論が構築されても問題ないと考える。特に、対象地

域が三大都市圏と限定されていることから、例えば、土丹層のような軟岩の場合についての考え方な

ど、それぞれの地盤特性に応じた考え方を整理することも可能なはずである。

　さらに、建築物の荷重については、実績があり、また、できるだけ単純で、かつ、客観的、一義的

なものとなるよう、45°の分散角で幾何学的に荷重が分散する方法を採用した。通常30°の数値を

用いたボストンコードが用いられる場合が多いが、FEM解析により、大深度地下地盤の特性を踏ま

え45°を採用したが、大深度地下といえども様々な地盤条件があり、一律45°することは、さらに

分散するような地盤の特性を考慮できなくするものであり、地盤特性を反映してより経済的な事業の

実施を妨げるのではないかという危惧もある。将来的に発展する余地を残すように指針では記述を行

ったが、今後、大深度地下地盤それぞれの評価をしっかり行い、荷重の分散がどうであるのか検証し、

場合によっては、考え方を変える必要があるといえる。

　技術指針では、制度の考え方を踏まえた技術的な解釈を明確にし、できる範囲で一般的な解法を示

したと考えており、今後の様々な知見の蓄積、技術の開発、研究の進展により、より最適解に近づく

解法や特殊な解法が求められることを期待する。

　その際には、本章で明らかにした内容が大いに役立つことを期待する。
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第4章　大深度地下空間利用における計画論

4．1概説

　現在までの地下利用においては、線上構造物である狭い道路空間をいかに高密度に利用するのかと

いう観点から、様々な検討がなされてきたが、大深度地下使用制度は、民有地地下の利用を可能とす

る制度であり、今後、平面的な拡がりを持った空間として地下利用を考える必要がある。言い換えれ

ば、狭い線状の空間に構造物を縦方向に並べる発想から、広い空間に横方向に並べていく発想への転

換が必要となる。

　このように、大深度地下使用制度の構築をきっかけに、地下空間設計理論、地下空間計画において、

今まで常識としてきたことが非常識に、逆に非常識としてきたことが常識になることが想定され、今

までとは異なる発想で地下利用を考えていく必要が生じている。

　また、大深度地下空間は、大都市に残された、最後の広大な未利用空間であり、かつ、深い地下で

ある故いったん設置した施設は撤去が不可能なことから、過去の地下利用に見られるような「早い者

勝ち」、「虫食い的」な利用といったスプロール的な利用を防ぎ、適正かつ合理的に利用していく必

要が高い空間である。したがって、大深度地下を利用していくためには、これを担保する仕組み、基

本的な考え方を構築する必要がある。

　本章では、4．2で大深度地下空間が従来利用されてきた空間とどのような異なる特性を持つのかを、

4．3で現在までの地下利用の事例における問題点・課題をとりあげ、それを解決するための方策と大

深度地下使用制度における対応を、4．4で事業が輻榛した場合の利用調整の方法、4．5で利用調整にお

いて判断基準となる大深度地下利用のあり方、4．6で施設問の共同化方策、4．7で都市計画制度との連

携方策、4．8で地下空間計画学の必要性を論じ、大深度地下を適正かつ合理的に利用していくための、

仕組みや基本的考え方、その活用方策を論じた。

4．2　大深度地下の空間的特性

　従来は、様々な制約から利用が可能な空間は事実上道路下に限られていたが、大深度地下使用制度

により、深さ方向には大深度地下という制約はあるものの、民有地地下も含め、平面的にはほとんど

の地下の利用が可能となる。したがって、狭い道路地下をどのように利用するのかということが大き

な課題であった従来の地下利用とは、全く異なる発想で地下の利用方法を考える必要がある。

　従来利用されてきた地下空間と異なる大深度地下空間の特性は以下の通りである。

（1）いったん設置した施設の撤去が困難であること（空間の不可逆性）

　浅い地下の施設は掘り起こすことができるが、深い地下に設置された施設の撤去は事実上不可能と

いえ、施設は半永久的に存置されることとなる。したがって、いったん利用された空間に新たに施設

を設置することに対しては、高度な技術が必要となるとともに、多大な費用、労力がかかることから、

大深度地下空間については実質的に不可逆的な空間として捉える必要がある。地表に施設を整備する

のと異なり、利用に当たっては、100年、200年といったオーダーを見据えた長期的な視点を持つ必

要がある。

（2）平面的には広いが垂直的には狭い空間であること（扁平な空間利用のための発想の転換の必要性）

　今までの地下利用においては道路下等の細い線的な空間にいかに施設を設置するのかということが

重視されていたが、大深度地下使用制度によって、民有地地下の利用が可能となることから、平面的

に広く拡がった空間をどのように使っていくのかという視点が重要となる。
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　しかしながら、表4．1に示す通り、現在の止水技術を考えると現実的に利用可能な空間は地下100m

程度であり、大口径のトンネルが3本程度交差すれば空間的にはいっぱいになることから、垂直的に

はその利用可能性は限られた空間である。

　よって、大口径の施設を設置すると、垂直的に空間を閉鎖するため、どのような規模（口径）の施

設を平面的にどのように配置するのかという視点が重要となる。

　このような意味で、今までの事業の計画調整とは異なり、平面的な拡がりをどのようにうまく利用

していくかという発想へ転換が必要な空間である。

表4．1セグメントの目開きとゴムの止水能力（東京湾横断道路シール材の耐圧性能）

材質 吸収性ポリウレタン

�遠V然ゴム

水膨張性ポリウレタ

塔Sム

クロロプレン系合成

Sム
種類 水膨張単体 水膨張単体 水膨張＋非膨張

目開き3mm 水圧1000kN／㎡ 水圧1000kN／㎡ 水圧1000kN／㎡耐圧

ｫ能 目開き5mm 水圧600kN／㎡ 水圧600kN／㎡ 水圧600kM㎡
注：1000kNノ㎡は地下水面下100mまでの止水能力があることを示す

資料：中村隆良1）

（3）地上からのアクセスの困難性

　業種によって、アクセスの形態（斜路形式、立坑形式）は異なるが、浅い地下より深い地下の方が

地上とのアクセスは困難となる。しかしながら、事業によっては、上下方向の移動が重力の影響を受

けないもの（例えば、電力、通信等）もあり、利用に当たっては、その特性を十分に判断する必要が
ある。

　また、立坑について、その建設コストは、一般的に深さ方向にべき乗程度で増大することから、事

業全体のコストにおいては、大深度化は大きな問題となる。

　頻繁に地上とのアクセスを要する施設の設置は、自ずから利用が制約されることとなり、大深度地

下の特性を活かせる事業の立地を進める必要がある。

（4）利用のしやすさに差異がある大深度地下空間（公共用地を座標軸としてとらえる視点）

　土地利用が高度化、複雑化した大都市では、新たにな用地の確保は困難であり、地上部とのアクセ

ス空間としては、道路、河川等の公共用地地下の活用が考えられる。特に長大な斜路で地上とアクセ

スせざるを得ない道路、鉄道などの施設はこの傾向が強いといえる。

　よって、道路、河川等の線状の公共空間の周辺の大深度地下空間は、地上とのアクセスを確保しや

すい空間として、大深度地下の中でも利用しやすい空間であり、逆に、大深度地下空間でも深さ100m

程度の深い空間や地上とのアクセスを確保しにくい空間は、利用しにくい空間である。

　このように考えれば、将来利用が輻綾する可能性の高い空間は限られてくるといえ、どのような施

設を利用しやすい空間に配置していくのかという視点が重要である。また、道路、河川等の公共用地

を座標軸として空間の整序を考えると大深度地下の空間利用をとらえやすい。

（5）大深度地下を利用する事業は将来的にも発生する可能性がある（将来の利用の可能性を残しつつ

利用を図る空間）

　現在の地下利用の形態は、普遍的なものではなく、技術の進歩、社会的なニーズにより変化する可

能性がある。

　例えば、自動車トンネルの断面は、自動車の排気を換気する必要性から大断面の空間となっている

が、排気ガスの影響を考えなくてよい電気自動車や水素自動車に変更されれば、もっと小さな断面形

状で済み、換気のための立坑などの施設も少数、小規模で済むことから、地下利用の優位性が増すご
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とになる。このように、現時点の技術水準から将来どのような利用がなされるのかを予測することは
難しい。

　また、大深度地下の利用が技術的に可能になったのは、ここ十数年のことであり、今後の地下掘削

技術の進展によっては、さらなる利用の可能性を持つ空間となる可能性もある。

　地上部においては、古くなった施設をスクラップアンドビルドすることで、空間の更新が可能であ

るが、大深度地下では、施設をスクラップアンドビルドすることは困難であり、将来的な活用の可能

性を残しつつ、どのように利用していくという発想が重要となる。

（6）大深度地下空間そのものの物理特性（大深度地下特性を活かした耐災力の強化）

　地下空間が持っ物理特性として、振動、騒音、温度の遮蔽性がある。この中で、特に、大深度地下

の特性として注目されるのは、耐震性の向上である。地上構造物が慣性力により振動するのに対して、

地下構造物の慣性力は周囲の地盤に作用する慣性力より小さく、地盤の変位・変形に追随して振動す

ることから、地震のゆれが小さいといえる。特に大深度地下は堅く締まった地盤で構成されているこ

とから浅深度地下より優位であるといえ、過去の観測事例からも、地下深くでは、地震動の揺れは地

表の数分の1程度であることが観測されている。このような特性を考えれば、災害に強い都市を構築

する上で、重要な役割を担える空間といえ、この特性を活かしてどのような施設を、どのような形態

で整備をしていくのかという視点が重要である。

　また、騒音、振動、電磁波等の遮蔽性を利用したICなどの精密機械工場や地上では周辺環境に大

きい影響を与える変電所等の地下への立地が考えられる。エネルギー施設は消費地の近くに立地が可

能となれば、さらに有利なことから、将来的な技術の進展によって、様々な利用可能性があるといえ
る。

4．3　過去の地下利用における問題点

　現在、地下利用に際しては、利用の輻模化等を原因に様々な問題が生じており、これを解決するた

めに費やされる労力、コスト、時間は多大なものとなっている。

　本節では、現在の地下利用における問題点を事例から整理し、どのような原因から問題が発生して

いるのか、現行制度及びその運用の不備について検討する。

4．3．1過去の地下利用の事例における問題点

　最近の地下利用の事例からいくつか調査を行い、問題点の抽出を行った。

（1）関西電力能勢上二線における事例（事前協議の位置付け、将来計画との整合性の問題）

　能勢上二線計画は大阪北部の能勢から大阪市内中心部へいたる延長30km、電圧50万ボルトの超高

圧地中送電線の計画である。この工事では、「西梅田工区」、「上二支線工区」、「学園豊崎工区」3つ

の工区で、地下道路計画と調整を図るため、トンネルの大深度化、急勾配化が余儀なくされた。

【西梅田工区の調整経緯】

・西梅田工区の概要

　大阪市北区中津から梅田にいたる延長3．3kmの工区で、中間に立坑を設置し、2台のシールドマシ

ンによりトンネルを構築している、最大土被りはそれぞれ60m、66m、シールド外径は7．1m、8．Om
である。

・調整の経緯
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1991．7

1992．9

1992．11

1993．2

1993．4

1993．6

1993．11

1994．2

1994．4

道路管理者と調整会議開催（地下鉄新線（なにわ筋線）の計画があり要協議の指摘）

協議の結果、土被り40mで基本了解、計画協議書の提出

JRから、将来の土留め壁（57m）に支障が生じないよう土被り60mへ変更要請

JRに対し、土被り60mへ変更する旨回答
JRより了解の旨回答、ただし、　JRから大阪市地下道路構想について情報提供

大阪市へ地下道路計画について打診

大阪市より、地下道路計画（土被り40m、φ20m）の提示、土被り66mへの変更要請

大阪市に土被り66mで計画協議書を提出

大阪市より協議書の回答

　事前協議で土被り40mで基本了解を得て、詳細設計を実施したが、詳細協議段階で、基本的

な事項である土被りについて変更の要望があり、過去に例を見ない、大深度、急勾配施工となっ

た。このための技術的な検討に多大な時間、労力が必要となった。

【上二支線工区の調整経緯】

・上二支線工区の概要

　大阪市中央区上本町から東成区大今里にいたる延長2kmの工区で、最大土被りは60m、シールド

外径は6．2mである。

・調整の経緯

1993．11

1995．8

1995．9

1995．12

1996．1

1996．8

大阪市に対する説明会の実施

工事発注（土被り46m）

大阪市に対し、事前協議書を提出

大阪市より調査中の地下道路（3ルート）の空間確保のため土被り46mから60mへ変更要請

大阪市に対し計画協議書を提出

大阪市より協議書の回答

　事前協議を行ってきたが、工事請負契約後に、調査中の地下道路として可能性がある3ルート

全てについて、空間を確保すべきであるとの指導があり、最大土被り46mから60mに変更した。

このため、土質調査の再実施、シールドマシンの仕様変更等が必要となり、工期面が逼迫した。

【学園豊崎工区の調整経緯】

・学園豊崎工区の概要

　大阪市淀川区三国本町から吹田市江坂にいたる延長5kmの工区で、最大土被りは52m、シールド

外径は5．6mである。

・調整の経緯

1991．7　　大阪市への説明

1995．12　地下道路構想について大阪市計画局より協議の申し入れ

1997．5　　協議完了

　　1991年時点から、協議を行い設計を進めてきたが、1995年12月時点で地下道路構想に対する

　調整の申し出があった。大阪市の要請に基づき、付近の障害物調査等も実施、道路縦断線形も提

　示したが、予定ルートが決まらず、可能性のある3ルート全てに対応することとなった。

　この事例における問題点は、①事業の調整のルール（手順）の不在、②将来構想との調整における

評価等判断のルール（地下利用のあり方）の不在、③全体計画の不在の3つである。

　①の事業の調整ルールの不在から、この場合では、事前に調整を進め、いったん確定したと考えて
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いたものが、事後で覆されたり、道路管理者と協議を進めていても、都市計画部局等へ情報が伝達さ

れていないため、後で調整の必要が生じる等の手戻りが生じており、事業そのものを場当たり的に実

施せざるを得なくなっている。また、これらの諸条件が事前に明らかであれば、計画段階で他のルー

トが選択された可能性も考えられる。

　現在のやり方では、事業を実施する者が、調整すべきと考える相手と調整し、合意形成を図ってい

くが、自由化の流れもあり、各事業に様々な業種から参入可能となっている中、調整相手を事前に特

定することはさらに難しくなっているといえる。事業者からの働きかけで情報の収集、調整を行うこ

とについては限界があるといえ、地下情報、調整の場の一元化の必要性が示された例といえる。

　また、調整が困難となった場合においても、判断の基準がなく、さらに、調整相手が判断を長期に

わたり保留した場合には、対処方法がなく、結局、占用権等の権限を持つものの意向という力関係に

よる解決が図られることになる。

　②の将来構想については、ルートが決まっていない構想段階のものについても、その立地の可能性

がある空間全てを考慮して事業を実施せざるを得なくなっている。このような全くの構想段階のもの

をどのように評価し、現在の整備を効率的に行うのか、また、将来の整備の可能性を残しつつ現在の

整備をいかに合理的に行うのかといった計画手法の確立が求められている例といえる。

　③の全体計画の不在については、地下利用に関する全体計画がないことから、関係者間のコンセン

サスが形成できず、ちぐはぐな対応をせざるを得なくなっている。

　「西梅田工区」で問題となったなにわ筋は、大阪中心部において、唯一地下鉄などが設置されてい

ない南北の幹線道路であり、地下に新たに地下鉄や地下道路を計画するために残った唯一の空間とい

え、大阪中心部の貴重な地下空間となっている。このため、計画サイドから見れば一種のリザーブ空

間のようなものであり、できるだけ利用は控え、将来の利用の可能性を残す空間と考えるが、地下を

利用する事業者が全てこのような認識を共有しているわけではなく、このような認識のずれが、そも

そも問題を起こしたといえる。

　具体の施設の整備計画がなくとも、それぞれの空間の持つ意味あいを整理し、これを全体計画とし

てとりまとめ、関係者間の認識を統一することが必要であることを提起しているといえる。

　なお、能勢上二線にっいては、経済状態の停滞、特に近畿圏における経済面での地盤沈下のよるエ

ネルギー需要の伸びの鈍化から、トンネルは掘削されたものの供用開始予定は当初の平成17年から

平成25年以降へ変更されており、事実上、事業化のめどが立たなくなっている。事業の調整に長期

を要したという側面はあるものの、今後利用がされなければ、地下利用としては、貴重な空間を浪費

した上に、支障物となるだけであり、事業計画の長期的な確からしさ、利用されなくなった地下施設

の有効利用方策という問題も提起している。

（2）都営大江戸線における事例（共同化の調整）

　都営大江戸線は、環状部29kmと放射部14kmからなる延長43kmの地下鉄である。
　放射部のうち、3．5kmについては、図4．1に示す通り、首都高速中央環状新宿線と一体的な構築物

として都市計画決定されており、駅部は高速道路と一体構造となっている。これに伴う、調整の内容

は、以下の表の通りであるが、道路と一体として都市計画決定を行ったため、道路の建設による環境

問題等の対応に多くの時間が費やされている。

　また、駅部の首都高速との一体構築部分は、環状6号線拡幅用地買収後の施工となっていたが、用

地買収が難航したため、本格着工が大幅に遅れているほか、表4．2に示す通り、他の鉄道との交差協

議に4年以上の年月がかかっており、さらにガス・水道等の埋設物の支障移転の処理や防護に時間を

要したため、開業の予定が当初より11ヶ月遅れている。

　施設位置は、上部が高速道路、下部が地下鉄となっており、上部の高速道路の施工のため、地下鉄

のシールドトンネルのセグメントは高価なダクタイル製となっている。
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表4．2　調整の相手先と主な内容

協議の相手先 首都高速道路公団 東京都建設局 鉄道事業者等

協議先の設備

　中央環状新宿線

{ックスカルバート

　　環状6号線
ｹ路拡幅（22m→40m）

JR中央線、営団丸の

焉A東西線西武新宿
?e種埋設物企業者

協議開始→協議終了 1986．1→1990．11 1986．1→1990．11 1986→1990
資料　運輸省に対するヒヤリングにより作成

　この事例における問題点としては、共同施工の調整の難しさと、必ずしも共同化がコスト削減にな

っていないことである。

　狭い道路地下に施設を配置するため、このような近接施工、共同化が必要となっているが、大深度

地下使用制度では、平面的に施設を分散させて配置することが可能であり、無理に共同化を行うこと

は不要となる。
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　　　　ン奔r
　　　　　　、　　中富合二

共同化区間の駅断面図 図4．1都営大江戸線と首都高との共同化

　また、道路線形に制約されているため、十二社駅と中野坂上駅間では90°を大きく超えるカーブ

となる線形をとらざるを得ず、鉄道としては、線形上必ずしも理想的なルートとは言えない。

　さらに、共同施工の調整に多大な時間が要するとともに、用地買収が必要となる道路事業と一体で

あったため、地元交渉が難航し、長期を費やさざるを得ない等、共同化によって、相手事業のスケジ
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ユールに引っ張られ、事業化までに時間を要している。

　この例からは、狭い道路に施設を収容するためには共同化は必然といえるが、必ずしも事業の共同

化がメリットばかりをもたらすものではないことがわかる。

（3）大阪JR東西線の例（有人施設と無人施設の関係）

　JR東西線は、大阪の中心部を東西に結ぶ延長12．5kmの地下鉄道である。このうち、国道1号、2

号線地下の部分は、共同溝の建設が同時期に予定されていたことから、駅部等の開削工法の区間では

一体構築され、その他の区間では、シールド工法により施設が構築されている。

　この場合の鉄道と共同溝の位置関係であるが、全ての区間で共同溝が上で、鉄道が下となっている。

したがって、図4．2に示す通り北新地駅では、地下の最深階（地下5階部分）にプラットホームが設

置されており、その上の共同溝（地下4階部分）、電気、機械室（地下3階部分）を挟むかたちで、

改札口（地下2階部分）が設置されており、利用者は、これらの階を越えて改札を利用している。

　この配置が逆であれば、上下の移動距離は少なくて済み、利用者の利便性、安全性の確保にも大き

く寄与したのではないかと思われる。

　同時期に計画、調整がされ、一体的な構造物として構築されたにもかかわらず、利用者の観点から

見れば、不便なものとなっているように思われる。

　この事例における問題点としては、どのような地下利用が望ましいのかということについて、理論

的にどのように判断を行うのか、地下利用のあり方論が不在していることである。

　多数の人間が利用する有人施設と無人施設の位置関係の考え方はその典型例であるが、今まで、こ

のような観点で研究が行われたことはなく、地下利用に当たっての判断の基準を整理する必要がある。

⑤
「1‘

●O．口

巨］口［司

④

・　〔コ　　＋

ξ．＝

①コンコース

②電気・機械室

③共同溝

④駅ホーム

⑤地ド街

図4．2　北新地駅断面図

（4）地下利用のガイドプラン及び道路地下空間利用計画の問題点（マスタープランの問題点）

　地下利用ガイドプラン及び道路地下空間利用計画はそれぞれ、平成元年9月の建設省都市局長及び

道路局長通達「地下の公共的利用の基本計画の策定等の推進にっいて」、建設省道路局長通達「道路

地下空間利用計画の策定について」に基づくものである。

　前者は、都市計画との調整を目的に、地下空間を「面」的にとらえて作成するもので、地下利用計

画策定委員会を活用して計画策定を行うこととしている。後者は、道路を「線」としてとらえて作成

するものであり、道路地下空間利用調整連絡会議を活用して策定を行うこととなっており、各々が補

完し合って初めて計画として成立するといえる。

　しかしながら、両計画とも、ゾーニングを行うものではあるが、具体的な事業の配置を決めるもの

ではないことから、都市計画法の体系に位置付けることができず、法的効果をもたない通達によるガ

イドプランとして策定されている。
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　この両計画の問題点として、一つ目は対象エリアの策定手法がある。良い事例とされている大阪市

（都市計画のガイドプランは公表済、道路のガイドプランは未公表）を例にとっても、大阪駅前地区、

難波・湊町地区、長堀通周辺地区の3地区についてのみ作成されており、大阪のその他の地区の地下

街がある中心市街地を網羅したものとなっていない。面的に地下利用が進展する地域は3地域といえ

るが、計画策定地区から漏れる地区においては、調整機能を果たすことができない。

　地下利用の輻綾化が進んでいる東京都においては、図4．3に示す通り、現在、25地区を対象に地

下利用ガイドプランの作成が進められているが、地下利用が進展している地域は、実態から見ればも

っと広い範囲である。
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図4．3　東京の地下埋設物の状況と地下利用ガイドプランの対象地区

　例えば、環状7号線、8号線地下には、環状指向を持っ施設として、それぞれ環七地下河川、環八

地下河川の整備が実施されており、さらには、地下鉄として、メトロセブン、メトロエイト等の構想

が提案されている。このような施設が完成すると、環状方向に巨大な地下の万里の長城が設置される

こととなり、リニア中央新幹線など、今後の放射指向を持っ施設の整備が難しくなると考えられるが、
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対象地区には含まれておらず、施設配置を議論する場がない。

　二つ目としては、ライフライン系の施設の位置づけが低いことである。建設省都市局の作成したガ
イドプランの作成指針2｝では「河川、上下水道、共同溝、ガス、電力等の供給処理施設のうち根幹的

なもの（幹線ルート及びプラント施設）」について、ガイドプランで定める内容としており、大阪市

においても、これを踏まえ、「地下空間の層別利用原則」として、表4．3のとおり供給処理施設も含

めて基本的な考え方を整理し、具体の地区の検討をおこなっているが、大阪市の場合、委員会メンバ

ーは、大阪市の各部局を中心とする行政機関のみであり、電力、ガス、通信等の事業について発言す

るメンバーの参画はなく、最終的な地区毎の配置計画では、供給処理施設について「共同溝、キャブ

等についての整備を進める」、「新規開発地区における、地域冷暖房施設、高度情報処理施設等のネ

ットワークに対応する。」ことが記述されるにとどまっており、地下施設を網羅的に取り扱ったもの

となっていない。

　阪神・淡路大震災において、ライフラインが長期間途絶し、多大な影響が生じたことを考えれば、

都市活動に必要なエネルギー等をどのように確保するのか、このための地下空間利用についても取り

扱うべきであるといえる。

　したがって、それぞれの地区の計画において、施設の配置計画として検討されたのは、表4．3に示

す通り、交通施設（鉄道、地下駐車場、地下道路）、人間活動系施設（地下街、地下連絡道路）、供

給処理施設（共同溝、キャブ等）であり、電気、ガス、水道等についての具体の記述はない。

表4．3　大阪市地下利用計画検討における考え方

地下空間の層別利用原則

　今後の計画的な地下利用を推進するにあたり地下空間における利用構成を基本的に以下のように考え
る。

①建物地下部分等と一体的に利用した方が効果的であり、かつ地上部分とのっながりの強い施設（地

　下街、地下通路、地下広場、地下駐車場、鉄道駅等）及び沿道利用のために接続する供給管等は浅層
　部に配置する。

②幹線的な供給処理施設や、地下鉄道・地下道路等の都市交通施設などを中・深層部に収容する。

　　具体の構成については、地上部との連絡の必要性の有無、歩行者の多寡、道路利用との整合性、施

　設の規模等を尺度として道路の機能・構造、地域の地形・地質・土地利用状況等を考慮するとともに、

　地上へのアクセス空間や交差点における地下利用施設相互の交差等を十分考慮してゾーニングを行
　う。

↓

根幹的な地下施設の配置計画（大阪駅周辺地区地下利用基本計画）

①都市交通施設

　・片福連絡線の整備　・なにわ筋線の整備　・阪神梅田駅の改善（阪神電鉄地下化）

　・地下駐車場の整備（ダイヤモンド地区、国道2号線、豊崎地区、JR大阪駅前広場）

　・地区内に地下幹線道路の整備構想がある。

②人間活動系

　・西梅田地区；地下広場、地下連絡通路の整備

　・ダイヤモンド地区；地下街、地下連絡通路の整備

　・JR大阪駅前広場地下街の整備

　・国道2号線地下歩道の整備
③供給処理施設

　・共同溝、キャブ等についての整備を進める。

　・新規開発地区における、地域冷暖房施設、高度情報処理施設等のネットワークに対応する。

注：この他の地区についても、具体の施設名は異なるものの、内容はほぼ同じ

資料：大阪市資料
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　三つ目は、情報公開の問題である。大阪市の例では、計画の策定過程において、詳細に施設の配置

まで検討され、詳細な地図が作成されているが、公表されているのは、表4．4に示す抽象的な地区の

地下利用のあり方であり、これを見て、どのような地下利用調整を行えばよいのか、計画策定にかか

わらなかった外部の者には、わかりづらいものとなっている。

　事例にあった、西梅田地区の地中送電線は、この計画地区内での調整に問題が生じたものであるが、

策定過程に、電力側を代表する行政機関（近畿通産局）や電力事業者が参画していれば、計画策定過

程を通じて調整が行われたものと考えられ、また、結果が詳細に公表されていれば、その結果をもと

に事業計画を策定することが可能であったといえる。せっかく作成したものであるが、この事例では

十分な調整機能が発揮できたとはいえない。

表4．4　大阪市地下利用ガイドプランのうち公表されている内容

地区

大阪駅周辺地区

難波・湊町地区

長堀通周辺地区

地下利用の考え方

　西日本最大のターミナルとして、各種の都市活動が集積し、上地の高度利用と大規

模な地下利用が進んでいる地区であり、大阪駅前ダイヤモンド地下街等の建設により、

放射・環状型の歩行者ネットワークの形成や駐車場の整備を図るとともに、沿道建築

物を含めた総合的な地下利用を推進し、より広範囲なネットワークの形成をめざす。

　関西国際空港への玄関口として、各種の都市活動が集積し、大規模な開発が進展し

ている地区であり、湊町駅前東西線等の建設により、歩行者ネットワークの形成や駐

車場の整備を図るとともに、沿道建築物を含めた総合的な地下利用を推進し、より広

範囲なネットワークの形成をめざす。

　高速鉄道7号線の整備に伴い交通結節点となる地区であり、長堀地下街等の建設に

より、歩行者ネットワーク形成や駐車場の整備を図るとともに、沿道建築物を含めた

総合的な地下利用を推進し、より広範囲なネットワークの形成をめざす。

資料：大阪市市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針3）

　なお、地下利用ガイドプランは通達に基づくものであったが、地方分権による通達行政の見直しに

より通達は効力を失うこととなるため、今後、自治体における計画を支援するガイダンス的な存在に

なると考えられる。

（4）　その他の事例

　その他、表45に示す通り、関西電力の例と同様、調整がうまくいかず、事業の実施途上において

計画の変更を余儀なくされた例や、表4．6に示す通り、情報の不足、情報の誤りから、事業の実施段

階で問題が生じた例があった。

表4．5　事業実施段階又は施工段階で事業の変更を余儀なくされた事例

事業者 調整先 場所 問題の内容

通信事業 鉄道事業 横浜市 事前協議段階で鉄道の地下化計画は示されていなかった
ｪ、実施設計段階で明らかになり、当初計画を変更

電気事業 下水道事業 千葉県 シールド掘進後に将来の下水道計画に対する空間の確保が

v請され、急勾配施工等の変更が生じた

電気事業 道路事業 東京都区内 道路管理者の竣工図に表記がない歩道陸橋橋脚基礎杭があ

閨Aシールドマシンを止め、杭撤去等が必要になった

資料　各事業省庁、各事業者からのヒヤリングによる
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表4．6　情報不足から問題が生じた事例

事業 場所 問題の内容 原因

水道と通信 東京都区内 シールドマシンが既存トンネルに接触、破壊 調整不足、工事照会の不徹底

水道と電気 名古屋市内 電力の土留め壁が水道管に打ち込まれた 工事立ち会いがなかった

資料：各事業省庁、各事業者からのヒヤリングによる

4．3．2　過去の地下利用の問題点のまとめ

　過去の地下利用は、道路地下を中心に、施設の設置が早い段階で行われたものから順に使いやすい

空間が”早い者勝ち”的に、また、各種施設が全体計画なしに短期的な必要性で”虫食い”的に利用され

てきたといえる。

　歴史的には、まず、水道が整備され、次いで、下水道、電気、ガス、と建築物に近い歩道下等の使

いやすい空間から順に埋設された経緯があり、新たに設置される施設は、原則としてこれらの施設を

避けて埋設されるため、既存施設の防護、施設位置の大深度化などコスト、工期がかさむ原因となっ

ている。

　また、一般には知られることはないが、多くの地下利用構想があり、これらとの調整をどのように

図るかということが問題を複雑化させている。例えば、首都圏の鉄道においては、第2山手線構想、

上越新幹線の新宿駅乗り入れ構想等があり、これらの空間は既にそれぞれの事業者が確保したことと

しており、他の地下施設の立地を拒んでいる。また、道路においても、弾丸道路構想、さらに、主な

幹線道路地下には、地下道路計画、地下物流構想が立案されていることが多い。

　現在作成途上の東京都の地下利用ガイドプランでは、図4．4に示す通り幹線道路下のほとんどの断

面に共同溝などの道路施設の立地が予定されていることとなっており、空間が確保されている。新た

に事業を実施する地下施設は、これらの施設との調整を図ることが求められている。
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図4．4　東京都地下利用ガイドプランで検討されている東京駅周辺の道路の断面

　しかしながら、現実に実施される事業と、これら構想との調整のためのルールはなく、どちらが地

下利用として望ましいのかという合理的判断のもとに調整されるのではなく、許認可権を持つなどの

力関係でルートが決まるといえる。

　4．3．1の事例から明らかになった問題点を時系列的に整理すると以下のようになる。

（1）地下埋設物及び将来予定されている事業の情報の入手の困難さ（計画立案段階）

　地下埋設物及び将来予定されている事業の情報は一元化されておらず、事業を実施しようとする者

が、調整すべきと考える相手と個別に調整を行っている。道路占用物件にっいては、道路管理者が把

握しているものの、詳細には各事業者に問い合わせて入手するしかなく、計画策定に当たってこれら
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を調査するには多大な労力がかかっている。また、近年、外資系の通信企業の進出のように、地下を

利用する企業も多様化しており、ますます情報の入手が困難となってきている。

　様々な地下施設との調整結果を事前に考慮してルートを選定できれば、効率的な事業の実施が可能

となるが、ルート決定後に様々な調整を図るので、事業の変更などにより、コストが当初よりかかっ

たり、調整が長期化し、供用のスケジュールがずれ込むなど、事業の効率的な実施の大きな障害とな

っている。

　また、調整の相手を特定することも困難になりつつあり、事業者から各事業者に逐一問い合わせる

方法には限界があるといえる。

　このため、①事前に将来の計画も含めた各種情報を一元化し、これを活用できるようにすること、

②事業者からの働きかけで調整するのではなく、ある種の手段により、事業を周知すれば、調整が必

要と考える各事業者の方から調整を申し出るような仕組みへの転換が必要である。

（2）事業調整のルール（手順）の不在（事業調整段階）

　調整すべき相手が特定できても、どのように調整を行うのかルール化されてないため、個別の調整

に困難を抱える例が多かった。

　道路地下では、道路管理者がその占用権者として調整を行うことができるが、実際は、事業者同士

の調整に任せる場合が多く、また、道路管理者が将来的な事業を全て把握しているわけではないので、

事後で都市計画的な観点や他の事業者と調整を余儀なくされる例が多くあった。

　また、鉄道敷等の自社用地であっても、道路と交差する場合には、道路管理者からの要請で深く計

画せざるを得なかった事例などがあり、調整のルールの内容も問題となっている。さらに、調整相手

が判断を保留すれば、調整が事実上とん挫するため、事業を実施する側が本来必要のない調査を実施

し、判断材料を提供する事例もあった。

　このため、③調整の手順、調整の効力を明確にするとともに、④調整が不調となった場合にこれを

専門的知見から公平に判断することが可能となる制度を構築することが必要である。

（3）地下空間利用のルール（考え方）の不在（事業調整段階）

　地下利用の際の調整に問題が生じるのは、それぞれの事業の実施の段階で有利であればよいという

発想で調整を行い、双方に合理的な地下利用を行おうという姿勢がないためといえる。

　道路管理者は、占用許可者として調整を行える立場にあるが、一方では、道路事業、共同溝事業を

実施する立場であり、大阪の例（JR東西線を見ても、地下の利用方法としては、検討の余地があっ

たといえ、また、東京都のガイドプランでも、利用しやすい空間を共同溝の空間として設定する方向

で検討が進んでいる。

　一方、どのような地下利用が本来望ましいのかを、学問的なレベルで明らかにしたものはなく、調

整が難航した場合に、事業者同士が解決策を共有することができず、積極的に合理的な空間利用を図

るのではなく、妥協点を探ることに調整が終始するようになっている。

　このため、⑤どのような地下空間利用が望ましいのか、例えば、有人施設と無人施設の配置の問題

のような基本的な事項からルールを明確にする必要がある。

（4）地下埋設物の位置の不確かさ（施工段階）

　地下を掘削中に予期せぬ埋設物により、事業が中断、工法を変更する必要が生じた例があり、各事

業者が正確に埋設物の位置を把握し、これを提供することが重要である。

　しかしながら、かなり以前に埋設された地下埋設物の位置はわからないことが多く、また、近年埋

設されているものについても、その位置が図面通りに埋設されているとは限らず、物理探査等を用い

て簡単に地下埋設物位置が把握できる調査方法の開発が期待される。
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（5）事業の廃止（管理段階）

　せっかく設置した地下施設であるが、事業が目的を終えたり、社会情勢の変化から、利用の見込み

が立たなくなったりする場合がある。現在は、利用されないまま事業者がそのまま引き続き管理を行

っているが、地下空間の有効利用という観点からは、容易に他事業へ転用できる等の制度を設け、施

設の用途が社会情勢に応じ、柔軟に転換されることが必要である。

（6）まとめ

　地下利用に当たってのルールが不在していることが様々な問題を引き起こしているといえ、また、

公平に調整を行う仕組みがないことが、これに拍車をかけている。

　問題を生じている事例からの課題としては以下の6点に集約できる。

　①各種地下情報の一元化と各情報の精度の向上

　②調整が必要と考える事業者から申し出る制度への転換

　③調整の手順、効力の明確化

　④調整が不調となった場合に公正な判断する専門機関の必要性

　⑤地下利用のあり方の策定

　⑥施設の用途の柔軟な転換

　大深度地下法の作成に当たっては、これらの点を踏まえて法制化を行った。大深度地下使用制度は、

単に事業を円滑に進めるための権利調整の仕組みを整えただけでなく、過去の地下利用の問題点につ

いてもアプローチし、大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ろうとしたものである。

4．3．3　大深度地下使用制度における問題点への対応

　先に述べた①から⑥の課題にっいて、どのような対処がなされたのか簡単に触れる。詳細には、該

当する章、節で考え方を述べる。

①の各種地下情報の一元化と各精度の向上については、法律に、

（情報の提供）

第八条　国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適切かつ合理的な利用に資するた

　　め、対象地域における地盤の　況　地下利用の　況等に関する情報の収　及び提供その他必要な措置を講ず

　　るよう努めなければならない。

　として、国及び都道府県の責務として地下に関する情報の整備・提供を義務づけた。このように地

下情報に係る整備が法律で位置付けられたのは初めてのことであり、これを踏まえ今後、情報の整備

を進めていくこととなる。この地下情報のあり方については、詳しくは第5章で述べる。

②の問題があると考える事業者から申し出る制度への転換については、法律に、

　（事前の事業間調整）

第十二条　事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次

　　に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第一項の事業にあっては当該事業を所管する大臣（以下

　　＿［皇鑓臣」＿という。）に、同条第二項の事業にあっては　道府県知事にこれを送付しなければならない

　　一　事業者の名称

　　二　事業の種類

　　三　事業区域の概要

　　四　使用の開始の予定時期及び期間
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　五　その他国土交通省令で定める事項

2　事業者は、前項の規定により事業概要書を送付したときは、国土交通省令で定めるところにより、事業概要

　書を作成した旨その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、事業区域が所在する市町村において、

　当該事業概要書を当該公告の日から起　して三　日R　縦　に供しなければならない。

3　第一項の規定により事業概要書を送付された事業所管大臣又は都道府県知事は、速やかに、事業区域が所在

　する対象地域に組織されている協議会の構成　にその写しを送付しなければならない

4　前項の規定により事業概要書の写しを送付された協議会の構成員（第四条各号に掲げる事業を所管する行政

　機関に限る。以下この項において同じ。）は、同条各号に掲げる事業を施行する者のうち一
　に所管するものに対し、当該事業概要書の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない

5　第二項の規定による公告をした事業者は、同項の縦覧期間内に、事業区域又はこれに近接する地下において

　第四条各号に掲げる事業を施行し、又は施行しようとする者から事業の共同化　事業区　の・整その他事業

　の施行に関し必要な調整の申し出があったときは、当該調整に努めなければならない

6　前項の規定による調整の結果、第二項の規定による公告をした事業者と共同して事業を施行することとなっ

　た事業者については、前項各項の規定は、適用しない。

　とし、事業概要書を行政機関に提出し、公告、縦覧に供すれば、関係する事業者に事業の概要を周

知したこととし、また、調整についても、事業者から出向いて調整を図るのではなく、調整の申し出

を受ける仕組みとしている。これにより、調整の漏れの責任は、事業を実施しようとする事業者から、

相手の事業者に転嫁されたこととなり、調整にかかる事務量が大きく減少することになる。

　③の調整の手順、効力の明確化及び④の調整が不調となった場合の公正な判断する専門機関の必要

については、法律第十二条に事前の事業間調整として手続きを明確に定めたほか、使用認可申請書に、

調整の終了、未了を問わず、

　（使用認可申請書）

第十四条　事業者は、使用の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項

　　を記載した使用認可申請書を、第十一条第一項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、

　　同条第二項の事業にあっては都道府県知事に提出しなければならない。（略）

　十一　第十二条の第五項の規定により調整の申し出があったときは、当該　整の経過の要　及びその結果を記載

　を添付することとし、認可権者（国土交通大臣又は都道府県知事）がこれをもとに、事業の実施に

より得られる公益と失われる公益との比較衡量を行い、使用の認可の可否を判断する仕組みとした。

　これにより、事業者間の調整に全て委ねられていた現在の方式から、国土交通大臣又は都道府県知

事が最終的に公正な判断を行う方式へと変わった。

⑤の地下利用のあり方については、法律に、

　（基本方針）

第六条　国は大深度地下の公共的使用に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない

2　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

　　大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項

　　大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項

四34

安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項

前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項

国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければな
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　らない。

5　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

とし、この第2項第2号において、大深度地下利用に当たっての基本的な考え方を記すこととし、使

用の認可に当たっては、この基本方針への適合性について審査を行い、適正かつ合理的な利用が確保

される仕組みとした。

⑥の事業用途の柔軟な転換を可能にすることについては、

（権利の譲渡）

第二卜八条　使用の認可に基づく権利の全部又は一部は、第十一条第…項の事業にあっては国土交通大臣、同条第

　　　二項の事業にあっては都道府県知事の承認を受けなければ、譲渡することができない。

　　2　前項の規定による国土交通大臣への承認の申請は、事業所管大臣を経由して行わなければならない。この

　　　場合においては、事業所管大臣は、遅滞なく、申請書を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付する

　　　ものとする。
345

6

7

第一項の規定による承認の申請書の様式は、国土交通省令で定める。

第卜七条の規定は、第一項の規定による承認について準用する。

国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による承認をしたときは、それぞれ官報又は当該都道府

県の公報で告示しなければならない。

国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が

所在する市町村の長に通知するとともに、国土交通大臣にあっては　関係都道府県知事に通知し、都道府

県知事にあっては国土交通大臣に報告しなければならない。

使用の認可に基づく権利の全部又は一・部を譲り受けた者は、譲渡人が有していた使用の認可に基づく地位

を承継する。

　とし、権利譲渡の規定を設け、無秩序な転換を制限する一方、関係行政機関からなる協議会におい

て、様々な情報が交換されることを予定しており、柔軟な用途の転換が行われるものと考える。

4．4　利用が輻軽した場合における事業間の調整の方法

　問題点から明らかになったように利用が輻綾した場合、どのような方法で、どのような空間配置を

調整するのかと言うことにっいてルールを定めておくことが必要である。ここでは、大深度地下使用

制度において、どのような調整の仕組みを設けたのかについて述べる。

4．4．1　現在における調整の仕組み

　現在は、利用がほとんど道路の地下に限られていることから、調整の仕組みとしては、①道路管理

者が主催し、占用企業が参加する道路調整会議を通じて調整を行う場合と、②道路管理者の占用許可

の認可の中で調整を行う場合、③他企業の計画を独自に情報収集し、必要に応じて調整を行う場合の

3通りの方法が採用されている。

　①については、道路の掘り返し防止を中心に約3年程度の期間を見通した調整が実施されているよ

うである。②については、占用許可の申請又は事前協議があって初めて調整が可能となるものであり、

ある程度具体化したものが対象となっている。また、③については、それぞれの事業によってケース

バイケースではあるが、事業が具体化した段階で調整されるものであり、いずれの場合も、長期的な

視点に立って調整を行うことを目的としたものではない。
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4．4．2　臨時大深度地下利用調査会答申において提案された調整の仕組み

　臨時大深度地下利用調査会答申4）では、今まで述べてきたような大深度地下の特性を踏まえ、利用

に当たっては、「可能な限り長期的な視点に立つべき」とし、「①長期的かっ広域的な視点を確保す

るための構想段階からの調整、②複数の具体的な事業の実施位置を明確にするための即地的な計画、

③実施位置が近接又は競合する事業間で、事業が具体化した時点で行う個別の調整といった多段階の

仕組みとすることが適当であり、それぞれの段階で調整、決定した内容については、その実現を妨げ

ないような効力を持っことが望ましい。」とし、表4．7に示す3段階の調整の仕組みを提案している。

表4．7　臨時大深度地下利用調査会答申における考え方

目的・内容 効果・効力
構 目的：大深度地下利用事業全体を把握し、 ・大深度地下の利用構想が全体として把握され、
想 大深度地下の適正かっ計画的な利 調整の要否が明確となり、適正かっ計画的な
段 用を図る。 利用のための事業者間の調整が促進される。
階 内容：可能な限り長期を見通して、大深 ・即地的な計画に当たっては、調整の結果が配
か 度地下利用事業（構想を含む）を 慮される。

らの 把握し、調整を図る。 ・調整結果については、大深度地下の使用権を
調整 表示：図、文書により表示。 設定するに当たって一定の配慮がなされる。

目的：個々の地点の大深度地下の適正か ・計画に従って施設整備をすることが必要とな
即 っ計画的な利用を図る。 る。

地 内容：必要な場合（複数施設問の調整、 ・計画された施設の整備を妨げるおそれのある
的 浅深度・地上の土地利用との調整 行為（他の社会資本整備、私的利用）は規制
な 等）に策定し、個別地点、空間で される。

計 の合理的な事業実施の位置を計画
画 決定する。

表示：図、文書により表示。

目的：複数施設間の個別の調整を行い、 ・共同化や合築等による効率的な空間利用や良
個 大深度地下の適正かつ計画的な利 質な通路網による利便性の向上が促進される。
別 用を図る。 ・即地的な計画に当たっては、調整の結果が配
の 内容：複数施設を近接して作る場合、効 慮される。

調 率的な施設配置等のため、具体的 ・調整結果については、大深度地下の使用権を
整 な施設の構造等の詳細を確認する。 設定するに当たって一定の配慮がなされる。

表示：図、文書により表示。

4．4．3　大深度地下使用制度において導入した調整の仕組み

　大深度地下使用制度においては、答申を提言された仕組みを踏まえ、図4．5に示すフロー図のよう

に調整の手順を制度化した。

　構想段階の調整については、法第7条に基づく大深度地下使用協議会を活用して、行政機関同士で

できるだけ早い段階から情報交換、調整を行うほか、第12条に基づく事前の事業間調整により、事

業の大まかな予定が決まった早い段階で事業者間同士においても調整を行うこととしている。

一100一



　　　　　（都市計画制度の流れ）　　　　　　　　（大深度地下使用制度の流れ）

　　　　　　　　マス　　　ラン　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係事業者からの調整の申し出　　　　（構想段階の調整）

　　　　　　　原案の作成　　　　　　　　　　関係事業者との調整

　　　　　　　　公聴会

　　　　　案の公告及び縦覧

　　　　　　都市計画決定　　　　（即地的な計画）

　　　　　都市計画事業認可　　　　　　　　　　使用認可申請　　　　　　　（個別の調整）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用認可

　　　　　　　　　　　　　　　事業の実施

　※（）は答申における3段階の調整の考え方

　　　　　　　　　　　　図4．5　大深度地下使用制度における調整の流れ

　事業者間同士の調整の仕組みについては、図4．6に示すように、現在は、事業者自らが調整すべき

相手に個別に説明を行い、調整が了するまで継続して行う仕組みとなっているが、これに多大な労力、

時間を要していることから、大深度地下使用制度においては、主客を逆転させて、事業者は概要書を

行政機関に提出、縦覧に供すれば法律的に全事業者に周知したこととするとともに、調整の必要があ

ると考える他の事業者が調整を申し出る仕組みに転換させており、労力の大幅な軽減が図れるほか、

調整を行う、行わないの判断は各事業者の責任に転換されることから、原則として調整の漏れはない

ことになる。図4．6に現在の調整の仕組みと大深度地下使用制度の仕組みとを対比させた。

　　　（現在の調整の仕組み）　　　　　　　　　　（大深度地下使用制度における仕組み）

　　　　　事業計画の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　事業概要書の作成

他の事業者へ個別に説明の実施 事業所管大臣or都道府県知事　　公告及び事業区域の存す
　　　　　へ送付　　　　　　　　る市町村で30日間縦覧

大深度地下使用協議会構成員へ送付

事業の共同化、区域の調整の申し出

調整を了するまで調整の実施　　　　　　　　認可申請書に調整の経過を記載（不調の場合も）

※不調の場合事業に着手できない

一一＿＿一＿一文＿一一一一＿＿一．　　　　　　　　　国土交通大臣or都道府県知事が判断

1　　土地収用法の手続き　　　1
，＿－－－－＿＿＿＿＿－＿－－－＿＿＿＿＿＿－－－－＿＿ロ＿J

　　　　※例は少ない

　　　　　　図4．6　現行と大深度地下使用制度の事業者間の調整の仕組みの比較
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　当然のことながら、法律に基づく事前の調整を行ったというプロセスは、相当の効力をもつもので

ある。

　また、即地的な計画については、現在、施設の位置を即地的に定めることができる制度として都市

計画制度があり、今般、大深度地下法と同時期に、都市計画法の改正により立体都市計画制度が創設

され、立体的な区域として地下に都市計画決定ができるようにようになったことから、大深度地下使

用制度の中に並立する制度を構築するのではなく、都市計画制度と連携を図ることとした。これにっ

いては、4．7で詳説する。

　個別の調整については、調整の必要がある事業者は第十二条による事前の事業間調整で特定され、

認可申請を行うまでの間に、個別、詳細に調整が行われ、認可申請書にその経過と結果が記載される。

　なお、現在は、原則として調整を了する必要があるが、大深度地下使用制度においては、必ずしも

調整を了しなくとも申請を行うことができ、最終的な判断は国土交通大臣又は都道府県知事が公正な

立場から行うこととした。

　このように、調整の手順、効力を法律で明確に規定しており、何ら根拠なく調整を行っている現在

の状況から見れば大きな進歩を遂げたといえる。

　ただし、これは大深度地下使用制度においてのみ有効で、道路占用による浅い地下利用等について

は従来通りの調整が必要で、大深度地下使用制度の構築を機に、同様の制度が検討され、現行の方法

が見直されることが期待される。

4．5　利用が輻接した場合の大深度地下利用のあり方

　調整の手順、効力は大深度地下法の中で明確にしたが、実際に調整を行うための判断の基準となる

大深度地下利用のあり方にっいては明らかにされていない。これに関しては、法第6条に定める基本

方針において記述し、認可に際しては、基本方針への適合性を判断し、実効性を担保する仕組みとし

ている。

　事業間の調整の具体的内容としては、輻鞍する事業間の空間配置の調整と輻棲する事業の共同化の

2つの内容が考えられる。共同化にっいては、4．6で述べることとし、ここでは、事業間の空間配置

の調整のあり方について述べる。

4．5．1　事業間の調整の必要性の検証

　大深度地下使用制度には、事前の事業間調整の仕組みを用意しているが、このような調整も大深度

地下を利用する事業がごく少数であれば、調整のための判断基準を定めず、その場その場で決めてい

くことで足りうると考えられる。したがって、ある程度の数の事業が将来予測され、調整のための判

断基準が必要となるか否かを考える。

　大深度地下利用の必要性については、地上の土地利用の高度化、複雑化による地上での公共事業の

実施の困難化、浅い道路地下の利用の輻綾化と関連すると考えられることから、これら現状をもとに

検討した。検討にあたっては、表4．8に示す通り様々なデータを指標化した。

　土地利用の高度化については、高層建築物が多く建設されており、中高層の住居に居住する世帯の

割合が高ければ高いほど高度化しているのではないかと考え、これらの現状について調査した。

　これより、高層建築物については三大都市圏で多く見られる一方、中高層住宅に居住する世帯の割

合は、関東では低く、西日本の名古屋、関西、福岡で高い値を示している。

　また、高密な開発のために容積率の割り増しを行う制度の導入件数を調査した。これからは、3大

都市圏で制度の導入件数が多く、土地利用の高度化の進展状況として、他の政令指定都市とは差があ

る状況がわかる。
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表4．8　3大都市圏、政令市における土地利用、地下利用の状況

指標 札幌 仙台 千葉 23区 川崎 横浜 名古

ｮ
京都 大阪 神戸 広島 北九

B
福岡

60m超 27 19 28 491 20 50 43 2 159 64 26 3 18
高層建築

ｨの棟数 100m超 3 5 11 140 2 17 6 0 54 19 2 2 4

6階以上の割合％ 15．15 10．96 1L91 18．09 1194 14．12 20．64 12．01 3LO5 1790 14．69 12．87 23．66共同住宅

｢帯割合 3階以上の割合％ 3608 27．58 39．41 44．51 42．83 38．07 46．08 33．94 54．70 48．14 40．19 35．47 52．57

特定街区導入件数 3件 0件 2件 51件 3件 5件 6件 1件 12件 10件 3件 0件 0件各種制度

ﾌ導入状

@況

総合設計導入件数 24件 31件 12件 27件 183 102 21件 592 126 79件 15件 73件

高層住居導入地域数 26件 0件 8件 82件 5件 12件 U件 2件 10件 46件 9件 12件 10件

20m以深道路地下利用状況　　地点数 107 1039 72 473 103 27 162 23 6 57 30

地下鉄整備状況　営業キロ数 48．0 14．8 250．7 40．4 78．2 26．4 115．6 30．2 0．3 17．8

大深度 40m以深の事業数 0 0 0 54 2 24 4 1 12 2 1 0 0

地価 　　　　　　2ｽ均地価（円！m） 80700 104100 164200 478630 302700 279400 180400 290300 346300 237500 149100 87800 150000

注「高層建築物の棟数」は第3章の「高層評定全体データベース」より求めた各都市に存在する高層ビルの棟数

　「高層住宅の世帯割合」は全世帯数に対する当該階数以上に居住する世帯の割合。資料は平成7年国勢調査。

　「特定街区導入件数」は特定街区制度を利用した地区数を示す。資料は都市計画年報

　「総合設計導人件数」は総合設計制度を利用した地区数を示す。資料は建設省資料

　「高層住居導入地域数」は高層住居導入制度を活用した地域の数。資料は都市計画年報。

　「道路地下利用状況」は第5章の道路管理データベースの位置情報のうち地下20m以深のポイント数を集計

　（仙台、千葉は同データベースが整備されておらずデータなし）

　「40m以深の事業数」は、各省庁からのヒヤリングにより40m以深を利用した事業の数を集計

　「平均地価」は平成11年都道府県地価調査の実施状況及び地価の状況（国土庁）をもとに作成

　現在の道路下の地下利用の進展状況について、第5章において述べる（財）道路管理センターが整

備している道路の埋設物の位置を収録した道路管理データベースを使い、三大都市圏、政令市の埋設

物の深度の状況を調べた。

　同データベースでは、位置情報はそれぞれの埋設物の屈曲点、勾配の変化点で作成されており、必

ずしも管理延長と比例しているわけではないが、深さ方向にどの程度利用が進行しているのかを知る

目安になる。なお、地形的な要因で深い管路もあり、データを見る場合には考慮する必要がある。

　表4．8に地下20m以深の各埋設物のポイント数の合計を記すがこれより、東京において深い地下利

用が進展していることがわかる。次いで、大阪、札幌、名古屋において深いことがわかる。

　また、各省庁が所管する事業の内40m以深を利用している事業の数について調査した。これから

は、広島において例はあるものの、このような事業が見られる地域は三大都市圏のみであるといえる。

　地下鉄の営業キロ数についても、50kmを超えるのは、東京、大阪、名古屋の三大都市圏のみであ
る。

　これらを総合的に勘案すれば、大深度地下利用が見込め、事業間の調整が特に必要といえるのは三

大都市圏といえることから、具体的には三大都市圏を対象に大深度地下利用のあり方を考えることと

した。

　また、各省庁からのヒヤリングでは、三大都市圏において既に40m以深を利用している事業の総

数は100程度あり、大深度地下使用制度構築前であっても、図4．7に示す通り、5力年の間に20程

度の事業が完成している。換算より年間平均4～5件程度の事業が大深度地下相当の深度（土被り40m

以深）を利用していることがわかる。

　また、各事業においても、現段階で公表されてはいないが、地下を利用した長期の設備構想を相当

数検討しており、首都圏では、特に環状7号線、8号線の地下を利用した計画を多くの事業者が検討

している。
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　　　　　　完成年（完成予定年）

資料：厚生省、運輸省、通産省、郵政省、建設省、農水省からの聞き取り調査より作成

注　’三大都市圏の都市部で行われている土被り40m以上の事業を集計（除く山岳トンネル）

　　　図4．740m以深を利用している事業の数（完成年度べ一ス）

　このように、道路地下の利用の深度化、深い地下利用の実態、今後の地下を利用する事業の見込み

から、現状においても、大深度地下利用の輻棲化の可能性は大いにあるといえ、さらに、大深度地下

使用制度の構築により地下利用の可能性が拡がったことから、事業間の調整のあり方にっいて定める

必要があるといえる。

4．5．2　平面的な空間配置、垂直的な空間配置とゾーニングの問題

　大深度地下は、平面方向には広い空間であることから、利用が輻棲したとしても、横方向には十分

な離隔をとった施設の配置が容易であり、平面的には適正な空間利用が十分可能である。

　一方、垂直方向に利用可能な範囲は40mから100m程度の狭い空間であり、トンネルが数本交差す

れば空間としては閉塞され利用が不可能となる。したがって、事業間の空間配置の問題としては、平

面的な調整より、交差に伴う垂直的な調整のルールを決めておくのが重要である。

　つまり、将来の事業の妨げとならないように地下利用を図る場合、平面的には、図4．8に示す通り、

早い段階から埋設する施設同士が十分な離隔をとるよう配置すれば、将来の事業を行うスペースを確

保することが可能であるが、逆に、垂直的な交差のルールがなければ、図4．9に示すように、交差す

る空間がなくなったり、上下に曲げる必要が生じたりするため将来の事業の妨げになる可能性がある。

　したがって、まず第一に垂直的な交差のルールを明確にしておくことが重要である。

　また、大深度地下空間にも、立地条件により、利用しやすい空間としにくい空間があり、また、地

上とのアクセスと考えた場合、斜路でアクセスを要する鉄道、道路は、道路、河川といった線状の公

共空間を利用さざるを得ず、これらの施設の付近の地下空間をどのようにゾーニングしていくのかと

いうことが問題となる。したがって、第二としては、平面的なゾーニングの考え方を明確にすること

が重要である。

　垂直的な交差のルールも、平面的なゾーニングの考え方もある意味においては、空間の整序を求め

ている点では共通しており、空間整序をいかに図っていくのかということが重要であるといえる。
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　　　　　　　　十分な離隔

先行事業　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　先行事業

　　　　　　将来の施設の配置が可能

十分な離隔をとれば将来の施設の配置が可能

　　図4．8　大深度地下空間の平面特性

先行事寅 先行事禽
　　　ザぽ　　　おぽのErのOftsせ 　　　ザな

先行事鍵

交差のルールがなければ将来の施設の配置が不可能　　交差のルールにより将来の施設の配置が可能

　　　　　　　　　　　　　　図4．9　大深度地下空間の垂直特性

4．5．3　垂直交差のルールの考え方

　交差の考え方については、空間の整序から、例えば、環状方向と放射方向、東西方向と南北方向の

ように交差のルールを定める考え方と、各事業の特性から、例えば有人施設と無人施設とのように交

差のルールを定める考え方がある。

（1）空間整序からの交差のルールの考え方

　どこで交差を行うべきかについて、大深度地下使用制度では平面的にはどこでも利用が可能である

ことから、交差がどこで発生するかをあらかじめ考えておくことはできないが、交差を避けるべき空

間、言い換えれば、輻綾した利用を避けるべき空間については、ある程度設定することは可能である。

①リザーブ空間の設定

　大深度地下利用に当たっての最大の難点は、地上とのアクセス空間をどのように確保するかと言う

ことであり、アクセス空間として利用される空間の付近の大深度地下空間では、利用の輻榛化をでき

るだけ避け、将来の施設の立地の可能性を大きく残しておく必要がある。この意味において、アクセ

ス空間として利用が見込まれる道路、河川、公園等の公共用地地下の大深度地下空間は輻積化を避け

るため、施設の縦断的利用を避けるべきリザーブ空間といえる。

　特に、道路事業、鉄道事業は、地上、浅深度との接続部が大規模な施設となるとともに、このため、

線状の用地を相当距離にわたり縦断的に利用せざるを得ないことから、これらの事業の利用に配慮し

てリザーブ空間について横断的な利用を行うとしても、縦断的な利用を極力行わないようにすること

が重要といえる。

　これを図示すると図4．10の通りであり、幹線道路等の地下はリザーブ空間として、交差や縦断的

については慎重に行い、これ以外の空間を活用して、施設の交差を行うべきといえる。

　このようなリザーブ空間である道路、河川等の公共施設の地下を座標軸としてとらえると施設配置

が考えやすくなる。
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図4．10　リザーブ空間と交差空間のイメージ

　東京では、図4．11に示すように座標軸は放射・環状型の方向性を、また、大阪は格子型の方向性

をもつといえる。

図4．ll東京における座標軸のイメージ

②空間整序による空間配置の考え方

　交差ゾーンについては、ある程度同じ方向性をもって整備される施設同士をグループとして、グル

ープ毎に利用する深度を決めておけば、空間としての整序が保たれる。

　東京では、道路ネットワークは環状・放射の組み合わせで、これらの地下を利用して様々な施設が

設置されていることから、地下施設も環状指向を持っもの、放射指向を持つものに分かれている。

　環状指向を持つものとして、環状6号線（山の手通り）の地下の首都高速中央環状線及び地下鉄大

江戸線、環状7号線の地下の環7地下河川、環状8号線の地下の環8地下河川がそれぞれ、土被り40m

～60m程度の深度で、地下の城壁のように整備されている。
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　さらに、この環状道路を利用して、地下鉄メトロエイト線など様々な事業の計画が検討されている

が、さらに60m以深に環状方向に施設が設置されると、今後、整備が予定されているリニア中央新

幹線等放射方向のものは、これより深い深度に施設を設置せざるを得ないことから、今後、事業化さ

れる計画はできるだけ、大深度地下使用制度を活用して、現在整備されている地下施設と同一の深度

に平面的に分散させ、これ以上、地下の環状方向の城壁が高くなるのを防ぎ、放射方向の施設の深度

が深くならないようにすることが、様々な事業を円滑に実施するためには重要である。

　このように空間整序の面から、施設問の空間配置の調整を行い、秩序ある大深度地下利用を行うこ

とが考えられる。

　しかしながら、深くなる側の施設には、コスト面、利便性等様々な面で問題が生じることが想定さ

れ、どのように空間整序を行うかは、それぞれの地域の現状を踏まえ、慎重に判断する必要があると

ともに、これに関して事業者間でコンセンサスを形成しておくことが重要である。

（2）施設の特性による空間配置の考え方

　一方、施設特性によっても、例えば、有人施設と無人施設、急勾配に対する対応のしやすさ等線形

の自由度、垂直移動に対するエネルギーの消費（移動が重力に制約されるかどうか）等を判断基準に、

交差における施設配置の上下を定めることができる。

　各事業の特性を整理すると表4．9のようになり、それぞれの施設によっても、縦断勾配、平面線形

等の制約条件の考え方が異なっている。

　施設問の配置について、各事業者に対してヒヤリングを行った結果からは、全ての事業者が、浅い

空間の利用が望ましいとしつつも、一般的には表4．10のとおりの特性が整理ができる。

　これより、不特定多数の人間が利用し、しかも、無理な線形がとれない道路、鉄道といった施設は、

浅い空間を利用すべきといえ、一方、その他のライフライン施設については、深くても事業に対し致

命的な影響があるとはいえないことから、空間全体の利用を鑑みれば鉄道、道路といった施設を優先

に考えるべきといえる。また、流体を取り扱う事業は、維持管理も含め、勾配などの設定は慎重に行

うべきと言える。

　特に、管路内を充填して、有人による維持、管理を行わないガス、水道等の施設については、施工

上の問題はあるが、いったん施設を設置してしまえば、深度は関係ないといえ、設置の自由度が高い。

　従来、人による維持・管理が必要とされてきた通信事業や電気事業においても、施設を充填して埋

設する事例が出てきており、メンテナンスフリー化の傾向にあるといえ、より設置の自由度が高くな

ってきていることから、大深度地下において配置を考えやすくなる傾向にあるといえる。

表4．9　各施設における空間配置上の特性

有人・無人 口径（m） 曲率 勾配 重力の影響

通信事業 ×維持・管理のみ 2．2～3．0 ×20D（Dケーブル径） ×0～0．2％ ×なし

鉄道事業 ○不特定多数が利用 単：5．0～7．0

｡：85～10

OR＝400m 03511000 Oあり

電気事業 ×維持管理のみ 3．0～4．0 ×※ ×※ ×なし

ガス事業 ×無人 2．0～3．0 ×※ ×※ ×なし（圧力差）

水道事業 ×無人 LO～3．0 ×※ ×0．2％以上 ×なし（圧力差）

下水道事業 ×維持・管理のみ × ×自然流下

河川事業 ×維持・管理のみ × ×自然流下

道路事業 ○不特定多数が利用 ORニ150m 08％以下 ○あり

※は施工（シールド掘削）における限界を曲率、勾配の限界として回答したもの。空欄は回答のないもの

○は浅くすべき要素、×は深くてもよい要素

資料：各事業所間省庁からのヒヤリングによる
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表4．10　施設特性による空間配置の考え方

項目 考え方 事業者からの意見
有人・無人施設 不特定多数が利用する有人施 不特定多数が常時出入りする鉄道・道路については、地上へ

設は、無人施設・点検時に入 のアクセスに対して安全性・快適性・迅速性を考慮すべき

坑する施設より上に配置すべ アクセスのためには、道路等の公共用地地下を利用せざるを

きである 得ず、この空間を確保しておく必要がある。したがって、公

共用地地下では交差・縦断的利用は避けるべき

移動に対する重力 移動に重力が作用し、多大な 移動に重力が作用する施設については、エネルギー効率、利

の作用 エネルギーを必要とする施設 便性を考慮して浅い位置に配置すべき

を上に配置すべきである 自然流下方式の水路は、地上あるいは浅深度への連絡にボン

プアップが必要となる

地上とのアクセス アクセスに対して構造上の制 鉄道の駅舎部は不特定多数の乗客を運ぶための昇降設備が必

構造 約を受ける施設は、アクセス 要となるため、浅い位置に配置するのが望ましい

しやすい空間に配置すべきで アクセス構造が斜路構造のもの（道路等）は、その距離が長
ある 大化するため浅い位置にすべき

既存道路下の管路網連絡が必要な下水道等はなるべく近くに

配置するのが望ましい

線形の自由度 線形に対する自由度が比較的 自然流下方式の水路は平面線形より縦断線形に制限を受ける

大きな施設は線形（平面、縦 圧力管方式は自然流下方式に比べて線形の自由度は大きいと

断）に融通を利かす必要があ 言えるが、空気抜き（凸部）、排水部（凹部）を考えると直線
る が望ましい

常時の維持管理及 有人施設は、人間活動の維持 有人施設は換気等の人間活動に対する維持管理設備がライフ

び非常時対策 管理、非常時対策に多大な労 ライン系の施設に比べて重装備化するとともに管理頻度も高

力及び設備を必要とすること くなる

から、地上とアクセスしやす 有人施設は安全区画や避難路として2方向通路が必要となる

い空間に配置すべきである など、空間的な制約も受ける

資料：各事業所間省庁からのヒヤリングをもとに作成

（3）空間配置を考える上での空間整序と施設の特性の優先度

　空間整序による空間配置論と施設特性による空間配置論のどちらを優先させて考えるべきかについ

ては、今後、どの程度の大深度地下の利用が予定され、それぞれの施設の方向、指向性はどうなのか、

また、現在における大深度地下に相当する施設の整備状況を勘案して検討すべきである。

　大深度地下の利用が将来多数見込める場合には、環状・放射、東西・南北といった配置をあらかじ

め決めておく空間整序による空間配置論が優先すべきであり、逆に、将来的にも2～3事業程度しか

見込めない場合には、交差する箇所はそもそも少ないため、施設特性による空間配置を優先させ、そ

れぞれの事業がコスト面等でも最適となるようにすべきといえる。ただし、この場合も、いったん上

下を決めた後は、これを前例に空間の整序を図るべきである。

　それぞれの都市において、どの程度のニーズがあるのかを明確にするのは困難であるが、三大都市

圏の中でも、既に大深度地下相当深度の事業が数多く行われ、今後も多数の事業が検討されている東

京や大阪では、空間の整序を優先させるべきであり、現在、深い地下利用もあまり見られず、具体の

事業の見込みも乏しい名古屋では、当面施設の特性によるべきといえる。

　また、環状・放射、東西・南北といった方向性で施設の上下を決める場合について、既存の施設の

深度によりある程度空間整序が決まる場合もあるが、そのグループの施設の特性を判断して、有人施

設が多いものは浅いところへ等と決める場合もある。

　いずれにせよ、どのような地下利用を図っていくのかは、大深度地下法の第7条により各地域毎に

設置されるの大深度地下使用協議会において、各地域毎に議論され、決められるべきものである。
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（4）ゾーニング

　大深度地下使用制度において、ゾーニングが必要かどうかについては、地表ほど様々な施設が立地

する状況は考えにくいことから、都市計画制度のような都市全体を網羅するゾーニングまでは必要な

いと考えられる。

　しかしながら、道路、河川等のリザーブすべき空間である公共用地地下をうまく利用していくため

には、これらの空間を利用せざるを得ない施設の立地に配慮する必要があることから、これらの空間

を座標軸としてゾーニングを考えるべきといえる。

　ある勾配をもってアクセスせざるを得ない道路、鉄道などの交通インフラに加え、浅い道路地下を

利用して埋設されている施設と一体となって機能する下水道については、座標軸との関連が深いとい

え、座標軸の周辺を利用する可能性が高い。

　一方、電力、ガス、通信等の幹線は、変電所等の拠点間を結ぶもので、その間の分岐はさほど多く

なく、立地の自由度が高いといえる。

　したがって、大深度地下利用におけるゾーニングは、道路、河川等の公共施設の地下を座標軸とし

て、その縦断的な利用は最小限にとどめるようにし、かつ、図4．12に示すように座標軸を中心とし、

座標軸との結びつきが強い事業を近くに設置していくようなゾーニングを採用すべきといえる。

＝断面構成案＝
’

／

＼

槙ねの施般用途指定範囲

～／

地上 幹績道路等

浅深度

ぬ　．，

㍑、
　

「「

　　　ン　　　一　　　ゾ

　　　一「　　）1’

汀…1＿」iL－」iL，一

lr－一「

il　　　l
い　　　　ト

　コ　　　　　　　　　　

日　i”
iIDゾーンI
ii

巨1　r
」IL＿」

一40m

一100m

r

Eゾーン

　．い　　yし，4．＿　．＿s“．．　：，．．ご　．tt

＝ゾーン別利用方法案＝

．，i；．　　v“． t，一，∨．．：L－x．．．v　、i．a，．．一；1．a・・　　一山

Aおよび　〔●幹敏遵酪等の地上あるいは浅衷度培下の施殴とで●るだけ短圧庖「’it7：ブクセスを必要とする施殴

．A’ゾーン→一但えtt・■市内高連交遣　　、一　　　　　　　　　　　　・

・ゾー・：綴】雫撰㌫摺㌫；ξ1霧2謀蹴鑑する“

・ゾー・：綴鰭浩蒜芸9矯；鑑認㌻畿とんど必要としなL’施殴
　　　』’●施置の用途抱定なし．　　　　　　　　　　　　　　　．一　　　　　　　　　　　　一

Dゾーン
　　　　●ただし、交豊についてはA⇔Cゾーンと同じルールに後う

　　　　●　1施殴の用途、交差方法ともにフリー1または縛来のための「口恨空間」
Eゾーン1

　　　．　＿　L　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿一　　　　　．　　　　　　　　　　　，　　　　　・　　　．．

図4．12道路、河川等の座標軸を中心としたゾーニングの考え方
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　幹線道路の地下であれば、これを軸に都市内交通インフラ系（道路、鉄道等）→下水道→都市間交

通インフラ系、ライフライン系の順にゾーニングすることが考えられる。河川の地下であれば、河川

の立地にもよるが、地下河川、交通インフラ系が順位が高いと考えられる。

　このようなゾーニングは、将来どのような施設の立地を考えるのかによって異なることから、その

都市にとってどのような施設が将来必要なのかを議論した上で、決めるべきといえる。

4．5．4　利用が輻帳した場合の大深度地下利用のあり方のまとめ

　利用が輻榛した場合における大深度地下利用のあり方について、東京などの大都市を対象に留意事

項をまとめると図4．13のとおりとなる。

　まず、考え方としては大きく、垂直交差のルールに関する問題と平面的な利用調整に関する問題に

分かれる。

　このうち、垂直的な交差のルールについては、施設整備の方向性（環状・放射、東西・南北）毎に

大まかな施設の深度を設定（空間整序の確保）し、類似の方向性を持つ施設の深度をそろえる空間整

序による調整と施設特性（有人・無人、線形の自由度等）による調整があるといえる。どちらをどの

場合に用いるかは、ケースバイケースといえるが、利用が輻榛している又は輻綾しそうな区域におい

ては、空間整序を定めておく必要があるといえる。

　平面的な利用調整については、アクセス空間を将来的に確保するために、公共用地の地下はリザー

ブ空間として設定し、リザーブ空間（幹線道路、河川）については、横断的な利用は行うが、縦断的

な利用はなるべく避け、将来の施設のアクセス空間として確保を図るとともに、この空間を軸に、施

設特性を踏まえたゾーニングを行うことが考えられる。

垂直的な交差…　一一　・U　｛

平面的な利用調整一一m

空間整序

施設特性による調整

リザーブ空間の確保

ゾーニングの導入

図4．13　利用調整の考え方

　早いもの勝ち、虫食い的な利用を避けるためには、各地域毎に、これらの事項について、各事業者

のコンセンサスを図りつっ、決めていくことが重要である。

4．6　事業の共同化

　大深度地下の利用に際しては、施設問の配置を考えることも重要であるが、近接する地下で行われ

る他の事業と共同化を図ることにより、効率的な空間利用を図ることも重要である。

　一方、共同化については、運用面において様々な課題があるとともに、共同化により大きな断面の

トンネルを構築することが果たして、垂直方向には限られた空間の利用方策として適切かどうかとい

う問題もある。

　また、近年、自由化の影響もあり、事業のコストに対する意識が非常に高くなっており、共同化が

コスト的に見合うものかが、共同化を推進する上では重要である。

　ここでは、どのような場合に、どのような方法で共同化を行うか検討するとともに、共同化の原則

ついて考えた。
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4．6．1　大深度地下利用における共同化の必要性と問題点

　大深度地下は、公共・公益施設整備のために残された貴重な空間といえ、また、大深度地下の特性

として、いったん施設を設置した空間は再利用不可能であることから、将来の事業の実施の可能性も

残しっつ事業を実施する必要がある。

　このように大深度地下は、効率的な利用が地表などの空間と比べてより強く求められる空間といえ、

事業の実施に当たっては、共同化を図り、空間の節約を図ることが望ましい。

　特に、各事業は、全ての断面を有効利用しているわけではなく、余裕空間（デッドスペース）とな

らざるを得ない空間があり、このような空間の有効活用を図ることは地下空間の効率的利用の面、経

済的な事業の実施の面からは重要である。

　なお、大深度地下使用制度は民有地下を利用する事業であることから、事業に対して十分な理解を

得ることが重要であり、個々の事業の公益性は当然のことであるが、共同化することによって、事業

の必要性についてさらに理解を得やすくなる（アカウンタビリティの向上）、仮設用地の縮小、工事

施設の共同化による周辺環境への負荷の軽減という側面もある。

　一方、共同化する場合には、それぞれの事業のタイミングずれ、事業費の配分方法、管理方法等に

ついて、単独で事業を実施する場合に比べ様々な調整すべき課題があるといえる。

　特に、事業者のヒヤリングからは、コストメリットが10％程度としても、2～3年以上の先行投

資となるのであれば、その間の金利負担等を考えれば、最終的にコストデメリットとなる可能性が大

きいとの回答もあり、事業のタイミングについては、共同化を行うに当たって大きな問題といえる。

　さらに、大深度地下といえども利用可能な深度は限られており、図4．14に示すように大規模な施

設を設置して垂直方向に地下の大きな城壁となる施設を設置するよりは、小さな施設を平面方向に分

散させて多数設置する方が望ましいと考えることもできる。以上をまとめると表4．11の通りである。

共同化を実施する場合

地表 地表

共同化を実施しない場合

大深度地下上面

大

　大深度地下上面

小K⊃＝＝＝＝○
将来の事業の可能性を残す十分な離隔距離

大断面のトンネルを構築

図4．14　共同化により大規模な施設を設置する場合と共同化しない場合の比較

　　　　表4．11　大深度地下における共同化の必要性と問題点

共同化の必要性
大深度地下空間の特性（不可逆性、貴重性）
余裕空間（デッドスペース）の有効利用
コストの削減効果
アカウンタビリティの向上
環境負荷の軽減
，烈司［化¢週題点＿＿．．．．一一＿一＿．＿＿＿一＿一一＿一一＿．＿＿．．＿＿

事業調整の困難さ（費用負担、維持管理の問題等）
事業のタイミング（先行投資に対する負担の問題等）
大深度地下空間の特性（垂直的に大規模なものを作ることのデメリット）
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4．6．2　共同化の現状

　現在の共同化の方策としては、道路の掘り返し防止などを目的に道路管理者が調整を行い設置する

共同溝によるパターンと各事業者同士が独自に調整を行い共同して施工するパターンに分かれる。

　通常、単独で施設を設置する場合や共同溝による場合が多いが、事業者間の話し合いによる共同化

の事例も少なからずあり、例えば、表4．12に示す通り、東京電力においては、事業者間の調整によ

る併設洞道の延長は、全体の約7％となっている。

表4．12　東京電力における基幹系洞道の内訳

種別 延長（km） 割合（％）

単独洞道 296 68

共同溝 110 25
　併設洞道一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

ｮ成洞道延長

　　　　32’　　一　　一　　←　　≡　　一　　一　　一　　●　　一　　’

@　　438

　　　　7●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　－

@　　100 資料　東京電力

　このような共同化は、ある特定の事業間のみに見られるものではなく、様々な事業間で実施されて

いる。東京電力では、下水、NTT、ガス、営団地下鉄、高速道路、水道と共同化した事例がある。主

な事例を表4．13に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表4．13　共同化した過去の主な事例

共同化の事業
?ﾚ

鉄道と河川（導水
ﾇ）

電気と通信 通信とガス 電気と上水道 鉄道と道路 共同溝

事業者名 埼玉高速鉄道
嚼ﾝ省関東地方建
ﾝ局

東京電力NTT NTT
結档Kス

関西電力
蜊緕s水道局

東京都交通局
�s高速道路公団

（対象事業）

ﾊ信、電気、ガス、
?ｹ、工業用水道、

ｺ水道

場所 埼玉県川口市～浦
a市

東京都大田区
ｼ多数

横浜市東神奈川～
ｬ机

大阪市北区～淀川 東京都新宿区～中
?

道路地下

事業年度 平成5年～平成13
N予定（共同部分）

昭和61年～平成
T年

平成8年～平成9
N（シールドのみ）

平成9年～平成15年予定

昭和61年～平成
X年（駅部共同化）

昭和38年～

トンネルの延

ｷ距離、シー
泣h径等

距離約12km
S道シールド径9フm
ｱ水管径1．2m

距離Lgkm
Vールド径4．5m

距離2．9km
Vールド径4．1m

距離約1km
Vールド径7．8m

駅部

一
事業費の配分

菇@
分障費用身替り妥
鮪x出法（多目的
_ム方式）

必要内空容積比又
ﾍ占有内空断面比

占有内空断面比 占有内空断面比 断面図の財産区分 共同溝で節減され
髞?pから算定さ
黷髏?闢且相z

施設所有の形
ﾔ（財産区分）

・区分地上権の取
ｾは鉄道のみ・鉄道が河川に空

ﾔ使用を認める形・導水管及び付属

ﾝ備は建設省・鉄道施設は埼玉

qｬ鉄道が所有

・隔壁で部屋を仕
ﾘる場合、隔壁の
?S線・立金物の背面利

pの場合、立金物
w面の線

・隔壁の中心線 ・水道管を埋設す
驛Rンクリート上
ﾊ

・道路と鉄道とに

ｪけている隔壁
iコンクリート）

ﾌ中心線

・道路管理者の所
L

維持管理等の

`態
・財産区分に従う ・財産区分に従う ・内部施設を建設

?ﾅあり検討中
・財産区分に従う ・財産区分に従う ・建設時における

?闢且相zの割合
ﾉより負担

その他 財産区分について

ﾍNTrケーブル
ﾌ断面積の減少に
謔閨A最近は占有
煖�f面比で行わ
黷ﾄいる。

国、地方公共団体による建設費の負

S又は補助があ
驕B

　なお、現在共同溝と呼んでいるものは、あくまでも道路の掘り返し防止のための掘削制限とセット

となって実施されるもので、法律によりその設置者（道路管理者）、設置位置（道路）が限定されて
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いる。一方、大深度地下使用制度を活用した事業の共同化は、民有地地下を利用して行うもので、現

在の制度による共同溝とは全く異質なものである。

　現在の共同溝については、共同溝制度の制約上道路地下に整備が限られており、大深度地下使用制

度の活用は考えられないことから、共同化については、あくまでも事業者間でどのように調整、共同

化を行うか考え、共同溝と共同化は明確に違う用語として使い分ける。

（1）共同化における事業者間の調整の現状

　共同化に関する事業者からのヒヤリングからは、共同化の方法について明確なルールは定まってい

ないが、個別の事業者間あるいは建設省と公益事業者間で共同化に関する協定書を締結しており、こ

れに記されている基本的な考え方に基づいて必要な協議を行っている。例として通信事業者が締結し

ている主な協定書を表4．14に示す。

表4．14　通信事業者が締結している主な協定書

協定事業者 協定名

通信，電力 共同工事の受委託に関する協定書

通信，水道，下水道，電力，ガス 共同施工工事における受委託に関する基本協定書（五者協定）

建設省，通信，水道，下水道，電力，ガス 共同溝工事と同時施工する分岐とう道工事の受委託に関する基本

ｦ定書
通信，水道，下水道，電力，ガス 共同溝工事と同時施工する分岐とう道工事の受委託に関する企業

ﾒ間基本協定書

建設省、通信 キャブシステム建設負担金等に関する基本協定書

建設省、通信 橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線路を添架する場合の費

p負担に関する覚書

　これらの協定は、「共同工事とすることによって全体工事費の経済化を図るように設計、施工を行

うことを前提に協議するとともに、これにより生じるメリット・デメリットは公平に負担し合うとの

共益理念に基づき、当事者間で費用の負担方法を定める（過去の実施事例から費用負担の考え方を例

示）。ただし、構築物、工法、その他の諸条件が例示した方法と著しく異なり、負担の公平が保たれ

ない場合は実態に即したより合理的な負担方法を定めることができるものとする。」ことを原則とし

て、共同化の内容に応じて例示された種々の負担方法の中から両者が納得するものを双方協議によっ

て決定しており、一律に費用の負担方法、維持管理方法等を定めたものではない。

　企業間の共同化については、実態としては、他の企業の整備計画の情報収集結果を基に、必要の都

度、併設の可能性（ルート、工事実施期間、経済性等）を検討して調整を行っている。

　特定の企業間では、定期的に調整を行う会議を設置している例もあるが、情報の収集は企業の人脈、

努力によっているといえる。また、事業の時期・ルートが同じものについて、道路管理者等からの要

請により共同化を行う例もある。

　調整の結果、共同化を行うことが決定すると、表4．14に示すような基本的な協定はあるものの、

企業者間同士で、新たに調整を行い、個別の事業毎に新たに協定を締結している。

（2）事業費の負担方法、維持管理の現状

　事業費の負担方法について、現在までの事例においてどのような手法が採用されたことがあるのか、

各事業所管省庁、各事業者にヒヤリングを行った。結果をもとに事例を整理すると表4．15の通りで

ある。なお、各方式名は、今回新たに名付けたものである。
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表4．15　過去の事例における主な費用負担、財産区分、維持管理の考え方

方式名 費用負担の考え方 管理・財産区分の考え方

①必要内空容積比率（管 ・同一断面内に複数事業の物件が設置され、隔壁 ・隔壁を設け中心線で区分し単独財

理通路）方式 によって仕切られる場合に適用 産として所有する場合と1事業者

・管理用通路があり、管理用通路も含め各事業の が一体的に所有し、その他の事業

必要とする内空面積（＝必要内空容積。デッドス 者が附帯施設として施設を設置す

ペースは含めない）の比率により負担する方法 る場合

・デッドスペースは双方で負担するという考え方 ・隔壁により管理区分を分けて、そ

れそれ自主管理

②必要内空容積比率（埋 ・管路（下水、水道、ガス）の共同化の場合に多 ・隔壁中心線で財産を分け、それぞ

設管路）方式 い事例。充填する場合も隔壁がある場合が多い。 れを単独財産として所有

共有空間按分方式 ・管路断面積の比率により負担する方法 ・隔壁により管理区分を設けて、そ

・デッドスペースは事業規模に応じ双方で負担す れそれを自主管理

るという考え方

③占有内空容積比率方式 ・同一断面内に複数事業の物件が設置され、隔壁 ・隔壁を設け中心線で区分し単独財

によって仕切られる場合に適用 産として所有する場合と1事業者

・各事業の必要内空容積にデッドスペースを加え が一体的に所有しその他の事業者

た容積の比率により負担する方法 が附帯施設として施設を設置する

・デッドスペースは各々の事業が負担するという 場合

考え方 ・隔壁により管理区分を分けて、そ

れそれ自主管理

④単独施工費上限方式 ・各事業が単独で実施した場合の工事費の割合に ・隔壁中心線で財産を分け、それぞ

（CAB方式） より負担する方法、負担の上限は単独で実施し れを単独財産として所有

た場合の事業費 ・隔壁により管理区分を設けて、そ

・建設省CABシステムで採用されている方法 れそれを自主管理

⑤推定投資額方式 ・推定投資額（単独で実施した場合の工事費一共 ・構造物は道路管理者の財産として

（共同溝方式） 同溝主要によって新たに必要となる費用（新規 管理、各施設は附帯施設として設

経費）＋75年間の占用料＋建設省事務費）を建 置

設時に複利計算により還元した額を負担する方 ・各事業者は各自の設置物のみ管理

法 責任

・共同溝で採用されている方法

⑥分離費用身替り妥当支 ・単独で実施した場合の事業費を合計し、これと ・規模の大きい事業者の財産として

出方式 全事業費との差額分（メリット分）を折半して 所有、その他事業者は附帯施設と

差し引いて負担する方法 して施設を設置、その施設のみの

・多目的ダムで利用さている方法、事業規模に大 管理責任

きな差がある場合に事例有り

⑦全体事業費折半支出方 ・事業者の数で頭割りする方法 ・隔壁を設け中心線で区分し単独財

法 ・内部施設の設置のための作業スペースなどの観 産として所有する場合と1事業者

点から折半とする考え方 が一体的に所有しその他の事業者

が附帯施設として施設を設置する

場合

・隔壁により管理区分を分けて、そ

れそれ自主管理

⑧リース方式 ・空間を開放して利用料をとる方法 ・設置する施設のみを管理

・光ファイバなど小断面のものを対象に例がある

　これをそれぞれの特性毎に括ると図4．15の通りである。大きくは、容積比に着目して按分を行う

方法と、事業費に着目して按分を行う方法に分かれる。事例からは、容積比に着目して按分を行う方

法を採用している事業が多かった。
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一分
デ・ドス…を含まない

管理通路空間有一一一一一〉必要内空容積（管理通路）方式

埋設管路方式　一一一一一〉必要内空容積（埋設管路）方式

デッドスペースを含む一一一一一一一一一一一一一一一一一一〉占有内空容積比率方式

事業者数で按分

空間をリース

メリ・トを事業費で按分

工事費の比率で按分　→単純施工費上限方式

全事業費の比率で按分→推定投資額方式

メリットを折半一一一一一一一一一一一一一一一一今分離費用身替わり妥当支出方式

全体事業費折半支出方式

空間リース方式

図4．15　費用の負担方法の体系

　①の必要内空容積比率方式（管理通路方式）は、互いに管理用通路が必要である電力事業者、通信

事業者等が共同化する場合に多く用いられる方法であり、管理用通路容積も含め、各事業で必要とす

る断面積（デッドスペース部分は除く）で按分する方法である。

　この場合、トンネル本体としては一体であるにもかかわらず、財産区分としては、隔壁中心線で財

産を分けてそれぞれ単独で所有する形態をとっている例が多く、本体に支障を及ぼすような補修にっ

いては、協定において別途、費用負担などのルールを定めている。通常の維持管理については、財産

区分により自主管理となっている。

　一方、道路トンネルのように、トンネル本体は道路管理施設として、道路管理者の財産として一体

的に所有、維持管理を行い、その他事業者は、通常の道路地下の占用と同様に、附帯施設として施設

を設置し、それぞれの施設のみの維持管理を行う場合もある。表4．16及び図4．16に必要内空容積比

率（管理通路方式）方式を採用している主な事例を示す。

表4．16　必要内空容積比率（管理通路方式）方式を採用している主な事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

im）

内径

im）

占有比 事業費

i億円）

コスト削減効

ﾊ（億円）

電力・通信 蒲田～羽田とう道 東京都 61－H5 1891 4．55 49：51 26．5 ｛（通）

電力・通信 横浜港～本牧とう道 横浜市 H4－10 2200 3．85 48：52 97 一11（通）

電力・通信 酉島SS引出管路 大阪市 H4－7 goo 4．8 71：29 65

電・通・水・下・ガ 夢洲舞洲共同管路 大阪市 H1（M3 547 5フ 22：11：25：26：15 60

道・電・ガス 多摩川トンネル 東京，川崎 63－H7 1644 37×7 90：6：4

注：占有比は、組み合わせ欄の事業の順番に容積比を列挙

　　コスト削減効果は（）内の事業者が単独で実施した場合に対するコストの削減効果を示す。

　　空欄はデータが不明なもの

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成

115一



　　　　　4550
：　23亙．、ニー2≡一：

千

888

8＝　二

一、

81

ﾊ
o。
ｳ⑰～

一婁

薮且

m13

〔留麹剖・竺当

グカ

　箔L

ご」基㎏

㎜

件

共同化事章：通信・tカ
工廷場

名：蒲田～羽田間企集者間とう道築造工事

期：昭和61年10月～平成5年3月
長：1，891m

所：東京都大田区蒲田本町～大田区萩中

内空占用比率：通信51％、電力49％

隔壁でそれぞれの管理区分を明確に区分

許麿E
　　　　　i日

大●方ス

　5700

⑬

件

共同化事葉：電力・通信・水道・下水・ガス
工廷場

名：夢洲舞洲共同シールド管路新設工事

期：平成10年8月～平成13年9月
長：547m
所：大阪市此花区北港白津1丁目先～

　　　　同市此花区夢洲（北港南地区）地先
内空占有皐：電力22％、水道25％、下水26％、

　　　　　通信11％、ガス15％

　　　・’，
求@　　　　、　1

マ　　゜　　　・・㌧苛

@　　．〉”

∩

　　　　　㌧ン
@　　　／　　　／

@　／　　ノ

@　　　通信

G』@・

ｮ　1．　　　、

ド　　、こ　　　Ψ電力　　　　■

．ジ

�f．

’　　　、

蛛f■，

一 ！

　　　轟，　　　否軸キ

§

s　．A

@　∂1　　　　、　・’　　・

　　ノ@　±’づ

E警

§

・・鉦＿」碇べ］ぷ』・ ｜

2

件 名：横浜港～本牧企集者間併般とう道

共同化事票：通信・電力
工延珊 期：平成4年3月～平成10年10月

長：2，200m・543m
所：横浜市中区山下町～同市中区新山下町
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共貝化事集：ガス・道路・t力
工廷場

名：多口川トンネル内ガス導管設置工事

期：昭和63年4月～平成7年3月
長：1，644m

所：東京部大田区羽田～神奈川県川崎市浮島

内空占有皐：ガス4％、t気6％、道路90％

5事業者が共同化を実施（トンネル径6m）　　　　沈埋トンネル断面を利用して共同化を実施

　　　図4．16　必要内空容積比率（管理通路方式）方式を採用している主な事業の断面例

　②の必要内空容積比率（埋設管方式）方式は、下水道、水道、ガス管など、管路内を液体、気体が

流れる事業の場合に多く見られる方式であり、大きな管路を設置するものが多くを負担するように、

それぞれの管路の断面積の比で事業費を按分するものである。

　それぞれの管路間の隙間を発砲コンクリート等で充填して維持管理を不要とする場合が多い。
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　この場合、充填する空間を共有空間として、按分していると考えると、共有空間を事業規模に応じ

て按分している方式である共有空間按分方式と理解できる。

　各事業の空間の境に隔壁を設ける場合、設けない場合があり、隔壁を設ける場合には、それぞれ、

財産区分としては、隔壁中心線で財産を分けてそれぞれ単独で所有する形態をとり、本体に支障を及

ぼすような補修にっいては、協定において別途、費用負担などのルールを定めている例がほとんどで

あり、一方、隔壁を設けない場合は、共有財産として、共有部分を共同管理として協定により処理し

ている場合がほとんどである。表4．17及び図4．17に必要内空容積比率（埋設管方式）方式を採用し

ている主な事例を示す。

表4．17　必要内空容積比率（埋設管方式）方式を採用している主な事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

im）

内径

im）

占有比 事業費

i億円）

水道・ガス 中野島配水管 川崎市 62 31 0．9 40：60 0．6

水道・下水 太田和配水幹線（1） 横須賀市 H4－7 2830 3 15．5：8．7 47

水道・下水 太田和配水幹線（2） 横須賀市 H5－8 1317 25 23．8：11．9 18．5

注：占有比は、組み合わせ欄の事業の順番に容積比を列挙

資料　各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成
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共貝化事集：水道・ガス
工延場

名：中野島300mm配水管布般工事

内空占有率

期：昭和62年1月～昭和62年3月
畏：31．34m

所：川崎市多口区中野島1184

　：水道41％

件

共貝化事某
工廷場

名：太田和配水幹線築造工事（1）

　：水道・下水

期：平成4年～平成7年
長：2，830m

所：神奈川県横須賀市林1・21～津久井4－2

内空占有皐：15．5％（φ1200・水道管）、

　　　　　8．7％（φ900・下水道）

両事業ともメンテナンスフリーとしている 水道管はメンテナンスフリー、下水は有人管理
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件　　　名：太田和配水幹線築造工事（2）

共同化事集：水道・下水

工　　　期：平成5年6月～平成8年3月

廷　　　長：1，317．5m

場　　　所：神奈川県横須賀市津久井4－2～

充填しているが隔壁を設置

図4．17　必要内空容積比率（充填方式）方式を採用している主な事業の断面例

　③の占有内空容積比率は、①、②と異なり、デッドスペースも含めて事業費を按分する方法で、隔

壁を設ける場合もあれば、隔壁は設けないが、それぞれの事業の範囲を定めて按分を行う場合もある。

　共同化を行った事例の中では、一般的には、③の方法を採用する事例が多い。

　財産区分については、それぞれの事業の境界が明らかになることから、財産区分線で財産を分けて

それぞれ単独で所有する形態をとっている例が多いが、一方、鉄道のように、トンネル本体は鉄道施

設として、鉄道事業者の財産として一体的に所有、維持管理を行い、その他事業者は、附帯施設とし

て施設を設置し、それぞれの施設のみの維持管理を行う場合もある。表4．18及び図4．18に占有内空

容積比率方式を採用している主な事例を示す。

表4．18　占有内空容積比率方式を採用している主な事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

im）

内径

im）

占有比 事業費

i億円）

鉄道・電気 みなとみらい21線 横浜市 H7－14 1400 6 92：8

電力・通信 本村町付近管路 新宿区 H6－10 710 3．2 91：9 30

電力・通信 本牧一ペイプリッジ管路 横浜市 H8－11 703 3．2 89：11 18

電力・水道 学園豊崎間管路 大阪市 H9－15 1000 6．8 60：40 120

注：占有比は、組み合わせ欄の事業の順番に容積比を列挙

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成
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地下険　　　　　　頁 ■

6000

件

共同化事象：鉄道・1気
工廷場

名：みなとみらい21線併般管路新般工事

内空占有率

■竃A祖●分　　A＝21．796m・
内空占有皐（負担皐）　60．05％

期：平成7年1月～平成14年12月
長：1，400m

所：横浜市西区みなとみらい2丁目地先～

　　　　　　　　同市中区本町1丁目地先
　：tカ8％、鉄道92％
鉄道の余裕空間を活用

　　　　　　　　　　　（皐位：mm）

水書●負担s分
内空占有亭《負抱亭）

件 名：学■豊崎間管路新設工事（第1工区）（t力）

中部・西部および堀江幹線1067mm、
その他配水管改良工事（水道）

共同化事章：水道・電力
工琶場 期：平成15年2月

畏：約1km
所： 大阪市北区中津2丁目～同市淀川区西中島2丁目

内空占有皐：水道40％、tカ60％

　　　　　　　河川横断部分を共同化

　　　　　　　　図4．18

留薗用500

◎　2700

NTT　　　　　　東東■カ

@　　　　　　　　3200

件

共同化事薬：t力・通信
工琶場

名：本村町付近管路新設工事

期：平成6年10月～平成9年7月
長：710m
所：東京都新宿区四谷1丁目地先～

　　　　　　　　新宿区市ヶ谷本村町地先
内空占有率：1カ91％、通信9％

’竃

ΦトめN口認∋

．§：

金物棚背面を有効利用

200　　　　　　　　　2670

　730　　　　　　2870
260　’　φ3200

r・

　　　　　φ3600

件

共貝化事集：t力・通信
工運場

OON

08めも89令

9N　　

盾

　　2

oo2

名：本牧～ベイブリッジ間（t力委託）舗装先行工事

期：平成8年10月～平成11年5月
長：703．4m
所：横浜市中区本牧ふ頭～同市中区新山下

内空占有皐：通信11％、t力89％

金物棚背面を有効利用

占有内空容積比率方式を採用している主な事業の断面例

　④単独施工費上限方式は、建設省CABシステムで採用された方式であり、各事業を単独で実施し

た場合の工事費をもとに、この工事費の比率により按分する方法であり、かっ、各事業が単独で実施

した場合の工事費を負担の上限とする方法である。

　施設問の共同化で過去採用された事例は少なく、把握できたのは1例である。表4．19及び図4．19

にその概要と断面を示す。

　事例においては、財産区分として隔壁中心線で財産を分けてそれぞれ単独で所有する形態をとって
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おり、本体に支障を及ぼすような補修については、協定において別途、費用負担などのルールを定め

ている。

表4．19　単独施工費上限方式を採用している主な事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

im）

内径

im）

占有比 事業費

i億円）

コスト削減効

ﾊ（億円）

通信・ガス 東神奈川一小机洞道 横浜市 H6－12 5871 3．65 63：37 136 一30（通）

注：占有比は、組み合わせ欄の事業の順番に容積比を列挙

　　コスト削減効果は（）内の事業者が単独で実施した場合に対するコストの削減効果を示す。

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成

①
88 ←1－z

◎　3650
oKﾌ×ω民〔領

件名：東神奈川～小机企案者間併設とう道
共同化事集：通信・ガス

工　　期：平成6年～平成12年
延　　長：5，871m
場　　　所：横浜市神奈川区東神奈川～

　　　　　　　　　　　同市港北区小机町
内空占有率：通信60％、ガス40％

図4．19　単独施工費上限方式を採用している主な事業の断面例

　⑤の推定投資額方式は、建設省の共同溝整備で採用された方式であり、今後75年間に推定される

投資額（＝推定投資額）を法定金利で建設時に還元した額を事業者の負担とする方法である。

　推定投資額とは事業者が単独で実施した場合の工事費から共同溝収容によって新規に必要となる費

用（新規必要経費）を差し引いたものに、75年分の占用料と建設省事務費を加えたものであり、こ

の推定投資額を建設時に還元した額を負担額とするものである。この場合、事業者負担額の合計が全

体事業費を下回る場合は、道路管理者が差額を負担する。

　この方式は、共同溝で用いられる方法であるが、昭和50年代は、100m以上の河川横断箇所や海面

では、共同溝として整備しない方針であったので、共同溝以外の事例としては、このような河川横断

を各事業者が行う場合に採用したケースがある。

　共同溝本体は道路管理者の財産であり、本体構造物の維持管理は道路管理者が行っている。各事業

者は、附帯施設としてそれぞれの施設を設置し、その施設に限り維持管理を行っている。なお、本体

の維持管理に必要な費用については、共同溝に参画している事業者の負担金により行っている。

　⑥の分離費用身替わり妥当支出方式は、多目的ダムの費用負担を定める場合に用いられる方法で、

それぞれの事業を単独で施工した場合の費用を積算し、共同化した場合にそれぞれコストが削減され

る部分について、アロケーションを行いそのメリットを享受する方法である。その考え方を図4．20

に示す。

　費用の負担対象は、許認可取得費、調査設計費、土木工事費、事務費、消費税相当額であるが、費

用負担の割合は、すべての費用について土木工事費のうち施設築造費（請負工事発注費）の割合で按

分を行う。
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　地下利用に際して、過去、採用された事例はほとんどなく、鉄道と河川の共同化で一例がある。

　この事例においては、断面比の大半を鉄道が占めることから、トンネル本体は鉄道事業者の財産と

しており、河川管理者は、その埋設している管路についてのみ維持管理を行うこととなっている。表

4．20及び図4．21にその概要と断面を示す。

メリット分

A事業単独の費用
　　：

P／2i112
@　i　　…

B事業単独の費用

※この事例ではメ

図4．20

　　　　　　　　　※この事例ではメリットを折半している

分離費用身替わり妥当支出方式の考え方

表4．20　分離費用身替わり妥当支出方式を採用している主な事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

汲

内径

im）

事業費割合 事業費

i億円）

コスト削減効

ﾊ（億円）

鉄道・河川 埼玉高速鉄道 埼玉県 H6－13 1L7 8．44 9：1 1351 40
注：事業費割合は、組み合わせ欄の事業の順番に容積比を列挙

　　コスト削減効果は、鉄道、河川の両方の合計額

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成

　　　　　　　　　　　｛

綱

、

一一

件　　名：（埼玉高速鉄道建般エ事）

　　　　綾瀬川、芝川等浄化導水路工事
共同化事集：鉄道・河川（導水管）

工　　期：平成8年～平成12年
運　　長：約12km
場　　　所：埼玉県川ロ市～浦和市

内●占有皐：一

鉄道路盤下を有効利用

図4．21分離費用身替わり妥当支出方式を採用している主な事業の断面例

　⑦の全体事業費折半支出方法は、事業者の数で事業費を頭割りする方法で、①から⑥に比べて単純

でわかりやすいという特徴があるが、事業の規模を適切に反映できないという問題もある。

　過去の事例からは、表4．21及び図4．22に示すとおり、事業規模は異なるが、両事業とも鋼管を敷

設するための溶接スペースを考慮する必要があった事例の1例しかなく、一般的とは言い難いが、共

用空間部分の費用負担を考える場合には、②の事業規模で考える方法に対してわかりやすい方法とい
える。
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表4．21　全体事業費折半支出方式を採用している主な事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

im）

内径

im）

内空占有率 事業費

i億円）

水道・ガス 船越町配水管 横須賀市 59－60 531 2 6．3：4．0 3．6

注：内空占有率は、組み合わせ欄の事業の順番に容積比を列挙

　　両事業とも鋼管であることから、溶接スペースを考慮して、事業費は等分している。

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成

ガス管

水道管

件

共同化事集：水道・ガス
工月廷場

名：船越町地区配水管布般工事

期：昭和59年5月～昭和60年3

長：531．4m

所：横須賀市船越町5・15～1－45

内空占有皐：6．3％（φ500・水道管）、

溶接スペースを考慮

　　図4．22　全体事業費支出方式を採用している主な事業の断面例

　⑧の空間リース方式は、下水道、鉄道トンネルが光ファイバーに対して実施しているもので、年間

当たりのリース料をあらかじめ定めておき、施設を設置する事業者から徴収する方式である。余裕断

面を利用させる場合などに適した方法といえる。

　表4．22に使用料の例を示すが、単独でシールドトンネルを設置することに比べれば、かなり安価

な使用料設定となっている。

表4．22光ファイバーの使用料の例

事業 事業者 ケーブルタイプ 使用料

鉄道事業者 横浜市交通局 100芯タイプ（16mm）

T00芯タイプ（25㎜）

P㎜芯タイプ（30mm）

1100円1m・年

P500円1m・年

Q㎜円1m・年
下水道事業者 川崎市下水道局 暗渠：φ700㎜以上

�vアイバー

暗渠：1290円／m・年

P20円ノm・1芯・年

（3）工事の施工方法の現状

　工事の施工方法については、工事の目的の重要度や工事規模の大きさなどを考慮し、その都度協議

を行って決定している。この場合、規模の大きい方が施工を実施し、規模の小さい方が負担金を支払

っている場合が多い。また、河川、鉄道の地下の場合は、施工委託を行っている例もある。
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4．6．3　大深度地下利用における共同化のパターン

　現在までの共同化の事例を踏まえれば、共同化については、大きくその規模、目的から2つのパタ

ーンに分けて考えることが適当である。

　一つは、表4．23に示している事業のように、ある事業の余裕空間を活用して共同化を行うもので、

共同化の有無にかかわらず事業の規模（トンネル規模）は変わらない。例えば、道路の断面の一部を

活用して、トンネル径を大きくすることなく様々な施設を配置することがこれに当たる。

表4．23　余裕空間を活用して共同化を行った事業の例

事業名 主たる事業者 共同事業者 活用した余裕断面 備考

本牧一ベイブリッジ洞道 東京電力 NTT 金物背面を有効利用 図4．18

本村町付近洞道 東京電力 NTT 金物背面を有効利用 図4．18

みなとみらい21線 横浜市 東京電力 鉄道側部のの余裕断面を利用 図4．18

東京湾アクアライン 横断道公団 電、通、ガス 道路床版下の余裕断面を利用

埼玉高速鉄道 埼玉高速 建設省 鉄道床版下の余裕断面を利用 図4．21

　二つ目は、②事業を共同化することにより事業規模が大きくなる（トンネル径が大きくなる）もの

で、現在までの共同化の多くがこれにあたる。

　①の余裕空間を活用する場合は、主たる事業者は、余裕空間（デッドスペース）をアロケーション

することにより必ずコスト削減が図れるというメリットが生じるが、一方、余裕空間に施設を設置す

る事業者にとっては、ヒヤリングからは、単独で同内空断面積を持つトンネルを掘削した場合の方が

共同化を行うより安価な場合もあり、一概に共同化が有利とはいえないようである。

　これは、トンネル断面が大きくなると事業費が大きくなること、また、他事業の仕様にあわせるた

めに単独では不要な床版等の施設を設置するため事業費が高価になることにより、断面比でアロケー

ションした金額より、単独で小規模なトンネルを掘削した方が安価な場合があることによる。

　同様の問題は、事業を共同化してトンネル断面が大きくなる場合にもいえる。

　それぞれの特徴を示すと表4．24のようになる。

表4．24共同化のパターン

共同化の方法 コスト削減の特徴 備考

余裕断面（デッドスペー

X）を活用する共同化

主たる事業者の余

T空間を活用

主たる事業者は必ずコスト削減効

ﾊ有り、従たる事業者のコスト削

ｸ効果はケースバイケース

主たる事業者と従たる

幕ﾆ者が明確

事業規模を大きくする

､同化

トンネル径を大き

ｭして多数の事業

�菶e

ある程度の径までは、コスト削減

�ﾊが生じるが、あまり大きくな

驍ﾆデメリットとなる

どちらが主で従か不明

m

4．6．4　各事業における余裕断面と共同化の可能性

　各省庁に対し、各事業における余裕断面をヒヤリングした結果を図4．23に示すが、各事業の標準

的な断面の検討からは、道路、鉄道に他の事業と共同化できる比較的大きな余裕断面があり、余裕空

間を活用した共同化としては、道路、鉄道事業を実施する場合を中心に考えることとなる。

　これ以外の事業の場合は、ケースバイケースであるが、通信事業にっいては、光ファイバー化によ

り、ほとんど断面積を必要としないことから、他のあらゆる事業と共同化が可能といえる。
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鉄道事業（普通鉄道）

　　　｝　｝　1

道路事業（トンネル径12m）

断ンネ対闘胎置2■

一へ　．、、蹴臼．
「幽1　↑
一．一．一@’一■一・

＿．＿．＿．」．

@　　　　↑
P

笏
　i／

●》“●

電気事業※

・基本的にはデッドスへ’一スはない。従っ

て、共同利用が可能な空間はない。た
だし、小規模施設については、ケープル支
持金物の配置工夫により、金物背面の
利用が可能な場合もある。

鉄道事業（新幹線鉄道）

苫 　　　　；　　　　　　　　　・

趨纏霧”
　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　＼
　　　　Ut

道路事業（トンネル径16m）

ガス事業※

中詰施工の■合 直憤途路殼■の題舎

・基本的には共同利用が可能な空間は
ないが、小規模な構造物で上記断面に
対して施工上、維持管理上問題がない
と判断される場合にはこの限りでない。
（具体的な構造物により個別検討が必

要）

下水道事業※

・6m

・基本的に利用可能空間はない。ただし、地

域の実情に応じ、計画流量に対して施設に、25

～100％の余裕を見込むことができる。

・現状での一般的な断面であり、大深度に特

化したものではない

鉄道事業（ミニ地下鉄）

口●■■一・＿、

●芦、．・’

　●暢■θ●

i　　　　I
　．，．－L．＿

い1

水道事業

xms

河川事業※

・基本的に利用可能空間はない。ただ
し、圧送管方式の断面割増率について
は、10％程度を採用している事例が
多い。

・現状の一般的な断面であり、大深度
に特化したものではない。

河川、下水道は余裕空間はな
いと回答
網掛け部が共同化が可能な余
裕空間

図4．23　各事業における余裕断面
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　通信事業については、事業者からのヒヤリングでは、光ケーブルの導入により、単独で大深度地下

を利用して事業を行うことは、コスト面、スペース面から今後は考えられず、他事業の大断面トンネ

ルとの併設、余裕空間の活用に限り大深度地下を利用する可能性があるとの回答を得た。

　現在の最大規模の1000芯ケーブルでも、外径31mm、重量1　．02kg／mの大きさ、重量であり、また、

ケーブルの引っ張り強度から、L5kmまでは中継なしで敷設可能とされている。よって最大1．5km間

隔までは、余裕空間に埋め込む形態の埋設管方式での設置が可能で、設置する条数によるがこの場合

の必要となる断面も、極めて小断面となる。

　中継のための必要な空間についても、長さ3m×幅1．4m（作業幅0．8m）×高さ2．1m程度の空間が

あればよく、このような点から見れば、通信事業については、他のあらゆる事業と共同化が可能とい
える。

4．・6．5　大深度地下利用における共同化の考え方

　また、現在までの共同化においては、各事業の管理は、あくまでもそれぞれの事業者が行うため、

隔壁を設け、管理区分を設けているが、例えば、管理用通路、換気施設を共用化する。電力と通信で

はケーブルの敷設棚を共用化する。電力と水道では、電力の発生熱の冷却源として水道を活用するな

どが可能であり、内部空間、内部施設を共用化することにより、効率的な空間利用の面（コンパクト

に大深度地下空間を利用できる）、コスト面で有利となる。

　隔壁を設ける必要性も乏しいことから、大深度地下では、このように、できるだけ内部空間、内部

施設を共用化し、効率的に事業を実施することが重要といえる。

　特に、超高圧送電線事業については埋設管路方式が採用されはじめるなど、事例からも明らかなよ

うに、従来、管理用通路が必要とされてきた事業においても、埋設管方式で施設を地下化することが

可能となってきており、維持管理の省力化の観点からも、この傾向はますます進むものと思われる。

また、埋設管方式を前提とすれば、シールドトンネルは、施設設置のための仮設構造物と考えること

ができ、施工の精密性、水密性、長期の構造安定性等を簡易に考えることができることから、コスト

の削減に資するようになることが考えられる。

　図4．24に新しい共同化断面のイメージを示すが、一つは、管理用通路を共用して利用するもの、

一つは、電気、通信、ガス、水道、下水道の埋設管方式が可能なものをそれぞれ一つのシールドトン

ネルに効率よく配置するものが考えられる。

　　　　　　　　　　　　　図4．24新しい共同化の断面のイメージ

”開’”“’’’”ち

O
O
O ．＿’

　このような場合、従来のように、財産区分、管理区分が明確にできないないことから、事業費の配

分方法、財産区分、管理区分の方法をどのように考えるのかという課題がある。
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4．6．6　大深度地下利用における共同化の費用負担の考え方

　「4．6．2　共同化の現状」で示す通り、現在の共同化においても様々な費用負担の考え方が採用され

ており、事業を実施する際には、これらを参考に、事業者が協議を行い、双方が納得できる手法を採

用することが重要である。

　財産区分を明確にして、それぞれを単独所有することが原則とする場合には問題とならなかったが、

内部空間、内部施設を共用化した場合、従来とは異なり、共用化した容積の費用負担をどのように行

うのかという問題が生じる。

　表4．15で示した費用負担の考え方のうち、共用断面の費用負担に対応できると考えられる方法を

表4．25に示す。

表4．25　共用空間部分の費用負担方法

費用負担方法 共有空間部分の費用負担の考え方

必要内空容積比率方式（充填方式） 事業の内空容積比で共有空間の事業費を按分

共有空間按分方式 埋設管方式の場合に有効

単独施工費上限方式 各事業が単独で施工した場合の仮想積算の比率をもとに按分

分離費用身替わり妥当方式 共同化による事業費の削減効果分を、事業者で折半する

全体事業費折半方式 事業者で全体事業費を折半する

共有空間折半方式 共有空間にかかる部分の事業費を事業者で折半する

　当然のことながら、それぞれの方式により負担額は変わるものである。

　図4．25に示す通り、各事業の占有内空面積が等しい場合は、ほぼ同様の負担に按分されることか

ら、内空面積に着目した「必要内空容積比率方式」により公平感をもって費用負担が行えるが、著し

く断面積が異なる場合は、費用負担の差が大きく生じ、公平感が損なわれることから、仮想の単独事

業費を用いた按分である「単独施工費上限方式」、「分離費用身替わり妥当方式」、又は「折半方式」

等によることが適当と考えられる。

容積（断面積）に大きな違いある場合←一一〉容積（断面積）がほぼ同じ場合

仮想の単独事業費に着目した手法

　単独施工費上限方式〔

　推定投資額方式

　分離費用身替り妥当方式

　折半方式

　　　　　　　図4．25

・←→　容積（断面）に着目した手法

　　　　必要内空容積比率方式（管理通路通路）

一・　　　　必要内空容積比率方式（充填方式）

　　　　占有内空容積比率方式

共同化における費用負担の考え方

　大深度地下を利用する場合は、道路地下と違い、管理者の要請などにより共同化を行うことはなく、

あくまでも、それぞれの事業者の自主的判断によっているため、コスト削減効果があるかないかは、

共同化を行うかどうかを決定する上で重要な要素となる。

　道路等の余裕空間を活用した共同化においては、道路事業が強固な床版等を必要とするため、トン

ネル構築に加え、本体構造の施工に費用がかかり、費用を按分しても、単独事業費より高い場合も想

定される。

　余裕空間を利用した場合は、図4．26に示すように、費用負担の上限は、単独で事業を実施した場

合の費用であり、逆に、余裕空間を持つ事業者が最低限負担を求めなければならない下限は、共同化

により増加する事業費となることに留意して、費用の負担方法を考える必要がある。
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余裕空間を持っ事業者

（道路、鉄道事業者）

　　請求の下限　　　　く…一……一一一一…

共同化より増加する費用く一…一…一…一…一

　　　　　　共同化する事業者

　　　（電気、ガス、通信、上下水道等）

……・．一一r　　　負担の上限

一………r単独で実施した場合の事業費

図4．26　余裕空間を共同化する場合の費用負担の上限、下限

4．6．7　大深度地下利用における共同化の財産区分の設定方法

　現在は、それぞれが対等な立場で所有を行う形態と、道路、鉄道における共同化のように、道路管

理者、鉄道管理者が施設の全体を所有し、附帯施設として設置している施設についてのみ、それぞれ

の施設の管理者が所有する形態に分かれる。

　現在までは、各事業者が対等な立場で分割して所有する場合は、財産区分を明確にして、それぞれ

を単独所有することが原則で、本体に支障が生じた場合等については、別途協定を定めることが一般

的であるが、これについては、本来一体的な構造物を分離して所有することに対する矛盾などの問題

がある一方、逆に固定資産の算定などに対しては、分離して算定した方が容易であるという面もある。

　しかしながら、大深度法の使用権は、それぞれの事業者が管理する部分を切り分けて単独の使用権

を有するものと解釈するのは困難であり、複数の事業者が共同して申請を行い、共同して使用権を取

得すべきものといえる。言い換えれば、大深度地下使用制度によって認可される施設は、一体の構造

物として必要な耐力等の要件を満たすものであり、これを分割して財産とすることは不適切である。

　よって、大深度地下使用制度においては、共同化を行う場合、単独所有の形態をとることはできな

いと考えられる。

　一般的に、法的に考えられる構造物の所有形態としては、表4．26に示す通りである。

表4．26　構造物の所有形態

所有形態 根拠法令

単独で所有する 民法第206条～248条
共同で所有する 共有 民法第249条～264条

区分所有 建物の区分所有等に関する法律

　大深度の使用権自体が切り分けて単独に設定することができないこと、内部空間、内部施設を共用

化するようになると、現在行われている単独所有を行う方法には馴染まなくなることから、共同で所

有する方法か、マンションなどで見られるように区分所有を行う方法のいずれかが採用できると考え

られる。

　しかしながら、区分所有は、法律により、その対象が建物に限定されており、大深度地下施設が建

物か否かの議論はあるが、一般的には、大深度地下施設は建物とは考えにくいことから、区分所有は

馴染まないといえる。

　したがって、地下施設の所有形態としては、共同所有の形態をとることが、施設の本来の構造など

から見ても望ましく、また、持ち分の権利を事前に協定で定めておけば、固定資産としての算定など

にも事欠かないことから、今後は、共同所有による形態で申請を行う必要がある。

4．6．8　大深度地下利用における共同化の維持管理の方法

それぞれ分割して単独の財産として所有する場合には、その持ち分によって管理を行うとともに、

トンネル本体に支障が生じるような場合にっいて、別途協定によりルールを定める形態と、道路、鉄
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道のように施設本体は道路管理者、鉄道事業者が維持管理を行い、附帯施設として施設を設置してい

る事業者は、設置した施設についてのみ維持管理の責任を負う形態の2つの形態に分かれた。

　内部空間、内部施設を共用化した場合、後者の方式であれば問題は生じないが、前者の場合、共用

化した空間、施設について維持管理の責任をどの事業者が負うことになるのかという問題が生じる。

　表4．27及び図4．27に示す神戸のポートアイランドで電気、電話、ガス、水道の4者が共同化した

事例では、管理費用は4者で分担して負担しつつ、3年ごとの持ち回り代表管理による方式で管理を

行っている。

　大深度地下において、共同化を行う場合、このような方法も参考になるものと考えられる。

表4．27　4者で共同管理を行っている事例

組み合わせ 事業名 位置 工期 延長

im）

内径

im）

事業費

i億円）

電・通・水・ガ 新港第4突堤第一共同管 神戸市 S45 131 2 2

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成

　　　　　　　■」工豊

　三一

件　　　名：新港第4突堤第一共同管
共同化事票：電気・通信・水道・ガス

エ

廷

場

期：第1共同管・第2共同溝は昭和45年度、

　第3共同溝は昭和47年度
長：第1共同管131m、第2共同溝825m、

　第3共同溝60m
所：神戸市中央区加納町7丁目

　　　　　　　～同市中央区港中町1丁目
内空占有皐：第1共同管33．36％、第2共同溝24．88％、

　　　　第3共同溝3236％

図4．27　4者で共同管理を行っている事業の断面例

4．6．9　大深度地下利用における共同化の留意事項

　例えば、不特定多数が利用する道路、鉄道の事業においては、爆発の可能性がある事業との共同化

については、慎重に対処する必要があるなど、それぞれの事業毎に特性があり、各事業間について共

同化にあたって支障があるのかどうか、クロスチェックを行った。

　各事業所管省庁、各事業者にヒヤリングを行い、それぞれが他の事業と共同化する場合を想定して

支障が生じるかどうかを判断してもらった。

　表4．28には、それぞれの事業の意見を集約した結果を示す。

　表は左の行から見た列の事業に対する共同化の可能性を示している。例えば、鉄道事業者から見た

ガス事業との共同化の可能性は、鉄道の行のガスの列の箇所に示されている。

　表中の「○」は、共同化の可能性がある事業を示しており、特に、「◎」は、実績があり、技術的

に見ても共同化に支障がない事業を示している。「△」は共同化に馴染まない事業を示している。

　これより、大半の事業は共同化が可能といえる。唯一「△」として鉄道事業者がガス事業との共同

化の可能性を判断したケースでは、ガスの引火性を問題としている。
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表4．28　共同化の可能性

電気 ガス 鉄道 通信 道路 河川 下水道 上水道

電気 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

ガス ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ ◎

鉄道 ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ ○

通信 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

道路 一 一 一 一 一 一 一

河川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

下水道 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

上水道 ◎ ◎ ○ ◎ ○ O ◎

回答なし

　また、共同化を図るに際して、留意すべき事項についても、各省庁及び各事業者からヒヤリングを

した。この結果を表4．29に示す。

　主に、有人施設が共同化を行う場合、不測の事態が生じても安全性に影響が出ないよう、特に配慮

する必要があるといえる。

表4．29　各事業間の共同化の支障の有無（ヒヤリング結果）

事業名 共同化に対する主な留意点
電気 ・農業用水路、河川、下水道が開水路タイプの場合は、別室構造（上段利用が望

ﾜしい）とする。

E鉄道、道路に対しては、供用後開始後のケーブルの引き入れ、接続作業及び維

搖ﾇ理面での安全性を考慮し、床版下を利用した別室構造が望ましい。

Eガスに対しては漏洩時の検知、希釈対策、電気機器の防爆化、隔壁の設置など
ﾌ検討が必要。

E下水道に対しては、有毒ガス　（メタン、硫化水素）発生時の検知、希釈対策の

ﾀ施が必要。

Eメタルの通信線と同室の場合は、電磁誘導に対する検討が必要。
ガス ・電気設備の防爆対策が必要。

Eガス漏洩時の検知、希釈対策、電気設備等の防爆化、隔壁の設置などの検討が
K要。

鉄道 ・上水道、農業用排水路、河川に対しては、漏水対策、防災対策が必要。

E電力に対しては、火災時の安全対策、運転施設への影響の検討が必要。
通信 ・電力と同室の場合は、電磁誘導対策が必要。

Eガスと同室の場合は、電気設備の防爆対策が必要。

道路 ・水道事故により大容量・高水圧管に漏水が生じた場合、影響が大きいことが想
閧ｳれる。

河川 ・電気、ガスに対する安全性対策が必要。

E導水管については操作監視設備の二重化が可能。

E漏水対策、防災対策が必要。

下水道 ・下水管の水密性保持が必要。

E硫化水素やメタンガスの検知装置の設置、有毒ガス発生時の換気による希釈対
�ｪ必要。

上水道 ・排泥設備、排気設備の設置のため中間立坑が必要となる可能性がある。

E管内水圧が高いことから、異形管部に生じる不平均力に対し配慮が必要。

E電食による水道管の腐食対策が必要

資料：各事業所管省庁からのヒヤリングによる
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4．6．10　アクセス空間（立坑等）の共同化の考え方

　トンネル部分の共同化を図ることも重要であるが、大深度地下利用に当たっての最大の難点は、い

かに地上とのアクセスを確保するかということであり、このため、立坑等のアクセス空間を共同化し

て設置し、これを活用して効率的に事業を行うことが考えられる。

　現在でも、トンネル部を共同化した場合は、立坑も共同利用しており、事例は多いといえるが、図4．28

本町付近管路新設工事のように、隔壁を設け空間を分離して、別々に入り口、階段を設置している場

合がほとんどであり効率的な利用とはいえない場合が多い。

　事例からは、費用の負担について、立坑内の占有内空容積比率で行っているもの、トンネル部分の

断面の比率で行っているもの、単独施工費上限方式で行っているものなど様々あり、負担方法につい

ては、それぞれが協議を行い決定している。

　維持管理については、隔壁を設け、区分して行う場合が多いが、図4．28の夢州舞州共同シールド

のように電気と通信、上水道と下水道のように、比較的似通った特性を持つ事業同士を同室としてい

る事例もある（維持管理方法は現在未定）。

　立坑もトンネルと同様に、階段などの施設を複数設置することは非効率的であり、共用化できる施

設については、できるだけ共用化することが重要である。

　さらに、現在までの立坑の共同利用は、トンネル部を共同して利用することが前提であるが、大深

度地下では、立坑を共同利用して、複数の事業者がそれぞれトンネルを構築することができれば、効

率的な事業の実施の面で有効である。

　通常は、先発事業の深度によって、立坑深さが決まるが、もう少し深くしておけば後発事業が利用

できる例も考えられることから、ある程度将来を見通して、深さ、規模を決定するなど将来の事業の

可能性を考慮する必要がある。

　また、公共事業として立坑を先行的に設置し、これを各事業者の利用に供する方法も考えられる。

　費用の負担方法であるが、立坑の径は、シールドマシン規模によって決まるといえ、事業規模、事

業費は大きなトンネルを掘る事業者の事業規模により決まるといえる。したがって、費用負担を考え

る場合においては、大きい事業を行うものが、多額の金額を負担すべきといえ、このようなことを背

景とし、負担方法を定める必要がある。

表4．30　立坑部分を共同化した事例

組み合わせ 事業名 位置 深さ 断面

im）

費用負担方法 維持管理用方法

電気・通信 本町付近管路新設 新宿区 12．6 4．7×5．6 占有内空容積 隔壁により区分

蒲田～羽田洞道発進立坑

｡浜港～本牧洞道発進立坑

太田区

｡浜市

35．1

Q8．3

φ3．95

X．3×12．3

占有内空容積

阯L内空容積

隔壁により区分

u壁により区分

電・水・下・通・ガ 夢洲舞洲共同シールド（発進）

@　　　　　　　（到達）

大阪市 43．2

R1．5

φ13．0

ﾓ11．0

トンネル部分の

阯L内空容積率

未定

ガス・通信 東神奈川～小机 横浜市 19．8

Q8．5

5．6×10．0

ﾓ10．0

単独施工費上限 隔壁により区分

上水・下水 太田和配水幹線築造工事 横浜市 22 101×103 トンネル部の必

v内空容積比率

隔壁により区分

上水・電気・通信 芝公園付近共同溝分岐立坑 港区 453 φ13．6 共同溝方式 隔壁により区分

資料：各事業所管省庁、各事業者からのヒヤリングにより作成

一130一



断面図

件

共同事業
期さ模所工深規場

名：本町付近管路新設工事
　　電気・通信
　：H6～H9
　　12．6m
　：4．65×　5．6

　・東京都新宿区

平面図

件

共同事業
期さ模所工深規場

名：夢洲舞洲共同シールド
　：電気・水道・下水・通信・ガス

　：HIO～Hl3
　：43．2

　　φ13．0
　　大阪市

50

π
㊦

刀

◎〃±：

十一

　　縦断図

図4．28　立坑を共用化した事例

4．6．11　大深度地下利用における共同化の原則（共益原則）

　共同化を図る場合の手法的な問題としては、費用負担、財産区分、維持管理等があり、これについ

て協議、調整を行い、共同化を決定することになるが、共同化に対して、各事業者が共通の理念を共

有し、これを原則として、様々な事項を調整することが重要である。いわば、共同化に当たっての原

則というべきものである。

　これについては、共同化の目的としては、経済的な事業の実施を図ることとし、これにより生じる

メリット、デメリットは公平に負担し合うという共益原則を原点としていくことが最重要である。
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　また、図4．14に示すように、垂直方向には狭い空間であるという大深度地下空間の特性を踏まえ

れば、どの程度の大きさの径のものを考えるのかという問題があるが、事例からは、ライフライン系

の電気、通信、ガス、水道、下水道の5者が共同化を行った事例においても、トンネル径は6m以下

であり、また、大断面の道路、鉄道については、その余裕空間を活用して共同化を図ることが前提で

あり、さらに大きな断面とすることは考えにくいことから、現行最大規模を大きく超える径のトンネ

ルが数多く建設されることは考えにくく、現時点では、あまり問題とならないと考えられ、むしろ、

空間の効率的な利用の面からは、共同化は促進すべきと考える。

4．6．12　今後の課題

　この節では、大深度地下で共同化を行う場合を想定して、その手法等を明らかにした。

　検討に当たっては、各事業所管省庁、各事業者の協力を得て、現在まで実施された共同化に関する

事例を収集し、これを解析することにより、様々な手法をメニュー化して提示した。このように網羅

的に手法を検討したのは初めてのことである。

　ヒヤリングでは、費用の負担方法について、ある1つの手法しかないと考え、合理的な解決が図れ

なかったと回答する事業者もあり、このように、手法をメニュー化して示すことにより、円滑に大深

度地下を利用した事業の共同化が進むものと考えられる。

　今後、共同化を進める上で課題と考えられる事項もいくっか浮かび上がったが、新たに制度を構築

することが必要であり、今回はその点まで踏み込んでいない。

　課題の一つ目は、事業化の時期がずれる事業の調整をいかに行うかということであり、特に、費用

負担に関して、共同化を行うために、将来発生する事業費を前倒しで支出することに対しては、投資

に対する金利負担などがコスト削減効果を上回る可能性が大きく、共同化が円滑に進むかどうかは、

この問題に対して十分な解決が図られるかどうかにかかっている。

　これに関しては、公的機関が関与して、例えば、融資、補助、先行整備等の手法により円滑に進め

る制度の創設が考えられる。しかしながら、大深度地下は効率的な利用が強く求められる空間である

ことについては、当然のこととして理解されると思うが、公的機関が先行的に投資を行い整備を進め

ることの必要性まで、現時点では一般的な理解が得られる状況とはいえず、今後、事業を積み重ねて、

問題点を明らかにし、共同化がどの程度大深度地下の適正な利用に資するのかを明らかにした上で、

検討を行ううべきといえる。

　二つ目は、大深度地下利用全般のことでもあるが、コストをいかに削減するかと言うことであり、

特に、共同化によって、建設コストだけでなく、維持管理を含めたライフサイクルコストが低減でき

るよう技術開発、共同化の仕組みを考える必要がある。

　三つ目は、共同して構築したトンネルに、現在では利用が考えられないが、将来、様々な事業が利

用したいという要望が出てくる可能性があるということである。例えば、燃料電池技術が進展すれば、

原料となる水素を各燃料電池に送るためのパイプラインが必要となったり、熱供給も行われるように

なるかもしれない。また逆に、事業の廃止により空間が余る場合も想定される。

　現行の制度では、事前に事業費を負担するため、後発の事業が参画する機会がない。このような全

くの新規の需要に対して、どのように対応するのかということについても検討する必要がある。

　都市の構造の変化に臨機応変に追随して、機能を変化させることが求められているといえる。大深

度地下の施設は、構造としては半永久的でも、経済社会状況の変化、技術開発などにより、利用形態

の方が耐用年数より先に陳腐化する可能性が高く、利用形態を時代に合わせて変化させて行くべきで

あることを認識すべきである。

　このように共同化を行うに当たっては様々な課題があるが、共同化を行うことは、社会全体で考え

れば、メリットがあるものであり、個別事業の採算性等の課題に適切に対応しつっ、積極的に推進す

べきものといえる。
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4．7　大深度地下使用制度と都市計画制度の連携

　臨時大深度地下利用調査会答申において提言されている3段階の調整の仕組みのうち、即地的な計

画については、現在、都市計画制度があることから、これと連携を図ることとしてる。

　しかしながら、都市計画制度は、”公”対’民”もしくは、”民”対’民ttの調整を図るためのプロセスを

定めた制度といえ、一方、”民ltとしての利用を想定していない大深度地下使用制度は、”公tt対”公“の

調整を行えば足りうる制度であり、制度の基本的な考え方から違いがある。

　また、都市計画においては、かなりの種類の事業が都市計画施設として決定が可能であるが、現実

的には、地下を利用する事業で都市計画決定を行っている事業の種類は限られており、大深度地下使

用制度で対象としている事業のうち都市計画決定を行っている施設は、道路、鉄道、下水、河川の一

部にすぎない。

　大深度地下利用のメリットが比較的大きいと考えられる電気、ガス、通信等のライフライン施設は

都市計画決定をすることが制度上できるが、例えば、都市計画事業として補助が得られる等都市計画

決定を行う具体のメリットがなく、逆に、様々な手続をとるデメリットの方が大きいため都市計画を

行っていない。

　このように、都市計画制度と連携を考えるに当たっても、様々な問題があり、どのように連携を図

っていくべきかを検討する。

　4。7．1では、地下利用に際しての現在の都市計画制度の問題点、4．7．2では、大深度地下使用制度と

都市計画制度、環境アセスメント制度の関係を整理し、4．7．3で連携を図る必要性とその問題点を、4．7．4

でそれを踏まえた連携方策について述べる。

4．7．1地下利用における都市計画制度の問題点

（1）都市計画制度の任意性から生じる問題点

　都市計画制度においては、様々な施設が都市施設として計画決定が可能であるが、現実には、これ

らの施設全てが都市計画決定を行っているわけではなく、都市計画決定を行うか否かは、事業者の任

意によっている。

　特に、地下を利用する事業の場合、図4．29に示す通り、地下を利用する施設で都市計画決定を行

ったことがあるのは、道路、鉄道、河川、下水道事業のみであり、地下利用の大部分を占める、上水

道、ガス、電気、通信といったライフライン施設にっいては、全く都市計画の手続を踏まずに事業を

実施している。

　この理由としては、現在都市計画決定を行っている事業には、補助、税制等のメリットがあるが、

水道、電気、ガス等の事業には何ら措置はなく、逆に、都市計画決定を行う手続を踏む方のデメリッ

トがあまりにも大きすぎることがある。また、都市計画決定を行うか否かは事業者の任意であり、都

市計画制度としてこのような任意性を許容している。

　地下は目に見えないことから、どこにどのような施設が埋設されているのか、一般には知られるこ

とがないため、これらの施設を避けて、新たに整備される地下鉄などが深い地下を利用していること

など、一般市民は知る由もなく、頻繁な掘り返しに対する関心はあるものの、地下空間の利用の仕方

に対してはほとんど無関心となっている。このため、現在までは、利用に当たって民意との調整を図

る必要はなく、都市計画の手続を踏む必然性がなかった。

　このように都市計画の任意性が、一方は、都市計画制度の中で調整がされることとなり、一方は、

都市計画制度の対象外であることを併存させている。
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ロ下水道
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■その他田道路
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鷲

都市計画決定している地下施設の数を種類毎に回答、その他の1％（1件）は地下駐車場

　　　資料：三大都市圏の政令市に対するアンケート調査（建設省都市局資料）

　図4．29　三大都市圏の政令市において都市計画決定をしている地下施設の種類

（2）地下利用に当たっての戦略性の欠如

　都市計画法自体が、2㎜年の改正まで、地下利用を想定した制度体系となっておらず、立体的に

都市計画決定することができなかった。このため地下に都市計画決定を行った場合、本来その施設に

影響する利用のみを規制すればよい場合でも、都市計画制限は地上地下に及ぶこととなっていた。

　すなわち、地下鉄道を都市計画決定した場合も、その施設を地表に都市計画決定したのと同じ効果

を有し、地上の建築物の建設に制限がかかることとなり、本来必要のない制限までを課す事態が生ず

ることとなっていた。

　よって、地下利用計画を都市計画決定することは、本来の目的を超えて制限を課すこととなるため、

都市計画決定を行う時期は事業の実施のめどがつくまで見送る場合が多く、将来の地下鉄道構想など

が都市計画決定されていないのは、このことを一因としているともいえる。

　したがって、都市計画は、本来、都市のあるべき姿を示すものといえるが、現在の運用では、事業

を実施する段階で複数の事業について調整を行う利害調整型のものといえ、都市のために地下空間を

いかに利用していくのかという戦略型の計画となっていないといえる。

　さらに現在の都市では、情報インフラ、エネルギーインフラの整備は、都市にとって戦略上の重要

な施設であるが都市計画においては位置付けがない。

　これらのライフライン施設については、ある意味では、十分な供給がなされて当たり前という感覚

があるが、阪神淡路大震災でも明らかとなったように、この途絶は都市にとって大きな影響を与える

ものである。例えば、ある地区は、地下を利用した情報インフラ施設を多くし、地震に強くし、コン

ピューターセンターの立地に優位性を持たせる等の戦略性が持たせることが可能である。

　また、我が国都市のエネルギーの有効利用率は約34％にとどまっているが、一方、北欧の都市で

は70％を超えている。これは、発電所を需要地の近くに立地させ、発電だけでなく、その廃熱も都

市へ供給しているためであるが、我が国では、各公益事業者はそれぞれ単独で事業を進めており、事

業を進めるに当たってこのようなエネルギーの有効利用を図る観点はない。二酸化炭素対策からも都

市のエネルギー戦略をどのように考えるのかは、重要な問題といえ、このためには、ライフライン系

の地下利用を都市としてどのように考えていくのかのビジョンが必要である。

　今般、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の成立と同時に改正された都市計画法によって、

立体都市計画制度が創設されたことから、立体的な範囲として、都市計画決定を行い、地下施設への

影響の度合いによって建築物の制限が合理的に行われることから、この点については運用が変わって

いくことが期待できる。
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4．7．2　都市計画制度、環境アセスメント制度と大深度地下使用制度との関係

　大深度地下使用制度の即地的な調整については、都市計画制度を活用することが想定されているが、

一方、都市計画制度では、環境影響評価法の例外として独自の都市計画アセスメント制度を持ち、環

境アセスメント制度と関連があることから、3つの制度の関係について整理する。

　通常、環境アセスメントは事業者が実施するのが原則であるが、都市計画決定を行う段階では、事

業者が決まっていない場合もあり、事業者に代わって、都市計画決定権者がアセスメントを行う制度

として「都市計画アセス」と呼ばれる手法が定められている。これは、都市計画の決定後の環境アセ

スメントで事業計画が変更になる等の齪酷が生じないよう一体的なものとして、都市計画決定時点で

同時に行うとともに、公告、縦覧という手続を一体的に行い行政手続の効率化を図ることが目的とな

っている。

　一方、大深度地下使用制度と両制度の関係に関しては、法律においては位置づけはなく、それぞれ

運用において連携を図ることを想定している。

　ここでは、3つの制度をどのように関連づけて運用すべきかについて述べる。

（1）3つの制度の関係

　大深度地下使用制度と環境アセスメント制度の関係については、使用の認可に当たって環境アセス

メントを実施している事業であれば、環境への配慮を十分に行っていることが認めることができるな

ど、審査に当たっての判断材料としての活用を想定している。逆に、環境アセスメントが必要な事業

については、これが実施されていなければ、事業の遂行の可能性を十分に判断できないことから、使

用の認可を申請する前に環境アセスメントを実施しておく必要がある。

　一方、認可申請前の段階では、両制度において実務上の関連はあるものの、制度的に連携を図る事

項はなく、大深度地下使用制度において環境アセスメント制度と関連が生じてくるのは使用の認可の

申請時点となる。

　一方、都市計画制度は、大深度地下使用制度において設けている事前の事業間調整などの計画調整

の仕組みと密接に関連するものであり、齪師を生じないため早い段階から相互に連携を図りつつ進め

ていくことが必要である。

　したがって、3者の計画制度の関係を整理すると図4．30で示すように、大深度地下使用制度は都

市計画制度と早い段階から連携を図る必要があるが、環境アセスメント制度については、認可の判断

時点で、その結果を踏まえるので、使用の認可申請までに環境アセスメント手続を済ませることを定

めておけばよいこととなる。ただし、都市計画アセスについては、都市計画制度と一体的に手続が進

められることから、その点について連携が図られるといえる。

早い段階からの連 使用の認可申請に結果

　　　　　を添付

図4．30　大深度地下使用制度、都市計画制度、環境アセスメント制度との関係

（2）3つの制度の対象とする事業の関係

　3つの制度は、表4．31に示すように、それぞれの制度の趣旨から対象とする事業を定めているが、
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それぞれの法律の目的が違うため、大深度地下使用制度の対象事業はほぼ都市計画施設に包含される

ものの、環境アセスメント制度の対象事業とはかなりのずれが生じている。

表4．31　大深度地下使用制度、都市計画制度、環境アセスメント制度の対象事業の考え方

　　都市計画制度　　　都市に必要な施設を定めている

環境アセスメント制度規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業

大深度地下使用制度　土地収用が可能な事業のうち、大深度地下を利用する事業

　それぞれの対応関係を表4．32に示すが、大深度地下使用制度の対象事業のうち、道路、鉄道、河

川以外の事業は環境アセスメントの対象となっていない。この点は、環境アセスメント制度が地下利

用を想定して対象事業を定めているのではないためであるが、アセスメント対象事業以外の事業にお

いても、大きなトンネル径の事業はあり、地下水など環境への影響を考えれば、矛盾を生じていると
いえる。

表4．32　大深度地下使用制度、都市計画制度、アセスメント制度との対応関係

大深度法 都市計画法 アセス法

第4条 対象事業

都市施

ﾝか

都市計画決

閧ﾌ有無 第11条
アセス

ﾎ象か
1号 道路 ○ ○ 1号（道路） ○ 高速自動車国道、首都高速道

H等、一般国道、大規模林道

2号 河川、水路、貯

?r

○ △ 4号（河川）

S号（その他の水路）

○ ダム、堰、湖沼水位調節施設、

﨎?H
3号 農業用道路、用

?H、排水路

○ × 1号（その他交通施設）

S号（その他の水路）

×

4～
U号

鉄道、軌道 ○ ○ 1号（都市高速鉄道）

P号（その他の交通施設）

○ 新幹線鉄道（規格新線含）、普

ﾊ鉄道、軌道（普通鉄道相当）

7号 電気通信 ○ × 3号（その他の供給施設） ×

8号 電気 ○ × 3号（電気供給施設） △ ○発変電所、×送電線

9号 ガス ○ × 3号（ガス供給施設） ×

1　0 上下水道、工業

p水

○ △（下水の

@みO）

3号（水道、下水道、その

ｼの供給施設）

×

1　1 水資源開発公団

ｪ設置する施設

△ × 4号（河川、運河、その他

ﾌ水路）に該当する場合

△ 4号（河川、運河、その他の

?H）に該当する場合

※○は対象となる場合、△は一部対象の場合、×は対象とならない場合

　都市計画決定の有無については、実績より判断。

　環境アセスメントの対象かどうかは、事業規模によって異なる。

　このように、環境アセスメント制度との関係においては、アセスメント制度が地下利用を想定せず

制度構築がなされていること、都市計画制度との関係においては、都市計画が任意性を許容している

ことが関係を複雑にしているといえる。

　制度面ではこのような問題があるため、運用面でこれを補い連携を図る必要があるといえる。

4．7．3　都市計画制度との連携の必要性と問題点

　都市計画制度は、”民”対tt公”との調整を行うための手続を定めた制度といえ、私権、民意との調整

を行うための手続を厳格に定めている制度ともいえる。
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　一方、大深度地下使用制度は、大深度地下は通常利用されない空間であり、私益は存在しないこと

から私益と公益との比較衡量は必要ないという前提に立って制度を構築しており、原則として”民“対“

公ttの調整はあり得ない。よって、大深度制度において必要なのは、事業間同士の調整であり、”公”

対“公”の調整が行えればよいといえる。

　大深度地下使用制度においては即地的な計画の部分で都市計画と連携を図ることを想定している

が、都市計画制度と連携がなくとも、事前の事業間調整及び協議会の活用により、”公”対“公ttの調整

は実質的には実施されることから、大深度地下使用制度だけで完結した運用を行うことは可能である。

現在の都市計画の運用からは、電気、通信、ガス等のライフライン系は漏れており、これらの事業に

ついて、都市計画の方において何らかの運用の変更がなければ連携をはかることはできない。

　このような基本的な理念の違いからも問題を抱えているといえるが、一方では、大深度地下使用制

度は大深度地下のみを対象とした制度であり、円滑な運用のためには大深度地下の区域外も対象とす

る都市計画と連携を図るべき事項もある。

　ここでは、都市計画制度との連携の必要性とその問題点を整理した。

（1）　地上・浅深度地下空間との一体的な計画調整

　全ての事業は大深度地下だけで完結せず、必ず、地上、浅深度地下へのアクセスが必要となるが、

大深度地下使用制度は大深度地下のみを対象としており、地上、浅深度における計画調整を行う機能

を備えていない。このため、都市計画制度を活用して、地表、浅深度の施設と一体的に都市計画決定

を図り、一体の事業として調整及び合意形成を進めることが必要であり、相互に連携を図る必要があ

るといえる。

　一方、垂直にアクセスする事業では、自社用地に立坑を設置し、これを大深度地下を利用して結ぶ

ように、地上、浅深度地下と一体的な調整を行うことが不要な場合がある。ライフライン系の事業と

しては、このような形態のものが多いという実態がある。

（2）立体都市計画制度の活用

　大深度地下法の成立と同時に都市計画法の改正が行われ、立体都市計画制度が創設された。

　立体都市計画制度によって、必要な空間に限り排他的に当該空間を確保できるとともに、上部の建

築物の建設に対しても、必要な範囲で都市計画制限をかけることができるようになった。

　したがって、大深度地下使用制度の事前の事業間調整により、他事業者との間で空間利用が調整さ

れたとしても、これは、事業者間同士の調整結果に過ぎないため、これを効力のあるものとして位置

付けるために、立体都市計画制度を活用することが考えられる。

　なお、立体都市計画制度では、都市計画制限をかけることもできるが、大深度地下使用制度では、

現行最大規模の超高層建築物も建設可能であり、都市計画制限を行う必要がそもそもなく、この点は

連携を図るメリットとはならない。

（3）大深度地下施設を都市全体の中で位置付け

　大深度地下利用は、都市活動のための制度であり、都市計画のプロセスにより都市の全体像から都

市にとって必要な施設として大深度地下施設を位置付けることが重要といえる。

　また、逆に、大深度地下に設置される事業側から見れば、都市全体における事業の位置付けが明確

にされるという利点がある。

　このように、本来的には、都市に必要な施設は、都市計画にきちんと位置付けるべきであるといえ

るが、現在の運用では、対象としている事業は限られており、現在の都市計画は都市の全体像をあら

わしたものとは言い難い。例えば、通信インフラの配置等は都市の戦略上重要な事項であるといえる

が、この種の施設を都市計画決定した例はない。
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（4）都市計画の合意形成機能の利用

　事前の事業間調整及び大深度地下協議会における調整は、”公”対”公ttの調整であり、民意を反映さ

せる手続となっていない。これは、大深度地下は通常利用されない空間であり、私益は存在しないと

言う前提に立っているからであるが、場合によっては、事業に民意を反映させる手続として、都市計

画制度の活用が考えられる。

　しかしながら、大深度地下使用制度は、私益と公益の比較衡量を実施しないことから円滑な事業の

実施が可能なことが特徴であり、ee公“対”民”の調整を行うための厳密な手続が用意されている都市計

画制度の手続を行うことの必然性がないともいえる。また、民意の反映は必要に応じそれぞれの事業

計画策定の手続の中で行われるべきものであり、大深度地下使用制度の手続に入る前に、十分な住民

との合計形成が本来図られて当然であり、この点に関して、都市計画手続を踏む必要性の判断は慎重

に行う必要がある。

　特に、現在、民意を反映させる仕組みを全く必要としていない電力、ガス、通信、水道の事業につ

いては、都市計画の手続を踏む必然性についてはよく検討する必要がある。

（5）まとめ

　大深度地下使用制度は大深度地下のみを対象としているという特徴があり、これを補うためには都

市計画制度と連携する必要があるといえるが、一方では、都市計画制度は、私益と私益、私益と公益

の関係を、民意を反映させながら調整を図っていく制度であるのに対し、大深度地下使用制度は私益

が存在しない空間という前提に事業同士の公益と公益のみを調整すれば足りうる制度であり、基本的

な理念の矛盾から、表4．33に示すとおり、様々な問題を生じている部分もあるといえるが、、都市論

から考えると連携を図るべき事項は多く、大深度地下を利用する施設から見ても連携によるメリット

は大いにあるといえる。

　よって積極的に連携を図ることが必要であり、このため、どのような都市計画の制度を活用して連

携を図るのかが重要になる。

表4．33　都市計画法との連携の必要性

連携の必要性 問題点

地上・浅深度地下空間との一体的な計画調整

ｨ広く他の都市施設との計画調整が可能

自社用地に立坑を設置し、連結するような事業の場

立体都市計画制度による空間の確保

都市全体像から施設を位置付けることができる

iアカウンタビリティの向上）

電力、通信、ガス等の事業は都市計画の手続を踏ん

ﾅいない現状

関係住民等の合意形成を図ることが可能 大深度地下における住民の合意形成の必要性の有無

4．7．4　都市計画制度との連携方策

　都市計画法と大深度法の関係については、法律上は何ら連携の規定はないことから、運用において

連携を工夫する必要がある。

　ただし、都市計画と連携を図るに当たっては、上述の通りの問題があり、どのような方法で連携を

図るのかを整理する必要がある。ここでは、将来どのように連携を図るべきか、その方策を検討した。

（1）大深度地下使用制度と都市計画制度との手続関係

　大深度地下使用制度は、都市計画との連携を前提としつつも、法律の中には、都市計画との連携に

関する手続は示されていない。このため、各々の法律における手続の目的に照らし合わせて、それぞ

れの手続がどのような関係にあり、どのような手順で進めるべきか、どのようにすれば各々の目的と
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意義達成できるのか、これらを明らかにし、運用面でどのように連携を図るのか決める必要がある。

　それぞれの法律の目的、意義、調整の規定を整理すると表4．34及び表4．35の通りである。

表4．34 大深度地下使用法における手続の目的と意義、 調整の規定

主な内容 主な目的・意義 調整に関する規定

基本方針 事業の円滑な遂行、適性かつ合理・適正かつ合理的な ・閣議決定

（6条） 的な利用等大深度地下の公共的使 利用の確保

用に関する基本的事項を定める
大深度地下使・対象地域毎に国の関係行政機関及・できるだけ早い段・協議が整った事項につ
用協議会（7条） び関係都道府県により設置 階からの情報交換 いては、尊重義務

事業概要書提 ・事業者が使用認可に先立って作成 早期に事業概要の ・協議会構成員は所管す

出，公告・縦覧 ・事業所管大臣（知事）に提出 周知を図る る事業者へ内容を周知

（12条） ・公告及び30日間縦覧

関係事業者と ・事業者が関係する事業者と共同化、 適正かっ合理的な・調整の申し出があった
の調整（12条） 事業区域等に関し調整を図る 利用の確保 ときは調整に努める

調書の作成 事業区域内の物件を調査し、権利・事業区域内の物件 一

（13条） に対する損失補償の見積等を整理 （井戸等）を調査

使用認可申請 ・申請書を提出 使用認可を許可す・大規模な事業は事業所
（14条） るかどうか判断す 管大臣経由。意見を付

るための資料提出 して送付

申請書への ・申請書行政機関の意見書を添付 他の公共公益的施・事業者が意見を求めた

意見書の添付 事業区域が他の事業によって既に 設への影響、公益 日から三週間を経過し
（14条） 使われている場合は当該事業者 性等を確認する ても得ることができな

事業区域に法令の規定による制限 かったときは添付する

があるときは権限を有する行政機
ﾖ事業免許，許可を行う当該行政機関

ことを要しない

行政機関意見 ・必要な場合、国土交通大臣（知事） ・他の公共公益施設 一

聴取（18条） は意見を求めなければならない への影響等を確認

説明会の開催・国土交通大臣（知事）は事業者に説 ・住民への周知 一

等（19条） 明会の開催等を求めることができ

使用認可の告 ・認可権者が使用の認可をしたとき、 使用認可に法的効・国土交通大臣は図面を
示（21条） 使用の認可を受けた事業者に通知 力を生じさせる 知事へ送付。知事は告

・認可の内容を官報等で告示 示を国土交通大臣に報

表4．35 都市計画法における手続の目的と意義、 調整の規定

主な内容 主な目的・意義 調整手続に関する規定

市町村の都市計 ’市町村が決定 ’都市の将来像、市街地像 ’公聴会の開催等住民の意

画に関する基本 ’市町村の都市計画の方針 や整備方針等を定める 向を反映させて作成

方針（18条の2） として定める

都市計画案の作 ’都市計画の原案を作成す ’住民意見を反映した都市 ’必要に応じて公聴会、説

成　（公聴会の開 る住民参加手続 計画の案を策定する 明会の開催等の措置

催等）（16条）

関係市町村の意 （都道府県決定の場合） ’都市計画決定しようとす ’都道府県が都市計画を決

見聴取 る案について市町村の 定するに当たって市町

（18条1項） 意見を反映させる 村の意見をきく

案の公告及び縦 ゜公告の日から2週間、都 ◆案の内容を利害関係人や ’関係市町村の住民及び利

覧（意見書の提 市計画の案を縦覧 一般住民に周知し、そ 害関係人は縦覧期間中
出）（17条） の意見を反映させる に意見書を提出できる

都市計画審議会 ’学識経験者等により構成 ’都市計画の案について調 ’関係市町村の住民及び利

（18条） ’都市計画に関する事項に 査審議し、関係行政機 害関係者より提出され
ついて調査審議を行う 関に建議する た意見書の要旨を都市

’学識経験者の意見を反映 計画審議会に提出
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建設大臣の同意 （都道府県決定の場合） ’都市計画決定しようとす ’大都市及びその周辺に係
（18条3項） る案について国の利害 るもの又は国の利害に

との調整を図る 重大な関係があるもの
は建設大臣同意が必要

’免許、許可等の権限を有

する国の行政機関の長
に協議が必要

都道府県知事の （市町村決定の場合） ・都市計画決定使用とする ’市町村の区域を越える広
承認 案について都道府県と 域の見地からの調整

（19条4項） の調整を図る ’都道府県が定める都市計
画との適合を図る

都市計画決定 ’都市計画を決定する。 ’都市計画が定められた土 ’都市施設に関するもの
（18条） ’都道府県または市町村が 地の区域に関係する権 は、あらかじめ管理者

決定 利者などの権利に一定 との協議が必要
の制限を加える ’決定後は告示し、図書の

写しを関係行政機関に
送付、図書を縦覧

都市計画事業認 ’建設大臣又は都道府県知 ’都市計画事業の施行権能 ’都道府県知事が認可する
可 事が認可又は承認 を付与る 場合、関係地方公共団

（59条） ’収用法の事業認定見なし 体の意見聴取が必要。
゜事業区域内での建築等に ’認可後は公告し事業の
対し制限を加える 施行について周知を図る

　両者の法律の趣旨から、手続的な問題としては、①大深度地下使用法の事前の事業間調整と市町村

の都市計画に関する基本方針（都市計画マスタープラン）、都市計画の原案との関係、②大深度地下

の使用の認可と都市計画決定、都市計画事業認可の関係についてどのような手続で考えるのかが論点

であるといえる。

　①の論点については、事前の事業間調整と都市計画マスタープラン、都市計画の原案の3つの手続

きをどの順でおこなうべきかといった手続的な問題に対して、各々の法律の趣旨に照らしてどれが適

切かが問題となる。

　この場合、都市計画を具体に進める時期との関係もあるが、都市計画の原案が決まったより後の段

階では、事業者の話し合いによって施設の配置を変えることは不可能であり、大深度地下使用制度に

おける事前の事業間調整の意味がなくなるとともに、一方、都市計画には事業間の調整の仕組みが十

分用意されていないことから、都市計画の原案は事前の事業間調整の内容を踏まえて策定する必要が

あるといえる。

　都市計画マスタープランと事前の事業観調整の関係については、事前の事業間調整は、当事者同士

で直接調整を行うものであることから、都市計画マスタープランに先だって事前の事業間調整を行う

場合には、この内容を、都市計画マスタープランに反映させることが重要であるといえるとともに、

逆に、事前の事業間調整に先立って都市計画マスタープランが策定されている場合には、この内容を

判断材料として、事業間の調整を図るべきといえる。

　このように、都市計画マスタープランとの関係では、手続的な前後を議論するよりは、相互の進捗

状況を踏まえながら実質的に密な連携が図られるよう体制を整える必要があるといえる。

　②の論点については、大深度地下使用制度は現状における用地買収と同様の行為であり、法律にお

いても、事業を確実に実施できる見込みがなければ、使用の認可を行わないこととしており、都市計

画の手続を踏む事業に関しては、都市計画決定、都市計画事業認可の後に使用認可申請がなされるべ

きである。

　なお、都市計画と環境アセスメントの関係は、都市計画法、環境影響評価法の中で、厳密に決めら

れており、大深度地下使用制度と都市計画との関係が明確になれば自ずから定まるものである。
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　都市計画法と環境影響評価法との関係を踏まえ、以上を整理すれば、3者の法律の関係は図4．31

の通りに整理できる。

（環境影響評価の流れ）　　（都市計画制度の流れ） （大深度地下使用制度の流れ）

都市計画マスタープラン　　　　　　　事業概要書の提出

密な’　　関係事業者からの調整の申し出

スクリーニング　　　　　原案の作成 関係事業者との調整

　　　方法書　　　　　　　　公聴会

?�曹ﾌ公告・縦覧　　　案の公告及び縦覧

ﾂ境影響評価書の提出　　　　都市計画決定　　　、※事業認可が不要な事業
、、

@、
@、@　、環境影響評価書の公告　　　都市計画事業認可 使用認可申請

※都市計画手続と環境影響評価手続は

@環境影響評価法の整理による

※認可が必要な事業　　　　　　　　　　申請書の公告・縦覧等

使用認可

事業の実施

図4．31環境影響評価、都市計画、大深度地下使用制度の関係

（2）地下利用ガイドプランの見直しと活用

　地下利用ガイドプランは、地下利用にっいて事前に調整を行い、ゾーニングを行う制度で、これを

有効活用すれば、相当の調整が行えるものである。しかしながら、地下利用ガイドプランが検討され

た当時は、立体都市計画制度や大深度地下使用制度はなく、制度創設後10年以上経過し、地下利用

の実態も変わってきていることから、ガイドプラン制度の内容を見直して、相互に連携が図ることが

できるようにする必要があるのではないかと思われる。

　この場合の連携及び役割分担については図4．32のように考えられる

　まず、都市圏全体の空間整序については、大深度地下使用制度の基本方針、大深度地下使用協議会

を活用してこれを定める。

　これを踏まえ、都市圏のうち、特に地下利用のゾーニングを定める必要がある地域について、地下

利用ガイドプランよって施設特性毎のゾーニングを定める。

　具体の事業の事業化の段階で、大深度地下使用制度における事前の事業間調整により、このゾーニ

ングを踏まえた施設の位置の決定を行う。

　決定した具体の施設の位置については、都市計画決定によって、排他的に空間の確保を行うことに

より、円滑な事業の実施が行えるものと考える。
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対象エリア

　大　大まかな空間整序の設定（大深度地下使用基本方針、大深度地下協議会）

　　　（Om～Omは放射方向の空間、Om～Omは環状方向の空間等）／

小

ガイドプラン対象地区内でのゾーニング

　　（施設特性毎のゾーニング等）

事前の事業間調整

（具体の施設の位置）

大深度制度

基本方針、協識会

都市計画制度

ガイドプラン

大深度制度

事前の事業間調整

都市計画制度

都市計画決定

　　　　※地下利用ガイドプラン対象地区のみ有効

図4．32　大深度地下におけるガイドプランとの連携方策

　これを実現するためのガイドプラン制度を見直すポイントとして考えられるのは、

①対象地区の選定方法の見直し（対象地区の拡大）

　現在は、「イ　土地の高度利用が必要となる中心市街地等の地区、ロ　面的開発地区のうち、相当

規模の開発であって土地の高度利用の一環として地下利用が想定される地区、ハ　地下鉄道、地下駐

車場等の地下の交通施設の整備又は地下交通ネットワークの整備が計画されている地区」が対象地区

とされている。図4．3に示す東京の地下利用の現状を踏まえれば、ゾーニング的な調整が必要な地区

は、かなり広い範囲といえ、選定の要件に新たに、幹線道路、河川の付近で地下利用が輻棲している

地区又は路線付近を加えるべきといえる。

　逆にいえば、ここ10年の地下利用の進展状況を踏まえれば、今後の都市の地下利用の上で、効率

的な実施のために調整が必要な区域はどこかを考えることが重要である。

　東京では、既に大規模な地下埋設物が設置されている環状7号、8号線、地下鉄路線が入っている

放射道路付近については、利用調整を行わなければ、将来の事業に支障となることが想定され、対象

区域に該当させるべきといえる。

②策定メンバーの見直し

　現在、地下利用計画策定委員会のメンバーとしては、「都市計画及び建築担当部局、道路等の公共

施設管理者」としており、全ての地下利用事業者がメンバーとはなっているわけではない。このため、

十分な情報交換、意見調整が図られているとはいえず、このことが、後で問題を生じている場合が多

い。地下に埋設される施設は、それぞれ都市活動には不可欠な施設であり、地下利用を行う各事業分

野もメンバーに入れることが必要である。

③原案作成者の見直し

　現在は、原案を作成するのは、原則として都市計画部局であるが、道路、公園の地下利用について

は、案を当該施設の管理者が作成し、これに基づいて都市計画部局が全体の原案を作成することにな

っている。

　地下利用に際して道路を縦断的に利用せざるを得ない状況では、道路管理者の意向が強く反映され

るべきであり、道路、公園にっいては管理者が原案を作成しているといえるが、大深度地下使用制度

により、縦断的な道路の利用に加えて、横断的な道路の地下利用が今後増えてくることを考えれば、

道路管理者が作成する意義は薄れてきたと思われる。さらに、これらの土地の地下も、国民共有の財

産であり、原案については、都市全体の観点から一元的な組織が作成し、原案が道路、公園の管理に

支障があるかどうか、後で協議する仕組みとし、都市像と一体となった地下利用を行うことが必要で

ある。このため、地下利用のかかる計画策定の主体は、都市像と一体となって原案を作成する立場の
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機関である都市計画部局が作成する必要があるといえる。

④策定過程における透明性の確保

　作成過程は、一切公開されておらず、どのような原案が協議されているのか全く外部にはわからな

い。また、計画のうち公開される内容も、都市計画の「整備、開発、保全の方針」に短い文章で記述

されるだけである。これらの内容が公開されれば、例えば、民間建築側が早い段階から地下ネットワ

ークのとの接続を考えた開発を構想したり、各事業者の計画のチェックも可能である。テロ対策など

セキュリティの問題から、公開が難しい情報もあるが、支障ないものはできるだけ公開することが必

要である。

　また、現在は、地下利用についてどのような調整が行われているのか一切国民は知ることができな

い、この点にっいても改善を図るべきといえる。

⑤地下空間利用のあり方の整理

　現在の地下利用マスタープランは複数の事業の調整を行う利害調整型のものであり、都市のために

地下空間をいかに利用していくのかという戦略型の計画となっていない。都市機能の再編成には、地

下空間の高度利用が必要となっていることは、諸外国の例からも明らかであり、調整型の計画から、

積極的に都市における地下利用の姿を描く戦略型の計画への変更が求められているといえる。

　このためには、そもそも都市において地下空間を何に利用していくのかという根本的なことにっい

て、議論をすべきであり、都市における地下空間の価値、利用のあり方を示す必要がある。

（3）立体都市計画制度の活用

　図4．33に示す通り、都市計画ガイドプランを活用した場合は、これにより即地的なゾーニングが

行われ、これを踏まえ、事前の事業間調整が行われることとなり、都市の全体像との調整が行われる

が、これに漏れる地区では、このプロセス（ガイドプラン）を踏むことがないため、都市計画の手続

を踏まない事業については、都市の全体像との調整を図る機会がない。

　現在は、都市計画の手続を踏むかどうかは、事業にメリットがあるかどうかという観点、すなわち、

事業者側の判断にゆだねられているが、都市の全体像との調整を行う観点からは、都市にとって戦略

的な施設は全て立体都市計画制度を活用して都市計画決定を行うべきといえる。

　したがって、各事業者が都市計画を行うメリットがあるかないかを判断する仕組みではなく、都市

において果たすべき役割によって重要なものは都市計画決定すべきであり、都市高速道路、鉄道等の

施設はいえうまでもなく、エネルギー供給等の基幹ライフライン等、物流、廃棄物処理系統等につい

ても都市計画の手続により位置付ける運用を行うべきであるといえる。

対象地域の拡大

ガイドプラン対象地区　← ガイドプラン対象地区外

＿＿＿＿＿＿＿＿＿”一一一●≡一一一’一’一一一
＿　　一　　＿　　一　　一　　＿　　＿　　，　　●　　一　　巳　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　’

都計決定を行っている事業 1ガイドプランを活用し 都市計画決定により都市像
1

一　　一　　一　　一　　’　　”　　一　　●　　一　　一　　一　　’　　一　　’　　●　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　”　　一　　一

一曾戦略的な施設

s計決定を行っていない事業

iて都市像と調整　…
都市像と調整不可能

＿＿一一＿一⇒’一一一一一一一一≡一一一一’一

　ゴシック、黒矢印（⇒）が今後の方向性

図4．33　地下利用における都市制度の適用関係

（3）空間の連続性の確保のための都市計画の活用

　この他、大深度地下→浅深度地下→地表と連続的に空間を利用する事業については、空間を連続的

に確保できなければ事業の実施のめどがつかないことから、今般新たに制度化された、立体都市計画
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制度を活用して、空間の確保を図ることが考えられる。

　この場合、ガイドプラン対象地区では、ガイドプランで一連の空間を位置付けることができ、大深

度と浅深度、地表との連続性が制度上担保できるが、対象地区以外では、まず、大深度制度の事前の

事業間調整で大深度部分の位置を決めてから、都市計画決定で浅深度、地表部分の空間を確保するこ

ととなり、都市計画決定段階で、事業に変更が生じた場合は、事前の事業間調整の内容に遡って変更

する必要が生じるなどの問題が生じることも想定されることから、実務的な連携を図り、齪酷が生じ

ないよう注意する必要がある。

（4）都市計画制度との連携方策のまとめ

　結局は、都市計画制度も大深度地下使用制度もその手続を踏むかどうかは、任意であり、任意の制

度同士で連携を図ろうとすることから、様々な問題が生じているといえる。

　任意性のゆえに、何らかのメリットを付与して制度に取り込むことが考えられるが、原則論として

は、都市に必要な施設は都市計画に位置付けて、都市像を描くべきであり、両計画を連携させるにあ

たっても、これを基本として考えるべきである。

　具体のツールとしては、都市計画には地下利用ガイドプラン、立体都市計画制度、大深度地下使用

制度には、大深度地下使用協議会、事前の事業間調整があり、これらを有機的に連携させることが必

要である。特に、地下利用ガイドプランは有効なツールであるが、制度創設時点では想定していない

大深度地下使用制度、立体都市計画制度が誕生しており、さらに、地下利用に対する意識もこの10

年で大きく変化していること、また、地方分権に伴い通達は廃止されることから、通達に基づく制度

である地下利用ガイドプランも変容を迫られており、見直しをするよい時期になっていると思われる。

　この際、現在でも事実上、都市計画を行うことが必須となっている道路、鉄道、下水道に加えて、

都市機能に必要な基幹ライフラインについても、都市計画の中で位置付け、戦略的な都市づくりが可

能となる必要があるといえる。

　都市の動脈、静脈をどのように確保するのか、地下空間を活用した都市づくりのため、都市計画制

度と大深度地下使用制度との連携を図った運用を図るべきである。

4．8　地下空間計画学の必要性

　大深度地下使用制度は、今までの発想と異なる事業の実施や事業手法を可能とするものであり、今

後、様々な面で今までの地下空間利用の発想の転換を必要とする制度といえる。

　しかしながら、様々な事項について、学術的裏付けを確かなものとすることは現状のレベルにおい

ては難しいのが実状である。本章においても、空間の整序や施設の配置について検討を加えているが、

常識的な面から見て、どうあるべきかを議論しているに過ぎず、定量的、数値的に分析し、これらの

結論を導き出しているわけではない。

　このような定性的な判断基準では対応できない場合に備え、今後、定量的なアプローチ方法を研究

する必要がある。その場合において、大深度地下を対象とすることにより、現在までの地下空間計画

学と異なる点としては、

　一つ目は今までの費用便益分析など事業効果の評価においては、その事業単独の事業効果、もしく

は、それに波及経済効果を加えて評価を行い、判断を行っていたが、地下空間については、地下空間

が残された貴重な空間であるという特性に鑑み、空間利用としての費用便益分析が必要となることで
ある。

　これは、単独の事業の実施が有利なことのみだけではなく、全体を見回して、空間利用として総合

的に何が望ましいのかを定量的に判断するもので、本来、地表の計画においても、この考え方は必要

なものであったといえるが、特に地下空間の特性からは強く要請されるものである。しかしながら、
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現在までこのように空間全体の有益性を評価する試みはなく、今後の、研究課題といえる。

　二つ目は、個別事業の費用便益評価における、地下空間の扱い方の問題への対処である。例えば、

連続立体事業を高架方式で行う場合と地下で行う場合とは、通常で建設費で約3倍の違いがあるとさ

れており、このように単純な費用便益分析では、常に、評価が下がることとなる。しかしながら、地

下利用の便益としては、都市景観などアメニティの向上、環境保全等の効果があり、これらを定量化

して、評価できるシステムが必要である。

　現在、このような効果を地価で換算するヘドニックアプローチ、住民の支出額に換算する仮想金銭

化法などの様々な新しい評価手法が提案されており、どのような場合に、どのような評価手法を、ど

のように適用するのか、評価手法として確立することが必要である。

　三っ目は、時間軸の概念の導入の必要性である。将来の維持管理のコスト含めたライフサイクルコ

ストにっいて考慮に入れるのは当然のこととして、これに加え、空間利用としての時間軸、将来事業

を行う際の使い勝手のよさが残されているかどうか等についても考慮すべきといえる。

　また、例えば、アメニティの向上がいわれ始めたのはここ十数年のことであるように、時間が経過

すれば、様々な項目について評価が変化することは当然で、時代時代の理想の都市像が変化していく

ことも視野に入れつつ、このような不確定な要素も時間軸という概念に付与することにより、評価す

ることが必要といえる。

　四つ目は、人間の感性の評価の重要性である。地下空間は地上空間と比べて、快適性、安全性等の

確保で劣る面があり、地下利用計画に当たっては、これらへの配慮を総合的に判断する必要がある。

　例えば、これらのハンディを補うための手法として、大きな空間には中柱を建て、空間の折れ曲が

りを演出し、空間が閉鎖性を感じさせない手法や、擬窓を設ける等の手法があり、利用者の感性も含

めて総合的に判断を行う必要がある。

　いずれにせよ、図4．34に示すこれらの分野は、今後の検討がなされる分野といえ、発展が期待さ

れる。

地下空間計画学

　地下空間配置学
　［　　空間利用の評価手法

　　　空間利用としての費用便益分析と評価手法（空間としての有効利用）

　　個々の事業の評価手法

　　　地下施設の費用便益分析と評価手法（土地利用、環境、景観などの評価手法）

　　時間軸の概念を導入した評価手法

　　　将来的な事業の可能性の判断

　地下空間利用学
　L人間工学、心理学と連携した空間理論

図4．34　地下空間計画学の体系

4．9結論

　本章では、主に大深度地下を適正かっ合理的に利用していくための方策について述べた。

　大深度地下空間は都市に残された手つかずの貴重な空間であり、早い者勝ち、虫食い的に利用され

ないため、制度的な仕組みと、これの学問的な裏付けが必要である。

　過去の地下利用の問題点を反面教師として検討を行い、制度の枠組みの準備はできており、今後、

これにどのような魂を盛り込むのかが大きな問題といえる。
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　このためには、様々な今後の実績の積み重ねからの知見や、多くの議論が必要である。

　本章では、大深度地下利用のあり方、共同化の方法、都市計画との連携方法の3点について論じた。

　大深度地下利用のあり方としては、将来的な地下利用の推進のために空間整序の構築が必要である

ことを結論として導き出している。

　共同化に関しては、過去の共同化の事例を整理し、費用負担の方法、維持管理の方法等をメニュー

化して提示した。これにより、円滑に共同化が実施されることが期待される。

　都市計画との連携については、相互の制度をどのように補完して、運用していくべきかを述べた。

　大深度地下利用は、今後、運用される新たな制度であり、効率よく地下空間を利用していくために

は、このような計画論の構築が必要であるといえる。

　狭い道路空間をいかに利用するのかということを重視してきた段階から、地下利用の可能性はかぎ

りなく拡がったといえ、この空間をどのように利用していくのか、本稿が、地下利用のあり方が広く

議論されるきっかけになればと願っている。
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第5章　大深度地下空間活用のための情報基盤のあり方

5．1概説

　現在まで、地下利用に関する情報について、統一的に収集・整理されたことはなく、地下利用を計

画するに当たって、まず、この情報収集に多大な時間と労力が必要となっている。

　また、事前に情報を十分集めることができないため、場当たり的に事業を実施せざるを得なかった

事例も多く、また、近隣地にボーリングデータがあるにもかかわらず、新たに地質調査を行うなど無

駄が多い。

　これらの情報が事前に十分得られるならば、様々な条件やルートを検討でき、円滑な事業の実施に

資するものと考えられる。特に、大深度地下は深い地下であり、調査に費用、時間がかかることから、

地下情報の整備が強く求められている。

　大深度地下法ではこれを踏まえ、第8条として

（情報の提供等）

　第8条
　国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用に資する

ため、対象地域における地盤の状況、地下の利用　況等に関する情報の収　及び提供その他必要な措　を

講ずるよう　めなければならない

　としており、今後、政府として、現状の問題点、将来のニーズを踏まえて地下利用に関する情報の

整備を進めることとなる。

　本章では、5．1で現状を踏まえた情報基盤の必要性について述べ、5．2で海外の先進的な事例にっい

て調査した結果を、5．3で国内の地下情報の整備状況、5．4で情報基盤の基礎となる地盤解析ソフトの

開発状況を述べ、5．5で今後の情報基盤の整備の方向性について述べる。

5．2　大深度地下利用における情報基盤の必要性

　現在までは、地下利用は道路地下の利用を前提としていたため、ルートの選択肢としては既存のど

の道路を選択するか程度の自由度しかなかったが、大深度地下使用制度により、大深度地下という制

約はあるものの平面的にはあらゆる場所の地下利用が可能となり、ルート選択の自由度は飛躍的に増

大することになる。

　一方、ルートを選択するためには、地盤の情報、埋設物の情報を多数収集する必要があるが、ルー

トの選択肢が拡がったことによりさらに多数の情報が必要になるといえ、情報を一元化し、効率的に

事業の実施ができるようにすることが求められている。

　しかしながら、これらの情報を効率的に収集する仕組みは十分といえず、このため、効率的に事業

を実施ができなかった事例も過去に多くあり、地下利用に関する情報基盤の整備が強く求められてい

るといえる。

5．2．1　現在における地下埋設物情報の入手方法

　現在は、各種地下埋設物の位置を確定するため、図5．1に示す手順を踏んでいる。

　煩雑な手続きを要するとともに、得られるデータに対する信頼性の問題から、相手事業者の現地立

ち会いのもと、試掘等を行い、埋設物の位置確認を行う必要がある。
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地下埋設物の位置の確認

図5．1　地下埋設物の位置の確認方法の流れ

（1）資料鯛査の方法

　道路地下について、既存の地下埋設物の情報は、道路管理者が一元的に管理を行い、道路台帳を作

成しているが、事業に当たっては、正確さを期すとともに、万が一の場合のことを考え、それぞれの

管理者に問い合わせ、位置の確認を行う必要がある。このため埋設物の管理者毎の台帳をそれぞれの

閲覧場所で照会、閲覧し、必要な地下情報を収集している。

　しかしながら、標高や基準点座標の取り方、図示の方法等様式は様々であり、これらを一元化する

ためには編集作業等が必要で、とりまとめに多大な労力を要しているのが現状である。

　東京を例にとると、各資料を収集するための閲覧先は表5．1の通りである。

表5．1地下埋設物に関する閲覧場所（東京の例）

調査内容 管理者，企業名 閲覧場所

道路台帳 国道

s道
s道
謫ｹ

建設省関東地方建設局東京国道工事事務所管理第1課

i万世橋、代々木、亀有、金杉各出張所）

謌黶`第七建設事務所管理課道路台帳係

e市役所土木部管理課

e区役所土木部管理課

電話線 NTT 各支店設備課、ME立合センター

下水道管 都下水道局 施設管理部台帳閲覧室

水道管 都水道局 各営業所工務係／配水調整係

高圧ケープル

欄dケープル

東京電力 各電カ所地中線課

e支店流通設備部配電課

ガス管 東京ガス 各導管ネットワークセンター導管管理課／埋設物調査室

地下鉄 東京都交通局

c団

工務部保線課

H務部工務課

公図 法務局 各出張所

　近年、コンピューターの性能の向上により、各事業者とも地図データ、地下埋設物データをデータ

ベース化し、GISとして処理することが進められているが標高の取り方、べ一スマップ、基準点座標

の取り方等に関して整合性のとれたものとはなっていない。この現状については、「5．4．1地下埋設物

情報の整備状況」で詳しく述べる。

（2）現地調査

　最近埋設されたものは、台帳の通り埋設されているものが多いが、古くに埋設された施設は、現地

埋設位置と台帳記載位置とで違いがあることが多く、現地調査を行い、埋設物の位置の確認が必要と

なる場合が多い。
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　埋設位置が図面と異なっていたり、現地立ち会い確認を行わなかったため、既存施設に接触した事

例は数多くあり、埋設位置を精度よく調査する手法の開発が続けられている。

　埋設物の調査方法としては、あらかじめ台帳などで調べた上で、信頼性に問題がある場合には、非

破壊試験により場所を確認し、最後に試掘により確かめ、埋設者の立ち会いのもと確認を行うことが
多い。

　非破壊調査は、レーダ、電磁波、弾性波等により地下埋設物の位置を把握するものであるが、調査

に伴い現状施設の変更（掘削など）を伴わないことから、今後の埋設物調査の手法として期待されて

いる。主な手法は表5．2の通りである。

表5．2　主な地中埋設物の非破壊探査方法

地中レーダ 電磁誘導法 音波法 磁気探査

概要 地中に向け電磁波を

ｭ射し、埋設物の反

ﾋ波を受信

接触又は非接触で金

ｮ管に磁界を発生さ

ｹ、地上で受信

水道管内に信号音波

�`播させその信号

�n表で受信受信

鉄類埋設物の磁気を

汳mして位置、深度

�沛o
特徴 地表から迅速に探査

ﾂ能
Z時間かっ高精度

手軽に実施

ﾇに沿った線的探査

･界の発生方法が難

水道管の探査用

ﾁ火栓等に発振器を

Zット

ホ㌧リング孔を利用す

驍ｱとにより深部
i50m）まで可能

探査深度 2～3m 2～3m 2m 50m（ホ㌧リンク孔利用）

　地中レーダ、電磁誘導法、音波法は迅速にかつ高精度で探査することは可能であるが、いずれも探

査深度は2～3m程度と浅い。一方、磁気探査等はボーリング孔を利用することにより、深部の探査

が可能であるが、先見情報として対象物の概略の位置情報などが必要となってくる。両者とも、周辺

地盤の状況等により、探査能力、精度等に影響を受け、100％の信頼性で検知することができないの

が実状である。

　したがって、必要に応じ、代表的な箇所や断面で試掘、ボーリングにより直接構造物の位置を特定

することが行われる。

　直接的な調査方法を表5．3に示す。対象物の深さによって調査方法は異なるが、対象物を破損しな

いこと等の制約条件が多く、慎重に調査を行うことが必要である。

表5．3　主な地中埋設物の直接的な調査方法

試掘調査 オーガーホ㌧リング調査 ボアホール調査 ボーリング調査

概要 周辺地盤を掘削して

ﾎ象物を露出させ、

ｼ接目視確認

ハンドオーガを地中に押

ｵ込んで先端に接触

ｳせることで確認

ジェッティングによりケーシ

塔Oを建て込み、土

ｻを除去し目視確認

ボーリングの先端が接

Gすることにより確

F
備考 掘削は手堀り中心 人力で行う比較的簡

ﾕな方法

構造物を破壊しない

謔､にプラスチック

rット等を使用

調査深度 2m程度 5m程度 10m程度 20m程度

　このように様々な調査を組み合わせて、埋設物の位置の確認を行うが、費用、時間がかかるもので

あり、本来、地下埋設物位置の管理をしっかり行い、埋設物調査を行わなくとも済むようにすべきと
いえる。

149一



5．2．2　大深度地下利用における情報基盤の必要性

　現在行われている現地調査については、各施設が道路地下に埋設されていることから、道路の一時

使用の許可を得ることにより試掘等の調査が可能である。

　しかしながら、大深度地下使用制度を活用する場合は、民有地地下が利用の中心であり、強制的に

調査をできる仕組みを法制度上用意しているといえども、建築物が現存していたりなどして、ボーリ

ングの実施には多くの制約がかかることが予想される。

　また、現状の調査技術では一応地下20mまでが調査可能とされているが、仮に40m以深の調査が

可能となってとしても、このためにコストをかけることは事業の経済的、効率的な実施の面からは問

題があるといえる。

　特に大深度地下は、深い地下であり、物理探査について、十分な精度が得られる保証はなく、ボー

リングを行うにしても、コストなどの面で様々な問題がある。

　したがって、大深度地下に何が埋設されているのか、きちんと管理を行い、一元化した情報として

整備することが重要である。

　この際、単に大深度地下使用制度を利用して設置された施設だけでなく、これに近接するような浅

深度地下の埋設物や建築物基礎、土留め壁などの仮設構造物、地盤改良範囲等についても情報として

整備をしておけば、将来の事業の実施に当たって有益である。

5．3　海外における地下情報の整備状況

　情報基盤のあり方を検討するに際して、地下利用が進展している海外においても同様の問題を抱え

ていると考え、それぞれどのように対応しているのかを調査した。

　我が国と同様に地下鉄等による利用が輻榛化しているパリ（フランス）と気候、軍事上の利用等の

理由から地下利用が進展している北欧のヘルシンキ（フィンランド）及びストックホルム（スウェー

デン）の3都市について現地調査を行った。

　調査は、現地で担当者からヒヤリングすることにより行った。

【調査概要】

　　調査期間2㎜年3月31日～4月7日
調査機関　パリ　　　　　　地下利用協会（Espace　Soutterrain）、パリ市都市計画局（地上及び地

　　　　　　　　　　　　　下地図作成チーム）、設備交通住宅省（科学技術研究部）、パリ交

　　　　　　　　　　　　　通公社（RATP）

　　　　　ヘルシンキ　　’ヘルシンキ市（都市計画局、不動産局測量部、不動産局地質部）、

　　　　　　　　　　　　　環境省

　　　　　ストックホルム：ストックホルム市環境管理事務局、ストックホルムコンサルタント、

　　　　　　　　　　　　　スウェーデン地質調査研究所

調査項目　地下情報データベース、地下利用マスタープランの有無

　　　　　地下情報データベースに組み込まれている内容

　　　　　地下情報の整備主体、整備開始時期

　　　　　地下情報の収集方法

　　　　　地下情報データベースの具体的活用法

　　　　　地下情報データベースの整備費用

　　　　　地下情報を整備する以前の問題点

　　　　　運用上の問題点及び課題
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5．3．1パリにおける地下情報の整備状況

　パリは、下水道の整備が1800年代の当初から始まっており、地下利用についてはおよそ150年前

にほぼ今の姿となったといわれている。その後、空いた空間に少しずつ施設を設置しており、現在で

は、文化、スポーツ施設、地下鉄、地下駐車場、郊外高速鉄道（RER）、地下鉄、貯水池、運河、上・

中・下水道、電気、ガス、通信の施設が道路地下に設置されている。新たに地下を利用する施設は、

既存の施設を避けて設置するため、深い位置に設置せざるを得ず、新たに建設された新地下鉄システ

ム（METEOR）は平均深度25mを超えている。

　このような状況は日本とよく似ており、問題意識としても共通の課題が多い。

（1）　地下利用に関する法律の存在

　地下利用に関する法律はなく、都市計画法や土地収用法をもとに地下利用を行っており、利用に当

たっての地上と地下の区別はない。

　土地を収用する権利は、1789年の人権宣言まで遡り、財産権は神聖な権利として、公的必要性を

明らかにした場合を除き、事前の正当な補償がない限り、誰もこれを奪うことができないとしている。

　手続きとしては、①公益性について議論の余地がない、暖昧さがないこと、②公共のための利益が、

損害よりも大きいこと、③他の手段をとることができないことを確認した上で、行政庁が「公益性確

認宣言」を出す。その後、収用対象の土地等の財産を確定するための聴聞手続きが行われ、譲渡・収

用が可能であることを確認する知事の収用許容決定が出される。裁判所は、これらの行政手続きが適

法に完了していれば、8日以内に収用命令が判決され、所有権は事業者に移転し、補償金の支払いが

なされると被収用者は立ち退くこととなる。

　補償金の額は、収用判決後、まず、示談により決定されるが、1ヶ月後に合意が得られない場合は、

収用裁判官が補償額を決定する仕組みとなっており、全体の6～7割は示談で決定するようである。

　地下空間の補償については、地下水レベルもしくは岩盤レベルまで深くなれば補償は不必要という

考え方があり、パリにおいては、一般的ルールというわけではないが、1972年に元土木技師ジャッ

ク・ラサール氏が作成したラサール表（表5．4）に基づいて額を決定する方式が使われる場合が多い。

表5。4ラサール表
深さ 地下の価値（％）

0から一3m 30％
一3から一6m 15％
一6から一9m 10％
一9から一12m 7．5％
一12から一15m 6％

一15から一18m 5％

一18から一21m 4．5％
一21から一24m 3．5％
一24から一27m 3％

一27から一30m 3％

一30mより下 0％

（2）地下利用マスタープランについて

　パリでは、各施設に対する個々のマスタープランは存在するが、これらの情報を統合した地下マス

タープランは存在しない。一方、地方都市レベルでは、リヨン、ボルドー、リール等で地下マスター

プランを作成し、地下利用に関する情報を一元化しようとする動きがある。
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　また、パリでは、地下利用についての調整のルールはなく、工事計画の調整は当事者相互で話し合

いで決めており、少なくともパリ市都市計画局はノータッチである。

　RATPでは、道路地下を利用して路線の建設を行っているが、道路管理者が、空間がバッティング

する地下道路を建設する際には、無条件で、路線を明け渡さなければならなく、かなり道路サイドの

権限が強いようである。

　過去のルーブル、デファンスなどの大規模プロジェクトは地下開発のための特別法を立法し、公社

を設置して実施している（公社方式）。

（3）地下情報データベースの整備状況

　パリでは、歴史的背景として、地下から建築材料（石灰岩）となる石材を濫掘した時代があり、1774

年に大規模な陥没事故が発生している。このため、1813年から採石が禁止されているとともに、採

石埋蔵量地図というかたちで空洞位置を示す地図を完成させている。地下空洞の延長は300kmに達

しているといわれている。

　パリの1500kmの公道について、地表、地下の地図を作成する作業が進められており、地表面部分

は完成し、現在地下地図を整備中である。

　1978年から地図の作成が開始され、1989年からコンピューターが導入されている。当初より地上

優先で作成していたが、これが完成したことから、1999年末より地下地図の作業に本格的に着手し

ている。地下地図の現在の進捗状況は10～15％程度である。

　地図は、簡略版と詳細版があり、簡略版は縮尺111000で、パリ市のイントラネットで閲覧が可能

である。詳細版は縮尺1／200で、主な地点について整備がされている。図5．2に詳細版の地図を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8525
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図5．2　パリの道路地下地図（詳細版）

　一方、地下施設を有する各機関はデータベースを所有しているが、これらの情報は形式がまちまち

であり、相互に連携することは不可能だが、個々の問い合わせには迅速に対応ができるようである。
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また、RATPは独自に600本のボーリングデータをデータベース化し、これを公開しており、情報の

公開は様々なレベルで行われているようである。

　なお、国家地理情報カウンセリング（CNIJ）では、民間と公共が持っている地理情報を一元化する

ことをめざして作業を行っている。この場合も道路地図と同様にまず地上を整備し、次いで地下を行

う順で検討されている。

（4）地下情報の整備主体と財源

　道路地図の整備は、パリ市が実施してる。

　パリ市では、地上も含めて道路地図の作成のために40人（市の職員12人、外注28人）が携わっ

ており、年間予算は700万フランとなっている。

　パリでは、整備費を捻出するため、ボーリング経費の3％を税金として徴収し（市の政令で義務化）、

これを財源の1／2（350万フラン）としている。

　このようなことが実施できるのは、地下空洞が多いというパリの特殊事情と、道路地下地図の有用

性を多くの人々が認識しているからと思われる。

（5）地下情報の収集方法

　パリ市の条例では、地下に施設を埋設した事業者は、工事終了後3ヶ月以内に、地下施設の情報を

パリ市に登録することとなっており、これを既存情報に付加し、情報を随時更新することになってい
る。

（6）その他

　現在、都市計画法の改正が準備されており、これにあわせ、「地下整備に係る知識の改善に関する

法案」が地下利用協会（Espace　Soutterrain）から提案されている。

　主な内容としては、①各種法案（都市計画法、民法）への地下の概念の導入、②地下を専門とする

部署の設置（地下情報管理の一元化）となっている。

5．3．2　ヘルシンキにおける地下情報の整備状況

　フィンランドは、他の北欧諸国と比して、地理的にロシアに近く、またロシアに100年、スウェー

デンに650年支配された歴史的な経緯から、国防意識が高く、それは地下空間利用にも強く現れてい
る。

　ヘルシンキは、都市の中心部が狭い半島上に位置しているため、地価が高騰しており、地下に施設

を設置した方が、地上より安価であり、古くから地下利用が行われている。地下利用に対する計画面、

情報の整備の面いずれにおいても先進的な事例が多い。

（1）　地下利用に関する法律の存在

　新土地利用建築法が2000年1月1日から施行され、上位から国土計画、地域土地利用計画、基本

計画、地区計画を体系として、地下利用を行う際には、新たに地下地区計画を作成することが義務づ

けられている。この地下地区計画の策定なしには地下利用は行えない仕組みとなっている。

　従前の法律では、地下開発について、明確な規定はなかったが、今回の法改正で、地下地区計画を

作成しなければならないことが条項として新たに記述されている。

　新土地利用建築法により、国は枠組みを決めるだけで、計画策定等の作業は地方自治体へ移行して

おり、地下地区計画も従来の環境大臣が決定する手続きから、市議会の議決による決定へ移行されて

いる。
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（2）地下利用マスタープランについて

　したがって、地下利用に当たってはまず、地下利用に関するマスタープランが計画されることが必

要である。

　地下地区計画は、①全体計画との調和、②コミュニティの安全への寄与、③一般の公益に寄与の3

点を目標とすべきであることが示されている。具体的には、住宅はすべて地上に（事務所、店舗は一

部地下でも可）、公共空間、工場、交通空間、インフラ、共同溝は地下へという方針となっている。

　また、それぞれの施設がどの深度に埋設することが適切であるのかを示した基準もあるようであっ
た。

　現在進行中の計画事例としては、ヘルシンキ駅前地区地下化計画（図5．3参照）がある。駅前道路

は歩行者人数が非常に多く、かつバスターミナルがあることから、道路を横断する回数が非常に多く、

歩行者の事故が起こりやすい。このため、幹線バイパス道路を地下化し、大きな地下駐車場と接続す

るとともに、ロータリー部分をすべて地下で立体交差させ、荷物サービスの地下化、地上の歩行者へ

の開放を行う事業が進められている。この事業においては、地下道路、地下駐車場のルートの大部分

は既に建築物が建っている土地の地下となっている。

ぽ欝ぷ
　・

膨

罷

青い部分：完成済み

赤い部分：計画

図5．3ヘルシンキの地下利用計画図（市中心部）

（3）地下情報データベースの整備状況

　ヘルシンキでは、地上、地下のすべての情報（電気、ガス、下水、地域暖房、地下駐車場、軍事施

設等）を網羅した地図が作成済みである。二次元地図（2D）は縮尺1／500で既に整備済みであり、

すべてデジタルデータ化されている。このデータは、ネットワークで各部署（地質部、測量部、水道

局、交通部、建設局、都市計画局、エネルギー局）の1㎜台のパソコンとつながっている。

　現在、三次元化を進めており、地層や地下埋設物の状況を立体的に表示することができるシステム

が開発されている。市全域の約10％、中心市街地に限れば40～50％の三次元化が完了している。図5．4

に三次元で表示されたデータを示す。

　また、図5．5の建築物の支持層となる岩盤の分布状況を表すため作成された図面のような様々な主

題図も作成され、各種開発に利用されているようである。

　なお、データベース自体の情報の公開はされていないが、コンサルタント等から請求があった場合

は、E－mailやインターネットを通じて情報提供を行っており、実質的には、ほとんどのデータが公開

されているといえる。
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　　　　　　　　　　　　　↑地下施設のみの表示も可能

　　　　　　←地上の建築物との位置関係も表示可能

図5．4　ヘルシンキの地下三次元情報の表示事例
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岩盤の地表面からの深さを色分けして図示している

　　　　図5．5　ヘルシンキの岩盤上面図

（4）地下情報の整備主体と財源

　これらの情報は、ヘルシンキ市不動産局測量部地図課が整備を行っている。現在のスタッフ数は15

名である。

　新土地利用建築法の地下地区計画の義務化により地図作成などの具体的作業、許可権は地方自治体

へ移行している。地下地区計画も環境大臣の決定から市議会の議決による決定へ移行されている。

（5）地下情報の収集方法

　民間が実施する事業については、データをもらう契約をしており、常に最新データをアップデート

できるようにしている。
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（6）その他

　ヘルシンキには全体で700万M’の地下空間があり、人ロー人当たり14m3の地下空間を有している。

各地下施設は核シェルターの機能を有しており、国から地下空間整備に当たって補助が出ている。現

在、市の人口の135％をカバーする核シェルターが整備済みである。これは、フィンランド独自の歴

史に裏打ちされた国民性の現れともいえる。

　また、ヘルシンキ市の面積の65％が市、16％が国の所有地である。合計すると81％が公有地であり、

計画的な社会資本の整備が容易となっている。

5．3．3　ストックホルムにおける地下情報の整備状況

　ストックホルムもヘルシンキと同様に岩盤上に都市が位置していることから、地下利用は盛んであ

るが、ヘルシンキのように、それぞれの地下施設にシェルター機能を持たせることについては消極的

なようである。

（1）　地下利用に関する法律の存在

　地上の土地の所有権は地中まで及ぶとされているが、地下の利用権は地下2階（6m）までとされて

おり、それ以上利用するには行政の許可が必要となっている。基本的には、土地の所有者が通常利用

しない空間には事前に承諾を得なくとも、公共施設は自由に利用でき、土地所有者が当該地下を利用

する計画を実施していない限りにおいては無補償で利用できるようになっている。この所有権との関

係は法律に明記されておらず、実務として、最高裁で争われた結果、このように利用権（使用権）と

所有権は異なるという概念が1950年代以降に形成されたようである。

（2）地下利用マスタープランについて

　ストックホルム市では、総合的な地下利用マスタープランが存在する。地下施設の計画に当たって

は、既存の道路、各施設の交通関係、地上建築物への影響等を調査し、各施設を立体的に計画、調整

していき、総合的に判断した上で地下の施設の建設の許可が得られる。

　この際、後述する地下地図において、既存の埋設物、特に、軍事的な意味合いを持つ施設との関係

がチェックされるようである。

（3）地下情報データベース

　1974年に6mを超える地下利用については、特別な許可が必要とされた。それ以前は特別な許可が

不要であり、良質な岩盤に都市が位置していたため「スイスチーズのように穴だらけ」と称されるほ

ど民間による地下利用が高度に行われていた。

　これに対し、規制を行うとともに、約10年の期間をかけて二次元の地下マップを作成し、この地

下マップをもとに、セキュリティ（防災、安全性）や既存構造物（地下も含む）、環境への影響等を

審査した上で地下利用の許可を行っている。地下の公共施設についても、地上の土地利用計画に位置

づけられており、各プロジェクトと調整を図った上で許可を与えることとしてる。

　この地図は、1／1000の縮尺で、それぞれの施設が鉛筆書きで記入されており、軍事上の機密として、

数部が作成されているのみである。したがって、公開はされておらず、公共事業者に対しても部分的

な公開にとどまっている。なお、地下鉄等の一般的な地図や地下利用計画図は公開されている。

　また、ストックホルム市は、この地図の作成とあわせて100万本のボーリングデータを収集し、地

下開発の適地を検討したようである。

　ストックホルム市では、ほとんどの地下情報がデジタル化されているが、軍事機密に関連する情報

（埋設されている管路や地下駐車場のルート図、深度等）にっいては、デジタル化されていない。ま

た、ボーリングデータについても、調査地点はデジタル化されているが、地盤情報そのものについて
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は、図面のままでデジタルとはなっていない。

　ヘルシンキでは、情報の多くが公開される傾向にあったが、ストックホルムでは、軍事上の理由か

ら非公開とされているデータが多い。

（4）地下情報の整備主体と財源

　地下施設情報については、自治体が管理している。地図の作成には、1970年代に125億クローネ

が投入されている。

（5）地下情報の収集方法

　収集する情報により異なるが、地下埋設物一般については、市の都市計画局が民間会社のストック

ホルムコンサルタントに委託して収集を図っている。ストックホルムコンサルタントは、1993年に

市の地下情報に関する技術的な部門を切り離して公社化した会社である。地質・地盤情報については

スウェーデン地質調査研究所が、軍事施設についてはスウェーデン市技術局が情報を収集することと

なっている。

（6）その他

　地下水についても、過去、地下水位変動による木杭の腐敗が発生したことから、井戸掘削に当たっ

て得られるすべての情報を地質調査所へ提出することが義務づけられており、さらに、現在において

も500の井戸で地下水位を常時観測している。

　また、ストックホルムもヘルシンキと同様に市域の213が公有地であり、計画的な社会資本整備の

実施が容易といえる。

　なお、ストックホルム市はウラン鉱脈の上に存在しており、毎年2000人以上がガンで死亡してい

る。このため、地盤に含まれるウランの量を示すマップが作成されており、市民への注意喚起がなさ

れている。

5．3．4　海外における地下情報の整備の考え方

　各都市とも、都市機能の再編成を図るため、地下を活用することが大きなテーマとなっており、こ

のための様々な地下利用にかかる環境整備を行っている。都市機能の再構築には地下利用が不可欠で

あるのは、日本の状況と同じである。

　高度に地下利用を行うため、地下情報については、

　①地下情報の一元化（管理部門の一元化）

　②地下情報のデジタル化

　③地下情報の三次元化

　を行うことが趨勢となっている。

　また、軍事上などの理由から、すべてのデータを公開するのではないが、データの一元化を行い、

非公開データも含めて、地下施設の立地の是非を判断する仕組みをとっており、地下利用に関する行

政判断の一元化を図ろうとしている。

5．4　国内における地下情報の整備状況

　国内において、地下情報を整備することを念頭に情報整備が行われた例はないが、様々な立場から、

その目的に応じて様々な情報が整備されており、これらの蓄積もなされていることから、これらを今

後どのように活用するかが地下利用に関する情報基盤の整備の鍵である。
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　今までに整備されている情報は、施設管理の立場から地下埋設物の情報を管理しているものと、地

盤情報を整理するためのものとの2種類がある。

5．4．1地下埋設物情報の整備状況

　地下埋設物については、従来より

①道路管理者が備え付けている道路台帳

　②各事業者が、施設の管理を目的としたそれぞれの施設の情報

　が整備されている。

　これらは、地図、台帳べ一スで作成されていたが、効率的な管理を目的に、各事業車においてデー

タベース化が進められた。

　東京ガスでは、自社の4万kmに及ぶ管路をすべてデータベース化したシステムを開発した。これ

をもとに、通常の管理面だけでなく、防災対応、営業支援など様々な面での情報の活用を行うととも

に、このシステムを水道事業者や他のガス事業者等へ販売を行っている。

　この他、東京電力やNTTのように独自にシステムを開発して整備をしている事業者もある。東京

地区におけるデータベースの整備状況を示すと表5．5の通りである。

表5．5　東京地区において事業者が整備しているデータベ　一一一スの例

東京電力 東京ガス ㎜ 東京都水道局 東京都下水道局

システム名 地中送電設備計画管

揀Vステム

TUMSY 不明 不明 SEMIS

システム開発状況 独自開発 独自開発 独自開発 TUMSYを購入 独自開発

深さ情報 標高、土被り 土被りのみ 標高、土被り 土被りのみ 標高、土被り

深さ情報の与え方 マンホール，管路に付与 一部マンホールのみ マンホールのみ 一部マンホールのみ マンホール，管路に付与

座標の与え方 XY座標 XY座標 XY座標 XY座標 XY座標
へ㌧スマツプ縮尺 1／500 11500 11500 11500 1！500

　これを全公益公共事業者の参画により発展させたのが、（財）道路管理センターによる道路管理シ

ステムで、道路地下に埋設されている主要な埋設物のデータベースが構築されている。

（1）東京ガスの情報システム（TUMSY：Total　Utility　Mapping　System）

　TUMSYは、データベース管理ソフト、汎用マッピングソフト、グラフィック処理ソフトの3つの

部分から構成される典型的なGISといえる。

　データベースソフトに様々なレイヤー（層）（表5．6参照）を整備し、これに業務を支援する様々

なアプリケーションを付与している。

表5．6　主な情報項目とレイヤー

レイヤー

地域管理情報 建物など地上施設情報、道路地図

ガス管情報 ガス本支管、ガス供給管、その他のガス設備（バルブ、ガバナ、ガスメータ）

顧客、商品情報 住所、電話、購入機器、普及率、買換サイクル

内部営業データ 売り上げ実績、粗利益、シェア、保有顧客数

各種統計資料 人口、世帯数、事業所数、競合、開発予測
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　例えば、施設管理では、膨大なガス管中から供用年数等をもとに更新対象を特定するとともに、導

管網の圧力・流量解析、申請図面の自動作成等が行える。また、通信衛星を利用したモバイル対応化

を図っており、携帯端末を利用して、これらの情報を現地で入手することもできる。

　防災業務としては、この携帯端末を利用して、通報受付けから出動車両の選定、作業状況の管理等

まで迅速、正確に行えるようにしている。

　営業支援としては、設備投資計画の立案から、新規需用者開拓、サービス活動等を行っている。

　コンピューター技術の進歩により、このようなシステムの構築が容易になっており、様々な事業者

が自社施設の管理を目的に導入を図っている。

　情報は、緯度経度に対応したXY座標系により整備されており、様々なデータベー一一スとリンクさせ

ることが可能な形態となっているが、深さ情報については、一部地点について、その地点の土被りを

データベースとして付与しているにすぎず、地下埋設物の位置を正確に表現するには不十分である。

（2）東京電力地中送電設備計画・管理システム

　基本的なシステムは東京ガスのTUMSYと同様であるが、全体で663のレイヤーに分け情報が入力

されている。深さ情報についても、標高、土被りの両方が入力されており、地下埋設物の位置を正確

に表現することは可能であり、充実したシステムとなっている。

（3）道路管理センター道路管理システム（ROADIS：Road　Administration　lnformation　System）

　道路は、生活基盤を支える水道、下水道、地下鉄、通信、電気、ガス等の多種多様な公益物件が輻

榛して収容されているが、大都市では、これらの公益物件の管理業務が複雑化し、従来からの平面図、

書類と人手による情報の管理では限界となっている。このため、コンピューターで処理を行うことが

考えられ、（財）道路管理センターが設置された。当初からシステムとして、東京ガスのTUMSYを

導入しており、基本的なシステムの構成は同じである。

　道路管理システムが導入されている都市は、現在、東京23区、川崎市、横浜市、千葉市、名古屋

市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市であり、仙台を除く政令市となっている。

　データベースは、表5．7に示す通り、道路に関するデータベースと占用物件に関するデータベース

からなっている。

表5．7　道路管理データベースの主な入力項目

レイヤー構造 収録項目

道路

n形
e㌧タ

x一ス

道路データ 道路管理区分、境界杭、起終点、車道、歩道、中央分離帯、自転車道、法敷、橋梁、高架

煤A横断歩道、トンネル、踏切、共同溝、キャブ、CCBOX、ガードレール、側溝、街渠

早A照明灯、道路標識、舗装構成、工事計画等

地形データ 行政界、地番、街区、河川、鉄道、家形、目標物等

電力データ マンホール、ハンドボール、地中管路、胴締め、鞘管、自社柱、他社柱、電線、鉄塔類等占用

ｨ件
fータ

xース

電信電話データ マンホール、ハンドボール、主線管路、地下配管路、直埋ケーブル、胴締め、鞘管、洞道、

ｩ社柱、他社柱、電話線、電話ボックス等

ガスデータ 本支管、供給管、洞道、鞘管、ガバナ、バルブ等

水道データ マンホール、配水管、給水管、洞道、鞘管、制水弁、消火栓、空気弁等

下水道データ マンホール、合流管渠、雨水管渠、汚水管渠、送泥管渠、圧送管渠、雨水放流管渠、特別

`状管渠、取付管、鞘管、弁類、桝等

地下鉄データ 躯体、通風孔、出入口、距離標、中心線等

　べ一スマップは、1／500で、各施設が色分けされた平面図が出力される他、任意の断面の縦断図の

出力も可能である。また、占用申請書類などが自動的に作成される。
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　出力の例を図5．6及び図5．7に示す。
　なお、各公益事業者の端末とはオンラインで接続されており、各事業所で活用できるようになって

いる。
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@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

、　　　・、　＼＼＼。違竃：鰍、＿

図5．6　道路管理データベースの横断図の出力例

ノ

ll；111！ft：1；III｝1

　　　哀

蟻浸

ポぐ…く’＼

髭

＼＼o

図5．7　道路管理データベースの平面図の出力例（東京赤坂見附付近）
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（3）これらのデータベースの問題点

　地下利用に関して様々な情報を提供できるシステムではあるが、運用面においては様々な問題があ

るといえる。

①データの信頼性の問題
　データが正しく入力されていれば問題は生じないが、前述の通り古い管路についてはその位置が不

正確な場合があるという問題がある。この場合、道路管理データベースでは、道路占用物件配置標準

により、事業毎に定めている標準的な管路の埋設深度が入力されている。さらに、図面通りの工事を

行っていないものもあり、現実の配置と異なるデータなっている場合が多い。

　断面図からは、どのデータが正確で、どのデータが不正確なのか区別することができず、データの

信頼性に問題がある。

　また、地下鉄については表示されないなどすべての地下埋設物情報が表示されているわけではなく、

また、位置を示す地点は直線補間により求めているため、カーブなどの形状を十分に再現できないと

いう問題もある。

　都市によっては、占用料を徴収している実管路延長とデータベースの集計値とが大きく異なってい

る場合もあり、デークをよく検証して精度の向上を図る必要がある。

②データ更新の問題
　データの更新は、同じシステムを社内に導入している事業の場合は、事業者が入力を行い、道路管

理データベースに更新データを送付しているが、システムを導入していない場合は、道路管理センタ

V・・一 ﾅ入力を行っており、情報の即時性という面でも問題がある。

③汎用性の問題
　現在であれば、GISソフトによって管路の位置をべ一スマップ上にベクトルデータとして表記する

ことができるが、このシステムを作成した昭和50年代後半においては、データ量を節約する観点か

ら、管路の位置情報は、屈曲点、勾配変化点などのポイントとなる地点についてのみ与え、ポイント

間については、直線で補間するシステムとなっている。

　また、そのポイントの位置の落とし方についても、道路の管理を行う観点で整備を進めていること

もあり、地図データとしてべ一スマップに入力するのではなく、図5．8に示す通り道路の距離標及び

官民境界からの距離（オフセット）と道路面からの深さ（デプス）で位置情報を与えており、現在、

整備されている様々なGIS用のべ一スマップと連携させることが難しいデータ形式となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道路官民境界

デプス

オフセット

歩道
車道

路面

図5．8オフセットデプスのとり方

（4）地下埋般物情報のまとめ

　地下埋設物は、公益事業者が設置し、継続的に管理が行われる電気、ガス、水道等といったものの

他にも、建築物基礎、土留め壁などの仮設構造物、地盤改良等様々なものがあるが、これらについて

は、施工時以降は管理が行われているといえず、事後的に正確な情報を集めることは難しい。特に、

地下は見えない空間であり、どこの位置に何があるのか、視覚的に把握することが困難であることが

これに拍車をかけているといえる。

　したがって、埋設時点で、情報をきちんと収集し、コンピューターを利用したデータベースとして
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管理を行うことが望ましい地下情報整備のあり方といえ、今後、設置時点で情報を正確に収集する仕

組みを導入する必要がある。

　一方、コンピューター技術も進歩していることから、将来の技術の発展の可能性を踏まえ、システ

ムの更新が容易となるように、標準化された規格を採用し様々なGISと連携できることが重要とい
える。

　また、データの収集の効率化を図るため、入力作業の省力化や現地で簡易に入力できるシステム等

の開発が必要である。

5．4．2　地盤情報の整備状況

　ボーリングデータを中心とする地盤の情報について、様々な機関が工夫を行いながらその収集、整

理を図っており、かなりの数のデータの集積が進みつつあることから、これを有効に利用していくこ

とが重要である。

　また、データの蓄積をさらに進めるとともに、活用しやすいように、データの標準化、データの公

開、データの収集体制の強化を進めるべきである。

　大深度地下法では、地盤の状況に関するデータの整備を国及び都道府県の責務として位置づけてお

り、今後、どのようにこれを進めていくのかを考える必要がある。

（1）各機関のデータの整備状況

　現在、様々な機関でデータの収集が進められている。それぞれ整備主体、手法などに大きな違いが

あるが、ボーリングデータを中心にデータベース化を図っている点では一致している。

　いずれのデータベースも、地図上でボーリング調査の位置を確認でき、これを選択することにより

地盤調査結果が出力されるというものである。システムによっては、複数の調査地点を選択すれば、

縦断図として表示されたり、あらかじめ三次元モデルを作成しておき、これを表示するものなどがあ

る。代表的なものについて、その整備状況を表5．8に示す。

表5．8　主な地盤データベース

システム名 東京都地盤情報シ

Xテム

関西地盤調査情報

fータベース

名古屋市地盤環境

﨣�Vステム

神戸市JIBANKUN TRABIS

整備主体 東京都土木技術研

?

関西地盤情報活用

ｦ議会

名古屋市環境保全

ﾇ公害対策課

神戸市（神戸の地

ﾕ研究）

建設省

整備主体の構

ｬ
地方公共団体 行政（11）＋公益事

ﾆ者（6）からなる

ｦ議会

地方公共団体 行政（12）＋学者

i30）＋民間（59）か

轤ﾈる協議会

建設省各地建

i技術事務所担当）

事務局 東京都土木技術研

?

（財）地域地盤環

ｫ研究所

名古屋市環境保全

ﾇ公害対策課

（財）建設工学研

?

（財）日本建設情報

麹㏍Zンター
対象エリア 東京都内 大阪・神戸・京都 名古屋市域 神戸市域 全国（除北海道、

ｫ縄）

ホ㌧リングテ㌧タ数 60000 30000 26000 4000 87000
データの収集

菇@

都事業のデータ＋

齦伯囃z確認申請

ﾌデータ

協議会メンバーの

n盤情報の提供

市事業のデータ＋

�氓ｳれたデータ

市事業のデータ＋

�氓ｳれたデータ

直轄事業のデータ

財源 都の事業費 分担金方式 市の事業費 分担金方式 国の事業費

データの利用 公共機関に限る

i一般公開を検討）

協議会メンバーが

ｴ則

市関係部局 協議会メンバー＋

s民（有償）

建設省内のみ
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システム名 北海道地盤情報デ

[タベース

港区地盤情報シス

eム

三重県地質情報シ

Xテム

全国基礎百科

整備主体 地盤工学会北海道

x部

東京都港区 （財）三重県建設技

pセンター

東洋テクノ（基礎

H事会社）

整備主体の構

ｬ
学会 行政 行政 東洋テクノ

事務局 地盤工学会北海道

x部

港区建築課 三重県建設技術セ

塔^ー

東洋テクノ

対象エリア 道央地区 東京都港区内 三重県内 全国

ホ㌧リングテ㌧タ数 11000 7300 2800 7000
データの収集

菇@

会員企業の実施デ

[タ

建築確認申請の添

tデータ

県及び市町村のデ

[タ

自社データ

財源 販売による収益 区の事業費 営業の一環

データの利用 一般へ販売 無料で公開 インターネットを

ﾊじて県、市職員

無料

　整備主体にっいては、行政が自ら行っている例（建設省、東京都、名古屋市、三重県）と、各機関

が協議会を形成し行っている例（関西、神戸）、学会が行っている例（北海道）、民間企業が独自に

行っている例（東洋テクノ）があった。

　行政機関が自ら行っている場合には、当該行政機関が行っている事業に伴うデータが中心であり、

データを収集する範囲が限られるという制約があるが、協議会方式、学会方式では、関係各機関のデ

ータが提供されるので幅広くデータの収集が可能といえる。

　東京都、民間を除き、収集されているデータは、いずれも公共事業者が実施したものであり、デー

タが公共施設整備が行われる特定の地域に集中したり、データがあまりない地域があるなどの濃淡が

生じている。

　また、多くのボーリングは、支持層の位置を確認できる深度までの調査であり、沈下予測計算の必

要性から支持層以深の調査を行っている超高層建築物等の地質調査等を除き深い地盤まで調査してい

る事例はほとんどなく、大深度地下地盤に関して知見を与えるデータには限りがある。

　一方、東京都においては、民間の建築確認申請の際に提出されたデータの提供を受けており、人口

が集中している都心地域では、ほぼ、全地域を網羅するとともに、超高層建築物建設の際に調査した

深いボーリングデータについてもデータベース化が行われている。

　データの格納方式も、データを標準化して、それぞれ地層の整合性を確認してからデータベース化

している例（関西、名古屋）と集めたデータそのままをデータベース化している例（東京）があった。

　前者においては、地層層順の判定が可能であり、あらかじめ地層層順を統一してデータベースを構

築する方が有利である。また、（財）日本建設情報センター（以下JACIC）のように、データの標準

様式を決め、これの普及を図っている例もある。

（2）データベース整備の問題点と今後の方向性

①データの収集方法

　各機関とも主に公共サイドで実施したデータを中心に集積を図っており、今後ともこれらのデータ

の蓄積を図ることは重要であるが、民間建築の際に掘られているボーリングも数多くあり、これらに

ついて収集できれば、面的にかなりの範囲を網羅するものとなる。このため、例えば、建築確認申請

に添付されるボーリングデータについて、申請者の協力を得て蓄積することや、建築確認申請に調査

したボーリングデータ書類の添付を都道府県の条例などで義務づける等の方策によりこれを集めるこ
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とが手法として考えられる。さらに、ボーリングに際して、ボーリング業者がかならず結果を公的機

関に届けることを条例などで義務づけることも考えられる。

　申請者としては、ビルの地盤情報の開示を好まなかったり、手間が増えることをいやがるといった

問題やボーリングに対する対価の問題もあるかもしれないが、地盤情報の蓄積が、地下利用のみなら

ず、地盤構造を明らかにすることにより防災等の面で役立つことを考えれば、地盤情報は個人や団体

に帰属するものではなく、共通の財産であるという認識をすることが重要である。

　また、東京湾、大阪湾の湾域では、陸域部分と沿岸域部分のデータの整備主体が異なっている。大

阪のように、事務局が共通となっており、実務上は齪酷を生じていない場合もあるが、東京都等は異

なっており、これらを統合することも必要である。

　なお、現在データベース化されているボーリングデータは、深いものがほとんどなく、今後、深い

ものを収集することが課題であり、ボーリングに際し、必要な深度より深く調査した場合に差額を補

助する制度等により、深いボーリング調査が推進される環境を整える必要がある。

②ボーリングデータの標準化

　現在までは、公益事業者が実施するデータのみを収集していたので、この事業者間でデータを標準

化すれば十分であったが、多種多様な機関のデータを活用しようとすれば、これらのデータを標準化

する必要が出てくる。このため、ボーリングデータの電子ファイルの標準化を進める必要がある。特

に、多数のボーリングデータを活用した解析を行うことを考えれば、地層層順の与え方については、

それぞれの地域で統一しておく必要がある。

　現在、JACICにおいて、建設CALSに対応した電子データの標準化のため、ボーリングデータの統

一様式を定めその普及を図っている。表5．9に示す通り、建設省のみならず、農林水産省、運輸省に

おいても、同じ様式を使用することとしており、実質的なスタンダードとなっている。

表5．9　発注者毎のボーリング柱状図の電子成果の仕様

発注機関 採用しているボーリング柱状図の様式

建設省 JACIC様式

農林水産省 様式の定めはない、現状としては、JACIC様式を使用

運輸省 基本的にJACIC様式、但し、海洋調査で独自に使用する項目を定めている

日本道路公団 基本的にJACIC様式、なお、道路公団独自の土質柱状図様式の納品もあり

　しかしながら、JACIC様式では、土質記号を入力するようになっているが、地層の連続性を把握す

るためのものではなく、むしろ、土の性状を機械的に入力するようになっており、これをもとに自動

的に複数のボーリングデータの地層の連続性を確認することは難しいと思われる。

　地域毎の地層の通称名（東京層、天満層等）が整理され、あわせて入力されると、この点について

は、大いに改善されることと考えられる。

　この場合、事前に、どのような地層がどの程度に分布しているのかを明らかにし、入力の誤りを防

ぐことが必要である。

③データの活用方策と財源の問題

　現在、各データベースを活用した事例はそれほど多くないが、このデータを活用すれば様々なこと

が可能となることから、十分に活用されるよう環境整備を行うことが必要である。

　現在は、多くのデータベースが公的機関のみの利用としているが、通常、公共事業では事業区域が

重複することはまれで、事業に際して、新規に地質調査を実施する必要があることから、データベー

スの利用としては、研究目的のものが多いようである。

　一方、民間の分野では、経済的な問題から、事前に十分な地質調査をできない場合が多く、近傍の

地質調査結果が入手できれば、開発適地かどうかなどの様々な検討を前もってすることが可能である
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し、また、一般市民が、住居近くの地盤条件を知ることは大いに意義のあることである。

　したがって、地盤情報のデータベースについても、個人や団体に帰属するものではなく、共有の財

産であると認識し、これを広く一般に公開することが求められているといえる。

　この場合、整備費用を利用者で分担する分担金方式の場合は、無償で公開すれば分担金の意味がな

くなり、収入が途絶する等の財政上の問題が生じることが予想されるが、神戸市のように有償で市民

に公開する方法やインターネットで公開する場合では広告で収益をあげるなど方法が考えられる。

　なお、政府が所有するGIS情報については、特別な理由のあるものの他は、インターネットで無

償で公開することが基本となっている。

　このような情報が、インターネット上で手軽に入手できるようになれば、データベースとしてかな

り活用されるのではないかと思われる。

　大深度地下法において地盤情報の整備を国及び都道府県の努力義務として位置づけられたことか

ら、行政としてもその責任を果たす必要がある。

　また、広く利用されない問題として地盤情報そのものの難解さがある。本来は、三次元的に可視化

できればわかりやすいが、地下情報は目に見えないものであり、地表と違い可視化が難しく、さらに

三次元的に取り扱うことが非常に難しい。この点について、使い勝手が向上すれば、様々な局面で利

用価値が向上するものと考えられる。

5．4．3　大深度地下マップ

　大深度地下使用制度では、大深度地下の深さは支持層の位置等を踏まえて特定されることとしてお

り、どの深さから大深度地下になるのかは地盤調査を行わなければ確定できない。しかしながら、ル

ートの検討等の事業の計画段階で広域にわたって各事業者が地盤調査を実施することは、経済的、効

率的な事業の実施の面から困難が多く、あらかじめ大まかな大深度地下の範囲を広域的に明らかにし

た図面があれば、大深度地下を利用する事業計画の立案は容易になる。

　このため、大深度地下にかかる情報整備の一環として、3大都市圏を対象に大深度地下の範囲を明

らかにする大深度地下マップの作成を行った。

　大深度地下マップを作成する過程で、支持層位置を明らかにしたことから、あわせて、大深度地下

使用制度で前提としている高層建築物の支持層となる地層の上面を表す図面も作成した。

　このように支持層が面的に示された図面が作成されたのは初めてであり、民間建築物や土木構造物

の基礎の計画・設計の作業の効率化・省力化が図れるなど様々な方面で活用が可能である。

　これらの図面は、2000年12月に公表を行った。

（1）大深度地下マップの作成方法

　大深度地下マップは、広域的な範囲を対象とするため、経済的、時間的観点から新たにボーリング

調査を行うのではなく、既存のボーリングデータを集積したデータベースを活用することにより作成

することとした。

　利用したデータベースは、表5．7の東京、関西、名古屋地区で作成されたデータベースに加え、1988

年に地盤工学会が作成した「最深名古屋地盤図資料編」に収集されている約1万2千本のボーリング

データを入手し、利用した。合計すると利用したボーリング本数は10万本を超える。

　大深度地下の範囲を特定するには支持層位置の特定が必要なため、厳密には、大深度地下の定義を

踏まえ、原則として杭の許容支持力2500kNノ㎡以上を有し、かっ原則としてN値50以上の地盤を、

ボーリングデ・一一・・タ1本1本について確認することが必要である。

　しかしながら、10万本を超えるボーリングデータにっいて逐一支持力を算定するのは現実的に不

可能であることから、ボーリングデータの検索に適した大深度地下の特定方法を地域毎に検討し、図

5．9に示す手順でマップを作成した。
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既存の高層建築物の基礎の選択している地盤の検討

→既存の軒高60m以上のビルすべてにっいて調査
　（地層の種類、N値、層厚の把握等）

　　　　　東京地区　　583棟
　　　　　名古屋地区　50棟
　　　　　大阪地区　　178棟

各地域毎のボーリングデータのデータベースの検索条件の検討

支持層上面より10m
の深さが大深度地下

支持層上面図の作成
（GL版、　TP，OP版）

地表より40mの深
さが大深度地下

図5．9　大深度地下マップの作成フロー

（2）各地区におけるボーリングデータの検索条件の検討

①東京地区

　東京地区は、複数の礫層から支持層が構成されているため、特定の礫層から支持層を判断するので

はなく、ボーリングデータベースから検索可能な工学的特性を選定し、支持層を特定する方法を考え
た。

　大深度地下使用技術指針（案）では、支持層は、原則N値50以上の層としていることから、N値50

以上を示す地層の層厚と既存高層建築物の支持層との関係を検討することとした。まず、N値50以

上を連続して示す層の上面と既存高層建築物の支持層とを比較することとし、N値50を連続して示

す地層の層厚の条件を3m、6mと変化させ、建築物の支持層と比較すると、6mの場合がよく一致し

たので、ボーリングデータの検索条件としてはN値50以上の層が6m以上示すデータの上面を支持
層上面とした。

②名古屋地区

　名古屋地区については、既存の高層建築物の基礎が、海部・弥富累層と呼ばれている地層より浅い

層を利用していることが明確であったので、これを支持層とした。海部・弥富累層が分布していない

東部丘陵地については、その下位層である八事・唐山層、矢田川層が地表面から分布していることか

ら支持層を地表面とした。

③大阪地区

　大阪地区について、既存の高層建築物の支持層は、一般的には、第一洪積砂礫層の層厚が十分であ

れば第一洪積砂礫層を、不十分であれば第二洪積砂礫層を支持層としているが、同一建築物内でも位
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置により2つの支持層を使い分けている建築物もあり、他の地域と比べ支持層の分布はかなり複雑と

なっている。

　東京地区と同様にN値50以上を連続して示す層の上面を図示する図面を作成し、既存の高層建築

物の基礎との整合性を検討した結果、上町台地より東側については、N値50以上、層厚6mの層と

整合したが、上町台地より西側では、これより深い層を利用している例も見られたことから、上町台

地を境に、東側ではN値50以上層厚6mの層を支持層とし、西側では安全側に考えて第一洪積砂礫
層の層厚にかかわらず、深い方の支持層である第二洪積砂礫層を支持層とした。

　この結果、上町台地より西側については、大深度地下の範囲を明らかにしたというよりは、大深度

地下の上面の最深ラインを示すにとどまっており、この点について、今後さらなるデータの集積を待

つ必要がある。

　各地区の支持層の要件をまとめる表5．10の通りであるが、それぞれ、地盤の状況、ボーリングデ
ー・一一 ^の収集状況に違いがあり、支持層の考え方が異なっていることから、マップを見る上では、この

点について留意する必要がある。

表5．10　各地区の支持層の要件

ヒ町台地東側ではN値50以上の地層が6m以上連続しているデータの上面

上町台地西側では第二洪積砂礫層

（2）大深度地下マップの概要

　大深度地下の上面及び支持層の上面を国士地理院発行の1／50000の縮尺の地形図上に10m刻みのコ

ンタで表した。

　ボーリングデータの密度によるが、東京地区では概ね1cm（500m）程度の精度が確保できていると

思われる。その他の地区では、これよりかなり荒い程度の精度の地図となった。

　表5．11に示す通り、それぞれ、地表からの深さで大深度地下の範囲を表す大深度地下マップと支

持層位置を示す支持層マップを作成した。特に支持層マップにっいては、大深度地下マップ同様に地

表からの深さで表示したものと、標高（T．P．orO．P．）べ一スで表示したものの2種類を作成した。こ

れは、通常、事業が標高べ一スで検討されることから作成したものである。

　図5．10から図5．12にそれぞれの都市の大深度地下マップを示す。

　このマップをより、大深度地下を利用する各事業の計画立案が可能となるとともに、事業間の調整

における空間配置の構成や認可申請の際に判断することが可能となる。

表5．11　作成マップの種類・枚数・サイズ

枚数・サイズ

種類 内容 東京版

@B1
名古屋版

@B2
大阪版

@B2
大深度地下マップ 大深度地Fの上面の位置を地表面か

轤ﾌ深さで表示

1 1 1

支持層上面図（GLペース版） 支持層の上面の位置を地表面からの

[さで図示

1 1 1

支持層上面図（TPorOP
ﾖ㌧ス版）

支持層の上面の位置を標高
iTP．orOP．）で図示

1 1 1

地質断面図 代表的な断面の地質断面図 1 1

合計 11
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大深度地下マップ名古屋版図5．11
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大深度地下マップ（大阪版）図5．12
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5．5　三次元地盤解析ソフトの開発状況

　地下情報は、本来三次元空間情報として取り扱うべきものであるが、現在まで取り扱いが困難であ

ったため、地質縦断図などの二次元の図面をもとに、頭の中のイメージとして三次元的に取り扱わざ

る得なかった。

　近年のコンピューター技術の発達により、地表面で得られた各種地質データやボーリング等の地下

情報から地盤の三次元モデルを作成するソフトがいくつか開発されている。図5．13に示す通り、こ

のような三次元地盤解析ソフトと、三次元CAD、地盤情報データベース、　GISをリンクさせること

により三次元地下GISの構築の可能性が開けてくる。三次元CAD、地盤情報データベース、　GISに

ついては、実務上利用可能な技術的水準まで達しているといえるが、三次元地盤解析ソフトについて

は、その複雑さから実用レベルに達しているとはいえない。

　ここでは、いくつかの三次元地盤解析ソフトについて、三次元GIS実現の可能性を検証した。

灘禦理運㍍フト〉三次一ls＜鰯讃言

図5．13　三次元地下GISの構成

5．5．1　現在市販されている地盤解析ソフト

　過去の地盤ソフトの多くは、ボーリング箇所を地図上に表示し、これをマウス等でクリックするこ

とにより、柱状図などを表示する機能、これに加え、複数のデータから縦断図を表示する機能を持っ

程度のものであった。

　しかしながら、三次元CADの発達、三次元有限要素法による構造解析の高度化、二次元GISの三

次元化を踏まえて、地下の地盤構造を三次元モデルとして取り扱うためのデータ形式と表示形式を備

えるソフトが開発されるようになった。

　これらのソフトを解析内容から区分すると、まず、地下構造を地層や岩体のブロックとしてモデル

化する立場と、地下の媒質の分布特性や流体を三次元の格子点における値として表示する立場に大き

く分かれる。前者は地質ブロックモデル、後者は三次元ボクセルモデルと呼ばれている。

　また地質ブロックモデルは、境界面を定義することにより地質ブロックの形状（ジオメトリ）を表

すことができるが、ブロックの中身が何であるかを定義しないと、切断面の境界線しか描くことがで

きない。サーフェスモデルは、ブロックの中身を定義しないモデルをいい、ソリッドモデルはブロッ

クの内容も定義するモデルをいう。ソリッドモデルでは切断面に現れるブロックの媒質を示すことが

でき、ブロックのボリューム等の算定が可能である。図5．14に地盤解析モデルの系統図を示す。

　　　　　　　　　　　　（地中の物質移動を解析しようとする立場）

図5．14　地盤解析モデルの分類
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　現在、我が国で市販されているかまたは、市販が予定されている地盤解析ソフトについて、それぞ

れの開発者もしくは代理店からのヒヤリングよりその特徴をまとめると表5．12の通りである。

表5．12　三次元地質モデルを作成できるソフトウェア

ソフト名 EVS VULCAN 三次元地盤解析支援システム

ソフト開発元 Ctech（アメリカ） MAPTEK（オースト列ア） Schlumberger（フランス）

販売元 クボタグラフィックス ダイヤコンサルタント 応用地質（共同開発）

開発目的 三次元可視化ソフトの進化 鉱山の開発管理 石油探査

OS環境 Windows EWS UNIx

表示 英語 英語 英語

地質ブロック対応 ○ ○ ○

　一cAル ソリッドモデル ソリッドモデル ソリッドモデル

ボーリングテ㌧タから

O次元地層の作成

　　　　○

i断層、摺曲の表示可）

○ ○

　ボクセル対応

n下水拡散計算へ

@　の対応

　　　　　○

@　　　　○

i物質の流動計算が可能）

　　　○

@　　△
i地下水のみ対応）

　　　O

@　　△
i地下水のみ対応）

国内での適用事例 なし 鉱山の地質解析 ダムサイトの地質解析

ソフト名 GEORAMA G－Cube

ソフト開発元 CRC総合研究所（日本） 中央開発（日本）

販売元 上記 上記

開発目的 地質解析

OS環境 Windows Windows

表示 日本語 日本語

地質ブロック対応 ○ ○

モデル ソリッドモデル ソリッドモデル

ボーリングテ㌧タから

O次元地層の作成

○ ○

　ボクセル対応

n下水拡散計算へ

@　の対応

　　　○

@　　△
i地下水のみ対応）

　　　○

@　　△
i地下水のみ対応）

国内での適用事例 平野部、山地部の地質 海岸部の地盤解析

資料：各ソフトのパンフレットをもとに作成

　いずれのソフトも、ボーリングデータから三次元地層モデルを作成する地質ブロックモデルであり、

ソリッドモデルとして構築されていることから、ボリューム計算などが可能であるが、ボクセルモデ

ルについては、地下水流動のみを対象としているものと、物質拡散計算が可能なものとに分かれる。

　「VULCAN」及び「三次元地盤解析支援システム」のように、鉱山開発や石油探査など特殊な用

途に開発されたものから発展してきているものと、「EVS」、「GEORAMA」のようには三次元可視ソ

フトに地盤解析機能を付加することにより開発がされているものがある。

　このようなソフトの海外でのニーズとしては、複数の事業者による地下水汚染の賠償についてそれ

ぞれの寄与の度合いの判定や地下水の汚染予測があり、訴訟の場合の判断材料や環境アセスメントの

ために、わかりやすく説明する必要性から開発が進んだようである。
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　図5」5にEVSにおける出力例を示すが、左の図のように、各地層を切り分けて表示することや、

ボリュームの計算が可能な他、右の図のように、工場の汚染物質の拡散状況の計算などが可能となっ

ている。

三次元地質モデル 　　　　　　　三次元地下水及び拡散シミュレーションモデル

図5．15　EVSにおける出力例

　また、図5．16にVULCANにおける出力例を示すが、　EVSと同様に、地質ブロックを作成すること

ができる。他のソフトも、基本的にはこのような地質ブロックの作成が可能となっている。

図5．16　VULCANにおける出力例

5．5．2　これらのソフトの可能性

　上記のソフトのうち日本の地盤に実際適用したことがあるものも多いが、いずれも、ある特定のエ

リアを対象としており、さらに、地盤データの入力にかなりの専門的な知見を要していることから、

簡単に三次元地質モデルを作成することは現状では難しいといえる。任意の地区において大量の地盤

データを処理するシステムを組むためには、日本の地盤に対応したシステムに改良するために知見の

蓄積が必要である。

　大量の地盤情報の処理の程度を調べるため、EVSについて、別途東京都地盤情報システムより300

本程度のボーリングデータの提供を受け、解析を試みたが、実用に耐える精度での解析は難しかった。

　これは、人間が地質断面図を書く場合、データを図示してから、過去の知見の蓄積を踏まえ、地層

の同一性を判断し、断面図を描いていくが、これらのシステムには、過去の知見の蓄積がないため、

地盤の同一性を判断できず、どうしても地層を多く描いてしまうという欠点があり、この点をどのよ

うに改良していくのかという課題がある。また、地盤の摺曲にもほとんど対応ができなかった。

　開発者であるアメリカCtech社のReed　D．Copsey社長は、これら問題についても対応可能で、アメ

リカでは問題なく利用しているとのことであったが、日本の地層の複雑さが処理を困難にしているの

かもしれない。
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　これらの問題のかなりの部分は、ボーリングデータの与え方次第であるといえ、三次元地質モデル

を簡易に作成するためには、どのように日本の地盤特性を反映させてデータを入力するのがよいのか、

また、コンピューターの中で、どのように判断を行っていくのか、現在、専門的な知見として専門家

が行っているプロセスを解析し、プログラムとして追加するなど、今後改良すべき課題は多いといえ
る。

　しかしながら、国内では少ないものの、これに類似するソフトも含めれば、海外における活用事例

は多く、ソフト自体の応用の可能性は高いといえ、今後、データ解析に対する様々な知見の蓄積を行

い、我が国の地盤に対しても活用できるようになることが期待される。

5．6　大深度地下利用における情報基盤のあり方

5．6．1　情報基盤の考え方

　以上の海外の事例、我が国における情報の整備状況を考えると、我が国における地下の情報基盤の

あり方としては、次にように考えることができる。

①地下に関する情報の一元化とワンストップサービス

　海外においても、地下情報を一元化する方向にあるが、我が国でも同様に、データの一元化を図り、

1カ所で地下に関するすべての情報が入手（ワンストップサービス）できるようにすることが必要で
ある。

②多様な機関のデータの活用

　海外では、1つの機関がすべてのデータを管理している例もあるが、我が国では、既にそれぞれの

事業者がデータベース化を進めているのが現状であり、また、情報を一カ所で集中的に管理するので

は、データも膨大になり、かなり大規模な投資が必要となる。また、施設の管理者以外が施設の情報

を随時入手し、更新していくことはセキュリティの面、情報の迅速さの面で問題があるといえる。

　各事業者がデータベースをそれぞれ構築していることから、この資産を活用し、各機関のデータは

各機関の責においてデータの維持・管理を行う方が、確実で効率的でありかっ、責任の所在が明確で
ある。

　よって、システムとしては、各データベースから必要なデータを照会・入手し、これを総合的に処

理ができるシステムとすることが望ましい。

③三次元GIS化

　地下空間は、視覚的に把握ができないという特性があり、地下施設を三次元的に可視化することが

できれば、空間の計画立案などが容易に行えるようになる。海外でもヘルシンキでは、三次元化を進

めており、コンピューターの性能が飛躍的に向上していることを踏まえれば、現時点において整備が

十分可能な水準にあるといえる。

　このような地下埋設物の可視化に加え、地盤構成を三次元的に処理することができれば、地下の地

盤の状況を容易に確認でき、施設の配置、構造の決定が容易となる。

④地下情報収集体制の強化

　地下利用を推進する観点から整備すべき情報としては、①地下埋設物の情報、②地盤情報、③大深

度地下利用に関する情報があるといえる。現在、それぞれの情報についての整備状況は表5．13の通

りである。

　また、地下施設の特徴として、施工以降では正確な位置の確認が難しいという特徴があり、したが

って、できるだけ施工時点でデータベースに入力すべきである。

　現在、このような体制がとれるのは、電力、通信、ガス等の公共・公益事業者が設置する施設であ

り、これらに関しては、管理者の責において実施すればよいが、建築物基礎、仮設構造物、地盤改良

174．



範囲等については、データを収集することすら難しく、このようなものに対して、どのような手法、

体制で一元的にデータベース化を図っていくのかという問題がある。

表5．13　地下利用にかかる情報とそのデータベース化の状況

情報名 整備（所有）機関 データベース化の状況 備考

埋設物デ1道路地下埋設物
黹^　i各事業施設　　　　1地下街　　　　‘　　　　：地下駐車場　　　　1建築物基礎

@　　　i仮設構造物　　　　：地盤改良範囲

道路管理センター

e事業者
蒼y庁上地局
蒼y庁土地局
坙{建築センタ

@　なし
@　なし

デジタル化済み
幕ﾆ者により差異一部着手一部着手

¥定なし

ﾈし
ﾈし

現在は中止

蜍K模の建築物のみ
ﾙとんど記録がない

ﾙとんど記録がない

地盤デー：ボーリングデータ

^　　　1地質縦断図データ
表5．8参照

蒼y庁土地局

デジタル化済み

ｲ査中 土地分類調査で実施
大深度デ1大深度地下使用権　　　　1一タ　　1大深度地下埋設物 国土庁大深度室

蒼y庁大深度室

2001年より開始

Q001年より開始

5．6．2　情報基盤の整備手法

　具体には、①各機関のデータの標準化、②地下情報を一元的に処理する中央のクリアリングハウス

の設置、③データベース化されていないデータの新たなデータベースの作成の3つの点について、具

体の道筋がっくと、55．1で示した三次元地下GISの構築が可能となる。

　これを模式化したものを図5．17に示す。

　　　°3次元地下情報システムのイメージ　　鍵）瓢㍍。．

　　　騒　　運㌶艦灘ご　　　　曝）
　　　　・都遁府県

　　　聯頼僧庶一）　　　国土庁　　　　翻慧＿、
オンラインによる必要な

情報の提供

・通信事葉者

口装惰鰻（緯廣、8至虞、藻度）

・ガス事案者

口識惰報（貸虞、縫庚、漆度）

国土庁において整傭

・大深度地下埋設物幡報

・大規模な建菜物の基礎埋設情報

　等現在整備されていない地下情報

・水道事葉者

垣設情斑（俵良、幌度、漂慶）

　　　　⑳
・電力事業者

僅設情麗K縫度、経度、藻慶）

図5．17　地下利用に関する情報基盤のイメージ図
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　各機関のデータベースをオンラインで結び、必要に応じ、必要な地区のデータを各データベースか

ら持ってくるとともに、自らが整備するデータとあわせて三次元的に処理するシステムの構築が一つ

の解といえる。

　このためには、

①各機関がそれぞれのデータベースを構築し、新たな埋設物などの更新情報のメンテナンスを適切に

　行うこと

②その他データについても、集積が図られるよう、建築確認申請データの登録や施工時点での情報の

　登録を行うなどの仕組みを作る必要がある

③データの標準化により、各機関のデータの互換性を確保する

④必要に応じ、データをもってきて、これを三次元処理するシステムの構築

を行えばよいといえる。

5．7結論

　今後、大深度地下法の成立を踏まえ、政府として地下情報の整備を本格的に行うこととなるが、三

次元地下GISの構築には、多くの関係事業者の協力が必要であり、また、情報のセキュリティの確

保など技術的な面以外でも解決すべき問題も多く、まず、関係者間で、システムの構築に向けた合意

形成を十分に行うことが重要である。

　したがって性急にものごとを進めるのではなく、慎重に合意形成に努めることが肝要であり、十分

にシステムのメリットの理解が進み、機運を醸成しつつ進める必要がある。

　しかしながら、道路地下という限られた空間について情報を収集すれば足りうるという段階から、

大深度地下使用制度により地下利用の可能性は大きく拡がっており、情報をいかに効率よく集め、様

々なルートを検討するかということが重要になっている。

　また、地下の利用が複雑化するに従い、従来の二次元的な把握方法では、施設の位置を把握するこ

とは困難となってきている。

　このような状況の変化を踏まえれば、三次元地下GISは必要といえ、また、これにより各事業者

も大きくメリットを享受できる。

　ここでは、三次元地下GISについて検討を行ったが、技術的には困難を伴うものの、昨今のIT技

術の進展から見れば、実現は不可能ではなく、また、各機関に相当数のデータが蓄積されていること

から、これを活用できれば、大きな投資を要しなくとも整備は可能である。

　現在の国土庁のスケジュールでは、具体的なシステムの整備が行われるのは、法の施行後の2001

年以降となっているが、関係事業者の協力が得られ、使い勝手の良い三次元地下GISが整備される

ことを期待したい。
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第6章　大深度地下利用の可能性

6．1概説

　大深度地下使用制度により、都市部の民有地地下の利用が実質的に解禁されたこととなり、都市部

の利用可能空間は飛躍的に増大したこととなる。今後は、この空間をいかに活用して、21世紀にお

ける都市を構築して行くのかということが、都市を新生させるために不可欠であるといえる。

　一方、大深度地下も含め、地下を利用するに当たっては、安全性、内部環境の快適性など様々な問

題があるが、最大の問題点としては建設コストがあげられる。一般的に地下利用は、地上に比ペコス

トがかかるといわれており、特に深い地下の利用に対しては抵抗感があるといえるが、地価との見合

いによっては優位な場合もあると考えられる。ここでは、地下利用においてどの程度コストがかかっ

ているのか調査するとともに、これらが大深度地下化した場合にコストに与える影響について検討し
た。

　また、現在の都市は、高度成長の歪みを吸収するため、効率一辺倒でインフラの整備を進めた時期

があり、地表になくてもよい施設が地表に露出しているといえ、いわば、パイプライン、ベルトコン

ベアが露出している工業化時代の都市といえる。

　地下利用のコストが比較的安価な北欧等では、現在、ライフラインに加え、下水処理場、幹線交通

網、駐車場等の地下化を進め、地表部を人間活動の場として水と緑あふれる空間を取り戻し、都市を

再構築することが進められているが、我が国においても同様に、稠密な都市を再構築し、21世紀の

都市として新生していくためには、広大な未利用空間である大深度地下空間を含め地下を活用してい

くことは不可欠であるといえる。

　そこで、大深度地下空間を含む地下空間活用した新たな21世紀の都市の構築について、その考え

方を整理するとともに、民間企業に大深度地下を活用した都市の新生構想の提案を求めた結果から、

どのような施設を地下化すべきといえるのか、また、東京駅周辺地区をモデル地区として、それを具

現化するためのケーススタディを行った。

6．2地下利用におけるコストの現状

　単純な建設コストのみの比較では地表部と比べ地下利用はコスト的に高くなってしまうが、用地費

なども含む総コストで比較した場合、どのようなことがいえるのか。また、大深度地下利用によって、

地下利用のコストはどのように変化するのかについて検討した。

6．2．1主な事業における建設コスト

　現在様々な事業が地下を利用しているが、それぞれどの程度のコストがかかっているのか、公表さ

れているデータ、ヒヤリング調査をもとに比較した。

　ここ10年内に竣工もしくは着工した事業の内、都市部において出来るだけ深い地下を利用してい

る事業を選び、1kmあたりの事業費を比較した。結果を表6．1に示す。

　データの制約から、鉄道、道路、河川、下水道事業にっいては、トンネルの掘削だけでなく、鉄道

では駅部、高速道路では換気塔、インターチェンジ、河川では流入、排水施設、下水ではポンプ施設

等を含んだ総事業費で算定しており、一方、共同溝、電気、ガス、通信、上水道、下水道事業につい

ては、トンネル掘削のみの工事費で、トンネル内部に設置する各施設の費用は含まれていない。

　また、掘削条件、掘削距離などによって建設コストは大きく変化することから、表6．1に示す数値

は大雑把な目安として見る必要がある。
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　トンネル径が最も大きく、通行量にもよるが換気用立坑として地上とのアクセスが頻繁に必要な道

路事業では、lkm当たりの事業費は1000億程度となっている。根拠とした道路事業ではほぼlkmに

1箇所の割合で換気用立坑が建設されており、また、地下と地上部の高低差から、インターチェンジ

では長いアプローチが必要で、トンネル部の地下掘削以外にも多くの事業費が必要となっている。

次いでkm当たりの単価が高い地下鉄では1㎞当たり約300億円となっている。開削工法で建設す

る駅部の建設コストが高く、例えば、営団地下鉄では、総営業キロ数170kmに対して、駅数は154

駅で、ほぼ1kmに1駅設置されており、駅部の設置により、事業費が押し上げられているといえる。

なお、トンネル部に限ればlkm当たりの事業費は100億円程度といわれている。

　この他の事業については、設置するトンネル規模、トンネル掘進延長等によって大きく異なるが、

概ね数十億円程度であるといえる。

表6．1　各事業における事業単価

事業名 キロメートル当たりの単価 根拠

鉄道事業 約300億㎞ 295億1km半蔵門線渋谷～押上間5016億ノ17㎞
※トンネル部は100億㎞ 289億㎞南北線　赤羽岩淵～目黒間6191億121．4㎞

295億1㎞1名古屋6号線　中村区役所～今池　2210億〃．5km

高速道路 約1㎜億㎞ 1100億㎞首都高中央環状新宿線12400億111㎞
共同溝 約60億㎞ ω齢m麻布共同溝砲億ノ2．7㎞　φ5．9m

“億1km永田町共同溝（鴻億1102㎞φ5．9m
電力 約30～40億㎞ 38億㎞太閤通～名城洞道125億13．31㎞φ4m

29億㎞　名城～清水口洞道　47億11。571km　φ4．8m

ガス 約10～40億㎞ 13億㎞庄内川横断シールド幹線35億㎞φ2．lm
35億㎞南港シールド60億11．7㎞φ2．4m

NTr 約20億㎞ 20億㎞千葉洞道36億1L8㎞φ45m
17億㎞大阪幹線洞道22億1L3㎞φ3．95m

地下河川 100～250億㎞ 243億㎞環七地下河川（1、n期）537＋560億／45㎞φ12．5

122億㎞寝屋川北部地下河川1400億111．4㎞φ5～10m
下水道 約65億㎞ 67億㎞淀の大放水路1500億ノ225㎞φ7．5～2m
上水道 約40億㎞ 37億1km春日井送水幹線56億1L5㎞φ3m
φは内径

鉄道、道路、河川、下水道事業については、附帯施設の建設コストを含んだ総事業費、他の事業はトンネル掘削の

みの工事費

資料：各事業所管省庁、事業者からのヒヤリングによる

　一方、都心部で地上を利用する事業の場合の建設コストについて、現在事業中の小田急小田原線の

連続立体交差事業では、6．4kmの区間を複々線化するために、事業費1900億円を要している。これ

を1km当たりの単価にすると約300億円となり、複線、複々線の違いはあるが地下鉄新設の建設費

とほとんどコスト的には変わらない。

　また、東京都市計画道路環状第2号線（新橋～虎ノ門）建設事業では、平面部0．5km、トンネル部0．9km

の計1．35kmの道路整備と、これとあわせて実施する市街地再開発事業が予定されており、この整備

に係る事業費は、約2000億円が想定されている。既に稠密に土地利用が行われている都心部では、

新たに広大な道路用地を買収することが事実上不可能なことから、立体道路制度により、道路敷地の

上部の空間を活用した再開発事業と一体で道路の建設を図ることとしており、費用がかさんでいる。

この例では、地下を利用した高速道路の建設に対して約2倍の事業費がかかる見込みである。

　電力事業においても、17万ボルトを超える超高圧送電線では、送電線下の用地を買うことが義務

一178一



づけられているが、同様に都心部で用地を確保することは事実上不可能といえ、都心部で新たに超高

圧送電線を架空で布設することはもはや不可能といえる。

　このようなことからみれば、表6．1で示す程度のコストがかかるとしても、表6．2の事例と比較す

れば、土地利用が稠密な地域では地下利用に優位性があるといえる。

表6．2　都心部で地上を利用した場合の事業単価

事業種 事業名 延長 事業費 事業単価

鉄道 小田急小田原線連続立体交差及び複々線化事業 6．4㎞ 約1900億 約300億㎞
道路 都市計画道路環状第2号線（新橋～虎ノ門） L35㎞ 約2㎜億 約1500億㎞

6．2．2　シールドエ法における掘削単価

　地下水への影響、水圧への対応等を考えれば、現時点で都市部の大深度地下を掘削する工法として

は、密閉式シールド工法によらざるを得ない。

　現在、シールド工法の掘削単価がどの程度なのか、1990年4月から1995年3月までに実施された

シールド工事の実績をもとに検討した。

　図6．1に、掘進距離1000m以上のシールドトンネルの1㎡及び1m’当たりの掘削単価と掘削断面と

の関係を示す。

　掘削断面が小さいものは、掘削単価に大きなばらつきがあるが、これは、トンネルの掘削経費にし

める仮設費等の割合が高く、現場条件によってこれらの経費が異なっているためと考えられる。

　しかしながら、トンネル規模が大きくなるにしたがって、1m’収当たりの単価は収束しており、ト

ンネルの掘削単価としては、概ね1m’当たり100，㎜円程度であるといえる。
　　　　　◇泥水式〔データ件数174）　泥土圧式（デー，件数365）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇泥水式　　　　　　・泥土圧式

　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

30

0

　　　　　　　o
罐㌢◇・9

↑＼

◇

◇

◇

　o
圃

゜「⑨．

◇

◇oo

齢・。8◇◇Q－◇

i

幽、昧E㎡鐘↑＼，di×，dil，N，dijlN，di・

掘削断面積（m2）

掘削断面積（m2）

図6．1掘進距離1000m以上のシールドトンネルの掘削単価

　また、（社）日本トンネル技術協会は、平成10年度に大深度地下利用技術調査小委員会を設置し、

立坑、シールドトンネル、山岳工法について、大深度化に伴う工事費への影響の試算を行っている。

　土被り20mのトンネルと土被り50mのトンネルのシールドマシンの発進を想定し、トンネル径、

地盤を変化させて試算を行っている。試算結果を図6．2に示す。

　立坑建設費は、トンネルロ径、土被り、土質の状況によって大きく異なるが、費用としては、連続

地中壁を構築する費用が全体の7割から8割とほとんどを占め、っいで底版改良となることがわかる。
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資料：（社）トンネル技術協会資料1》をもとに作成

　　　図6．2　立坑掘削費用の試算結果

　同一地盤で、土被りが20mから50mに変化することによりどの程度のコストアップとなるのか、

土被り20mの場合を1として、土被り50mの費用との比較を行った。図6．3に結果を示す。

　トンネル断面積により、大きな違いはあるが、大深度化に伴い、3倍から4倍のコストがかかって

おり、縦方向のアクセスについては、大深度化により大きくコストが増加することがわかる。

6

土5

警、

；3

ハ

12

口1

　　　　
　　地盤i
トン‡ル断面積㎡，

資料：（社）トンネル技術協会資料1｝をもとに作成

図6．3　大深度化による立坑掘削費用の増加率

　また、大深度化によるシールドトンネルの掘削費用への影響については、大深度の場合は土丹、洪

積砂礫、洪積砂質土、洪積粘性土、浅い場合は沖積砂質土、沖積粘性土の条件を仮定して試算を行っ

ている。この結果を図6．4に示すが、1m’当たりの単価については、10万円以上となっており、先の

工事発注価格の調査よりは若干割高な結果となっている。

　傾向としては、シールドトンネルが大口径になればなるほど、1m3当たりの単価は減少しており、

大規模化により施工が難しくなるが、一方、スケールメリットと相殺すれば、大規模化によるスケー

ルメリットの効果が出るようである。また、土被り20mと土被り50mとの比較では、ほとんど有為

な差はないといえ、大深度地下にトンネルを掘ることとなっても、横方向の掘削にっいては、ほとん

ど浅い場合とコスト的には違いが生じないことがわかる。
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図6．4　シールドトンネルlm’当たりの掘削単価

　これより、大深度地下化によって、大きくコストアップするのは、立坑掘削費用であり、大深度地

下に施設を設置するに際しては、地上とのアクセスはなるべく少なく、また、アクセスする箇所につ

いても出来るだけ浅い箇所を利用する方が、事業費の面からは有利である。したがって、地上とのア

クセス間隔が長く、アクセス部について道路などの公共用地を活用し、浅い深度で地上とアクセスで

きる事業が有利といえる。

　また、これらの事例からは、シールドトンネルについては、1m’当たりの掘削単価は10万円程度
が目安といえる。

　この単価が、海外における地下掘削単価や国内の他の工法による単価と比較すればどの程度の数値

になるのか検討した。結果を表6．3に示す。

表6．3　海外等における地下掘削単価

事業名 国 都市 費用 工法 資料

ヴィーキンマキ下水処理場 フィンランド ヘルシンキ 約5200円ノm3 NATM 1

ストックホルム地下鉄トンネル スウェーデン ストックホルム 約26000円1m3 NATM 3

グレートベルト海峡トンネル デンマーク 約50000円1m3 シールド 3

ベツベルクトンネル スイス N3ハイウエイ 約30000円1m3 TBM 3

マッキントッシュ発電所 アメリカ 約1㎜円／m3 熔解掘削法 1

坪林道路トンネル（先進導坑） 台湾 約28㎜円／m3 TBM工法 2

シカゴ上水トンネル アメリカ シカゴ 約32000円1m3 2

スーパーカミオカンデ 日本 岐阜県 約40000円1m3 NATM工法 1

1：担当者からのヒヤリングにより作成

2：海外トンネル事情（1998）版　ジェオフロンテ研究会編を参考に算定

3：欧州における地下空間の建設技術及び利用に関する調査団報告書（平成2年8月）財団法人先端建設

技術研究所を参考に算定

　国内のNATM工法で大空間を構築した場合では、1M3当たりの単価は4万円程度であり、シール
ドによる場合と約2倍の差がある。

　海外の掘削単価との比較については、様々な工法があり、一概に比較は出来ないが、日本の掘削単

価は海外の約10倍～数倍程度となっている。これは、岩盤と日本の軟弱地盤との違い、特に、北欧

等では掘削土が骨材として販売可能であるのに対し、日本では産廃として処理をしなければならない
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など様々な面が総合してこのような結果になっているものと思われる。

　しかしながら、海外の一部の都市では、地下掘削が非常に低コストであることから、地上部になく

ともよい施設を地下化する事業が数多く進められている。例えば、第5章で紹介したヘルシンキのよ

うに駐車場、幹線道路、駅前ロータリーなどを地下化して、地上部は人間の活動空間とする計画が実

施されている。

　日本においても、地上部に施設を新設することと比べれば、現在でも地下利用の方がコスト的に優

位な地域もあるが、さらにコスト削減が進むとともに地下利用の技術が発展すれば、都市における地

下利用が爆発的に進む可能性が大きい。

　北欧並とは言わないが、もし、トンネルの掘削コストが1110になれば、都市における公共施設整

備のあり方が根本的に変わってくるとともに、都市の姿そのものが一変する可能性がある。

6．3　大深度地下利用がもたらす建設コストへの影響

　大深度地下使用制度を活用することによって、事業コストがどのように変化するのか、予測するこ

とは難しいが、一般的には、各項目毎に表6．4の通りの傾向があるといえる。

　傾向としては、建設工事に関するコストについて、単純には大深度地下化によって増加傾向にある

といえるが、線形の改善などによっては減少する可能性もあるといえる。一方、制度の活用による事

業期間の短縮、補償費の節減など事業の円滑な実施に伴うコストについては、総じて減少するといえ、

各事業の計画に照らし合わせて、それぞれ得失を勘案して判断する必要があるといえる。

表6．4　大深度地下利用における事業費の増減

事項 費用の増減

施設の大深度化

@立坑、トンネルの大深度化

@安定した地盤、立坑数の減

増減

線形に自由度の向上

i最適な路線、距離の短縮）

減

用地補償費 減

用地取得の期間の短縮化

i金利負担の軽減）

減

施設の性格、設備条件の変化 増または減

　ここでは、大深度地下化により建設コストがどのように変化するのか、また、事業期間の短縮化が

どの程度のコストダウンをもたらすのかについて検討した。

6．3．1　大深度地下利用と建設コスト

　大深度地下化によって、建設コストにどの程度影響するのか、いくつかの地盤条件を仮定して、建

設コストの試算を行った。

立坑を掘削し、水平に5㎞を片掘進するものとして、トンネル径10m、15mの2ケースについて

建設コストの試算を行った。

　水平掘進距離については、大深度地下利用の特性を考えれば、地上とのアクセスを極力減らす方が

コスト的に有利であることから、現行でのシールドトンネルの最長掘削延長を参考に5kmを仮定し
た。
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　試算するトンネル深度については、比較対象となる浅深度地下の場合を土被り30mとし、大深度

地下については、東京の台地部の地盤を想定し、大深度地下のうち最も浅い部分である土被り40m

にトンネルを設置するケースと、東京臨海部を想定し、支持層位置が50mのケース、大阪の上町台

地以西で第二洪積砂礫層を支持層と想定したケースの3種類の地盤を想定した。

　それぞれ試算を行ったケースの支持層位置、土被りなどを表6．5に、これを図示したものを図6．5

に示す。

表65　試算したケース

地盤条件 浅深度 東京（台地部） 東京（臨海部） 大阪

シールド外径 10m 15m 10m 15m 10m 15m 10m 15m

シールド延長 5km 5㎞ 5km 5km 5㎞ 5km 5㎞ 5㎞

支持層位置 一 一 25m 25m 50m 50m 65m 65m

前提とする建築物基礎形式 一 一 直接 直接 杭 杭 杭 杭

支持層上面からの離隔距離 一 一
15m 15m 12m 17m 12m 17m

土被り 30m 30m 40m 40m 62m 67m 77m 82m

浅深度

良■
§

8←

浅い支持層の場合

東京

●拾

藻い支持層の場合

大阪

図6．5　算定に用いた地盤のイメージ図

　このシールド掘進に必要な立坑は、連続地中壁により構築するものとして、東京湾横断道路（外径

14．14m）、首都圏外郭放水路（外径12．5　m）の実績を踏まえ、その規模を表6．6のように仮定した。

　また、シールドトンネルの覆工厚についても表6．6のとおりとした。
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表6．6　立坑規模の算定根拠

項目 算定式 根拠（備考） 資料

立坑深さ シールド土被り＋シールド外径＋底版厚 シールド機架台分は省略した 一

底版厚 （シールド土被り＋シールド外径）×0．0935 底版厚1（シールド土被り＋シールド外径）

≠Um1（50＋14．14）＝0．0935

横断

RC連壁厚 （シールド土被り＋シールド外径）×0．0339但し

@削機性能から3．2mを上限

連壁厚1（シールド土被り＋シールド外径）

≠Q．lm1（50＋12）＝0．0339

外郭

最大本体厚 （シールド土被り＋シールド外径）×0．053 最大本体厚1（シールド土被り＋シールド外径）

≠R．31（50＋12）＝0．053

外郭

平均本体厚 （1m＋最大本体厚）12 地上部の本体厚を1mと仮定 一

立坑内径 シールド外径×2．5 立坑内径／シールド外径＝30112＝25 外郭

本体外径 立坑内径＋平均本体厚×2 一

立坑外径 本体外径＋RC連壁厚さ×2 一

二次覆工厚 外径15mで35cm、10mで25cm 事例より 横断

セグメント

@　厚

トンネル径10m→浅深度40cm、大深度50cm

gンネル径15m→浅深度60cm、大深度75cm

修正慣用計算法により照査

注：「資料」の欄の「横断」は東京湾横断道路諸元を参考に、「外郭」は首都圏外郭放水路諸元を参考と

　したもの。

　この算定根拠をもとに、それぞれの試算ケースにおける立坑及びシールドトンネルの仕様を計算す

ると表6．7の通りとなる。

表6．7　立坑及びシールドトンネルの諸元

地盤条件 浅深度 東京（台地部） 東京（臨海部） 大阪

シールド外径 10m 15m 10m 15m 10m 15m 10m 15m

土被り（m） 30．0 30．0 40．0 40．0 62．0 67．0 77．0 82．0

底版厚さ（m） 3．7 4．2 4．7 5」 6．7 7．7 8」 9．1

立坑深さ（m） 43．7 49．2 54．7 60．1 78．7 89．7 95．1 106．1

RC連壁厚さ（m） 1．4 1．5 1．7 1．9 2．4 2．8 2．9 3．2

RC連壁長さ（m） 72．8 82．0 91．2 100．2 131．2 149．5 1585 170．0

最大本体厚さ（m） 2．1 2．4 2．7 2．9 3．8 43 4．6 5．1

平均本体厚さ（m） 1．6 1．7 1．9 2．0 2．4 2．7 2．8 3．1

立坑内径（m） 25．0 375 25．0 37．5 25．0 37．5 25．0 375

本体外径（m） 28．2 40．9 28．8 415 29．8 42．9 30．6 43．7

立坑外径（m） 31．0 43．9 32．2 45．3 34．6 485 36．4 50．1

二次覆工厚（cm） 25．0 35．0 25．0 35．0 25．0 35．0 25．0 35．0

セグメント厚（cm） 40 60 50 75 50 75 50 75

　大深度化によって、立坑の規模が大きくなるとともに、シールドトンネルについてもセグメント厚

が10～15cm厚くなっており、建設コストを押し上げる一因となっていることがわかる。

　建設費を試算するための単価については、各発注単価、各種施工単価をもとに物価変動等を考慮し

て表6．8の通りとした。
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表6．8　建設費算出に用いた施工単価

費目 単価

シールドマシン単価 トンネル径10m→38，197千円／m’

gンネル径15m→61，㎜千円1m’

セグメント単価 トンネル径10m→360千円／m3

gンネル径15m→104千円ノm’

シールド掘削単価 30円1m3

セグメント単価 360円／m3

RC連壁単価 255円1m3

立坑本体単価 160円1m3

立坑内部掘削単価 20円／m3

資料：平成8年度大深度地下利用に関する技術的検討事項に関する調査報告書

　なお、掘削土処理施設等の仮設工については、1カ所あたり50億円とした。これらの条件のもと

に、各ケース毎に建設費を試算した。

　トンネル径10mの場合の試算結果を表6．9に、トンネル径15mの場合の試算結果を表6．10に示す。

表6．9　トンネル径10m の場合の建設費の試算結果
東京浅深度 東京大深度（直接基礎） 東京大深度（杭基礎） 大阪大深度（杭基礎）

土被り　30　m 土被り　40　m 土被り　62　m 土被り　77m
セグメント厚　40　cm セグメント厚　50　cm セグメント厚　50　cm セグメント厚　50　cm

工事費（千円）
o　に対する　　o

工事費（千円）
ロ　に・する　　0

工事費（千円）
ロ　に・する　　o

工事費（千円）
o　に　する　　0

①シールドマシン 3，000，000 5．4％ 3，000，000 4．8％ 3，000，000 4．4％ 3，000，000 4．0％

②掘削工 11，775，000 2L2％ 11，775，000 18．9％ 11，775，000 17．2％ ll，775，000 15．9％

③セグメント 21，780，000 39．3％ 26，820，000 43．0％ 26，820，000 39．2％ 26β20，000 36．2％

④　二次覆工 9，700，000 17．5％ 9，500，000 15．2％ 9，500，000 13．9％ 9，500，000 12．8％

⑤仮設工 5，000，000 9．0％ 5，000，000 8．0％ 5，000，000 7．3％ 5，000，000 6．7％

⑥　立坑 4，188，210 7．6％ 6，275，360 10．1％ 12，347，995 18．0％ 18，091，505 24．4％

合計 55，443，210 100．0％ 62，370，360 100．0％ 68，442，995 100．0％ 74，186，505 100．0％

工事費の比率 LO 1．12 1．23 1．34

表6．10　トンネル径15mの場合の建設費の試算結果

東京浅深度 東京大深度（直接基礎） 東京大深度（杭基礎） 大阪大深度（杭基礎）

土被り　30　m 土被り　40　m 土被り　67m 土被り　82m
セグメント厚　60　cm セグメント厚　75　cm セグメント厚　75　cm セグメント厚　75　cm

工事費（千円）
口　　こ・

艨@　゜
工事費（千円）

ロ　　こ・

艨@　゜o
工事費（千円）

ロロ　こ・

艨@　o
工事費（千円）

口　　こ・

艨@　o

①　シールドマシン 10，778，700 9．5％ 10，778，700 8．4％ 10，778，700 7．6％ 10，778，700 7．2％

②掘削工 26，505，000 23．3％ 26，505，000 20．6％ 26，505，000 18．7％ 26，505，000 17．8％

③セグメント 48，780，000 42．9％ 60，480，000 47．0％ 60，480，000 42．8％ 60，480，000 40．5％

④　二次覆工 14，800，000 13．0％ 14，500，000 11．3％ 14，500，000 10．3％ 14，500，000 9．7％

⑤仮設工 5，000，000 4．4％ 5，000，000 3．9％ 5，000，000 3．5％ 5，000，000 3．4％

⑥　立坑 7，860，960 6．9％ 11，532，755 9．0％ 24，172，945 17．1％ 31，942，215 2L4％

合計 ll3，724，660 100．0％ 128，796，455 100．0％ 141，436，645 100．0％ 149，205，915 100．0％

工事費の比率 1．0 1．13 1．24 L31
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　大深度化することにより、セグメント厚が増大するとともに、立坑の深さ増大するため、大深度地

下のうち土被り40mの浅い部分を利用する場合で1割程度、深くなるとさらに増大し3害il程度建設

コストが増大することがわかる。

　しかしながら、浅深度地下を利用した場合は、道路線形等に制約されるため、2点間を最短距離で

結ぶことができず、最短距離に比べ延長が長くなるが、大深度地下利用では2点間を直線で結ぶこと

が可能であり、浅深度地下利用に比べて掘進延長が短くなると考えられる。

　例えば、図6．6に示す通り、路線上に直交する箇所が1カ所ある場合と2点間を最短で結ぶ場合と

は、直角三角形の短辺2辺と長辺の関係としてモデル化することができる。この場合、最も距離に違

いが出るのは、直角二等辺三角形となる場合であり、約30％の距離の短縮効果が生じることとなる。

一般的に、どの程度の距離の短縮効果が生じるかは、ケースバイケースであり、例えば、図4．1に示

すような90°を大きく上回るカーブとなっている場合など、さらに距離の短縮が見込める場合もあ

るが、仮に25％程度の距離の短縮効果が見込めるとして、その効果を見込んで建設コストを試算す

ると表6．11及び表6．12のとおりとなる。

T

　　　　　P　：　　　　　　　　　　　　　　　．　Q

　　　　　　　ξ一一醍D一づ

図6．6　直交カーブが一カ所ある場合と直線距離との関係

表6．11距離の短縮効果が見込める場合の建設費の試算結果（トンネル径10m）

東京浅深度 東京大深度（直接基礎） 東京大深度（杭基礎） 大阪大深度（杭基礎）

土被り　30m 土被り　40m 土被り　62m 土被り　77m

セグメント厚　40cm セグメント厚　50cm セグメント厚　50cm セグメント厚　50cm

工事費（千円） 　二
艨@　96

工事費（千円） 　こ
艨@　96

工事費（千円） 　二
艨@　96

工事費（千円） 　二
艨@　96

①シールドマシン 3，000，000 5．4％ 3，000，000 6．0％ 3，000，000 5．3％ 3，000，000 4．8％

②掘削工 11，775，000 21．2％ 8，831，250 17．5％ 8．831250 15．7％ 8，831，250 14．2％

③セグメント 21，78qoOO 39．3％ 20，115，000 40．0％ 20，115，000 35．7％ 20，115，000 32．4％

④二次覆工 9，700，000 17．5％ 7，125，000 14．2％ 7．1251000 12．6％ 7，125，000 11．5％

⑤仮設工 5，000，000 9．0％ 5，000，000 9．眺 5，000ρ00 8．9％ 5，000，000 8．（蹴

⑥立坑 4」88，210 7．6％ 6，275，360 12．5％ 12，347，995 21．9％ 18，091，505 29．1％

合計 55，443，210 100．0％ 50，346，610 100．0％ 56，419，245 100．0％ 62，162，755 100．0％

工事費の比率 1．0 091 1．02 1．12
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表6．12　距離の短縮効果が見込める場合の建設費の試算結果（トンネル径15m）

東京浅深度 東京大深度（直接基礎） 東京大深度（杭基礎） 大阪大深度（杭基礎）

土被り　30m 土被り　40m 土被り　67m 土被り　82m

セグメント厚　60cm セグメント厚　75cm セグメント厚　75cm セグメント厚　75cm

工事費（千円） ：％ 工事費（千円）
こ　％

工事費（千円）
こ　％

工事費（千円）
こ　％

①シールドマシン 10，778，700 9．5％ 10，778，700 10．4％ 101778，700 9．3％ 10，778，700 8．7％

②掘削工 26，505，000 23．3％ 19，878，750 19．2％ 19，878，750 17．1％ 19，878，750 16．1％

③セグメント 48，780，000 42．9％ 45，360，000 43．9％ 45，360，000 39．1％ 45，360，000 36．6％

④二次覆工 14，800，000 13．0％ 10，875，000 10．5％ 10，875，000 9．4％ 10，875，000 8．8％

⑤仮設工 5，000，000 4．4％ 5，000，000 4．8％ 5，000，000 4．3％ 5，000，000 4．0％

⑥立坑 7，860，960 6．9％ 11，532，755 11．2％ 24，172，945 20．8％ 31，942，215 25．8％

合計 113，724，660 100．〔嵩 103，425，205 100．0％ 116，065，395 100．0％ 123，834，665 100．《朔

工事費の比率 1．0 0．91 1．02 tO9

　なお、実際の事業では直線部はRCセグメントを使用しているが、急カーブ部は、高価な鋼鉄製の

セグメントを使用している事例が多い、また、カーブに対応するため、中折れ式など特殊なシールド

マシンを使用する等、直線的に掘削することと比較してコストアップ要因もあるが、試算においては

これらを考慮していない。

　試算結果より、距離の短縮効果を見込めば、浅深度地下でトンネルを設置するのに対して、コスト

的にも1割程度減少することとなり、大深度地下化によるコスト増と距離短縮効果のコスト減とを相

殺させても、建設コストの面においてにメリットが生じる可能性が十分あることがわかる。

　現在、大深度地下利用制度の成立を踏まえ、事業者が浅深度地下（道路地下等）を利用した場合と大

深度地下を利用した場合とを比較し、事業計画の見直しを行っているが、検討の途上ではあるが、建

設コストの面においても大深度地下利用の方がメリットが大きい方向で検討されている事業も多い。

　それぞれの想定地盤において、コストの変化を視覚的に捉えるため、浅深度地下→大深度地下→大

深度地下（距離縮減効果有り）と算定した結果をケース毎に比較できるようグラフ化すると図6．7及

び図6．8のとおりとなる。

　これより、大深度化によって、立坑掘削費、セグメント費が大きく増加するが、掘削距離の短縮に

より掘削工、セグメント、二次覆工のシールドトンネルにかかる建設費が削減され、総建設費の削減

が可能となることがわかる。

　　1．60－一一…　　　　　　　　　　一一一　　　一一一　　一　一　一一．　1　　　　　1
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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図6．7建設コストの試算結果（トンネル径10m）
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図6．8建設コストの試算結果（トンネル径15m）

　また、この図からは、深い地下になればなるほど、立坑のコストが大きくなり、建設費が増加する

大きな要因となっていることがわかる。したがって、立坑の掘削費用が削減できれば、より一層のコ

スト削減が可能といえる。

　試算においては、立坑をトンネル深度まで掘削して、水平に発進することとしているが、図6．9に

示すとおり、浅い深度から発進して、道路地下、公園地下等の土地を利用して大深度地下に相当する

深度まで下げ、これ以降、大深度地下を利用することとすれば、立坑コスト掘削の分さらに建設コス

トを削減することが可能である。このような工夫を行うことは現実的であり、さらにコスト削減が可

能といえる。

　←浅深　地下
（道路地下等を利用）

立坑を浅くして建設費を削減

算定ケース（発進部分から大深度地下を利用）

図6．9　立坑掘削コストの縮減方法

6．3．2　大深度地下利用に伴うコスト削滅の可能性

　単純に深度を深くするだけでは、建設コストは増大するが、堅く締まった地盤であるという大深度

地下地盤の特性等をうまく活用することによっても建設コストを削減する可能性があるといえる。

　算定に用いた各項目毎に見れば、シールドマシンの費用については、大深度地下化により地盤が堅
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くなり、ビットの摩耗については十分配慮する必要はあるものの、直線的に掘進が可能となったこと

から、急カーブを曲がる必要もなく、また、民地地下を利用できることから、官民境界ぎりぎりを掘

進するための正確な制御管理も必要なくなる。さらに、比較的固く均質な地盤を掘削すること、地盤

の自立性が高いことから、掘進のための複雑な機構も不要といえ、機能としては、まっすぐに掘るこ

とに特化したシールドマシンを採用することにより、マシン単価の削減も可能ではないかと考えられ
る。

　また、海外では一般的だが、複数工区の仕様を共通化し、シールドマシンを複数回利用することに

よるコスト削減も考えられる。

　掘削工については、残土の処理費用の占める割合が大きく、特に泥水加圧シールドでは、残土を産

業廃棄物扱いせざるを得ない例が多く、処分地が遠方で、処理自体のコストもかさむという問題があ

る。また、交通量の限界から都市部では掘削土の運搬量が事実上、掘削スピードのクリティカルパス

となっており、これらについて解決でき、高速掘進が実用化すれば、コスト削減も大きく可能といえ
る。

　このためには、残土の再資源化、減量化が必要といえ、現在でも一部、泥水加圧シールド工法の残

土の再利用も進められているが、技術開発により残土そのものが発生しない、発生しても現地の建設

資材として再利用が可能なとなることが求められているといえる。

　次に、セグメントエについては、図6．7及び6．8のとおり、コストの大半を占めており、これのコ

ストを削減することができれば、全体の建設コスト削減にも大きく資することとなる。このためには、

セグメントを現場製造するなど、セグメント自体のコストダウンを図ることも重要であるが、大深度

地下地盤は固く締まった地盤であり、例えば、ロックボルトとセグメントによる施工を行いNATM

とシールドの中間領域として、地盤そのものの強度とセグメントによりトンネルを保持する工法等が

できればセグメントそのものを大きく簡略化ができるといえる。

　また、大深度地下では、高い地下水圧が作用するため、これを止水するための構造が必要であるが、

地下水の漏水を許容することによって、水圧分を軽減することができれば、かなりセグメント厚を薄

くすることができ、コスト削減が可能といえる。このためには、現在の大都市部での地下水の汲み上

げ規制に鑑み、どの程度の漏水なら地下水環境へ影響がないのか、汲み上げた地下水を飲料用水等と

して利用できるのか（現在は下水に放流する必要があり、コスト的に高価）等について慎重に検討す

る必要があるが、これらが解決すれば、都市型NATM工法による大深度地下利用の道筋が開けると
いえる。

　二次覆工については、現在でも、極力省く傾向にあり、将来的には建設時点で、二次覆工を行われ

ないようになるのではないかと考えられる。

　仮設工については、発注ロットを拡大し、複数トンネルの仮設設備の共用化等の対応によりコスト

削減が可能といえる。

　立坑にっいても、ケーソン掘削の水中施工化、地中連続壁の本体利用等によるコスト削減が行われ

ているが、地上とのアクセス部分はできるだけ浅いほうが施設としての利便性も高まることから、公

共用地地下等の活用し、できるだけ地上とのアクセス部は浅くする工夫をすべきといえる。

　さらに、トンネルの堀り方自体を変えることも考えられる。究極のトンネル工法が何かと考えると、

トンネル掘進と同時に覆工も行い、かっ、トンネル掘削による掘削土等の排出物が全く生じず、環境

への負荷を与えない工法ではないかといえる。どのような工法によってこれが可能か、今後の技術開

発によるが、例えば、図6．10に示すように、ドイツでは、炎により地盤を熔解し、トンネル周辺を

焼き固め、覆工の代わりとするとともに、排出物をゼロにすることが提案されている。また、手法を

代えればレーザーで焼く方法も考えられる。

　シールドトンネルは、1843年にテムズ川渡河部分で竣工して以降、様々な技術開発が行われ、今

後とも、都市部の地下利用の主流を担う工法といえるが、いろいろ視点を変えて、これに変わる新し

い掘削技術の開発を行うことも重要といえる。
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図6．10　炎によりトンネル掘進を行う工法のイメージ図

6．3．3　建設期間の短縮とコスト

　大深度地下利用制度では、原則無補償、かつ、地権者の合意が無くとも地下を使用できることから、

従来のように用地取得のスケジュールに左右されず、円滑に事業を実施できることが期待される。

　図6．11に示すとおり、近年、用地交渉の不調等から、工事期間は延びる傾向にあり、特に、第2

章に示す半蔵門線や東葉高速鉄道の事例に見られるように、民有地地下の通過の交渉に10年以上を

要した事例もあり、深刻な問題となっている。これらの影響が事業にどのような影響を与えるのか、

事業期間の延長により、どの程度の金利負担が生じるのかを試算した。
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日比谷線丸の内線
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図6．11地下鉄における建設期間の推移

　試算に当たっては、表6．13の前提条件を仮定し、総建設費を毎年等分して支払う場合に、金利負

担がどの程度発生するのか試算を行った。結果を図6．12に示す。
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表6．13　建設費の試算の前提条件

項目 試算条件
総建設費 2000億円と想定
標準建設期間 5年と想定（年額400億円ノ年）
工事費借入金利 5％と想定

2700

2600L．一

丘2500t’m

豆24°°

警23・・

　　　5　　　　6 7　　　　8

建設期間

9 10

ロ必要額

図6．12　建設期間と必要額の推移

　これより、3年間建設期間が増えることにより8％、5年間の増加で14％の金利負担が発生するこ

とがわかる。この試算はあくまでも、事業費にかかる金利についてのみ試算したものであり、建設現

場の維持管理期間の増加やその間の料金収入がゼロとなること等の影響については考慮しておらず、

これらの影響を考えれば、さらに、期間の増加がもたらす影響はさらに大きいといえる。

　地下鉄建設期間が予定より延長される理由は、ほとんどが用地交渉の難航であり、用地交渉が不要

となり、事業計画通りに事業を実施できるようになれば、コストの増加が大きく抑制、もしくは、コ

ストを大きく削減できることがわかる。

6．4　大深度地下を活用した都市の新生方策

　都市を高さ方向に階層的にとらえると、図6．13の左側に示す通り、地表部としては、一般道路を

中心に車中心の土地利用となっており、これに加え、高さ方向に高架道路、高架鉄道が整備され都市

景観に負荷を与えている状況となっている。

　一般道路については、日常的に混雑しており、歩行者ネットワークを分断するとともに、環境、交

通安全等様々な問題を引き起こしている。

　21世紀に向け、魅力ある都市を構築していくためには、機能一辺倒ではなく、都市景観、都市の

ゆとりといったことが大きな要素と考えられるが、地表部のみを活用してこれらの再構築を行うこと

については限度があり、いかに地下を活用するかということが重要なポイントとなる。このためには、

通過交通処理など必ずしも地上になくともよい施設を地下化するとともに、地上との関連から、地下

空間の利用を整序化することが必要である。
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　　　　　　　　　　　　　　▽地表
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　　　　　　　　将来
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　　　　　　　　　図6．13都市における空間利用の現状と今後の方向性

　21世紀にどのような都市を構築していくのかということは、非常に大きなテーマといえるが、一

っの方向性としては、このように地表になくともよい施設を地下化することが考えられる。

　現在、電線の地中化等が進められているが、このような施設だけでなく、幹線交通網、駐車場、物

流機能などを地下化し、地上部をゆとりあふれる空間として再構築することが、都市を新生する一つ

の方向性ではないか。

　ここでは、都市における問題点を整理するとともに、（社）日本プロジェクト産業協議会を通じて

民間企業から募集した、「地下を利用した大都市新生プロジェクト」から、地下を利用した21

世紀の都市の像を検討するとともに、東京駅周辺を対象に、これを実現するためのケーススタ

ディを実施した。

6．4．1　地下空間の活用の視点から見た現在の都市の問題点

（1）空間利用の面からの問題点

　現在の都市は、物流、人流の多くを自動車交通によっており、これらが安全、環境等の様々な問題

を引き起こしている。今後、都市のあり方を考える上では、まず、自動車交通をどのように考えてい

くのかということが大きなポイントであるといえる。

　人間活動の場として見れば、一部幅の広い歩道の設置も進められつっあるが、依然として自動車交

通が中心であり、地上部がゆとりある人間活動の場になっているとは言い難い。

　一方、現在まで多くの緑や水辺を潰し、都市基盤を整備してきており、例えば水辺については、図6．14

に示す通り、東京中心部では近世後期（明治13年）には、都市の10．9％を占めていた水面の部分が、

現況では6．2％までに減少してる。これは、隅田川河畔の埋め立てや、江戸城の堀の役目も兼ねてい

た運河、小河川の埋め立て、暗渠化、江東区木場の埋め立てを主な原因として減少しているが、特に

都心部では、内堀通り、外堀通りの名称が示すとおり、堀を埋め立て道路を整備したり、旧築地川の

ように、川を干上がらせて、河床に堀割式の高速道路の整備（写真6．1）を行い、水辺空間を転用して

都市機能の整備を行ってきた結果といえる。

　また、河川の上部を高架道路が利用している区間も多く、日本橋川（写真6．2）のように景観を損ね

ている事例も多い。
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資料：水辺空間の魅力と創造（松浦茂樹、島谷幸宏2））

　　　図6．14　東京における水辺面積の変遷

写真6．1　築地川の景観 写真6．2　日本橋付近の景観

　国際的な都市間競争が激しくなる中、21世紀にふさわしい魅力ある都市を構築することが求めら

れているといえ、効率一辺倒で既存のストックを食い尽くしてきた社会資本整備を見直し、現在のス

トックの強化を図りっっ、地上をゆとりある空間として、緑、せせらぎを取り戻し、都市景観を再生

することが必要である。

　このためには、表6．14に示す通り、地上部に必ずしも必要ない既存ストックを地下化し、これら

の問題を解決することが考えられる。

表6．14　現在の空間利用の問題点と解決策

現在の問題点 地下を利用した解決策

高架構造物による都市景観の悪化

@・水辺空間の悪化、都市の分断

大深度地下を活用し高架高速道路を撤去

都市内道路の混雑

@・車中心の土地利用

地下道路ネットワークの形成による地上交通

ﾌ地下化

道路による歩行者ネットワークの分断 地下歩行者ネットワークの形成
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　さらに、これに加え、大深度地下を利用した高速旅客鉄道、地下物流システム、基幹ライフライン

を整備し、都市基盤を強化することが考えられる。

（2）都市のエネルギー効率からの問題点

　我が国の大都市のエネルギーの有効利用率は34％であると言われている。外国の例を挙げると、

ヘルシンキではエネルギーの有効利用率は70％に達しており、冷房が中心的な我が国と暖房が熱利

用の中心の北欧とでは、同列に論じることは出来ないが、二酸化炭素の削減等の面を考えれば、都市

のエネルギー効率をどのように高めていくのかということも、環境時代の都市にあっては大きな課題

といえる。

　家庭のガスコンロのエネルギーの有効利用率は45％程度であり、ガソリン自動車では15％である。

ヘルシンキにおいてこのような高いエネルギーの有効利用が行われている理由としては、熱電併給が

挙げられる。ヘルシンキのエネルギー供給のうち熱電併給が68．1％を占めているが、これは、郊外部

の発電所などで発生し熱エネルギーを、地下を利用して、都心部まで導入しているからである。発電

所はすべて天然ガスによる熱電併給システムとなっており、都市部へ電力だけでなく、熱も供給して

いる。

　一方、我が国では、電力は、電力専用の発電所によって発電され、その廃熱はほとんどが利用され

ず放出されている。

　一般に、電力専用の場合はエネルギーの30～40％を電力として取り出しており、残りの70～60％

は廃熱ロスとして、未利用のまま廃棄される。一方、これを熱電併給方式とした場合は、電力として

取り出すのは、エネルギーの20～30％であるが、熱エネルギーとして50～60％を取り出す事が可

能で、廃熱ロスとしては20～30％となる。

　第5章の海外調査でヘルシンキを調査した時点においても、エネルギー供給管を中心とする大規模

な共同溝の整備が進められており、エネルギーの有効利用をますます進めようとしていることがわか
る。

　我が国の大都市のエネルギー損失66％のうち需要部損失が32％、転換部損失が34％となっている。

それぞれの内訳は、需要部損失の32％のうち、産業部門が13％、運輸部門が12％、民生部門が7％と

なっている。ガソリン自動車のエネルギーロスは約85％であり、効率的な交通システム、自動車に

よらない物流システムを構築し、エネルギーの有効利用を図ることにより、二酸化炭素の排出の削減

を図ることが可能であることがわかる。

　一方、転換部損失34％のうち、発電損失が25％、その他が9％であり、膨大な発電排熱を有効利用

できれば、都市のエネルギー効率が大きくアップすることがわかる。

　東京都の年間エネルギー需要を石油換算すると2400万トンであり、うち1／4の600万トンを電力、

次いで、400万トンを都市ガス、150万トンをLPガス、燃料油が1200万トンとなっているが、熱供

給はll万トンにしか過ぎない。東京湾沿岸には、東京都心に最も近い大井発電所をはじめとして、

東京側、千葉側に多数の発電所があり、これらの排熱を活用して、熱供給を図ることが有効と考えら

れる。このためには、大規模な熱供給管網を構築することが必要であり、地下を有効に活用すること

が考えられる。これにより、二酸化炭素の環境問題についても改善が大きく図られるのではないかと

思われる。

　しかしながら、第4章で、地下利用おいて都市計画制度の問題点を指摘したとおり、都市計画の描

く都市像には、都市のエネルギー需給について観点はなく、また、それぞれの公益事業者もエネルギ

ーの安定供給を至上命題としており、都市のエネルギー効率までは踏み込んでいない。これはむしろ、

単独で膨大な初期投資を行うことが経済的にもペイしないという問題ともいえるが、地球規模の環境

問題という新しい課題が出てきた現在において、都市に必要なインフラとは何なのか、従来の枠組み

にとらわれず発想することが重要となっている。また、現在、エネルギー一一一効率という視点から都市全
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体について総合的に企画・立案する部署はなく、今後、

が問題といえる。

どのような枠組みでこれを実施していくのか

6．4．2　民間における地下を利用した都市新生構想

　1990年頃、シンクタンク、ゼネコン、コンサルタント等から表6．15に示すような様々な地下利用

構想が提案され、まさに百家争鳴といえる状況が生じた。当時は、地価の高騰を背景として、地上に

代わる空間として地下空間の利用が考えられ、地上の都市をそのまま地下に持ち込むようなものが多

く、都市全体のあり方から見て、地下をどのように位置づけ、利用していくのかという発想に欠けた

ものが多い。

表6．15　1990年頃検討された地下利用構想

施設 提案者 提案タイトル 年 提案内容

地下都市 大林組 アンダーグラウンド（地底黄金郷）構想 1990 大陸棚地下の工業用トンネルによる地下工業都市

清水建設 アーハ’ン・シ’かグリッド構想 1988 拠点下都市と物流ネットワーク

大成・電中研 アリスシティネットワーク 1989 地下都市とそれを結ぶ地下ネットワーク

間組 青山ギア 1988 直径100mの地下都市

東急建設 シ’朴ラボリス構想 1991 地下高速鉄道駅と地下都市インフラ整備

NKK アーバン・リゾーム構想 1989 地下都市と地下物流ネットワーク

エンシ’ニア振協 ネオアーバンインダストリアルシ’オト’一ム 1989 ドーム状の地下都市

熊谷組 オデッセイア21 1989 地下都市拠点

交通施設 鋼材クラブ トウキョウ・ジかシャトル21構想 1989 都市部大深度地下を利用した3路線の鉄道整備

鉄建建設等 大深度地下鉄道構想 1983 地下60mに自由な線形での鉄道建設

鹿島建設 竪型地下駐車場 1991 エレへ’一ターシステムを活用した大深度地下駐車場

間組 トンネル式立体駐車場［リボ’ルハ’一］ 1991 地下のトンネルにピストルのリボ’ルハニ式の駐車場

鹿島建設 シールドトンネル式地下駐車場 1990 円形シールドと効率的な出人庫の駐車場システム

鉄建建設 シ’オ・ハ’一キンク㌔カレッシ㌔システム 1990 地下60mクラスの大深度地F駐車場

フジタ シ’オボート、シ’オプレーン構想 1989 外径50m程度のトンネル内を時速600㌔の航空機を運航

間組 CALシステム 1991 地下2000mから圧縮空気とリニアモーターによるロケット発射

用水施設 間組 スーパ一リサニハ’一トンネル 1988 直径100m，延長1500kmの列島縦断する広域利水計画

エンジニア振協 超伝導エネルギー貯蔵所 1989 巨大は反発力を生じる超伝導コイルを地下地盤で支えるエネルギー・

ｨ流施設 早稲田・尾島 地下都市トンネル構想 情報・エネルギー等の新幹線共同溝

日本開発銀 大深度複合幹線インフラネットワーク 1989 地下を利用したエネルギーと物流ネットワーク

ゴミ処理 鉄建建設 生活廃棄物処理カプセルネットワーク 1990 都市ゴミの収集システム

鹿島建設 山岳トンネル式ゴミ焼却場 1994 山岳トンネル工法による地下ゴミ処理場

その他 清水建設 スーハ゜一インフラコンプレックス 1990 公共用地地下の利用

大成建設 シ’オ・スペース・ビーニング 1989 大規模なアンダーピーニングによる地下開発

大林組 アンダーグラウンドテクノピア緑の島構想 1981 埋立による都市開発、施設を地下に配置、地上は緑

竹中工務店 シ’オフ’ロックネットワーク構想 1989 地上機能（ビル、広場等）と大深度地下インフラ

鉄建建設 2010complex　island 1990 大規模埋立による人工島、処理施設等は大深度へ
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　傾向としては、地下都市と物流などの地下ネットワークの構成からなる構想、高速交通施設、地下

駐車場からなる構想、エネルギー・物流ネットワークからなる構想、ゴミ処理を対象とした構想、大

規模な都市開発と地下利用がセットとなった構想に分かれる。

　この後、経済状況の低下により、地下利用に対する熱気も冷め、新たな提案はほとんどなされない

ようになった。

　今般、大深度地下法が成立したこともあり、大深度地下利用について、現時点でどのようなプロジ

ェクトが想定されるのか（社）日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）の協力を得て、民間企業に対

し調査を行った。

　JAPICの会員企業に対し「地下利用した大都市新生プロジェクト構想の提案募集」を行い、構想の

提出を依頼した。

　JAPICは、昭和54年に、大規模プロジェクトを提案、推進していくために設立された社団法人で、

提案が実現したプロジェクトとしては、東京湾アクアライン、幕張メッセ、関西新空港、横浜国際平

和会議場があり、現在では、首都圏新空港、環8地下鉄道構想等のプロジェクトの推進を図っている。

会員企業は鉄鋼、重工、ゼネコン、電気、エネルギー等大規模プロジェクトを推進する企業が多く、

いわば、民間の側から、大規模プロジェクトを推進していくための機関といえる。

　募集に当たっては、平成元年頃の構想の反省を踏まえ、表6．16に示すように視点をあらかじめ明

らかにしたうえで行った。

表6．16　各種構想検討に当たっての視点

①長期的な視点に立った、国民に夢を与えることのできる構想とし、短期的な実現可能性にとらわれす

　ぎないようにする。

②一方、単なる夢物語や机上の空論ではなく、少なくとも長期的には実現可能性がある構想とする。

③構想の対象イメージ等は以下のとおり

　1）都市の再生に資するような構想

　・地上に必要ないものは地下化し、地上をゆとりある空間として緑、せせらぎを取り戻す。例えば山

　　手線の地下化、首都高の地下化、空港と都心を結ぶ新たな交通システムの整備等

　2）モデル地区における地区全体の再生構想

　・例えば銀座地区において道路交通を段階的・重層的に地下化し、LRT、トランジットモールの実現

　　により既存の交通システムを一新する等

　3）なお、震災時の復興計画の一部としても活用する。

④構想の対象地域は東京を基本とするが、大坂、名古屋その他の政令都市を含めることも可

資料：地下を利用した大都市新生プロジェクト構想の提案募集要項

　2㎜年9月4日より募集を開始し、11月8日に応募を締め切った。表6．17に示すとおり、提出さ

れた構想数は24である。視点をあらかじめ示したこともあり、10年前に提案された主な構想と比較

すると地下都市構想のようなものが減少して、高速交通インフラ、基幹ライフライン、物流、ゴミ処

理といったものが大半を占めるようになった。

　これらの構想は、地下利用を全面的に押し出している一方で、これをあわせて地上空間をどうする

のかという視点がやや欠けているといえるが、都市の機能強化のために地下を有効利用する点では一

致している。
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表6．17　民間より提案された地下を利用した大都市新生プロジェクト

施設 提案者 提案タイトル 提案内容

地下都市 熊谷組 オデッセイア21 環状7号、8号ルート上の地下都市拠点

フジタ 東京サステイナプルTOWN構想 環状7号内側で大規模な都市施設の地一ド化

前田建設 ジオ・トルネード・ネットワーク 地F都市を兼ねた大規模立坑

交通施設 鹿島建設 ジオスーパークロスハイウェー構想 東名・東北、関越・湾岸を結ぶ大深度地下高速自動車道

熊谷組 ネプチューン21 圏央道沿いの物流システム＋下水処理水を多摩川上流へ

国際航業 メトロホ゜リタン・スーハニチューブ構想 首都高速の地下化＋物流システム

五洋建設 東京圏ちかみち構想 大宮・東京港、中央道・京葉道の大深度地下高速道路

白石 首都高速都心東西線と再開発 首都高速の地下化＋物流システム

大成建設 大深度地下拠点間・拠点整備 業務核都市を地下道路、地下鉄道で連結

鉄建建設 大深度地下高速鉄道 地ト高速鉄道

戸田建設 首都圏ファンタスティック構想 網脈状地下利用（鉄道、物流等）による都市制御システム

間組 R2ジオハイブリッド構想 大深度地下道路鉄道複合トンネルプロジェクト

間組 首都圏ジオエクスプレス構想 業務都市間を結ぶ地下高速鉄道

竹中 ジオ・クロスリング構想 リニア搬送車による大深度地下物流ネットワークシステムエネルギー・

ｨ流施設 早稲田 東京大深度地下インフラネットワーク ゴミ、物流輸送とエネルギー幹線

JAPIC 首都圏地下物流構想 都心部地下物流トンネル

ゴミ処理 大林組 地下一般廃棄物処理場の提案 ゴミ及ぶ下水の複合処理施設

大成建設 地下ゴミ処理システム ゴミ収集システムと地下ごみ処理場

飛島建設 都市内廃棄物処理システム 地下焼却プラントと地下最終処分場

JAPIC 東京アクアコリト㌧ル構想 道路を地下化し、新しい河川をつくる

JAPIC 中部水の回廊 中部地域の水を広域融通構想

その他 三井不動産 日本橋地域ルネッサンス100年計画 首都高速の地下化と日本橋川の再生

JAPIC 池袋東ログリーン大通周辺整備 地下鉄13号線の整備にあわせた地下通路、地下街整備

JAPIC 銀座ルネッサンス構想 地下を活用した銀座地区の再開発

　また、具体の地名を挙げている計画が多く、1990年頃より現実的なものとなっているとともに、

複合的な機能をもつ施設が多くなっていることである。

　これらの中で地下化すべき都市機能として考えられたのは、通過交通の処理、物流機能、ゴミ輸送

であり、これらをネットワーク化することにより都市機能の再編を図ることが現在版の地下利用構想

といえる。

6．4．3　東京駅前を中心としたケーススタディ

　日本の玄関ともいえる東京駅付近を対象として、通過交通処理、物流機能等を地下化し、地上をゆ

とりある空間として、緑、せせらぎを取り戻すことにより、都市景観の再生が可能かどうかケースス

タディを行った。

　検討の対象は、図6．15に示すとおり、東京駅を中心に、日比谷通り、鍛冶橋通り、首都高速都心

環状線、永代橋通りに囲まれた約80haの地域とした。対象地域の拡がりを見ると大きな設定と感じ

られるが、図6．16に同縮尺で示すパリデファンスの再開発地区の大きさと比べると、ほぼ同規模と

いえ、ある程度の整備効果を見るためには適切な規模と考えた。
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図6．15　対象エリア 図6．16　パリデファンス地区の再開発エリア

（D対象地区における問題点

　東京駅は、西側と東側で大きく姿を変える。西側である丸の内側は、皇居の玄関口として、赤煉瓦

の駅舎と皇居に至る広幅員の道路が整備されており　（写真6．3）、空に向かって開けた風格ある空間と

なっているが、東側である八重洲側は、雑居ビルが多く、閉鎖的な空間で日本の代表的な結節点の玄

関口としての風格があるとは言い難い（写真6．4）。

写真6．3　東京駅丸の内側 写真6．4　東京駅人重洲側

　また、対象地区に隣接する日本橋川上空を高速道路が通過しており、日本橋に代表されるような水

辺空間をだいなしにしているほか、築地川の水を抜いて堀割式の高速道路を設置しており、水辺空間

を奪うとともに、もともとの橋梁の橋脚に道路線形が制約され、走行しにくいものとなっている。

　また、東京を東西、南北に貫く幹線道路が歩行者ネットワークを分断するとともに、味気ない街並

みを構成している。

　したがって、この地域は、平日は、ビジネス街として、人出が多く、にぎわっているものの、週末

は、一部百貨店がある箇所を除いて閑散としており、都市の魅力に欠ける地区になっている。
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（2）対象地区における地下利用の現状

　地下空間を活用し、都市を新生させる方策を考えたが、当該地区は、既に様々な地下施設が立地し

ており、これらに支障が生じないように計画する必要がある。

　既存の地下施設の深度、供用時期を整理すると表6．18のようになる。

表6」8　対象地区における主な既存地下施設

施設 施設名 深度 相当地下階 供用開始時期 経過年数

営団銀座線 GL－10m程度 2 1932～34 70地ド鉄

?k方向 営団丸の内線 GL－9～12m 2 1956～57 45

都営浅草線 GL－15m 3 1963 40

営団千代田線 GL－16m 3 1971 30

都営三田線 GL－16m 3 1972 30

JR横須賀線

営団日比谷線 GL－15m 3 1964 40地下鉄

倹ｼ方向 営団東西線 GL－25m 5 1967 35

営団有楽町線 GL－25m 5 1974 25

営団半蔵門線 GL－30～35m 7 1989～90 10

JR京葉線 GL－30～35m 7 1990 10

高速道路 首都高八重洲線 GL－15m 3 1967 33

首都高都心環状線基礎 GL－17～25m 5 1963 37

立体交差 昭和通地ド立体交差 GL－7～8m 2 1964～65 35

駐車場 昭和通地下駐車場 GL7～8m 2 1964～65 35

八重洲地下駐車場 GL，llm 2 1964～65 35

丸の内地下駐車場 GL－8～9m 2

地下街 八重洲地下街 GL－11～17m 3 1964～66 35

　東西方向の地下鉄等例外的に深いものもあるが、多くの施設がほぼ、地下2階から3階部分に設置

されている。また、北部の一部の地域を除きこの付近は地盤が良好なため、施設の多くは直接基礎形

式で設置されており、大深度地下法で定義している大深度地下にいたる施設は少数である。

　また、営団銀座線のように供用開始から約70年が経過しているものもあり、老朽化に対する対応

が必要となっている施設もある。

（3）インフラ設備の再配置の考え方

　主に地上交通を地下化することにより、ゆとりある空間を創出するとともに、大深度地下を活用し

た高速交通網、物流システムを構築し、都市基盤の強化を図ることを考えた。具体的には、既存の地

下施設も活用しながら、以下に示す施設を地下化することにより、地上部に新たな空間を創出し、こ

の空間を利用して、駅前広場、街路の公園化（グリーンパーク化）、せせらぎなど水辺空間の再生、LRT

の導入を図ることとした。

　これらの空間は、もともとは、緑あふれる防火帯や運河、水面であったものであり、新しくゆとり

ある空間を作るというよりは、昔の姿に再生するものであるということもできる。

①首都高速道路の地下化

　首都高速が川の上部を利用しているため、水辺の景観や日本橋等の旧跡の歴史的景観が阻害されて

おり、これを地下化することにより撤去し、親しみやすい水辺空間を蘇らせ、再び庭園のような美し

い景観を取り戻すことを考えた。
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　具体的には、日本橋川の水辺の再生とともに、干上がっていた築地川に水を取り戻し、日本橋から

銀座、浜離宮に至る運河を再生させる。
　また、水上交通を復活させ、歌舞伎座、日本橋等の施設とウォータフロント地区とを結びつけると

ともに、臨海部の高層マンション地区からの都心部への通勤路線として活用する。

　地下化する首都高速については、現行の線形、路線等を勘案し、図6．17に示す範囲について地下

化することを考えた。地下化に当たっては大深度地下を利用することとし、ジャンクション、インタ

ーの位置は、全て新しく見直し、拠点地区と直結した路線を新たに選定するものとし、その際には、

地形を十分考慮し、できるだけ谷を形成している部分に出入り口を設け、高低差をなくすように配慮

するとともに、高速道路に適した線形をとることが重要である。

　このような地下化は今すぐに実現できるものとは考えにくいが、将来、ガソリンにかわる燃料の実

現や、ITS技術の進展等の技術革新が進めば可能となると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は地下化しない　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l都心環状　全て地下化　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　諭隼轡㌻　！6号線⑥慧≧LンのTCAT　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号線①　秋葉原までの間を地下化　　　i　　　　　　　　　　　　①参♪’

　　　　　　　：鞠㌢　　i㌶認㌶麟き工化i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・3号線③　青山トンネルまでの間を地下化　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i2号線②　渋谷川上空の高架部を地下化　i

　　　・謬懸　　　　　　　　i］竺？竺竺竺竺竺！：，一＿］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸数字が各号線を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　図6．17　地下化する首都高速の範囲

　首都高速の地下化によって、広範に水辺空間が再生でき、都市景観の回復が行われるほか、道路排

気の集中管理による環境の保全などにも役立つ。地下化により再生できる水辺の範囲は表6．19の通

りである。

表6．19首都高の地下化により再生させる水辺空間

地下化する施設 地下化による地上部の変化

首都高速都心環状線日本橋側上空 日本橋川上部空間の景観の再生

首都高速都心環状線築地川部 築地川の再生

首都高速5号線神田川上部 神田川上部空間の景観の再生

首都高速都心環状線目黒川上部 目黒川上部空間の景観の再生
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②通過交通を処理するための幹線道路の地下化

　幹線道路は全て地下化することを原則として考えた。地下化に当たっては、地表との出入り口の関

係もありできるだけ地下1～2階部分に設置することとした。また、既存の地下施設を活用すること

とし、老朽化した施設についてもその改築にあわせて新たな施設整備を行うことを考えた。これによ

り発生する地上空間を活用し、地表部に緑のネットワークを構築するとともに、にぎわい空間を演出

し、魅力ある都市への新生を行う。

　それぞれの幹線道路の地下化方策は以下の通り

・昭和通り（南北）

　昭和通りは、関東大震災を踏まえ、帝都復興事業で、防火帯を兼ねる道路として整備された。当時、

中央部に幅広いグリーンベルトが整備されていたが（写真6．5）、戦後、車道として転用されている。

t

tt”Pgc，Vfl

写真6．5　整備当時の昭和通り1）

　昭和通りは、主要幹線道路との交差が多く、交通渋滞が慢性化していたため、併行する首都高速道

路都心環状線の建設とあわせて、昭和39年に我が国初の地下式の立体交差が建設されている。図6．18

に示すとおり、立体交差間の地下については、あわせて地下駐車場が整備されており、立体交差部分

がその出入り口となっている。

　昭和通りを地下化するに当たっては、この既存ストックを活用し、現在の立体交差部、地下駐車場

を貫通させ、道路として利用するとともに、現在の出入り口の一部をそのまま地表との出入り口とし

て活用する。

　このため、ほとんど費用がかからずに地下化がスムーズに行われると考える。

工■
■東

（■鮒

●《謹禽）8家酒●啓愈■●．‘“1・3

垣慮

図6．18　昭和通り立体交差計画図
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・中央通り（南北）

　中央通り地下では、地下鉄銀座線がほぼ中心部を貫通しているため、4車線の道路をそのまま地下

に設置することはできない。したがって、銀座線を中心に抱き込む形で、上下線を分離して地下化す

ることとする。また、銀座線は建設後70年が経過しており、これの老朽化対策もあわせて行うこと

とする。

・外堀通り（南北）

　外堀通り地下には、現在でも首都高速八重洲線が地下を通過しており、首都高速の地下化にあわせ

この路線を廃止し、これを一般道路として活用することにより地下化を行う。これにより、負担を生

じず整備が可能となる。

　また、当該路線は、既に八重洲駐車場と地下で連絡しており、これを利用して、地下化する駅前タ

ーミナル、地下道路ネットワークとの接続を図る。

・日比谷通り（南北）

　日比谷通りの地下3階部分には千代田線、都営三田線が、地下2階部分には地下歩行者ネットワー

クがあり、この上部の地下1階に相当する空間を利用して地下化を行う。

・鍛冶橋通り（東西）

鍛冶橋通り地下はJR京葉線が地下30m程度に整備されていることから、この上部の空間を利用

して、できるだけ浅い箇所に地下道路を設置するものとする。

・永代通り（東西）

　現在地下3階部分に営団東西線が、その上部の地下2階部分には地下通路が整備されており、これ

の上部空間を活用して地下1階部分に地下道路を設置する。しかしながら中央通り付近では東西線の

上部の地下歩行者通路の位置が浅くなっており、一部堀割形式とする。

　主なとおりの地下化の考え方は表6．20のとおり。

表6．20主要道路の地下化の考え方

地下化する道路 地下化方策 留意点

昭和通り（南北） 既存立体交差、地下駐車場を利用

中央通り（南北） 銀座線を抱き込む形で整備 銀座線老朽化対策を兼ねる

外堀通り（南北） 首都高速八重洲線を活用 地下駐車場との連絡を

日比谷通り（南北） 新規整備（千代田線，都営三田線上部を利用）

鍛冶橋通り（東西） 新規整備

永代通り（東西） 新規整備（東西線上部を利用） 一部区間は堀割形式

③地域内交通処理のための地下道路ネットワークの構築

　②で示すそれぞれの幹線道路については、できるだけ地下で分流、合流を行わず、通過交通を処理

することとし、対象地域内の交通を処理するためには別途、地下道路ネットワークを構築することを

考えた。

　地下ネットワークは、それぞれ大きな街区ごとに、一方通行のループを形成するように配置し、こ

の地下道路と各建築物とを地下で接合し、各ビルの地下駐車場、地下の車寄せ等に直接乗り入れるこ

とができるようにする。

　整備に当たっては、幹線地下道路から、地下ネットワークへ入る流入路を地下に設置し、それぞれ
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のループに入れるようにする。また東京駅から東西に延びる丸の内地下駐車場、八重洲地下駐車場を

活用し、地下道路ネットワークの一部として活用するとともに、東京駅を横断する地下道路を新たに

設置し、丸の内側、八重洲口側両方の駐車場を行き来できるようにする。

　さらに後述する物流基地と、地下道路ネットワークを連結する。これにより街区内へ流入する物流

対応の自動車交通を処理する。

④地下歩行者ネットワークの構築

　地下道路ネットワークの整備とあわせ、道路上部の空間を利用して地下歩行者ネットワークを形成

する。これにより、歩行者動線は地上と地下の2ルートを確保したことになり、交通動線としての歩

行者ネットワーク、にぎわい空間としての歩行者ネットワークと役割分担していずれかを重点的に整

備し、特徴ある街区の整備を可能とする。

　②、③、④のネットワークを図示すると図6．19の通りとなる。

凡例

通過交通道路

地下道路ネットワーク

駐車場

地下鉄

リニア

図6．19　地下交通ネットワーク図

⑤空港と直結するリニア高速鉄道の導入

　東京駅の機能を強化するため、成田空港、羽田空港、首都圏第3空港を結ぶリニア高速鉄道を八重

洲側地下に導入する。駅部は出来るだけ浅い方がよいことから、現在の八重洲地下街の地下部分を活

用する。路線としては、外堀通り地下を活用して、深度を下げ、大深度地下相当の深度になれば、大

深度地下利用を活用して、それぞれの空港とを最短距離で結ぶものとする。

　これにより、東京駅～羽田空港間が5分以内、東京駅～成田空港間が15分以内で結ばれることに

なり、国際都市としての利便性が格段に向上することとなる。

⑥物流ネットワークの構築

　⑤のリニア高速鉄道駅の下部には、貨物専用の駅をあわせて設置し、リニア高速鉄道を貨客両用と

して活用することにより、臨海部、空港と東京駅を直結する物流機能を整備する。

　旅客駅の地下に貨物専用リニア駅を設置し、これと一体的に地下物流基地を整備、街区内の物流に
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ついては地下道路ネットワークとリンクさせ、処理するとともに、新たにコンテナ式の物流機能とラ

イフライン等と一体になった大規模な共同溝を大深度地下を利用して整備し、これを新宿、池袋など

といった都心の拠点地区をネットワーク化し、都市内物流を担う。さらには東京中央郵便局とも連絡

を図る。

　これにより、都心部の物流量の多くが地下を経由することとなり、都心の交通混雑が大いに緩和さ

えることとなる。

（4）地下施設の配置

既存施設も含め様々な施設が地下に配置されることになるが、それぞれの施設がバッティングした

りしているがどうか確認するため、各層毎の地下の地図を作製した。

①地下1階部分（図6．20）

　地下1階部分には、原則として歩行者ネットワーク（地下街、地下歩行者通路）を配置するものと

する。なお、既存地下施設の構造上、昭和通り、日比谷通りの地下1階部分には通過交通処理のため

の地下道路を配置するものとする。永代通りについては、通過交通処理、地下道路ネットワークを配

置する。

鷲．

艀ふ・

　　　　　　　　　　　・・；本：・・’・

図6．20　地下1階部分の構成

ざ㌔

②地下2階部分（図6．21参照）

　地下2階部分には、地下鉄及び地下道路ネットワークを配置するものとする。これは地上とのアク

セスの多い施設ほど浅い地下を利用すぺきであるとの考えによる。

　地下道路ネットワークは、それぞれの街区のビルの地下駐車場、地下車寄せと結合するものとし、

既存の、八重州、丸の内地下駐車場もネットワークの一部として活用する。

　なお、地下2階部分に既に地下歩行者通路がある日比谷通り、永代通りについては、この深度に地

下歩行者ネットワークを形成すると共に、現在地下2階部分に設置されている首都高速八重洲線を通

過交通処理として活用するものとする。
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図6．21　地下2階部分の構成

③地下3階部分（図6．22参照）

　地下鉄東西線、JR京葉線コンコース部分、首都高八重洲線、地下駐車場は既存施設であり、新た

に設置する施設は、丸の内側の地下道路ネットワークである。これは、地下鉄丸の内線が既に地下2

階部分を利用しているためである。
　　　　　　　7－”’一”一一「’－1　　　　　　　　｝一岬v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、，　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　嘩婆互’　”・
　　　　　　　　　　　Ll　“舟゜蚕・　　　　　　　　　　．、　メベぶぶ÷

　　　　　　　・“・＾・“「＝唖亘興　　　　　　　　　　　　　　や　’”　：

ン

　　．1　ゴ
る

底・
　　’r

　　　　　　ハ　　　　　　　　　ニニ：：　！tr、■｛－－－－・’

竺．・tl：匝『，∀▼≡・㌧一

図6．22　地下3階部分の構成

x　餌
竈1●

吟▼●n●鍋
4●●　　　　　●

■■）邑■D鴎▼●●

■■鴎●噺■●唱●，■つ一タ軍■

’シ　　■「口
■■■●亨●

一；∪二頂■
@　　シ9噸二，，一巳，島

　　　　　　、　，　’

E・●■
@　　へ　，　、

r、　　　　　’　㊤3F　　　　　　　　　、

@　　碑◆　　　　　　　　’、．㌦　　　　　　　　　　　・一一

④地下4階部分（図6．23参照）

　地下4階部分には新たに整備されることとなるリニア高速鉄道駅の改札部分を設置する。この施設

は、国際ゲートとしての機能を果たすことから、シティエアターミナルもあわせて設置する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　図6．23　地下4階部分の構成

⑤地下5階部分（図6．24参照）

　地下5階部分にリニア高速鉄道のホームを設置する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」～汽蛋．、之プ三

　　　　　　　　　　　　　一ば燕や’違

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淫轟癒・．

　　　　　　　　　　　　　　　　図6．24　地下5階部分の構成

⑥地下6階以深

　地下6階部分以深に、リニア貨物駅、物流基地、地下物流ネットワーク、首都高速道路を整備する

ものとする。

　以上を踏まえ、東京駅より東側の東西断面（図6．25）を作成した。既存地下施設との関係上パズル

を組み合わせるようであるが、このように施設を設置することにより、これらの整備が可能である。

　なお、縦断図の地下鉄は運輸政策審議会の答申路線である地下鉄Y字線である。
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図6．25　東京駅東側の東西断面

（5）構想の効果

　写真6．6に対象地区の現在の姿を示すが、これが図6．26のイメージパースのように、水と緑あふれ

る都市として再構築される。

　どのような都市機能を配置するのかは、要検討であるが、例えば、駅前地区は、国際ビジネスエリ

アとして、これより少し離れる区域はにぎわいエリアとして、築地川などウォーターフロントは住居

地区として整備することが考えられる。

　また、幹線道路は緑のネットワークとして、日本橋川、築地川は水のネットワークとして空間を演

出するとともに、ヒートアイランド現象の緩和にも役立つものとなる。

写真6．6　現在の東京駅周辺地区の航空写真
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図6．26　対象区域の整備後のイメージ

　これらに加え、LRTを新たに導入し、域内の交通網とするとともに、臨海部の高層住居地区へ路

線を延伸し、ウォーターフロント方面との連携を強化することが考えられる。

　また、主要なライフラインを地下化したことにより、地震等の災害に対して強い地区として、各種

重要機能の集積も可能となる。

　物流機能についても地下化し、ネットワーク化を図ることから、物流機能の向上が図れるとともに、

地震等の災害時にもこの機能を十分に活かし、災害拠点として活用することもできる。このように、

主要施設の地下化は、災害に強い都市づくりに大きく寄与するはずである。

　さらに、リニア高速鉄道により国際空港、国内空港とを数分で結ぶとともに、中央リニア新幹線が

開通すれば大阪とも1時間で結ばれることとなる。国際的にも利便性の高い地区となり、国際、国内

の日本の玄関口として、国際的な都市間競争にも十分太刀打ちできるようになる。

　このように、地下を利用することにより、水と緑あふれる、魅力ある都市として、また、情報、物

流、人の交流基地として、さらに災害時の活動拠点として都市の新生が果たせることになる。

　また、東京駅周辺の地下利用を切り出したイメージパースは図6．27の通りとなる。

　地下の階層地図の通り、地下1階部分には地下歩行者ネットワーク歩行系、地下2階部分と地下3

階部分には地下鉄、地下道路の交通系、地下4階部分には新たに設置するリニア駅の駅舎部、地下5

階部分にはリニア高速鉄道の旅客ホーム、地下6階部分には、リニア高速鉄道の貨物駅とこれと一体

となった地下物流基地、これに接続するコンテナによる都市内地下物流ネットワークと幹線ライフラ

イン、大深度地下を活用して首都高速道路を設置するものとする。

　これにより、地上を水辺と緑あふれる空間として再構築し、都市空間を新たに生まれ変わらせるこ

とが可能となる。
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　図6．27　東京駅地下のイメージ図

（6）構想の実現性

　この構想は、今すぐに実現するものではなく、かなり長期的なスパンで見る必要がある。

　現在東京都では、関東大震災クラスの大災害の後の復興計画の策定を進めているが、このような構

想を実現するためには、震災計画のような長期のスパンを見た計画に位置づけ、慎重に各施設の配置

などを検討した上で、長期計画を策定し、更新時期や整備の必要性を鑑みながら、できる事業から整

備を行っていくようなスタンスで継続的に進めていくことが重要である。

　また、現在、日本橋地区の住民、地権者を中心に日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会が設置

され、首都高速の地下化による日本橋川再生プランを構築しようとしている。名前の通り、100年の

計として考えているが、このように地域と一体となって進めることも重要である。

　このプランの出来不出来は別として、人がこうなればよいと思うプランについては、様々な障害が

あったとしても、忘れられなければ、いつかは実現するものと考える。

　なお、このプランについては2000年12月に公表されたJAPICの大都市新生プロジェクトの1構

想として公表した。

6．5結論

　21世紀の都市像を描く上では地下の活用は必須といえる。
　海外の都市の整備の方向を見ても、今までのライフライン、地下鉄といった施設だけでなく、物流、

幹線道路、駅前ロータリーなどの施設を地下化し、人間的な空間として都市を新生することが進めら

れつつある。
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　このためには、莫大な事業費が必要となることもあるが、都市の再編に十分な予算を投入すること

が必要な時代になってきているのではないかと思える。

　ボストンでは、総額1兆3000億円をかけ、都市内高速道路の地下化を中心とする再整備を進めて
いる。

　ボストンのダウンタウンとビジネス街を分断する緑色の高架高速道路（グリーンモンスター）を地

下化し、これから生まれる空間を緑あふれる空間として活用し都市の再整備を行う事業が現在進めら

れている。

　この事業により、都心部に新たに60haの土地が生み出され、このうち3／4を緑の空間として、残

りを住宅、ビジネスのために利用し、魅力ある都市の再構築を図ろうとしている。

写真6．7　グリーンモンスター地下化前 写真6．8グリーンモンスター地下化後

　このような事業の最大の問題は地下化に伴うコストであるといえ、ボストンにおいても事業費の確

保については紆余曲折があったようだが、もし、地下掘削コストが今までの数分の1になれば、地下

を利用した都市の再編は、いっそう進む可能性がある。

　大深度地下使用制度により、深さの制約はあるが、利用可能な空間は無限に拡がったといえ、建設

コストが大きく減少することがあれば、まさに、この構想に描いたような都市の実現が容易に図れる

こととなる。また、公共投資によらなくとも、PFI等の民間資金を活用する方法によってもその実現

の可能性が大きく拓けるといえ、都市のあり方そのものが大きく変化するはずである。

　我が国の土木技術は世界最高水準にあるといえるが、高度な技術だけでなく、その技術の方向を、

地下掘削をいかに経済的に行えるかということに向ければ、実現可能ではないか。

　いずれにせよ、地下利用が今後の都市の再編で最も重要な舞台であり、これに向けベクトルを合わ

せる必要がある。

参考文献

1）（社）トンネル技術協会：大深度地下利用技術調査小委員会報告書概要版（モデル検討）：2000．11

2）松浦茂樹、島谷幸宏：水辺空間の魅力と創造：鹿島出版会，1987．12

3）越沢明：東京の都市計画：岩波書店1991．12
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第7章　結論

　本研究の成果は、本論文にあるというよりも、むしろ、大深度地下使用制度としての体系にあると

いえる。

　法制的には、大深度地下という空間特性を捉え、所有権との調整について特別の制度を定め、技術

的には、制度から要請される事項等も踏まえ、大深度地下利用に当たっての技術事項を体系化してお

り、技術、法律の両面において新しい分野に踏み込んだものである。

　また、大深度地下使用制度においては、地下利用にスプロール的な概念を導入し、これを防止する

ための仕組みを設けており、地下空間に対し計画論的な観点からのアプローチを行ったおそらく初の

制度ではないかと考える。

　このような制度が構築されたのは世界で初めてのことであり、国内のみならず、海外からも高い関

心が寄せられている。

　大深度地下使用制度のメリットとしては、事業を円滑に行えるようになること、合理的なルート設

定が可能となり、事業期間の短縮、コスト縮減にも寄与すること、「早い者勝ち」や「虫食い的」と

いったスプロール的な利用による無秩序な開発を防ぐことができること、地震に対して安全な空間で

あるとともに、騒音、振動の減少、景観保護にも役立つことなどがある。

　21世紀の都市を考える上では、空間を高度利用することが必要であり、このためには、地下空間

の活用は不可欠といえる。どのような都市を再編していくのかということは今後の大きな課題といえ

るが、大深度地下使用制度の構築が、都市の再構築の可能性の大きな扉を開いたといえる。

7．1　大深度地下使用制度の構築に至る検討内容と今後の課題

　大深度地下使用制度の構築に当たっては、表7．1に示すような項目について検討を行ったが、検討

のとりまとめのスケジュールの関係等から、本論文では、制度の検討開始時期から、法律の成立、法

律の施行までの間に検討を行った主な事項について論じた。

　単に制度の内容だけでなく、制度の成立の背景や考え方について論じ、今後の制度の運用に託され

た部分について、後に制度に携わる者が理解できるようにまとめるとともに、かつ、地下を利用する

様々な立場の方に大深度地下使用制度の考え方を理解いただき、よりよい制度として発展させていく

ことを目的として、論文を執筆した。

　第1編では、事業を円滑に実施するための制度として、どのような制度を構築したのか、そのバッ

クグランドについて論じた。つまり、この制度により、現実的に民有地地下の利用が可能となり、都

市の再整備のため空間が飛躍的に高まることとなるが、どのような、背景、考え方、技術的バックグ

ラウンドによりこれが可能となったかにっいて論じた。

　第ll編では、このように利用可能となった空間にっいて、スプロール的な利用を防止し、適正かつ

合理的に大深度地下を利用していくための利用調整の考え方と、これを実現するため、かつ、効率的

な事業の実施のための情報基盤のあり方、地下を利用した都市のあり方について論じた。

　第1編では、大深度地下の利用を可能とする骨組みを、第ll編では空間の使い方を論じている。

　第1編のうち、第2章では、制度の基本的な構成にっいて論じた。大深度地下空間をどのような性

格の空間として位置付けるのかは、憲法の財産権、民法の土地所有権の内容とも関連し、法制的な整

理が必要な事項であるが、一方では、法制度から要請される事項を空理空論ではなく、技術的に取り

扱うことができるかどうか、技術と法制が密接に関連する制度の基本骨格であり、第3章以降を理解

する上では不可欠であると考え、ここで論じた。

　空間特性から所有権に関連し特別な制度を構築した立法例は他になく、基本的な制度の仕組みにつ

いては、政府提案の法律の審査を行う内閣法制局とは1年半に及ぶ大議論を行った。
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　国民の権利保護の観点からこのような制度が果たして構築可能であるのか、また、現在は、通常、

補償を支払っている空間に対して、なぜ、無補償となるのかなど様々な議論があったが、最終的には

第2章に論じたように、事業を円滑に実施するための理想の制度が構築できた。

　この議論においては、大深度地下は客観的かつ一義的に特定可能なこと、大深度地下を利用したと

しても何ら実質的に損失が発生しないことなどを技術面から立証する必要性があり、このような要請

から、大深度地下利用に関する技術的事項を技術体系としてとりまとめた。この技術体系をとりまと

めるために行った検討内容について第3章で論じた。

　これは、いわば法律論としての大深度地下空間という概念を、現実的な空間とするため、技術とい

う言語によって翻訳する作業であったといえる。

　大深度地下に関する技術体系の構築において特に強く意識したことは、客観性と一義性ということ

であった。このため、技術体系から曖昧さを排除することに努めるとともに、できるだけシンプルな

ものとなるよう心がけた。最終的には、大深度地下施設の設計荷重の算定は、四則計算により算定さ

れるモデルとして構築したように、シンプルかつ実務的な技術体系としてまとめることができたと考

えている。

　また、大深度地下空間は、どのような場合にも利用されない一律の空間として定義しており、これ

を立証するため、現存する高層建築物について全て調査し、整合性を図るなど、説得力を十分有する

ものとして体系化が図れたと考えている。

　大深度地下使用制度は、相反する権利の調整を行う制度であり、非常に高い厳密さが要求されてい

るといえ、これらをクリアできたからこそ、制度の構築が図れたといえる。この意味において、第3

章の内容は、この制度の心臓部分といえる。

　しかしながら、大深度地下については、技術的に未解明な部分も多く、技術体系としては、これら

の事項も勘案しながら、安全側の考えに立ち構築しており、大深度地下地盤の特性を考えれば、過剰

な対応を求めている部分もあるかもしれない。しかしながら、現在では、これを補う知見の集積は十

分ではなく、合理的に大深度地下利用を行うためには、さらに知見の蓄積を行い、研究を深め、今般

の技術体系を所与のものとせず、技術的な理論の構築に努めるべきである。特に、堅く締まった地盤

という大深度地下地盤の特性をうまく活かして、合理的に大深度地下空間を活用する技術が開発され

ることが望まれる。

　第4章では、「早い者勝ち」、「虫食い的」な地下利用が行われないための仕組みを論じた。これは

大深度地下使用制度のもう一つの大きな柱である。

　地下のスプロール的な利用を防ぐという観点から、「大深度地下使用基本方針」、「大深度地下使用

協議会」、「事前の事業間調整」という今までにない仕組みを制度に新たに導入した。この仕組みが

うまく働き、「早い者勝ち」、「虫食い的」な利用を防ぐためには、この仕組みをどのように活用して

いくかということにかかっており、この基本的考え方についても論じた。

　ここでは、これを、地下利用の”あるべき論ttとして展開したが、これをもとに、大深度地下利用の

あり方を定めた「大深度地下利用基本方針」が決定されるとともに、実務上の空間配置の調整の指針

となる「利用調整の考え方」、「共同化の手引き」、都市計画との関係を定めたマニュアル等が定めら

れることとなっており、これに、後の運用で得たノウハウを追加して、大深度地下が早い者勝ち、虫

食い的に利用されず、適正かつ合理的に利用されることを強く願う。

　第5章では、大深度地下利用にかかる情報基盤のあり方について論じた。情報基盤は、第4章で述

べたような適正かっ合理的な地下利用を行うとともに、効率的に地下利用を行うためには不可欠とい

える。実際どのような情報基盤が整備されるのかは、今後の議論を待たなければならないが、現時点

で望ましいと考えられるものを論じた。技術的に解決すべき事項もあるが、一方、関係者間の合意形

成が必要な事項もあり、情報基盤の整備には、超えなければならないハードルがあるが、情報基盤整

備のための道筋はできており、今後、使い勝手の良い情報基盤が整備されることを願う。

　第6章では、都市における地下利用の可能性について論じた。ケーススタディに対しては、本当に
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実現するのか？という意見はあろうかと思うが、このような構想について、その実現性を議論するた

め、国土交通省の交通、道路、都市、物流、河川、技術の各担当課長と東京都の都市政策、震災復興

計画の各担当部長からなる会議を設置し、この実現について議論を進めるとともに、実現に必要な技

術についても、その技術開発の方向を検討し、“大深度地下利用技術ビジョン”としてとりまとめるこ

とを予定しており、構想を構想のままとせず、これを進めていく準備はできている。

　小渕前総理の指示により設置された都市再生推進懇談会の提言においても、都市空間の造りかえ、

大深度地下の活用、運河の再生等が提言されているほか、首都高速の地下化については東京都の長期

ビジョンや地下利用ガイドプランにおいても記述される方向で検討が進んでおり、さらに、これを後

押しする住民運動なども展開されるようになっており、まさに、地下を利用した都市の再構築に向け

た気運が高まりつつあるといえる。

　大深度地下使用制度は、2001年4月1日より施行される。

　二十世紀の最後の年に二十一世紀の都市の可能性の扉を大きく開く制度を構築し、二十一世紀にこ

れを活用する土台づくりが行えたと考えている。

　世紀の変わり目という節目であるとともに、国土庁26年の歴史の最後の大仕事として21世紀に引

き継ぐ大きな遺産を残すことができたと感じている。

表7．1大深度地下使用制度構築に当たっての検討フロー

事　　　　項 8年度　　　　　　9年度　　　　　　10年度　　　　　11年度　　　　　12年度　　　　13年度　　　　　14年度

O臨時大深度地下利用■査会 （平成・・年5月・榊肋まとめ）　　i
制度

O法制度化の検肘 （平成12年5月：法律の成立）
の

O政省令、基本方針等の検射 一一
黶@　（13年4月1日施行）　　　　　　．

O大深度地下利用のあり方の
@検肘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（■査結果を適宜、
ﾆ欄積した齢の賠・共同化方策・大徽地下利用のあ肪の翻　　　　　　　i基本方針に反映｝

O大深度地下利用披術指針の
@検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12年6月：大深度地下使用技術指針（案）公表）大深度地下の特定方法、地下施殻の耐力の考え方、地下施般と違築物の蔭隔距尾の考え方等の検討l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

O黄婆物の地下利用に関する
@実態■査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12年6月：「高眉建築物の地下利用の現状」公表）高層違築物の地下室、基礎杭の実態■査、高層健築物の荷1の整理、建築物の将来動向の検討　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

○大深度地下における近接施
@工の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
蜉闥n下における近髄工に関して・支障の有無支障がある場合の対応鮒の検討　　　i的　な

○地盤関査マニュアルの検討
事業者が行う地盤間査が正確かつ効率的に行えるための地盤口査方法の検討　　　　　　　　　i

O大深度地下利用に関する技
@術開発ビジョンの検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，■，A■，一■■，●■■一■
｡後鞍横断的‘・遅とさ棚用性の高い技術開蛙髄するためのピジ・ンの紡　　　　i

○大深度地下利用に関する安
@全・環境事項の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
蜷[度地下利用の安全頑類項に関する軽項目確準の㈱　　　　　　　　　i　（職・4年完成予定）

O大深度地下マップの作戚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12年12月に公表）
結栫A名古屋、大阪における大深度地下の深さを地図上に示したマップの作成　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

情
O事業概頁図等作成マニュア
@ルの作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
@律に基づき提肘る鞍の概賊示糟面の械マニ・アルを械する・　　　　　i

イ

O大郁市における地下情報の
@整■状涙及び活用方策鯛査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
C外の肺における地下情報の整淋況及踊用靖の■査　　　　　　　　　i

O大澱度地下に閲する情報基
@鍾のあり方の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
n下埋般微況・雌状蹄の地下情報の収集魂供体制のあ肪の検討　　　　　　i

○大深度地下利用に関する情
@報基盤の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i上記「あり方」の検討を踏まえ、整傭の具体的方策の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

注：ゴシック（太枠囲み）が本論文に収録した部分

7．2　後記

　筆者は、1998年1月1日に建設省近畿地方建設局淀川工事事務所より国土庁大都市圏整備局計画

課大深度地下利用企画室に赴任し、2001年1月6日に国土交通省河川局へ異動となるまでの3年間
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にわたり、大深度地下使用制度の構築を担った。

　この間には、1998年5月の「臨時大深度地下利用調査会答申」の取りまとめ、2㎜年5月の「大

深度地下の公共的使用に関する特別措置法」の成立、2000年12月の「大深度地下の公共的使用に関

する特別措置法施行令」の公布、2001年4月の大深度地下法の施行の準備と、いわば大深度地下使

用制度の種を撒く時期から、その実を収穫する時期までのすべてにかかわることができた。この実の

種が、新たに播かれ、今度は、具体の事業として豊かな実りをもたらすことを期待する。

　1998年に国土庁に赴任するまでは、大深度地下といっても1990年のバブルの頃の話であり、何を

すべき部署なのか実際よくわからなかったが、赴任してみると、法律を作らなければならない、しか

も10年前に関係省庁で調整が難航し、事実上とん挫した制度であることなど、一筋縄ではいかない

仕事であることがわかり、随分と大変な時期を担当することとなったと感じた。実際に、当初2年間

は、制度をつくる見通しが全く立たない状況であった。

　制度構築については、難しい局面も幾度となくあったが、運が味方したのか、必然的にこうなるべ

きであったのかはわかないが、我々の能力を超えたところでも物事がうまく進んでいた結果、制度を

構築することができたのではないかと感じる。

　大深度地下の検討体制の中では、筆者が、唯一の土木技術者といえ、意志決定ラインとして、上司

が入るといえども、技術的事項について事実上の全責任を担う立場であった。当初、どうすべきか判

断に窮することも多かったが、結局、自分の責任において、自分で判断するしかないと考え、また、

そのための準備を十分に行うこととした。逆に、どのようなことを検討するかについて、自分の裁量

で企画、立案、調整できる範囲が大きく、自ら必要と思う項目について自由に取り組むことができた

といえ、在任中には表7．1に示すような項目について検討を行うことができた。それぞれ、十分な成

果を上げたと考えているが、これには、大深度地下に対する多くの人々の協力や様々な団体の協力が

あったからといえる。

　大深度地下にかかる一連の検討を論文としてまとめるきっかけは、衆議院の法案審議が終わり、参

議院の審議入りを待っている2㎜年4月頃と記憶しているが、局長に、学位を取れるぐらいのこと
はしているはずだから、取ってみてはどうかと勧められたことによる。行政の仕事は学問とは縁が遠

いと思っており、学位の取得など全く頭になかったが、言われてみればそうかもしれないという気に

なり、また、今、成果をきちんとまとめなければ、今後、誰も制度の検討過程を知ることができなく

なると考え、論文としてとりまとめることを決意した。

　しかしながら、どのように進めたらよいのかわからず、母校の教授でもあり、日頃より大深度地下

利用について、様々なアドバイスを頂いている足立教授に相談させていただいたところ、頑張りなさ

いとの励ましをいただき、さらに、自ら主査として、論文の指導をしていただけることになった。学

生時代にはほとんど面識はなかったが、足立教授の御好意に甘えることにした。

　論文については、今まで協力いただいた様々な方々に恩返しする気持ちと、制度の構築における考

え方をできるだけ正確に記す記録としての面と、様々な局面においてどのように判断し制度化を進め

たのか、自分の考え記す面とを意識して執筆した。したがって、本論文の内容は大深度地下利用にか

かる検討について述べているものの、全てが行政の見解と精緻に一致しているというわけではない。

　法律成立後の2㎜年6月から執筆を開始し、2㎜年12月までの約7ヶ月をかけ、書き上げるこ

とができたが、この間の最大の難敵は時間の確保と気力の維持であったといえる。

　勤務中に論文の作業をするわけにはいかないので、帰宅後の深夜の時間と週末とを利用して執筆に

あたったが、潤沢に時間があるとは言えず、また、まとまった時間が確保できないためペースがなか

なか上がらず、どうしたものか思案したが、通勤時間を活用し、電車の中で紙と赤ペンで論文の思索

を行い、家に帰ってからこれを文章としてまとめるようにし、ペースを確立して、どうにか書ききる

ことができた。論文の執筆を通して、24時間という時間の貴重さを本当に痛感できた。

　仕事を終え、家に帰り、日付が変わった頃から論文を書き続けるのは、一方では、気力を奮い立た

せる必要があった。
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　書き続ける気力が維持できたのは、この論文については自分しかまとめることはできないという使

命感でもあったが、むしろ、娘の存在の方が大きかったといえる。

　私の娘は、1995年8月に誕生し、1997年2月に天国に召されたが、一生の間、口から食べること、

自分の意志で体を動かすこと、笑うことすらなかった。人生について語ることはしないが、娘と自分

の人生が何なのか、その思いが、気力の源であった。
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